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て

日程第13 議案第１２号 平成２７年度名寄市一

般会計補正予算（第３号）

日程第14 議案第１３号 平成２７年度名寄市国

民健康保険特別会計補正予算（第１

号）

日程第15 議案第１４号 平成２７年度名寄市介

護保険特別会計補正予算（第２号）

日程第16 議案第１５号 平成２７年度名寄市後

期高齢者医療特別会計補正予算（第１

号）

日程第17 議案第１６号 平成２７年度名寄市水

道事業会計補正予算（第１号）

日程第18 議案第１７号 平成２６年度名寄市一

般会計決算の認定について

議案第１８号 平成２６年度名寄市国

民健康保険特別会計決算の認定につい

て

議案第１９号 平成２６年度名寄市介

護保険特別会計決算の認定について

議案第２０号 平成２６年度名寄市下

水道事業特別会計決算の認定について

議案第２１号 平成２６年度名寄市個

別排水処理施設整備事業特別会計決算

の認定について

議案第２２号 平成２６年度名寄市簡

易水道事業特別会計決算の認定につい

て

議案第２３号 平成２６年度名寄市公

設地方卸売市場特別会計決算の認定に

ついて

議案第２４号 平成２６年度名寄市食

肉センター事業特別会計決算の認定に

ついて

議案第２５号 平成２６年度名寄市後

期高齢者医療特別会計決算の認定につ
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いて

議案第２６号 平成２６年度名寄市病

院事業会計決算の認定について

議案第２７号 平成２６年度名寄市水

道事業会計未処分利益剰余金の処分及

び決算の認定について

日程第19 報告第１号 平成２６年度名寄市一般

会計継続費精算報告について

日程第20 報告第２号 平成２６年度名寄市病院

事業会計継続費精算報告について

１．本日の会議に付した事件

日程第１ 会議録署名議員指名

日程第２ 会期の決定

日程第３ 平成２７年第２回定例会付託議案第７

号 名寄市立大学の授業料等徴収条例

の一部改正について（総務文教常任委

員長報告）

日程第４ 行政報告

日程第５ 議案第１号 名寄市男女共同参画推進

条例の制定について

日程第６ 議案第２号 名寄市個人番号の利用及

び特定個人情報の提供に関する条例の

制定について

議案第４号 名寄市個人情報保護条例

の一部改正について

議案第６号 名寄市手数料徴収条例の

一部改正について

日程第７ 議案第３号 名寄市地域子育て支援セ

ンター条例の制定について

日程第８ 議案第５号 名寄市職員の再任用に関

する条例の一部改正について

日程第９ 議案第７号 北海道市町村職員退職手

当組合規約の変更について

日程第10 議案第８号 工事請負契約の締結につ

いて

日程第11 議案第９号 工事請負契約の変更につ

いて

議案第１０号 工事請負契約の変更に

ついて

日程第12 議案第１１号 市道路線の認定につい

て

日程第13 議案第１２号 平成２７年度名寄市一

般会計補正予算（第３号）

日程第14 議案第１３号 平成２７年度名寄市国

民健康保険特別会計補正予算（第１

号）

日程第15 議案第１４号 平成２７年度名寄市介

護保険特別会計補正予算（第２号）

日程第16 議案第１５号 平成２７年度名寄市後

期高齢者医療特別会計補正予算（第１

号）

日程第17 議案第１６号 平成２７年度名寄市水

道事業会計補正予算（第１号）

日程第18 議案第１７号 平成２６年度名寄市一

般会計決算の認定について

議案第１８号 平成２６年度名寄市国

民健康保険特別会計決算の認定につい

て

議案第１９号 平成２６年度名寄市介

護保険特別会計決算の認定について

議案第２０号 平成２６年度名寄市下

水道事業特別会計決算の認定について

議案第２１号 平成２６年度名寄市個

別排水処理施設整備事業特別会計決算

の認定について

議案第２２号 平成２６年度名寄市簡

易水道事業特別会計決算の認定につい

て

議案第２３号 平成２６年度名寄市公

設地方卸売市場特別会計決算の認定に

ついて

議案第２４号 平成２６年度名寄市食

肉センター事業特別会計決算の認定に

ついて

議案第２５号 平成２６年度名寄市後
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期高齢者医療特別会計決算の認定につ

いて

議案第２６号 平成２６年度名寄市病

院事業会計決算の認定について

議案第２７号 平成２６年度名寄市水

道事業会計未処分利益剰余金の処分及

び決算の認定について

日程第19 報告第１号 平成２６年度名寄市一般

会計継続費精算報告について

日程第20 報告第２号 平成２６年度名寄市病院

事業会計継続費精算報告について

１．出席議員（１８名）

議 長 １７番 黒 井 徹 議員

副議長 １４番 佐 藤 靖 議員

１番 浜 田 康 子 議員

２番 山 崎 真 由 美 議員

３番 野 田 三 樹 也 議員

４番 東 川 孝 義 議員

５番 川 村 幸 栄 議員

６番 奥 村 英 俊 議員

７番 高 野 美 枝 子 議員

８番 佐 久 間 誠 議員

９番 塩 田 昌 彦 議員

１０番 川 口 京 二 議員

１１番 山 田 典 幸 議員

１２番 大 石 健 二 議員

１３番 熊 谷 吉 正 議員

１５番 高 橋 伸 典 議員

１６番 佐 々 木 寿 議員

１８番 東 千 春 議員

１．欠席議員（０名）

１．事務局出席職員

事 務 局 長 益 塚 敏

書 記 久 保 敏

書 記 開 発 恵 美

書 記 佐 藤 潤

１．説明員

市 長 加 藤 剛 士 君

副 市 長 橋 本 正 道 君

副 市 長 久 保 和 幸 君

教 育 長 小 野 浩 一 君

総 務 部 長 臼 田 進 君

市 民 部 長 三 島 裕 二 君

健康福祉部長 田 邊 俊 昭 君

経 済 部 長 川 田 弘 志 君

建設水道部長 中 村 勝 己 君

教 育 部 長 小 川 勇 人 君

市立総合病院
岡 村 弘 重 君

事 務 部 長

市 立 大 学
松 島 佳 寿 夫 君

事 務 局 長

こども・高齢者
馬 場 義 人 君

支 援 室 長

営業戦略室長 水 間 剛 君

上下水道室長 天 野 信 二 君

会 計 室 長 常 本 史 之 君

監 査 委 員 上 田 盛 一 君
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〇議長（黒井 徹議員） ただいまより平成２７

年第３回名寄市議会定例会を開会いたします。

ただいまの出席議員数は１８名であります。定

足数に達しております。直ちに本日の会議を開き

ます。

〇議長（黒井 徹議員） 日程第１ 会議録署名

議員の指名を行います。

会議録署名議員には、会議規則第８７条の規定

により、

５番 川 村 幸 栄 議員

１１番 山 田 典 幸 議員

を指名いたします。

〇議長（黒井 徹議員） 日程第２ 会期の決定

について、お諮りをいたします。

今期定例会の会期は、本日より９月２９日まで

の２７日間といたしたいと思いますが、御異議ご

ざいませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 異議なしと認めます。

よって、今期定例会の会期は、本日より９月２

９日までの２７日間と決定をいたしました。

〇議長（黒井 徹議員） 日程第３ 平成２７年

第２回定例会付託議案第７号 名寄市立大学の授

業料等徴収条例の一部改正についてを議題といた

します。

付託しました委員会の審査の経過及び結果の報

告を求めます。

総務文教常任委員会、東千春委員長。

〇総務文教常任委員長（東 千春議員） 平成２

７年第２回定例会付託議案第７号 名寄市立大学

の授業料等徴収条例の一部改正について、委員会

での審査の経過並びに結果について御報告申し上

げます。

委員会は、６月３０日、７月２２日、８月１０

日、８月１７日、８月２１日、８月２６日の６回

開催し、慎重に審査を進めました。

第１回では、提出資料の説明を受け、その後質

疑を行いました。資料では、入学料減額の趣旨、

他公立大学の学費一覧、近年の志願者、入学者の

状況、名寄市立大学収支の推移について、以上４

件の資料説明を受け、質疑を行いました。

委員からは、入学料フラット化による具体的な

効果についての質問には、入学者の傾向として上

川、宗谷、留萌の中では上川が特に入学者が多く、

その次に札幌圏、十勝、東北３県が多く、これら

のエリアでの安定した入学者確保を目指したい。

初年度納付金の高さの解消は効果があると考える。

４年間の納付金総額は３００万円を超えて他の公

立大学より大幅に多いが、この状況についての質

問には、施設整備費については市民の減額制度を

持っている。施設整備費、教育研究振興費、実験、

実習活動費を合わせると他の大学より高いと承知

しており、２８年度中に調査し、実際にかかった

費用を検証し、２９年度に方向性を出したい。他

大学では、４大学以外は地域内、地域外で差を設

けているが、分析評価についての質問には、地域

内を安くする議論もあったが、市内は約１０名で、

幅広く優秀な学生を集めることを目指したい。今

まで市民が支えた大学で、地域枠を設けるのが市

民感情ではないかとの質問には、国立大学と同じ

２８万 ０００円は一般的な金額と考える。多く

の大学では差を設けているが、市民のメリットは

施設整備費で減免しており、今後の負担のあり方

を検討する。地域外を２８万 ０００円とした議

論経過はとの質問には、高校訪問や進学相談会等

の意見として地域外から割高感があると教員から

聞いていた。子供を抱える市民にとってのメリッ

トが必要ではないかとの質問には、上川北部推薦

枠５名のメリットもある。地域枠をふやしてほし

いとの要望があるが、地域内に定着しない出口の

問題もあり、今後の課題と考えるなどの答弁があ

りました。

次回への資料として、授業料以外の納付金につ
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いて、名寄市に大学があることの効果についての

資料を要求しました。

第２回では、前回の質疑を踏まえ、補足説明と

して開学時の状況説明を受け、その後資料説明を

受けました。

名寄市に大学があることの効果については、地

方交付税で人口分としての効果として約１億円、

市内の経済、消費効果や学生アルバイトによるま

ちの活気、家賃収入やボランティア活動について

の説明がありました。特に平成２８年度から道北

地域研究所と地域交流センターを統合して（仮

称）コミュニティケア教育研究センターを設置を

予定している。ここでは、道北定住自立圏におけ

る住民の生活安定、安心の確保の貢献を目指し、

地域振興部門、ケア開発部門、地域交流部門をも

って構成し、１３定住自立圏、道北地域を対象に

貢献を考えている。

他大学の授業料と他の納付金の調査では、学科

が類似する４５大学については後援会費、学生自

治会費、同窓会費を含めて調査をした資料の提出

がありました。

委員からの質疑では、今後の学生確保の考え方

と見通しについての質問には、学生確保では直接

学生に伝えること、大学とまちを見てもらい、肌

で感じてもらうこと、道内外にメディアを利用し

てＰＲをしている。地域内の入学料の今後の考え

方についての質問には、地域内から入学料につい

ての要望は聞かないが、諸納付金を合わせると高

いとの声は聞く。今まで厳しいときも市民が守っ

た名寄市立大学であるが、４５大学中３大学のみ

が地域での差をつけていないが、フラット化の意

義はとの質問には、将来を見据えた考えとして、

どの地域からでも来ていただきたいと考えている

との答弁ありました。

第３回委員会では、説明員より実習先等の状況

と推薦入学者の状況についての説明を受け、推薦

入試では地域指定枠は和寒から音威子府までの高

校卒業生としているとの説明がありました。

委員会のこれまでの質疑の中で、大学の経営と

して将来を見据えて入学料の地域外の値下げに関

しては一定の理解を示されていますが、大学が地

域に対してどのような考え方を持っているかにつ

いて理解が深まっていないことから、地域に対す

る貢献のあり方を含めて地域内の入学料のあり方

と条文について審査を行うことといたしました。

各委員からの質疑では、条文の文言表現が厳し

くなっていると思うが、理由はあるのかという質

問には、他大学の条文を参考にしながら法制担当

とも相談しながら作成した。入学料等の納付や滞

納の状況と今回の条例記載改正の関係はあるのか

との質問には、入学決定後に融資を受ける学生も

あり、必ず入学前納付とは限らない場合もある。

第４条の２、入学料は入学時に支払うこととする

ことから市長が定める期間に変更する意味はとの

質問には、入学手続は毎年要項で定めており、市

長が定める期限は毎年定める募集要項とした。納

付期限を規則から条例化する理由についての質問

では、本来あるべき姿に改めた。市民がより大学

を活用できる今後の展開はどのように考えるかと

の質問には、コミュニティケア教育研究センター

の役割として、これまでも町内会や団体等に入っ

ていったが、センターが核となってシステムとし

ての地域とのかかわりをつくりたい。社会保育科

ができることで子供からお年寄りまでサポートす

る学科展開と特に子育て支援を大学として地域貢

献できる部分をこども未来課と相談をしている。

大学図書館の市民利用の考え方についての質問で

は、専門職の市民の活用促進と地域と一体となる

先進事例を調査をしたい。地域への人材供給など

市民が求める貢献への考え方とセンターへの市民

意見の反映はとの質問には、看護師確保では検討

会議の中で協議をする。また、地方創生で学生の

定住対策や定住自立圏の１３市町村共同でできる

取り組みを協議するなどの答弁がありました。

第４回の委員会では、説明員より名寄大学、短

期大学部入学者の状況、実習受け入れ所在地市町
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村一覧、推薦入試の枠組み、大学納付金の未納状

況の資料説明を受け、質疑を行いました。

委員からは、地域内に対する大学としてのこれ

までの評価と認識についての質問には、上川より

留萌、宗谷での実習は少ないが、宗谷地区では近

年増加傾向にあるなどの答弁がありました。

その後本提案に対する各委員の考えを伺い、委

員からは、全国の公立大学でも地域枠を設けてい

る。名寄市のこれまで５５年間市民が支えた歴史

に鑑み、地域枠を残すべき、地域内のメリットを

残すべき、将来のフラット化はあるかもしれない

が、地域住民があっての大学との認識から、時期

尚早ではないか、実習先との関係からも地域枠を

設けるべき、上川、宗谷、留萌との連携からも地

域枠を残すべきではないかなどの意見が出されま

した。

地域外の金額を２８万 ０００円にすることに

は異論はなく、地域枠を残すことが適当とする認

識を確認し、地域枠の部分の金額を委員会修正す

ることとし、次回の委員会までに金額とその根拠

を各自調査をすることといたしました。

第５回委員会では、冒頭委員長から地域内の入

学料の変更の際に編入学２１万円を下回る場合も

考えられるとの課題提起を行いました。大学とし

ては、編入学の金額の議論はしておらず、２１万

円の根拠としては編入は３年次から行うものとし

ており、期間が２分の１であり、地域外の入学料

の２分の１と設定した経緯があるとの説明を受け

ました。

委員から出された質疑では、議論をしなかった

理由はとの質問に、地域内、地域外の議論に終始

をしていた。全国の編入学の入学料の状況はとの

質問に、数大学調査したが、編入学の料金設定を

する大学は見当たらないとの答弁がありました。

他の大学の編入学の入学料の設定状況や名寄市

立大学のこれまでの編入学の状況の資料を求めて

この日の審査を終了いたしました。

第６回委員会では、公立大学の入学料の編入学

の状況を記載した資料の説明と保健福祉学部への

編入学の状況についての資料説明を受けました。

委員からの質疑では、入学料の基本的な考え方

はとの質問に、多くの公立大学は国立に準拠して

おり、差を設けていないことに倣っていると考え

るとの答弁がありました。

その後入学料の金額についての考えを伺い、各

委員からは、これまで地域外 ５倍の基準から地

域内は１８万 ０００円が望ましい。編入学は他

の大学の状況もあるが、これまでの比率を踏襲し

て１４万 ０００円が望ましいとの意見が出され

ました。

委員からその際収支影響について質問が出され、

定員を１９０名、過去４年間の平均で地域内から

の入学者を約２５％から積算すると地域内で４４

６万円、フラット化の部分で ７５０万円で約

２００万円の影響があり、物件費などの節約に努

め、それでも不足があれば大学振興基金を活用し

て対応するとの答弁がありました。

そこで、全委員から委員長に会議規則第９９条

の規定により、平成２７年第２回定例会付託議案

第７号 名寄市立大学の授業料等徴収条例の一部

改正について修正案が提出され、平成２７年第２

回定例会付託議案第７号 名寄市立大学の授業料

等徴収条例の一部改正については、まず第２条第

３号及び第４号を削るを削り、別表第１の保健福

祉学部の入学料の欄中、入学料２８万 ０００円

を地域内１８万 ０００円、地域外２８万 ００

０円に、編入学２１万円を１４万 ０００円に修

正すべきものと決定し、修正議決をした部分を除

く部分を原案のとおり可決すべきものと決定をい

たしました。

以上で委員会の報告とさせていただきます。

〇議長（黒井 徹議員） これより、委員長報告

に対する質疑に入ります。御発言ございませんか。

川村幸栄議員。

〇５番（川村幸栄議員） １点お伺いをしたいと

思います。
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本当に熱心な議論をしていただきました。感謝

を申し上げたいと思います。今地域内のメリット

確保の議論は報告でよく伝わったところでありま

すけれども、名寄大学の学生さん、報告にもあり

ましたように道南、道外、そして九州、沖縄から

も入学されていらっしゃるわけですけれども、こ

うした学生さんたちへの対応等について議論経過

があればお知らせいただきたいというふうに思う

のですけれども。

〇議長（黒井 徹議員） 東委員長。

〇総務文教常任委員長（東 千春議員） 遠方か

らの学生さんへの対応という質問だったかなとい

うふうに思いますけれども、特に遠方からの学生

に対する対応というのはありませんで、現在入学

者が多い地域のエリアからの入学者確保に努めた

いというふうな答弁があったところでございます。

〇議長（黒井 徹議員） 川村議員。

〇５番（川村幸栄議員） 市民の中には、このよ

うに遠くから名寄大学を選んできてくれると、こ

ういった学生さんたちに何かしてあげることはで

きないのかと、こんな声も今ところどころ聞こえ

てくるものですから、そういった議論経過があれ

ばというふうに思ったのですが、市民がこぞって

応援していきたいといった、そういう思いが少し

ずつ広がっているのではないかなというふうに感

じているところです。さらにますます名寄市の重

要な位置を占める名寄大学です。引き続き熱心な

議論を重ねていただくことをお願いして、終わり

たいと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 奥村英俊議員。

〇６番（奥村英俊議員） まずもって６回に及ぶ

委員会議論御苦労さまでした。なおかつ、委員会

議論としましては、これまで条例の一部改正にか

かわる議会議論から条例全体を見直すという点に

着手をしたことについて、これからの議会議論の

先例として、また議会改革の一環としても高く評

価のできるものであったというふうに思います。

委員会の皆さんに改めて敬意を表するところであ

ります。

そこで、質問ですけれども、理事者からの地域

外の入学料を地域内に合わせて差額をなくすとい

う、そういう提案を修正をして、地域内について

も引き下げる、それから編入学についても引き下

げることとしたという報告でありますけれども、

理事者の提案については編入学の関係については

含まれていませんでしたけれども、それらについ

て議論をしていないというふうに報告されました。

そのことについて、編入学について引き下げ自体

も想定しなかったということだったのでしょうか。

想定をしていないということだとすれば、条例の

つくりからいくと提案内容の不備ではないかとい

う気もしますけれども、委員会としてこの点につ

いて理事者の考えを確認されたのかどうかについ

てお伺いをしたいというふうに思います。

もう一点、最終的に金額の修正ということで、

金額の修正に当たって議員間だけではなくて市民

の皆さんにも意見を聞くような場があってもよか

ったのではないかというふうに思いますけれども、

委員会としてそういった議論があったのかなかっ

たのかについてお伺いをしたいというふうに思い

ます。

〇議長（黒井 徹議員） 東委員長。

〇総務文教常任委員長（東 千春議員） 編入学

の引き下げについての議論はしていないというふ

うな答弁がありました。これにつきましては、フ

ラット化をするということで、委員長から課題提

起をさせていただいた部分でいいますと、逆転現

象するおそれがあるということから、委員長から

課題提起をさせていただきましたが、この部分に

ついて理事者側の提案では逆転現象はしないとい

うふうな答弁があったところであります。

市民に意見を聞く場の設定について、委員会と

してそのような活動をしてはいかがかという意見

は出されませんでした。

〇議長（黒井 徹議員） 奥村議員。

〇６番（奥村英俊議員） お答えについてはよく
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わかりました。

改めまして委員会で多くの議論をされて修正と

いう結論を導かれたことについて敬意を表します

けれども、この条例提案自体、そういう意味では

不十分さがあったように感じます。この点につい

て委員会が結論として出しました修正について、

理事者としてのお考えがあればお聞きしたいと思

います。そのことを申し上げて、終わりたいと思

います。

〇議長（黒井 徹議員） 久保副市長。

〇副市長（久保和幸君） このたびの大学の入学

金にかかわる、条例名でいいますと授業料等徴収

条例の一部改正ということでありますけれども、

この間所管の委員会の皆様方には大変慎重審議を

いただきましたことについて、まずもってお礼を

申し上げたいというふうに思います。

さらに、今回の市側の提案につきましては、先

ほど来委員長報告にもありましたとおり、２０１

８年問題を初めとするさまざまな課題を踏まえた

上での平成２８年度の学生確保をスムーズに進め

ていきたいということでの提案でありました。さ

らには、私どもといたしましては地域外の入学料

を現行の地域内まで減額をするという提案であり

ましたが、これにつきましても基本的に名寄市立

大学は公立大学としての性格を有しているという

ことでありまして、この地方公共団体が設置する

大学、いわゆる公立大学は基本的にそれぞれの都

道府県、市町村が設置背景、さらには歴史または

趣旨や学科、科目の内容等々多種多様にあるとい

う中にありまして、それぞれの大学につきまして

はひとしく地域を基本としていると。あるいは、

地域に根差した高等教育を展開しているというと

ころでは共通であります。そういう意味では、そ

れぞれ御審議をいただいた内容が公共大学として

の使命をしっかりと果たすべきではないか、その

中で地域性にしっかり配慮していくべきではない

かという、そういう御指摘、御審議が主だったと

いうふうに受けとめているところであります。

この修正に対する考え方につきましては、基本

的に議会サイドでの、所管の委員会サイドでの地

域性を配慮したものというふうに思っております

し、公立大学の役割という点でいきますとそれぞ

れが特異性、特殊性があったということを踏まえ

て考察をいただいたということについて大変感謝

をいたしているところであります。私どもといた

しましては、私どもが提案した内容が地域性を配

慮するという点においては不十分であったという

ことを率直に反省をさせていただいて、さらには

慎重審議、この地域性を配慮した議会側のお考え、

そしてまた修正案については大変真摯に受けとめ

させていただき、改めて感謝を申し上げたいとい

うふうに思います。

さらに、私どもこのたびの所管の常任委員会の

審議の中で、市民、さらには議会議員の皆様方が

私どもの市立大学へ大変関心をお持ちいただいて

いるということを痛感をいたしましたし、今後大

学の運営もしっかり進めていけという、そういう

修正であったというふうに痛感をしておりますの

で、今後におきましては大学サイドともしっかり

とした連携をいたしまして、スムーズな大学運営

に当たってまいりたいということをお誓い申し上

げて、お答えとさせていただきたいと思います。

以上であります。よろしくお願いいたします。

〇議長（黒井 徹議員） ほかに質疑はございま

せんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 以上で質疑を終結いた

します。

正副委員長は自席にお戻りください。

これより採決を行います。

本件に対する委員長報告は修正案のとおり可決

すべきで、修正部分を除く部分を原案のとおり可

決すべきです。本件は委員長報告のとおり決定す

ることに御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 異議なしと認めます。

平成２７年９月３日（木曜日）第３回９月定例会・第１号
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よって、平成２７年第２回定例会付託議案第７

号は委員長報告のとおり可決されました。

暫時休憩をいたします。

休憩 午前１０時２８分

再開 午前１０時２９分

〇議長（黒井 徹議員） 再開します。

日程第４ これより行政報告を行います。

加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 本日、平成２７年第３回

定例会の開会にあたり、これまでの主な行政事項

について、その概要を御報告申し上げます。

はじめに、企業会計を除いた平成２６年度の各

会計決算について申し上げます。

一般会計については、歳入総額から歳出総額を

差し引いた形式収支で４億 ７２０万５千円の黒

字となり、翌年度に繰り越しすべき一般財源 ６

９４万６千円を差し引いた実質収支は、４億 ０

２５万９千円となりました。ここから、名寄市基

金条例に基づき、財政調整基金へ２億１千万円を

積み立て、残り２億２５万９千円を平成２７年度

へ繰り越しました。

特別会計では、国保の保険事業勘定で ９８４

万 ０００円、介護の保険事業勘定で ７９３万

２千円それぞれ黒字となり、他の特別会計につい

ては、一般会計繰入金で調整を行い、収支はゼロ

となっています。

次に、基金の状況について申し上げます。

一般会計における平成２６年度末の基金残高は

７０億 ０６４万１千円で、前年度末に比べて、

２９１万４千円の増加となりました。

地方交通確保基金など、基金の設置目的に応じ

て経常的な経費の財源として取り崩したほか、老

朽化している公共施設の整備に係る財源として公

共施設整備基金から、医療従事者確保の財源とし

て市立総合病院整備基金から、東病院の運営に係

る財源として名寄東病院振興基金から、名寄市土

地開発公社の解散に伴い土地開発基金から、多く

の皆様からいただいた寄附金を積み立てておいた

文化センター大ホール建設基金からピアノ購入の

財源として、また、臨時交付金を積み立てておい

た地域の元気交付金基金からそれぞれ事業の実施

に係る財源として、総額５億 ４２４万３千円を

取り崩しましたが、一方で今後の財政を見据えて、

財政調整基金、減債基金、地域振興基金、名寄東

病院振興基金、文化センター大ホール建設基金な

どに、合計６億 ７１５万７千円を積み立てたこ

とから、基金全体では、前年度比 ６パーセント

の微増となりました。

主な基金の残高は、財政調整基金１５億 ８６

７万２千円、減債基金１３億 １９８万９千円、

公共施設整備基金９億６８万７千円、名寄東病院

振興基金６億 ３４７万６千円、名寄市立大学振

興基金５億 ５９６万２千円、合併特例基金１２

億 １６０万円となっています。

このほか、特別会計で、国民健康保険支払準備

金基金 ９０５万円、介護給付費準備基金１億

６８７万１千円となっています。

これらの基金については、今後も、有効かつ適

切に活用し、健全な財政運営に努めてまいります。

次に、戦後７０年の節目の年にあたり、改めて

平和への思いについて申し上げます。

本市は、平成１９年３月、恒久平和と幸せな市

民生活を守るため、非核平和都市宣言を行い、過

去に多くの人が犠牲となった戦争を二度と繰り返

させないことを堅く誓いました。この宣言の趣旨

にのっとり、毎年、７月１０日に名寄市戦没者追

悼式や平和音楽大行進が開催され、昨年から８月

１５日には全国戦没者追悼式の黙とうに併せて、

正午に１分間のサイレン吹鳴を行っています。

加えて、本年が戦後７０年ということを踏まえ、

８月２７日に名寄地区連合会などと共催で平和講

演会を開催し、三浦綾子記念文化館の松本専務理

事の講演、市所蔵の平和図書の紹介、ＤＶＤの上

映などを行いました。

今後とも戦争や原爆の記憶を風化させず、恒久
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平和への願いを後世に伝えていくため、様々な取

組を進めてまいります。

次に、社会保障・税番号制度いわゆるマイナン

バー制度について申し上げます。

公平・公正な社会の実現、国民の利便性の向上、

行政の効率化を大きな効果として、国が進めるマ

イナンバー制度については、本年１０月から、通

知カードによりマイナンバーが通知され、平成２

８年１月からは、本人の申し出により個人番号カ

ードの交付が始まることから、本市としても、市

民の皆様への周知に努めてきているところです。

また、個人情報の漏えいや成りすましによる被

害などを懸念する御意見もあることから、本市と

いたしましては、本定例会において個人情報保護

条例の一部改正を提案させていただき、個人情報

の保護に関する必要な措置を講ずるとともに、今

後ともマイナンバー制度の円滑な実施に向けて取

り組んでまいります。

次に、国勢調査について申し上げます。

本年は、５年に一度の国勢調査の実施年であり、

本市においても７月１日に実施本部を設置し、９

月上旬からの調査開始に向けて、準備を進めてい

るところです。

今回からインターネットによるオンライン回答

が全国的に展開をされることから、周知に向けて

の取組を進めてまいります。

次に、総合計画の推進について申し上げます。

本年度の行政評価については、３１施策１１０

事務事業を対象に実施したところであり、施策評

価については、Ａ評価が２０施策、Ｂ評価が１１

施策となり、事務事業評価については、Ａ評価８

２事務事業、Ｂ評価１３事務事業、Ｃ評価１事務

事業、評価対象外が１４事務事業となっています。

評価結果については、総合計画実施計画第４期ロ

ーリングや予算編成に反映してまいります。

次に、第２次総合計画の策定について申し上げ

ます。

現在、第１次総合計画の検証を進めているとこ

ろであり、今後、市民アンケートを実施し、市民

意識の変化を踏まえて、検証結果をまとめてまい

ります。

また、第２次総合計画の策定に向け、関係団体

との意見交換を実施するとともに、庁内に若手職

員によるワーキンググループを設置し、目指すべ

き将来像や基本目標などについて検討を行ったほ

か、計画の構成や期間などについても検討を進め

ているところです。

今後、これらの検討を踏まえて、第２次総合計

画策定にあたっての基本的な考え方を示す「第２

次総合計画策定方針」を策定するとともに、総合

計画策定審議会やタウンミーティングなどにより、

市民の皆様の御意見を伺いながら、具体的な検討

を進めてまいります。

次に、コミュニティ活動の推進について申し上

げます。

名寄市町内会連合会主催による町内会長と行政

との懇談会は、７月１日にグランドホテル藤花に

おいて開催されました。平成２７年度における市

の主な事業などについて報告し、情報共有を図っ

たほか、地域の課題などについて意見交換を行い

ました。

次に、男女共同参画の推進について申し上げま

す。

男女共同参画の推進に関する条例については、

外部有識者で構成する男女共同参画推進委員会に

おいて、本年２月から５回にわたり御議論いただ

いたところであり、これらの御意見も踏まえて、

条例案としてとりまとめたところです。

平成２８年４月からの条例施行を目指して、本

定例会に条例案を提出させていただきますので、

よろしく御審議をお願いいたします。

次に、交流活動の推進について申し上げます。

東京都杉並区との交流については、６月２１日

に開催された第３６回ふうれん白樺まつりに、代

表団６人と高円寺阿波おどり親善訪問団３４人に

加え、東京商工会議所杉並支部から宇田川会長を
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はじめ８人が来名され、阿波おどりなどを通じて

広く市民との交流を深めました。８月２９日と３

０日に開催された第５９回東京高円寺阿波おどり

には、本市から代表団と市民合わせて３５人が参

加して、本市のＰＲ、友好自治体との交流を深め

てきました。

また、杉並区交流協会及び東京なよろ会ツアー

委員会の共催により、７月１０日から４日間、

「夏の北海道名寄・音楽と交流の旅」ツアーが実

施されました。区民を中心に３４人が本市を訪れ、

夏の名寄を満喫したほか、１１日に開催された杉

並区友好交流記念「山下洋輔ジャズコンサートｉ

ｎＮＡＹＯＲＯ」では、多くの市民と一緒にジャ

ズの魅力を堪能しました。

ふるさと会交流については、東京なよろ会３０

周年ツアーが実施され、８月６日から４日間、６

１人が来名し、ふるさと訪問コースとゴルフ三昧

コースに分かれ、ひまわり畑鑑賞やゴルフを行っ

たほか、市民交流会などを通じて、ふるさとでの

楽しいひとときを満喫していただきました。

姉妹都市カナダ国カワーサレイクス市リンゼイ

との交流については、７月２日から８月２５日ま

での５５日間にわたり、交換学生２人を受け入れ

ました。交換学生は、ホームステイをしながら学

校訪問や地域のイベントに参加するなど、相互の

友好と交流を深めました。

友好都市ロシア連邦ドーリンスク市との交流に

ついては、名寄・ドーリンスク友好委員会が主体

となり、７月３１日から８月４日までの５日間、

訪問団１４人を受け入れました。友好の証である

「ドーリンスク通」や「友好の広場」を訪問した

ほか、なよろ市立天文台「きたすばる」、名寄市

立総合病院、ひまわり畑の視察などを通じて、こ

れまで育んできた友好の絆をさらに深めました。

台湾との交流については、７月１７日に市内外

から会員、来賓などを含め約５０人が出席する中

で、名寄日台親善協会設立総会が開催されました。

今後、民間レベルでの幅広い交流が進むことを期

待しています。

また、７月２４日から１泊２日の日程で、嘉義

県太保市から黄市長をはじめ２８人が来名され、

市内の農家や農業施設を視察し、農業技術に理解

を深めたほか、歓迎会では市民との交流を深める

など、本市と台湾とのさらなる交流拡大の契機と

なりました。

次に、広域行政の推進について申し上げます。

定住自立圏構想に基づく、北・北海道中央圏の

取組として、８月２８日に、構成市町村長が一堂

に会する会議を開催し、全国で最初に定住自立圏

形成協定を締結し、共生ビジョン策定をした南信

州定住自立圏の中心市である、長野県飯田市の牧

野光朗市長を講師に迎え、講演会を実施するとと

もに、各市町村の取組などについて、意見交換を

行いました。

天塩川周辺１３市町村で構成する「テッシ・オ

・ペッ賑わい創出協議会」については、地域住民

や移住者、地域おこし協力隊などと一緒に地域づ

くりについて話し合う研修会や「天塩川ククサ」

のブランド化、北海道暮らしフェアへの出展など

に取り組んでいます。

なお、「天塩川ククサ」については、ブランド

化を図ることを目的として、６月から道の駅「も

ち米の里☆なよろ」で展示販売を開始しているほ

か、７月１９日と２０日に「ダウン・ザ・テッシ

・オ・ペッ２０１５」において斡旋販売を実施し、

１００個を完売しました。

次に、効率的な行政運営について申し上げます。

自治体職員の自主的な研修の場を設け、定住自

立圏構想の一環として圏域の人材育成に資するこ

とを目的とした「地方財政ゼミナール２０１５ｉ

ｎなよろ」を昨年に引き続き、８月２９日から２

日間にわたり、北海道の全面的な協力をいただき、

市立大学で開催しました。ゼミナールの講師とし

て関西学院大学教授小西砂千夫氏のほか、東京大

学名誉教授で地方財政審議会会長の神野直彦氏に

加え、前日に開催した定住自立圏首長会議に引き
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続き、牧野光朗飯田市長を迎え、道内各地の自治

体から多数の参加のもと、大変有意義な機会とな

りました。今回のゼミナールを踏まえ、改めて今

後の国の政策の動向を注視し、効率的な行財政運

営を行ってまいります。

次に、地方創生について申し上げます。

人口ビジョンや総合戦略の策定に向け、本年５

月から関係団体や子育て世代、大学生などと意見

懇談会を開催し、市民の皆様から御意見を伺うほ

か、市民や学生を対象としたアンケート調査を実

施するとともに、本年６月に産業界や教育機関、

金融機関などで構成する「名寄市まち・ひと・し

ごと創生総合戦略推進委員会」を設置し、本市の

地方創生についての御議論をいただきました。

また、本市における地方創生の取組を速やかに

推進するため、早急に実施することにより一層の

効果が見込まれる事業について、総合戦略などの

策定に先行して実施する必要があると考えており、

必要な予算について本定例会に提出させていただ

きますので、よろしく御審議をお願いいたします。

今後は、推進委員会において、さらに議論を進

めるとともに、市議会においても十分に御議論を

いだだくなど、ていねいな議論を重ねながらも、

本年中のできる限り早期に総合戦略を策定してま

いります。

次に、病院事業について申し上げます。

本年度の第１四半期における一般科の患者取扱

状況については、入院患者数は延べ２万 ０２８

人で前年比 ００２人の増、率にして１ ５パー

セントの増加、また、外来患者数は延べ４万 ５

０４人で前年比３１３人の減、率にして ６パー

セントの減少となっています。

医業収益については、一般科と精神科を合わせ

た入院収益は１３億 ２１４万円で前年比１億

４０１万円の増、率にして１ ２パーセントの増

加、また、外来収益は５億 ８４８万円で前年比

２９万円の増、率にして １パーセントの増加と

なっています。

この結果、入院収益と外来収益の合計額は、１

８億 ０６２万円となり、前年比１億 ４３０万

円の増、率にして １パーセントの増加となって

います。

次に、救命救急センターについて申し上げます。

昨年８月に名寄保健所に事業計画書を提出して

以降、現地調査や各関係機関による協議を経て、

本年７月３０日に北海道から救命救急センターの

設置要請があり、８月１日に運営を開始したとこ

ろです。

北海道では、第三次保健医療福祉圏域ごとに救

命救急センターを整備しており、市立総合病院は

１２カ所目となります。

このうち道北圏域では、すでに旭川市内に２カ

所整備されていますが、アクセスに時間を要する

地域に、専用病床が１０床以上２０床未満の「地

域」救命救急センターの整備を進めているところ

であり、今回、市立総合病院が専用病床１２床で

運用をしていることから、「地域」救命救急セン

ターとして設置の要請を受けることとなったもの

です。

今後も、急性期医療を担う道北の地方センター

病院として、地域完結型の医療提供体制の構築や

救急医療の充実・強化に努力してまいります。

次に、子育て支援の推進について申し上げます。

子育て支援については、子育て支援センターの

サービス充実を図るため、旧木材需要拡大センタ

ー「なよろ親林館」の改修工事を行っていますが、

８月２７日に施設の愛称選考委員会を開催し、愛

称は「ひまわりらんど」に決定いたしました。現

在、当初の計画どおり１０月中旬のオープンに向

けて準備を進めるとともに、条例案について本定

例会に提出させていただきますので、よろしく御

審議をお願いいたします。

保育の質の向上については、本年７月に２回に

わたり、幼児の容態急変などに対する救命講習を

名寄消防署の協力のもと行いました。市内の全保

育施設に勤務する保育士及び保健師を対象として
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行い、保育現場の救命知識の向上を図ったところ

です。

また、子育て世帯臨時特例給付金の受付状況に

ついては、６月１日から受付を開始していますが、

公務員を除き、７月末日現在で受給対象者 ２４

８人中、 ２２２人の手続きを終えており、受付

期間である１１月末日までに、全対象者へ給付金

が行きわたるよう取り組んでまいります。

ひとり親支援施策の推進では、寡婦（夫）控除

のみなし適用について、本年９月に料金算定を行

う保育料から適用を開始いたします。

今後も、国の施策を注視し、子育て支援の向上

を図ってまいります。

次に、地域福祉の推進について申し上げます。

戦没者追悼事業は、実行委員会を組織して７月

１０日に実施しました。追悼式は市民文化センタ

ーを会場に、御遺族をはじめ約２００人の参列の

もと、厳粛に執り行いました。

また、第５９回を迎えた平和音楽大行進では、

１５団体の力強い演奏を多くの市民が楽しむとと

もに、悲惨な戦争が繰り返されないよう願いが込

められました。

なお、９月１日から、臨時福祉給付金の受付を

開始しており、併せて、給付金対象者１人につき

５００円の地域商品券を交付してまいります。

次に、高齢者の福祉の充実について申し上げま

す。

高齢化が進みますます増加する認知症の方を地

域で支えるため、昨年度から引き続き「認知症サ

ポーター養成講座」を開催し、多くの方に認知症

についての理解を深めていただきました。各関係

機関や企業向けのほか、市民向け講座も開催し、

本年７月末の認知症サポーター数は１千人を超え

ることができました。

また、昨年１２月に締結したエーザイ株式会社

との「認知症対策・地域包括ケアの推進に関する

包括的連携協定」の一環として、「もの忘れ“め

やす”チェックリスト」の提供をいただき、平成

２７年度介護保険料納入通知書に同封して６５歳

以上の方々に配布をしています。

今後も認知症サポーター養成講座の開催をはじ

め、各種認知症対策を拡充してまいります。

次に、廃棄物処理対策について申し上げます。

循環型社会の形成には、ごみの発生抑制と減量

化を図り、その資源化に向けた取組など、廃棄物

の適正な処理が必要なことから、本年も５月と７

月に環境衛生推進員による最終処分場内での一般

搬入者に対する分別指導を実施しています。また、

資源集団回収事業の推進のほか、小型家電の回収

や古着・廃食用油のリサイクルを引き続き実施し

てまいります。

広域最終処分場の建設については、防衛省の補

助金の交付が決まり、浸出水処理施設建設工事施

工業者の選定を終えています。今後は最終処分場

実施設計業務の入札を予定しており、平成３０年

３月の完成に向け取組を進めてまいります。

本年１月から６月までの上半期における火災及

び救急・救助出動状況については、火災件数は６

件で、前年比４件の増、火災種別では、建物火災

５件、林野火災１件となっており、負傷者３人と

なっています。

救急件数は５１４件で、前年比２９件の減、事

故種別では、急病３７５件、一般負傷６５件、転

院搬送３９件、交通事故１２件、そのほか２３件

となっています。

救助件数は１５件で、前年比１件の減、交通事

故によるもの５件、そのほか１０件となっていま

す。

火災予防については、４月から７月までに防火

対象物４７事業所、危険物施設５５箇所の立入検

査を実施し、法令違反の対象物に改善指導を行っ

ています。また、一般住宅 １５８世帯と高齢者

独居住宅４１２世帯の防火訪問を実施し、住宅用

火災警報器の設置と維持管理などの住宅防火対策

の推進に努めています。

消防事業については、化学消防自動車と消火栓
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の更新を進めており、消防活動体制の充実強化を

図ってまいります。

次に、防災対策の充実について申し上げます。

本年の自治体スクラム支援会議については、東

京都杉並区、福島県南相馬市ほか４自治体、並び

に特別参加の静岡県南伊豆町に本市を加えた８自

治体により名寄市を会場に開催されました。

会議では、福島県南相馬市への水平支援を引き

続き行うことに併せて、「防災」に関する事項と

して、防災訓練への相互参加など地域防災力の向

上と各地域の特性を生かした災害時の具体的支援

策の検討について確認し、今後の方向性が示され

ました。

また、支援会議の取組の一環として、福島県南

相馬市の小学５、６年生１９人を招いて、８月５

日から９日に「なよろ夏季林間学校」を開催し、

自然体験、搾乳体験、パークゴルフのほか、市内

各施設や旭山動物園見学などにより、ストレス解

消や交流促進を図りました。

次に、本年度の防災訓練について申し上げます。

７月２３日、天塩川と名寄川の堤防が同時に決

壊したことを想定し、地域住民を含む約２００人

の参加により実施しました。

訓練は、まず災害対策本部を設置し、参加者の

避難が完了する時間のリードタイムを把握するほ

か、テスト配信した緊急速報メールなどの避難情

報の受信確認を促すとともに、逃げ遅れた場合を

想定した垂直避難を実際に体験していただきまし

た。栄町区町内会では、避難後に名寄消防署によ

る高所からの救出訓練に併せて、毛布を使用した

タンカ作成講習も実施したところです。

これらの避難訓練を通して、避難の考え方、課

題などについて理解をいただきました。

さらに、防災訓練と併せて、市民文化センター

において、名寄河川事務所主催の「天塩川上流水

防研修会」を開催し、旭川地方気象台職員による

防災講話、図上訓練ＤＩＧ（ディグ）を実施しま

した。各町内会から９０人が参加し、意見交換を

行いながらそれぞれが暮らす地域の特性について

学び、防災についての知識を深めています。

次に、名寄市防災マップについて申し上げます。

名寄市防災マップは、平成２３年３月に洪水ハ

ザードマップとして配布していますが、関連法令

の改正に基づく地域防災計画の見直しに併せて、

新たに作成し本年８月に全戸配布を行いました。

洪水ハザードマップや土砂災害に関する情報のほ

か、各自然災害に関する情報も掲載し、Ａ４冊子

型としています。

防災においては、自助・共助が重要であり、平

常時から自らの地域を知り、浸水想定を各地域に

おいて確認することが重要となります。名寄市防

災マップの全戸配布を通して、より一層の住民の

防災知識の向上につながるよう、防災の取組を進

めてまいります。

次に、生活安全対策について申し上げます。

本市におきましても、不審者による声かけやつ

きまといなど、子どもや女性を狙った事件や、特

殊詐欺事件が発生しています。

犯罪のない安全安心な市民生活の実現に向けて、

６月２７日に市民文化センター大ホール「ＥＮ―

ＲＡＹ」において、北海道警察音楽隊などの協力

により、名寄市民安全安心まちづくりコンサート

を開催しました。６００人を超える市民の皆様の

御来場をいただき、市民一人ひとりが心を一つに

して考え、防犯や交通安全の意識高揚を図る機会

となりました。

次に、住宅の整備について申し上げます。

北斗・新北斗団地建替事業の北斗団地について

は、昨年度着手した鉄筋コンクリート造２階建て

１棟１２戸の８月末現在の進捗率が約７０パーセ

ントとなっており、１０月の完成を予定していま

す。本年度建設分の鉄筋コンクリート造２階建て

１棟１０戸の工事は、９月に着手し、平成２８年

１０月の完成を予定しています。

また、新北斗団地については、３月に着手した

プレキャストコンクリート造平屋建て１棟４戸の
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全面的改善工事が、７月末に完成しています。

また、７月に着手した１棟１２戸のノースタウ

ンなよろ団地の長寿命化型改善工事については、

８月末現在の進捗率が約４０パーセントとなって

おり、１０月の完成を予定しています。

次に、都市環境の整備について申し上げます。

都市公園の長寿命化修繕計画に基づく公園施設

整備は、名寄公園の人道橋の更新工事を８月に完

了しています。

また、花園公園の遊具の更新工事については、

７月に発注を終え、現在、工事を進めています。

次に、水道事業について申し上げます。

安定した給水を確保するための老朽管更新工事

については、中央東７号線老朽管更新工事ほか２

路線、延長５８８メートルが完了し、現在は風連

２９線ほか２路線、延長 １５２メートルの整備

を７月中旬に着手し、１０月下旬の完成を予定し

ています。

配水管網整備については、風連西町３丁目線配

水管網整備工事ほか２路線、延長４３０メートル

が完了しています。

サンルダム建設事業に伴う上水道２期拡張工事

については、名寄から風連地区への簡易水道統合

整備送水管新設工事ほか１路線、延長 ５６７メ

ートルの整備を８月中旬に着手し、１１月下旬の

完成を予定しています。

また、有収水量向上のため漏水調査業務や清浄

な水道水の供給を図る配水管洗浄作業を実施して

います。

次に、下水道事業について申し上げます。

老朽化した施設の改築工事については、６月中

旬に、名寄下水終末処理場における沈砂池機械設

備の更新工事に着手し、来年２月下旬の完成を予

定しているほか、雨水管渠新設工事では、６月中

旬に、豊栄川３号幹線、延長１６２メートルの整

備に着手し、１１月下旬の完成を予定しています。

また、個別排水処理施設整備事業については、

名寄地区２基、風連地区３基の合併浄化槽の設置

が完了し、現在は、風連地区２基の整備を進めて

いるところであり、１０月下旬の完成を予定して

います。

今後、両地区合わせて５基の工事発注を予定し

ています。

次に、道路整備について申し上げます。

社会資本整備総合交付金により整備を進めてい

る西４条仲通、南西８条仲通の１、北１丁目通、

徳田１８線緑丘連絡線については、９月に工事の

完了を予定しています。

また、６月には昭和通、７月には風連東８号北

線の発注を終え、現在、工事を進めているところ

であり、さらに、９月には南１１丁目右仲通、１

０月には新規路線の南３丁目通の発注を予定して

います。

次に、総合交通体系について申し上げます。

昨年８月に、北海道縦貫自動車道「士別市多寄

町～名寄市間」の事業再開が決定したことを受け、

本年６月に、市内の商工農林業関係団体などによ

る「高規格幹線道路網活性化を図る市民期成会」

が発足され、早期完成とインターチェンジの整備

などを実現させるための取組を進めるよう要望を

受けたところです。

国では、昨日、風連庁舎において、地権者の方

々に対する事業説明会を開催したところであり、

本市といたしましても、引き続き、市民期成会や

関係団体と連携を図りながら、早期完成について、

国会議員をはじめ、関係省庁に対して要望活動を

進めるとともに、高速道路の開通に伴う地域振興

について、その有効性や優先性を考慮しながら、

市民の皆様とともに考えてまいります。

また、現在運行中の下多寄線デマンド交通につ

いては、利用者アンケートの結果をもとに、乗降

指定箇所の追加について検討を行い、名寄市地域

公共交通活性化協議会での了承が得られたことか

ら、本年１０月の運行から適用し、さらなる利便

性の向上を図ってまいります。

次に、農業・農村行政について申し上げます。

平成２７年９月３日（木曜日）第３回９月定例会・第１号
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初めに、８月１５日現在の農作物の生育状況に

ついては、基幹作物である水稲は、もち米、うる

ち米ともにやや遅れている状況となっています。

小麦は、秋小麦については降雨により収穫作業

が遅れたものの、収量では平年を上回る結果とな

り、春小麦については平年並みの見込みとなって

います。

畑作物を含めて、馬鈴しょ・玉ねぎ・てん菜な

どの生育は順調に推移しています。アスパラガス

については、低温の影響を受け、昨年及び平年を

やや下回る状況で終了しています。

次に、有害鳥獣農作物被害防止対策について申

し上げます。

８月１８日現在の捕獲状況は、エゾシカで昨年

度より１９頭多い２８６頭、アライグマは５頭を

駆除し焼却処分を行ったところです。

次に、ヒグマの出没などについて申し上げます。

本年度は、８月１８日時点で、昨年度の２０件

に対し３０件多い５０件の報告件数となっていま

す。

今後、農作物の収穫時期やキノコ採りのシーズ

ンを迎えることから、広報・ホームページによる

出没状況に関する情報提供を行うとともに、警察

をはじめ関係機関や団体と連携して注意喚起を図

りながら、被害防止対策を実施してまいります。

次に、畜産振興について申し上げます。

公共牧場については、受精対象牛を中心に放牧

を行っており、市営牧野は５月２５日から２９７

頭、また、母子里地区共同牧場では、６月５日か

ら１０５頭をそれぞれ受け入れています。

次に、もっともち米プロジェクト事業について

申し上げます。

８月４日に開催されたサッポロビアガーデンや

市内における各種歓迎行事などのイベントにて、

もちつきの実演を行ったほか、民放ラジオ番組の

出演などを通じて、なよろ産もち米のＰＲを市内

外へ行ってまいりました。

今後も名寄産農作物のブランド化に向けて積極

的に事業を展開してまいります。

次に、産業まつりについて申し上げます。

地産地消の推進と地場産品の良さを広め、農業

・農村への理解と農作物の消費拡大を図るため、

８月２３日に「第３７回なよろ産業まつり」を開

催しました。会場のなよろ健康の森では、大相撲

春日山部屋力士の方々が参加したイベントや、東

京の香川調理製菓専門学校の学生による地場農産

物を使用した試作商品の試食会などが行われ、多

くの市民の皆様に御来場いただきました。

御協力をいただきました関係機関・団体の皆様

にお礼を申し上げます。

次に、商工業の振興について申し上げます。

北海道が公表しています平成２７年第２四半期

（４～６月）の上川北部地域の地域別経済動向調

査では、建設土木業、運送業などは堅調に推移し

ていますが人材不足が続き、宿泊業については堅

調に推移しています。

一方、個人消費は消極的といえ、商店街の景況

感は芳しいとは言い難く、第１四半期（１～３

月）と比較して地域景況感・生産動向は「横ば

い」、消費動向は「やや下降」と判断されていま

す。

市の融資関係では、７月末現在、経営資金、設

備資金ともに融資件数は増加傾向で推移していま

す。経営資金は９２件、４億 ３６７万３千円の

融資となっており、前年同期比では件数で１件の

減、金額で９ ９パーセントとなっています。ま

た、設備資金は１０件、 ０７８万円の融資とな

っており、前年同期比では件数で１件の増、金額

で大きく上回っています。

次に、名寄市中小企業振興条例及び支援制度の

見直しについてですが、中小企業振興審議会に設

置された中小企業支援制度検討部会において、現

状と課題について検討を進めています。これらの

意見の中から、現在の社会情勢を踏まえた条例及

び支援内容となるよう見直しを進めてまいります。

次に、国の地域活性化・地域住民生活等緊急支
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援交付金を活用したプレミアム２５％付きの「な

よろ地域商品券」についてですが、６月２２日か

ら販売を開始し、６月２８日の休日販売を経て７

月１日に２万５千セットを完売しています。併せ

て実施した「買・なよろ運動地元商店応援キャン

ペーン」については、期間終了前の７月２９日に

券の引き換えなどを終了し、８月２８日にお笑い

ライブを実施しました。今後も１２月２７日を使

用期限とする商品券の利用による消費喚起を促し、

地域消費の向上を図ってまいります。

次に、労働関係について申し上げます。

ハローワーク名寄管内における６月末の月間有

効求人倍率は ９２倍で、前年同月比を １５ポ

イント下回り、平成２７年３月から連続して前年

同月を下回っています。

来春の新規高卒予定者の求職状況については、

卒業予定者６９７人のうち、就職希望者は１７４

人で、前年比２７人、１ ４ポイントの増となり、

うち管内就職希望者は１０５人で、前年比１８人、

２ ７ポイントの増となっています。

また、就職希望者が増加していることを踏まえ、

７月３０日に、ハローワーク名寄、上川総合振興

局、上川教育局及び士別市と連携した企業説明会

が開催され、２５の企業などや近隣の高等学校か

ら１０７人が参加し、各企業の経営理念や求めら

れている人材などについて学ぶ貴重な機会となり

ました。

さらに、地元自治体の連携による「高校生のた

めの企業見学会」が、管内４市において開催され

ました。本市で開催された８月７日の見学会には、

高校生４人が参加し、ニチロ畜産、ふうれん特産

館での体験を通して、就職への意欲を高めました。

今後も関係機関と連携し、就職活動の支援に努

めてまいります。

次に、合宿に係るホスピタリティ事業について

申し上げます。

本年度も、地域の特産品素材を活用した新商品

の開発に取り組んでいる香川調理製菓専門学校の

学生が、８月２０日から５日間の日程で名寄合宿

を行いました。

今回のテーマは、「もち米」と「スイートコー

ン」を活用した商品開発として、なよろ産業まつ

りで試食コーナーを設けたほか、学生の取組や成

果品に対するアンケートを実施するなど、学生と

本市の双方にとって実り多い交流の場となりまし

た。

次に、ひまわり観光について申し上げます。

ひまわりボランティア事業については、本年度

も、ひまわりボランティアを募集し、６月２０日

に苗の定植作業、７月２６日に除草作業を道立サ

ンピラーパークで行うなど、市民のおもてなしの

心を育み、ホスピタリティあふれる観光地づくり

に努めました。

サンピラーパークひまわり事業については、６

月の低温と日照不足による天候不順の影響で、生

育に遅れが生じたものの、昨年同様１２万５千本

のひまわりが咲き誇りました。さらに、併設した

ひまわり案内所の設置やなよろひまわり観光マッ

プの作成など、各地から訪れる観光客の受入体制

の整備を行うとともに、昨年に引き続き、ＬＥＤ

照明を活用したライトアップひまわりを７月３１

日から１７日間実施しました。ライトアップの期

間中は、大手旅行会社が企画した旅行商品も実施

されるなど、約９００人が暗闇に浮かびあがるひ

まわりを楽しみました。

また、８月９日には名寄ひまわりまちづくり大

使の有森裕子氏を招いて、道立サンピラーパーク

などをコースとした「第３回有森裕子なよろひま

わりリレーラン」を開催しました。市内外から前

回を上回る９４チームの参加があり、地域資源を

活用した交流人口の拡大が図られました。

次に、イベント関係について申し上げます。

「第３６回ふうれん白樺まつり」は、６月２０

日、２１日にふうれん地域交流センター及びふう

れん望湖台自然公園において開催され、杉並区代

表団をはじめ、高円寺阿波おどり親善訪問団のほ



－18－

平成２７年９月３日（木曜日）第３回９月定例会・第１号

か、多くの来賓にも参加をいただき、大いに盛り

上げていただきました。

本市の夏を彩る「てっしフェスティバル」は、

８月２日に天塩川曙橋下流河川敷において開催さ

れ、野外ライブや各種団体のステージ、さらには

フィナーレを飾る花火など、多彩な催しに約１万

４千人の来場者で賑わいました。

第３７回を迎えた「風連ふるさとまつり・風舞

あんどんオン・エア」は、８月１３日夜、１４団

体１５基の行燈がＪＲ風連駅前通り特設会場を練

り歩き、帰省者や多くの市民が夏の風物詩を堪能

しました。

次に、シーニックバイウェイについて申し上げ

ます。

上川北部の９市町村の観光協会、商工会議所、

商工会及び市町村からなる道北観光連盟が中心と

なり取り組んでいる「天塩川流域ミュージアムパ

ークウェイ」について、７月２７日に「ルート運

営代表者会議」が開催され、本年度中にルート運

営活動計画書（素案）などを作成し、平成２９年

度に正式なルート指定を目指すこととされました。

次に、学校教育について申し上げます。

確かな学力を育てる教育の推進については、名

寄市教育改善プロジェクト委員会の校内研修の充

実に関する研究グループにおいて、「学校力向上

に関する総合実践事業」の実践指定校である名寄

小学校の取組について理解を深めるなど、中堅教

職員の力量を高めるミドルリーダー育成の研修会

を行ってきました。

豊かな心を育てる教育の推進については、名寄

市教育改善プロジェクト委員会の教育資源などの

活用に関する研究グループにおいて、市民文化セ

ンター大ホール「ＥＮ―ＲＡＹ」の施設見学を実

施し、活用のあり方を模索しているところです。

いじめへの対応では、根絶に向け、７月１４日

に名寄中学校において、名寄市いじめ防止サミッ

トを開催しました。全小中学校の代表児童生徒が

参加し、各校のいじめ根絶にむけた取組について

交流したほか、児童生徒へのいじめ防止宣言の浸

透度を把握するために行った事前アンケートの結

果をもとに意見交流を行いました。

さらに、本年度はいじめ防止標語を募り、優秀

な作品についてはポスターを作って学校のほか市

内各教育施設などに掲示し、社会全体でいじめを

なくす取組を進めました。

健やかな体を育てる教育の推進については、７

月末までに市内の小中学校において、「全国体力

・運動能力、運動習慣等調査」を終えました。名

寄市教育改善プロジェクト委員会の校内研修・研

究の充実に関する研究グループでは、５月２８日

に風連中学校で、新体力テスト実施にあたっての

実施計画案や学校体制のあり方、調査種目ごとの

実施にあたってのポイントなどについて研修を行

いました。

今後は、各学校及びプロジェクト委員会で調査

結果を分析し、本市の児童生徒の体力などの課題

克服に向けて、体育の指導を改善する取組を進め

ます。

特別支援教育の推進については、学校の要請に

基づき、専門家チームが４月に１回、６月に１回、

７月に２回、発達障がいを含め障がいのある幼児、

児童生徒に対する適切な支援のあり方について協

議、研修を行いました。

信頼される学校づくりの推進については、教職

員の資質向上を図るため、７月２１日に学校力向

上に関する総合実践事業アドバイザーを招いて教

育講演会を開催しました。当日は、市内外から約

８０人の教職員が参加し、日常授業の改善や学級

経営のあり方などについて研修を深めました。

次に、学校施設の整備について申し上げます。

昨年から実施している名寄南小学校の校舎など

の改築については、大きな工事の遅れもなく順調

に本体工事が進んでいます。また、名寄西小学校

の増築工事にも７月上旬から着手しています。今

後も児童や工事関係者の安全対策に配慮しながら、

工事の完成に向けて取り進めていきます。
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次に、名寄市立大学並びに名寄市立大学短期大

学部について申し上げます。

平成２８年４月に設置を予定している保健福祉

学部社会保育学科は、設置に向けて、文部科学省

への教職課程認定、厚生労働省への保育士養成施

設指定に係る必要書類の提出、増員となる教員の

選考も順調に進み、教員を中心として道内外の高

等学校への新学科の広報活動を精力的に行ってい

るところです。

８月からは既存校舎を改修して、新たに必要と

なる教育研究室、演習室などへの転用工事を進め

ており、一部については今月中に完成を予定して

います。

また、学生増などに伴う新棟の平成３０年度供

用開始に向けて、基本設計業務に係る補正予算案

を本定例会に提出させていただきますので、よろ

しく御審議をお願いいたします。

次に、大学図書館の建設工事については、７月

１５日から着工しており、駐車場の利用などにお

いてＢ＆Ｇプールの利用者に御不便をおかけして

いますが、今後も、通行者を含めた安全対策に最

大限配慮しながら、工事を進めてまいります。

また、名寄市立大学への理解を深め、進路決定

の参考としていただくため、７月２５日と８月２

２日に、高校生と保護者を対象にオープンキャン

パスを開催し、２回合わせて高校生３６８人、保

護者２３７人の参加がありました。なお、３回目

のオープンキャンパスを１０月１７日に予定して

います。

５年目を迎えた特別支援学校教諭免許状の取得

向上に向けての取組は、本年度から北海道教育委

員会が主催し、名寄市立大学が指導大学となる免

許法認定講習として７月２７日から１２日間にわ

たり開催しました。道内では、北海道教育大学が

指導大学となって実施した３会場と合わせて４会

場で実施されています。名寄会場では、市内小中

高校から参加した１０人の現職教員、支援員をは

じめ道内の教員、幼稚園教諭など８１人が受講し、

先進的な教育理論や教育実践の講義に熱心に取り

組みました。

次に、食育の推進について申し上げます。

学校給食用の米飯やパンの製造を行っている

「学校給食用食材供給施設」は、建設から４０年

以上が経過し、雨漏り・すが漏りが発生したため、

二重屋根とする修繕工事を実施しました。今後も、

安全安心な給食を安定的に提供できるよう取り組

んでまいります。

学校給食では、地元産の新鮮な野菜などを積極

的に使用しています。また、７月には、なよろの

日に合わせて「なよろ煮込みジンギスカン」を、

８月には、地元産「メロン」など名寄の特産品や

旬の食べ物を提供し、児童生徒から好評を得てい

ます。

今後も、給食センターの衛生管理や食材の安全

確認を徹底し、安全安心な学校給食を提供できる

ように取り組んでまいります。

次に、生涯学習の推進について申し上げます。

本年度１３回の開催を予定している市民講座

「なよろ入門」については５回、名寄ピヤシリ大

学にて実施している「公開講座」については２回、

これまで開催してきており、併せて延べ２００人

以上の市民が受講され、地域についての知識を深

めてきているところです。

本市の短い夏を締めくくる市民盆踊り大会は、

天候の影響で８月１５日のみの開催となりました。

当日も小雨が降る中でしたが、子ども盆踊りに約

２００人、仮装盆踊りには、個人１５人、団体１

３組の参加をいただき、延べ ２４０人の人出で

賑わいました。実施にあたって御協力をいただき

ました実行委員並びに協賛事業所など、皆様に感

謝を申し上げます。

次に、市立図書館について申し上げます。

学校の読書活動の支援として、６月１０日には、

北海道立図書館から講師を迎えて研修会を開催し

ました。研修会では、風連中央小学校図書館にお

いて、本年度から配置されている学校司書３人を
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対象に、図書館の環境づくりなどについて、多く

のアドバイスをいただきました。

その後、名寄市小中学校図書館・市立名寄図書

館担当者会議を開催し、「学校図書館の活性化と

学校司書の役割」「“子どもが集まる”学校図書

館の環境づくりを！」をテーマに研修及び情報交

換を行いました。また、７月２２日には、智恵文

小学校で「学校ブックフェスティバル」を開催し、

大型絵本の読み聞かせやストーリーテリングを楽

しんだ後に、絵本や児童図書の貸出を行いました。

６月２４日には、子どもの読書普及のために、

名寄市内読み聞かせ団体連絡会議を開催し、読み

聞かせに適した古典絵本の紹介や、相互連携につ

いて意見交換を行いました。また、夏の子どもの

行事として、本館と分館において１日司書体験や

お話し会などを開催し、多くの子どもが参加し本

に対する興味や関心を高めることができました。

今後も、学校や関係機関と連携し、子どもの読

書活動の推進に努めてまいります。

次に、なよろ市立天文台について申し上げます。

６月２日から８日の間、東京都杉並区に移動天

文台車ポラリス２号を派遣し、観望会や天文授業

を実施し、６１７人の参加があり好評を得ました。

６月２９日から７月７日にかけては、七夕の短

冊飾り付けイベントを行い、市内の保育所や幼稚

園児、小学生、大学生、来館者などの協力をいた

だき８００枚の短冊を天文台に飾り付けました。

また、７月７日には、日本天文学会主催・全国同

時七夕講演会を北海道大学との共同企画で実施し

多くの方が聴講されました。

７月１７日には、北海道大学と共催し、「はや

ぶさ」の研究者で世界的に有名な北海道大学の圦

本尚義先生と橘省吾先生による「ここまで分かっ

た はやぶさによる科学」と「何かが分かる は

やぶさ２による科学」をテーマにした市民向けの

講座を行い、７９人の参加がありました。

７月２５日には、星と音楽の集い実行委員会に

よる「きたすばる・星祭り２０１５」が開催され、

６２５人が参加し、多彩なイベントが行われま

した。また、国立天文台及び石垣島天文台とイン

ターネット中継を双方向でつなぎ、星祭りイベン

トの様子を中継するなど交流を深めることができ

ました。

次に、地域文化の継承と創造について申し上げ

ます。

５月９日に開館した市民文化センター大ホール

「ＥＮ―ＲＡＹ」においては、プレオープン事業

として様々な催しが行われてきました。

６月５日に開催した「札幌交響楽団・小山実稚

恵特別公演」には、６３９人の来場者を迎え実施

しました。６月３０日には、これまで施設の建設

やピアノの購入に御寄付をいただいた皆様を招待

した「プレミアムコンサート」を開催し、新しく

購入したピアノの弾き込みをしていただいた二人

の若手ピアニストを迎え、４５８人の皆様にその

ピアノの音色を聴いていただくことができました。

７月１１日には、東京都杉並区との交流事業と

して、ジャズピアノ界の巨匠・山下洋輔さんを迎

え「山下洋輔ジャズコンサートｉｎ名寄」を開催

し、５２０人の皆様が本格的なジャズピアノソロ

を堪能しました。７月１８日には、「吉野直子ハ

ープリサイタル」を開催し、２５４人の来場者が

ハープの美しい音色を楽しみました。

７月からは一般貸館を開始しており、この間、

主催事業以外にも市民の皆様に様々なジャンルの

公演の鑑賞機会を提供してきています。

次に、北国博物館について申し上げます。

本年は、キマロキ保存４０年・深名線廃線２０

年の年にあたり、５月２３日から６月２６日の間

「記念展」を開催しました。６月２７日から２８

日には、関係団体による実行委員会を組織し、記

念事業として「キマロキまつり」を開催しました。

キマロキまつりには、道内外からの鉄道ファン

だけではなく、ミニＤ５１の乗車会やＨＯゲージ

の走行展示が行われ、家族連れなど多くの方が訪

れました。また、新聞や雑誌に記事が掲載された
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ほか、ＪＴＢの列車時刻表やＢＳテレビの鉄道番

組で紹介されるなど、ＳＬキマロキを全国にＰＲ

することができました。

昨年、名寄公園が「北の造園遺産」に認定され

たことから、７月２５日から８月３０日の間、特

別展「名寄公園の小動物 どんぐりの森の小宇

宙」を開催しました。本市の指定文化財であるミ

ズナラ林が生息する名寄公園は開拓以前の姿を今

に残しており、特別展では市民が自然と触れあう

場所であること、小動物や多くの野鳥たちが命を

育む空間であることなどについて、パネル解説や

写真で紹介しました。

また、８月１３日には、夏休み体験講座「コウ

モリ観察会」を開催し、日頃は目にすることの難

しいコウモリ類の生態について、専門家を招き親

子で調査・観察するなど、名寄公園の生い立ちと

ともに、次の世代へ残す貴重な財産として多くの

方に理解を深めていただきました。

次に、家庭教育の推進について申し上げます。

家庭教育学級については、幼稚園を主体に３学

級を開設し活動を行っていただいています。８月

８日には、合同研修会リズムコミュニケーション

体験と題し、札幌ドラムサークルの米澤倫子さん

を迎え、打楽器を使いながら親子のコミュニケー

ションを深めました。

次に、スポーツの振興について申し上げます。

７月２６日には、サンピラー国体開催記念第１

３回サマージャンプ大会が１３４人のエントリー

により開催されました。国内トップクラスの葛西

紀明選手、伊東大貴選手、高梨沙羅選手、伊藤有

希選手などが出場し、市内外から集まった多くの

ジャンプファンから大きな声援をいただきました。

次に、青少年の健全育成について申し上げます。

子ども会育成連合会との共催によるリーダー養

成事業「わくわく！体験交流会」については、２

４人の児童が登録し、第１回目は６月２７日に浅

江島公園にて、２３人が参加し飯ごう炊飯で調理

実習を行いました。第２回目は、７月４日から１

泊２日で道立トムテ文化の森キャンプ場にて、２

１人がキャンプなどの野外体験を行い、集団生活

を通してリーダーとしての心構えを学びました。

第２６回を迎える野外体験学習事業「へっちゃ

ＬＡＮＤ」については、小学４年生から６年生３

８人が参加し、７月２８日から３泊４日の日程で

道立トムテ文化の森キャンプ場を中心に実施しま

した。テントでの生活や飯ごう炊飯、九度山登山、

また本年度は北海道教育委員会の委託事業「なよ

ろ朝活事業」と提携し、学習プログラムや親子プ

ログラムを取り入れ実施しました。

後半の２日半は悪天候により、キャンプファイ

ヤーなど一部プログラムを変更しましたが、雨の

中での野外生活という貴重な体験と集団生活を通

して、お互いの絆を深め、たくさんの思い出を作

ることができました。

また、昨年度に続き、本市新規採用職員の職員

研修として位置付け、期間中１８人の新規採用職

員をサブリーダーとして配置し、子どもたちと一

緒に野外活動を行い、異世代とのコミュニケーシ

ョン能力を高めました。実施にあたり御協力いた

だいた関係機関や団体の皆様に感謝を申し上げま

す。

名寄市・杉並区小学生体験交流事業については、

市内の小学４年生から６年生までの２５人と東京

都杉並区の同じく２５人が参加し、７月２８日か

ら３１日までは名寄会場、８月５日から８日まで

は杉並会場において、それぞれの生活環境・自然

環境などについて学び、交流を深めました。班行

動では、小学生の時に本交流会に参加経験のある

方を含む一般、大学生、専門学校生、高校生の各

ボランティアリーダー１２人を中心に小学生同士

が相談し合い、お互いに協力し行動することで友

情を育み、たくさんの友達や思い出をつくること

ができました。

次に、放課後児童クラブについて申し上げます。

南児童クラブの建築は、８月から建設工事が始

まり、平成２８年４月からの新施設への移転に向
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けて計画どおり順調に進んでいます。

次に、青少年センターについて申し上げます。

７月２３日と２４日に名寄警察署の協力を得て、

北海道青少年健全育成条例に基づく立入調査を実

施しました。立入調査では、青少年に対して有害

となる図書類の販売状況の確認、携帯電話販売店

へのフィルタリング機能の利用機能の依頼、カラ

オケ店の青少年利用の指導などを行いました。

夏休み期間中は、名寄市児童生徒補導協議会と

の連携で特別巡視を行うとともに、名寄祭り・風

連ふるさとまつりでは、各町内会から推薦された

指導員と街頭指導を実施しました。

次に、教育相談センターについて申し上げます。

ハートダイヤルによる電話相談や面談により、

主に保護者から学校や子どもとの関わり方などの

悩み相談の対応を行っています。

また、月２回開設している夜間相談日には、日

中の時間帯に相談のできない保護者などの対応の

ほかに、通信制に在学する生徒の引きこもり対策

として、交流や気分転換を図ることを目的に、気

軽に参加できるレクリエーションを実施するなど、

相談業務の充実に努めています。

以上、主な行政事項について、その概要を申し

上げ報告といたします。

〇議長（黒井 徹議員） 以上で行政報告を終わ

ります。

１１時４０分まで休憩をいたします。

休憩 午前１１時２７分

再開 午前１１時４０分

〇議長（黒井 徹議員） 休憩前に引き続き会議

を開きます。

ここで、ただいまの行政報告について加藤市長

から訂正がございます。

加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 申しわけございません。

行政報告の２ページでございます。文化センター

大ホールの基金については、本年４月１日から基

金の名称が建設基金から文化センター大ホール基

金に変更しておりまして、現状を鑑みて上から７

行目、文化センター大ホール建設基金からピアノ

購入というところと１１行目、名寄東病院振興基

金、文化センター大ホール建設基金など、この２

カ所をそれぞれ文化センター大ホール基金に訂正

をさせていただきます。よろしくお願いいたしま

す。

〇議長（黒井 徹議員） 日程第５ 議案第１号

名寄市男女共同参画推進条例の制定についてを

議題といたします。

提出者の説明を求めます。

加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 議案第１号 名寄市男女

共同参画推進条例の制定について、提案の理由を

申し上げます。

国においては、男女平等の実現に向けたさまざ

まな取り組みが国際社会における取り組みとも連

動しつつ着実に進められ、平成１１年には男女共

同参画社会の形成に関する取り組みを総合的かつ

計画的に推進することを目的とする男女共同参画

社会基本法が制定をされております。本市におき

ましても平成２０年３月に名寄市男女共同参画推

進計画を策定をし、啓発活動の充実や本市が設置

をする委員会、審議会への女性委員の参画促進な

どに取り組んできておりますが、依然として男女

の平等や男女共同参画が実現しているとは言いが

たい状況にあるほか、少子高齢化の進展など社会

情勢が変化をする中で、男女が性別にかかわらず

主体的に行動することが一層求められております。

このような状況を踏まえて、男女共同参画に関し

てさらなる市民意識の高揚と推進を図るために条

例を制定をしようとするものであります。

次に、制定しようとする本条例案の概要につい

て申し上げます。条例の初めには、本市のこれま

での取り組みや課題、行政と市民等が協力をして

男女共同参画社会の実現を目指す決意など条例制
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定の趣旨を明らかにする前文を置き、次に男女共

同参画の推進の柱となる目的や基本理念を定めて、

男女共同参画社会の実現に向けた取り組みが推進

をされるように規定をしております。また、男女

共同参画を推進をする上で市民等が行う取り組み

の果たす役割が大きいことから、市の責務に加え

て市民や事業者などの責務についても規定をして

おります。

条例の施行は、平成２８年４月１日からを予定

をするものであります。

よろしく御審議をくださいますようお願いを申

し上げます。

〇議長（黒井 徹議員） これより、質疑に入り

ます。御発言ございませんか。

熊谷吉正議員。

〇１３番（熊谷吉正議員） 提案説明を受けまし

たけれども、何点か質疑を申し上げたいと思いま

す。

この間公募あるいは有識者の委員の皆さん、そ

して庁舎の皆さんが精力的に条例提案にこぎつけ

ていただいたことにはまず敬意を表したいと思い

ますし、何点かの中には恐らくや委員の皆さん等

のかぶりもあることを承知でお聞きをしたいと思

います。今市長から提案の中にもあったとおり、

あるいは条例の前文にもありましたけれども、名

寄市が平成２０年、島市長時代に推進計画を立て

てことしで８年になりますが、そのときと２０１

５年、今とではわずか数年単位の状況ですけれど

も、かなり社会的に潜在的なものが顕在化したり

して、あってはならない事件、事故や人権無視の

動きなんかについてもありますけれども、そうい

う意味合いでは今回従前の計画あとまだ１年残っ

ていますけれども、計画の積み上げ、啓発を中心

にした施策の積み上げ等でも一定の蓄積もござい

ますけれども、条例を背景にしたこれからつくろ

うとする新たな計画になるわけですけれども、従

前の計画だけの動きと条例に裏打ちをされた計画

について、今回提案に当たってどのような認識を

持たれているのかお答えをいただきたいというふ

うに思います。

２つ目に、特に男女の人権の尊重の関係でいく

と、従前からも、昔からもあったことなのでしょ

うけれども、また近年言われている性同一性障害、

医学的な病名なのですけれども、これらに対する

執行者としての基本認識、あるいは条例の中にど

のようにそれを読み取っていかれたらいいのかお

答えをいただきたいと。いわゆるマイノリティー

に対する対応、施策などについての認識あるいは

方向性についてお聞かせをいただきたいと思いま

す。

３つ目には、制定後、今までの計画の中でも一

銭もかかっていないかといえばそうではないと思

いますけれども、いずれにしても条例を制定する、

施策を積み上げていく段階において当然財政に対

する措置が盛り込まれていかなければなりません

が、そういう認識は変わらないのでしょうけれど

も、名寄市の今回提案された条例の中にはどのよ

うに、どの条項でこれを担保されていこうとする

のか明文化されておりませんけれども、その点に

ついてお答えをいただきたいと思います。

４点目は、５章の１５条の２の関係、附属機関

関係の委員の数の問題あるいは男女構成割合の問

題あるいは６章の２７条の推進委員の男女の比率

の均衡等の表現はございますけれども、これをイ

コール推定をすれば、子ども・子育て支援の条例

の設置の議論の議会の中における不十分さも当時

はあったのではないかと思いますが、いずれにし

ても均衡をとるということは厳密に言えば男女比

率関係なく５割、あるいは４割から５割、そうい

う幅で、数字でもってあらわすとそういうことに、

推進条例の中では当然そうなっていますけれども、

これを均衡ということをどのように理解をしたら

いいのかお答えをいただきたいというように思い

ます。

それから、最後になりますけれども、現行の計

画はあと１年残して、条例の中にもその部分につ
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いてはそれを計画として読みかえると。新しい計

画については、向こう１年の中で新たな計画をそ

れぞれ市民を巻き込んでつくっていくということ

になっておりますが、この１年をついでにある１

年ではなくて、条例が来年４月１日からスタート

するわけでありまして、十分リンクをさせていか

なければならないと思いますが、向こう１年間現

行計画をどうバージョンアップして仕上げていこ

うとするのか、少しお答えいただきたいと思いま

す。

〇議長（黒井 徹議員） 臼田総務部長。

〇総務部長（臼田 進君） ５点にわたり御質問

いただいたというふうに認識をしています。

まず最初に、この条例制定に当たっての市とし

ての認識というところが１点目だったかというふ

うに思いますけれども、ここにつきましては前文

にも記載をしていますけれども、やはり人口減少

社会が進む中で、あるいは住民の自治意識が高ま

る中で、さらには市としては住民基本条例、これ

の推進に当たって性別に関係なく皆さんが生き生

きとして活躍する場の提供というのが必要だろう

というふうに思っています。そういった意味で今

回の条例については、前文でそういった考え方に

ついてあらわさせていただいておりますし、この

条例の推進、さらには各事業の推進に当たって必

要となります行政を初め、市民あるいは事業者の

皆様等の、関係する皆様、実際に活動しなければ

いけない皆様の責務などもあらわしてこの条例を

推進したいと、そのような考え方を持っています。

いずれにいたしましても、これまでの推進計画で

はなし得なかった男女共同参画社会をこの条例を

通じてより一層進めていきたいという認識のもと

にこの条例を定めたということで、まず御理解を

いただきたいというふうに思います。

次に、人権の尊重のところについて御意見があ

りました。ここについては、福祉的な視点も含め

てさまざまな施策を進めていかなければいけない

ところだというふうに思っていますけれども、こ

の中では特徴的なところをいいますと教育の場面

での男女共同参画の推進というところをうたって

おりますけれども、なかなか人の意識にかかわる

部分でありますので、一足飛びに意識が急激に高

まるということではないのかもしれませんけれど

も、その一つの手段としてはやはり子供たちの教

育も含める中で人権の尊重のところについては進

めたいというふうに思っていますし、それ以外の

ところの取り組みも含めて、ここについてはこの

条例について一層進めたいと、そのような考え方

を持っています。

次に、条例の趣旨に沿って各施策を進めるため

の財源的な裏づけというところの御質問がありま

した。ここについては、条例の中では個別の取り

組みについてはうたっていないわけでありますけ

れども、条例の中で定めています基本計画の関係、

あるいは市の責務として取り組みを進めるという

ところがありますので、ここの条例を根拠に具体

的な取り組みについて検討していきたいというふ

うに思っています。

具体的な取り組みにつきましては、基本計画の

中でうたわれる部分もあると思いますし、あるい

は男女共同参画の推進委員会を設置しますので、

そこからいただいた御意見をもとに進める部分も

あると思います。さらには、それらを総合計画の

ローリングや各年度の予算編成作業がありますの

で、その中で条例推進に必要な、さらには基本計

画の推進に必要な予算については確保に向けて内

部の検討を進めていきたいという、そのような考

え方をしてございます。

次に、２７条の推進委員会の人数構成、さらに

は各市の附属機関の委員の構成等についての考え

方についての質問があったと思いますけれども、

推進委員会の人数については、ここについては今

回条例制定に当たっての市民の委員会を設立して

おりましたけれども、その中での御意見等も踏ま

えてということでありますけれども、この間の推

進委員会もありましたので、そこの人数等も考慮
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しながら、今回は１５人というふうにしてござい

ます。

また、具体的に附属機関の男女比率の是正と言

ったら言葉悪いかもしれませんけれども、女性比

率の向上につきましては、これは基本計画の中で

１５条のところでありますけれども、第２項第２

号の中で市が設置する附属機関の委員等の男女の

構成割合に関する事項も推進計画の中でうたって

いくようになりますので、この中で比率について

は検討し、一定の目標値を設定しながら推進した

いと、そのような考え方をしているということで

あります。

最後にいただきました現行計画と条例の施行の

期日に１年程度差があるわけですが、ここのとこ

ろの現行計画をどうするかということであります

けれども、ここについても毎年評価をしながら見

直しをして進めているところでありますので、こ

の条例施行を踏まえて推進計画の検証、さらには

見直しを進めていきたいというふうに考えており

ますので、御理解をいただければと思います。

以上、私からの答弁とさせていただきます。

〇議長（黒井 徹議員） 熊谷議員。

〇１３番（熊谷吉正議員） 一部答えをいただい

ていないことも含めて改めてお聞きをいたします

けれども、条例全体の中で評価ができるなという

ふうに思ったのは、教育現場における人権思想の

普及啓発なども含めて他市よりもぬきんでた、時

期的に教育現場の関係は過程の中ではしっかり担

保されている条例は多く見ますけれども、条項を

起こして、そういう面では子供たちあるいは大人

社会も含めて教育啓発活動の重要性についてはこ

れからもしっかり議論をしていかなければならぬ

し、定着をさせていかなければならぬと思います

が、今お答えをいただいた中で、今までは計画は

ありましたと。私どもの印象からすると、啓発活

動、宣伝活動はいわゆる住民では定着をしていく

ことによってまた次の段階にということでしょう

が、条例に裏打ちをされた計画との違いというの

はそこにおのずから出てくるのではないかという

ふうに思っております。

道内今ちょっと古いデータしかネットでも出て

きませんが、説明資料にもあるとおり全道１８市

町、北海道全体の１割程度で、この１年半ぐらい

の施行関係の情報は伝わってきていませんが、北

海道でいくと１９番目の制定ということで、早い、

遅いからすればもう１３年前ぐらいから北海道や

旭川市も含めて条例を制定をして取り組んでいる。

それからすると遅いなと。しかし、全道の中でま

だ１割ということからすると早いのかなというこ

とで、早い、遅いの議論は余りする必要はないの

ですが、条例、法律に基づいて担保されて、これ

からつくる条例が新たなバージョンアップをして

いくということからすると、基本的にやっぱり違

うのでないかという、前文や、あるいは基本理念

との関係では名寄的な特徴をどう持たせたのかと。

あるいは、推進員の皆さんが熱心に議論をいただ

いて、数点にわたってしっかり織り込むべきだと

いうことなどについて、どのような特徴を持たす

ことができたのか、正式な原案として来ているわ

けでありますから、もう少しお答えをいただきた

いと思います。

２つ目は、これはお答えを避けたのかもしれま

せんが、人の見方によって、人の意識によってと

いう次元では基本的にはよくないのではないかと

思っておりまして、男女の人権の尊重の中で、特

に少数、いわゆるマイノリティーに対する理解が

それぞれ、あるいは認識が高まってきております

から、条例の中でも性同一性障害に対する基本的

な認識をしっかり持つ必要があるのではないかと

いうように思いまして、そのままの言葉で盛り込

むかどうかは別にしても、非常に今日的には重要

なテーマになっているのでないかと思いますので、

改めて基本認識をお聞かせをいただきたいと思い

ます。

それから、財政の関係も財政措置をというとこ

ろは私どもにそういう提案権がございませんから、
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あえて言うのですが、手話条例の制定の過程、あ

るいは今回の大学の議論の過程の中においてもそ

れほどこだわることでなくて、条例や施策をやる

ときには当然必要な財政の措置をするというのは

しっかり裏打ちをされていかなければならぬわけ

で、計画をつくりながら、あるいは予算を編成を

しながらという、そういう弱い姿勢では市民的に

も個人的にも受け入れられないのではないかとい

うふうに考えておりますから、非常に再考を要す

るテーマではないかと思っております。いずれに

しても、限りあるということを大前提にやられる

わけですから、どの条例、施策についても。改め

てその認識について、基本認識についてやっぱり

しっかり、不十分かなという感じがしております

ので、改めてお伺いをいたします。

附属機関や、あるいはこれから立ち上げる推進

委員会の人数構成、結果的に均衡がとれて、ある

いはどちらも４割切らないように、男女関係なく。

結果の数字が出ればいいというものではなくて、

やっぱり１２年前にスタートしている旭川の条例

ですら、明確に数字的な目標を持って諸作業をす

るというスタートをしているわけで、いまだに均

衡だとかオブラートで包むような、今までも計画

づくりの推進委員のメンバー見れば、特にこの種、

子供や子育て、男女共同参画の関係についてはそ

れなりに均衡を保たれてきているという実績がご

ざいますけれども、しかし法律、条例の中でそう

いう認識を改めて持った上でスタートをする時代

に入っているというふうに思いますので、その辺

について改めて本会議の場で結論が出るというこ

とでは今は認識は持っていませんけれども、基本

的な認識をしっかりお答えをいただきたいという

ふうに思います。

現行の計画のあと１年、これはついでにある１

年ではなくて、そういう面では来年４月から、こ

れから議会で本格論議が始まるわけでありますけ

れども、条例をスタートさせた上での残りの１年

間、旧の計画が条例の中で位置づけられているわ

けです。それを計画として位置づけると。そして、

並行しながら１年間かけるか、半年かけるかわか

りませんけれども、改めて実態調査やら、いろん

なアンケートをとったり、次へのステップに向か

っていくのではないかというふうに考えておりま

して、そういう面ではその１年のあり方というの

は私は重みが違うのかなという感じがしておりま

すので、改めてお聞きをしたいと思います。

あと、市民からの申し出の関係について、これ

からも議論されていくでしょうけれども、苦情処

理ということの側面ばかりではありませんけれど

も、明確に苦情処理的な委員会を設けながら設置

をしている条例もございますし、当然市長に申し

出るという、非常に役所的な感覚が拭い切れない

なという感じがしておりまして、苦情処理の実態

あるいは相談事やアドバイスやさまざまなものが

ここに含まれてくるのだろうというふうに思いま

すので、そういう基本認識についてお伺いをして、

２回目を終わります。

〇議長（黒井 徹議員） 臼田総務部長。

〇総務部長（臼田 進君） 御質問いただきまし

た。１つには、これまでの啓発を中心とした活動

から条例が施行されたときに、当然さらに踏み込

んだ活動があるのだということ、あわせてそこに

ついては財政措置も一定程度織り込みながら、し

っかりと取り組みを進めるべきだろうと、そうい

う御質問が１つだったというふうに思いますけれ

ども、ここについて私どももこれまではどうして

も庁内の取り組みに限られていた面がありました。

例えば講演会を開くだとか、何とかの集会を開く

だとか、あるいは中での委員の数をどうふやすの

かとか、どうしても庁内での取り組みに限られて

いた部分がありますけれども、ただ今回について

は先ほど申し上げましたように市の責務のほかに

市民の責務ですとか、事業者の責務等についても

規定をさせていただきました。こういった方たち

がどうかかわっていけるのか、その責務を果たし

ていけるのかというところについての働きかけは
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今後より一層必要なのだろうなというふうに考え

ておりますので、そういった意味では事業者や市

民の皆様により一層働きかける、あるいはそうい

った方たちの活動が支援できるような、そんなス

キームができるのか、できないのか、ここは一歩

踏み込んで考えなければいけないのだろうという

ふうに思っています。これについては、次年度の

予算編成等もありますので、そこに向けて４月１

日以降どんな取り組みができるかについては内部

で慎重に検討させていただきたいと思いますし、

現状にも市民委員会はございますので、こういっ

たところにもぜひ御意見をいただきながら、条例

を踏まえて進めるべき施策について一層検討させ

ていただきたい、そのように考えておりますので、

御理解をいただきたいなというふうに思っていま

す。

それと、附属機関等の男女比率の関係で、今回

は均衡を保つということで条例案の中に盛り込み

をさせていただきました。当然この間も男女推進

の計画がありますので、それの現状を超えた均衡

を図っていかなければいけないと思っております

けれども、今回あえて均衡という言葉を使ってい

るのは、男女それぞれに固有のよさがあるだろう

という、そういう認識もあります。各附属機関に

よっては男性が多い委員会もあると思いますし、

当然女性が多いほうが委員会として有効というか、

機能的だろうという部分もあるのかというふうに

思っていますので、そういった意味では数字的な

ものであらわすより今回については均衡という言

葉であらわさせていただいたということでありま

して、均衡ですので、今言ったように男性が多い

ものもあれば女性が多い場合もある。ただ、総体

としてはやはり男女がともに参画できるという、

そういった言葉として均衡という言葉が適切では

ないかということで委員会の意見もいただいて、

条例の中では定めさせていただいたと。ただ、具

体的な部分については、先ほども申し上げました

ように基本計画の中では数値目標等を定めて設定

していくようになると思いますので、条例、さら

には基本計画をあわせて、ここについては考えて

いるということで御理解をいただければというふ

うに思います。

それと、人権に絡むところの少人数への対応等

のところについてもありましたけれども、ここに

ついては今回特に審議員さんがこだわったという

か、最後に時間をかけて検討いただいたのは、実

はこの前文のところでありました。前文のところ

で、男女共同参画推進がやはり市民憲章の実現に

寄与しなければいけないというところがありまし

た。この市民憲章が前提としているのは、特定の

人ということでなくて全市民でありまして、当然

議員が言われますように少人数のところについて

もこの中に入っているということでありますので、

全ての人が差別なく男女共同参画推進にかかわっ

ていただくと、そういった願いを込めて条例案と

してまとめさせていただいたものであるというこ

とで、ぜひ御理解いただければと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 熊谷議員。

〇１３番（熊谷吉正議員） これで終わりますけ

れども、提案説明にも３行目、頭のほうから依然

として男女の平等や男女共同参画が実現している

とは言いがたいという共通認識をしっかり持って

いただいているから、心配はしておりませんけれ

ども、やっぱり長い日本の歴史における家父長制

度の残像みたいのが現実にまだまだ。私ども自身

もそういう意味では大きな反省もありますけれど

も、条例を制定をして新たな計画をつくる大きな

ステップになってきているわけでありますから、

その辺の共通認識を持っていただきながら、多く

の市民や、あるいは事業者、企業、官公庁はもち

ろんですが、全ての市民の人たちにしっかり声を

上げていただきながら、理想とする男女共同参画

社会の大きな一歩を踏み出してもらわなければな

らないというふうに思っております。この後所管

の委員会の中で恐らく熱心に議論が展開をされて

いくでしょうから、そのことに期待を申し上げま
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すけれども、従前の感覚からまた役所自身も言葉

の表現だとか、あるいは施策のやれることをこつ

こつやることも大切かもしれないけれども、やれ

ないこともある面では挑戦をするような問いかけ

も、能動的な姿勢があってもよろしいのではない

かというふうに思っていますので、大いにこれか

らも議会としてもかかわりを深めていかなければ

ならぬなというふうに思っていますので、以上、

終わります。

〇議長（黒井 徹議員） ほかに質疑はございま

せんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 以上で質疑を終結いた

します。

議案第１号は、総務文教常任委員会に付託をい

たします。

１３時１０分まで休憩をいたします。

休憩 午後 ０時０８分

再開 午後 １時１０分

〇議長（黒井 徹議員） 休憩前に引き続き会議

を開きます。

日程第６ 議案第２号 名寄市個人番号の利用

及び特定個人情報の提供に関する条例の制定につ

いて、議案第４号 名寄市個人情報保護条例の一

部改正について、議案第６号 名寄市手数料徴収

条例の一部改正について、以上３件を一括議題と

いたします。

提出者の説明を求めます。

加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 議案第２号 名寄市個人

番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例

の制定について、議案第４号 名寄市個人情報保

護条例の一部改正について及び議案第６号 名寄

市手数料徴収条例の一部改正について、一括して

提案の理由を申し上げます。

行政手続における特定の個人を識別するための

番号の利用等に関する法律、いわゆる番号法に基

づき、社会保障・税番号制度がスタートいたしま

すが、この３本の条例の制定または一部改正はこ

の番号法に基づき整備をしようとするものでござ

います。

まず、議案第２号について申し上げます。番号

法では、個人番号の入った個人情報である特定個

人情報の授受を同一機関内で行う場合や別の実施

機関である市長部局と教育委員会との間で行う場

合、さらには番号法に規定をされていない事務に

おいて個人番号を独自利用する場合には、条例を

制定し、規定をすることとされております。この

ことを踏まえて、本件は番号法の範囲内において

行政事務手続の効率化を図るため、特定個人情報

の庁内での利用や別の実施機関への提供を行うこ

とができるように、名寄市個人番号の利用及び特

定個人情報の提供に関する条例を制定をしようと

するものでございます。

なお、個人番号の独自利用については、事務の

内容や番号法の趣旨を考慮して今後検討をしてま

いります。

次に、議案第４号について申し上げます。番号

法の施行に伴い住民票を持つ全ての方に個人番号

が付番されます。番号法では、この個人番号を含

む個人情報である特定個人情報等について、これ

まで以上に厳格な保護措置を講ずることとしてお

りまして、地方公共団体に対しても番号法の趣旨

を踏まえ、必要な措置を講ずることと規定をして

おります。本件は、当市において番号法の趣旨に

沿って特定個人情報等の適切な取り扱いを行うた

めに、名寄市個人情報保護条例の一部を改正をし

ようとするものでございます。

次に、議案第６号について申し上げます。番号

法の施行に伴い、平成２７年１０月から住民票を

持つ全ての方に個人番号を通知をするための通知

カードが郵送されて、平成２８年１月から本人の

申し出に基づき顔写真のついた個人番号カードの

交付が始まります。これらカードの交付に係る費

用について、初回分は国による費用負担となりま

平成２７年９月３日（木曜日）第３回９月定例会・第１号
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すが、滅失、盗難等の理由により再発行となる場

合の国の費用負担はございませんので、本件は通

知カード及び個人番号カードの再交付に係る手数

料を新たに定めるため、名寄市手数料徴収条例の

一部を改正をしようとするものでございます。

また、あわせて番号法の施行に伴い平成２８年

１月から住民基本台帳カードの新規交付が廃止を

されることから、当該条例から住民基本台帳カー

ドの交付手数料の規定を削除しようとするもので

ございます。

以上、３件につきましてよろしく御審議をくだ

さいますようお願いを申し上げます。

〇議長（黒井 徹議員） これより、議案第２号

外２件について一括質疑に入ります。御発言ござ

いませんか。

川村幸栄議員。

〇５番（川村幸栄議員） 何点かお伺いをしたい

と思います。

まず、今きょうの全国紙、地方紙でも取り上げ

られていましたけれども、１０月からマイナンバ

ーがそれぞれのところに届くという中では、各個

人もそうなのですけれども、全国的には自治体も、

またこれから取り扱わなければならない事業者の

方々も非常に困惑しているというような報道をさ

れているところであります。そういった中で今進

められようとしているこの法なのですけれども、

まず最初に第２号の中の３条の中に市の責務とあ

ります。自主的かつ主体的に地域の特性に応じた

施策を実施するものとするというふうに書かれて

います。国との連携を図りながら、自主的かつ主

体的にというふうにされていますけれども、ここ

のところをどのように、地域の特性に応じたとい

うふうに書かれていますが、ここの部分で御説明

をいただきたいと思います。

もう一つは、４号の中に、ちょっと私も読み取

れないのですが、第１５条の２、特定個人情報フ

ァイルの削除請求ができるというふうなことなの

ですが、何人も自己に関する特定個人情報が番号

法云々、違反して作成された特定個人情報ファイ

ルに記録されていると認めるときはというふうな

のですけれども、これはどのようにすれば認める

ことができるのか、わかるのかということですよ

ね。という部分で、これは自分の情報がどういう

ふうになっているのか知り得ることができるのか、

そういった部分かなというふうに思うのですが、

この御説明をいただきたいと思います。

それから、もう一点なのですが、ＤＶなどで住

民票がある場所で番号を受け取ることができない

方々に事前申告といいますか、特別申請といいま

すか、８月２４日から９月２５日の間に申請すれ

ば自分が今住んでいるところで受け取ることがで

きますよということになっていたかというふうに

思うのですが、これが皆さんの中に本当に知られ

ているのかどうかというところら辺が非常に疑問

を感じます。この点についてどのように取り扱わ

れているのかお知らせをいただきたいと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 臼田総務部長。

〇総務部長（臼田 進君） 今３点にわたり御質

問いただきました。議員が言われますように、こ

こ２日ほど新聞のほうにもいわゆる事業者の対応

がおくれているというところの報道が１つありま

したし、またけさほどの新聞には弱者と言ったら

いいのでしょうか、そういう人たちがこの１０月

に予定されている通知カード、本当にお手元に届

くのかという、その辺の記事が記載をされたとい

うことです。私たちも改めてこの記事も読んで、

十分な対応をしていかなければいけないのかなと、

そういうふうに気持ちをまた新たにしているとこ

ろであります。

まず、条例の最初にある自主的に、主体的にと

いうことであります。この番号法の関係について

は、法令の中で市町村がこれに取り組むこととい

うふうにうたわれておりますので、ある意味では

国、道、市町村がありますけれども、その役割の

中で市町村として主体的に、あるいは責任を持っ

て取り組まなければいけない部分があると思いま
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すので、１つはそこをしっかり取り組むというの

がございますし、今回の条例提案の中にはありま

せんけれども、地域に合った独自の個人番号法の

活用方法もありますので、これはまだこれからの

検討になりますし、条例提案についても必要があ

ればこの後提案させていただきますけれども、そ

ういった分については地域の特性等を踏まえてと

なっていますので、そういった意味で主体的にか

つ地域の特性を踏まえてこの条例施行をしていき

たい、あるいは個人番号の推進をしていきたいと、

そのような考えを持っているということで御理解

いただければと思います。

次に、特定個人情報の私個人にして私の特定個

人情報をどのように活用されているのかというと

ころだと思います。ここについては、国の中で今

マイポータルというのを策定するというふうにな

っています。これは、法の中でも決められている

部分でありますけれども、いわゆる検索サイトと

言ったらいいのでしょうか。その中で特定の個人

の情報がどのように扱われているのかというとこ

ろについては検索ができるようになっていますの

で、その中で検索をしていくことになると思いま

す。ここについては、決して一自治体の中だけの

活用ではありませんので、ここは国が責任を持っ

てそういった検索システムをつくる必要があるだ

ろうと私ども思っているところでありますし、そ

のサイトの完成が、マイポータルの供用開始が一

日も早くできることを私たちも要望してまいりた

いというふうに考えています。

最後に、ＤＶ等のいわゆる居所不明と言ったら

いいのでしょうか、こういう人たちの対応という

ことであります。ここについては、当然私どもは

名寄市の職員でありますので、名寄市内における

情報伝達というのでしょうか、コマーシャル含め

てしっかりやらなければいけないと思っています。

ただ、ここについては私どもだけではやはり限界

があるのだろうというふうに思っていますので、

ある意味ではＤＶに限りませんけれども、例えば

福祉のサービス事業者なんかおられますので、そ

ういった方たちは直接的にそういった方に接して

いる分もありますので、そういった事業者との連

携なんかも含めて考えていきたいと思っています

ので、そこら辺の情報提供というのでしょうか、

１つはコンタクトをとっていかなければいけない

のかなと思っています。

もう一つは、市外におられる方に対する対応を

どうするかということなのですが、ここは今言っ

たように市内では事業者を含めてという話ししま

したけれども、やはりここは連携が必要なのだろ

うなと思っています。第一義的には国の制度です

ので、国が情報提供して、市民といいますか、国

民の皆さんに周知をしてもらうというのは当然必

要でありますけれども、各自治体も各自治体の中

でしっかりこのことを周知してもらうことによっ

て、全国各地のどこかにいるわけですから、どこ

かの自治体でそういう情報を知り得ると思ってい

ますので、ここは単独の自治体だけということで

なく、広域的というか、各自治体がそれぞれ連携

をしながら、あるいは役割を分担しながらしっか

りとそういった方たちに周知をしていくというこ

とが必要なのだろうなというふうに考えています。

まだまだ克服しなければならない課題たくさん

あるのかもしれませんけれども、考えられる範囲

で、努力できる範囲でそれぞれの役割のもとに努

力してまいりたいと考えていますので、御理解を

いただければと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 川村議員。

〇５番（川村幸栄議員） 自主的かつ主体的に地

域の特性を、これからだというお話でしたけれど

も、やはりこれからということではなくて、ある

程度こういう方向性でといった部分も必要かなと

いうふうに思っているのですが、そういった状況、

そこまでいっていないのかどうか、まずお聞きを

したいと思います。

それからあと、特定個人情報を検索することが

できるということでした。今高齢者の方々の問題
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も出てきますけれども、ナンバーがそれぞれのと

ころに行って、これが何だかわからないという状

況の中で、悪用もされるかもしれないという危惧

は非常に大きくなってくるのかなというふうに思

います。悪用されて、検索して個人の情報を知る

ことができるということにつながるのかなという

ふうに思っているのですが、年金の問題もありま

したけれども、やっぱりそういう不安を払拭する

手だてというのが本当にまだまだ見つからないと

いう状況にあるのではないかというふうに私は思

っています。ぜひそこの部分、もう一度名寄市と

してはどういうふうに対応しようとしているのか

お聞かせをいただきたいと思います。

それと、もう一つ、特別申請のところですが、

市内の方々にはお知らせをしていきたい。市外に

いらっしゃる方々については、全国の自治体がそ

れぞれ周知をしながら、そこで情報を得てもらい

たいというふうにおっしゃったかなというふうに

思うのですけれども、それで本当に皆さんのとこ

ろに情報が届いているかどうかというふうに思う

のです。最近ちょっとマイナンバーということで

キャラクターもかわいくなっているので、名前は

聞いたことがあるかなというふうには思うのです

けれども、ただ中身はなかなかわからないですし、

どういうところら辺に使われるのかというところ

なども皆さんの中に届いていないかというふうに

思うのです。そういった部分で所在をなかなか明

らかにすることができない方々にとって、どのよ

うにしたらいいのか、本当に課題は大きいかなと

いうふうに思うのですが、その部分についてお答

えをもう一度お願いしたいと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 臼田総務部長。

〇総務部長（臼田 進君） 地域の独自活用につ

いてということでありますけれども、ここは議員

が言われるようにこれからの取り組みということ

では遅いということなのかもしれませんけれども、

今もほかの自治体でどのような活用をしているの

か等も含めて実は調査をさせていただいておりま

して、そういったところも踏まえて、作業的には

おくれているかもしれませんけれども、少しスピ

ードアップをしながら、独自の利用についての可

能性も含めて検討させていただきたいと思ってい

ますので、御理解いただければと思います。

それと、検索制度悪用されるのではないかと。

いかにそういった方たちに利用方法であったり、

あるいは管理の部分も含めてしっかり周知ができ

るのかということだと思いますけれども、ここに

ついてはこれまでも広報紙の関係ですとか、弱者

ですからホームページはなかなか見られないかも

しれませんけれども、ホームページでも掲載させ

ていただいております。あるいは、ことしの介護

保険の納入通知書の中にもチラシを入れさせてい

ただいたり、町内会長との懇談会の中でもコマー

シャルをさせていただいてございますけれども、

できるだけ多くの機会を使いながら、１つは行政

としてしっかり情報提供していきたいと思います

し、先ほども申しましたようにサービス事業者等

もおられますので、こういった方たちは直接そう

いった方たちと触れ合う機会もありますので、そ

ういった方たちともぜひ連絡をとりながら、全員

の方が理解できるようになるように努めていきた

いというように考えておりますので、御理解いた

だきたいなと思っています。

それと、居所不明の関係の方たちについて、こ

こについては私どもも正直ちょっと先が見えない

部分がなくはないのです。ただ、今回居所不明、

先ほど言ったようにまずは周知をして、できるだ

け多くの方に手続をしていただいて、１０月５日

以降の通知カードの送付については御本人の手元

に届くというのが、これが最優先すべきことだと

いうふうには思っておりますけれども、そのとき

に届かなかった通知カードについては、ちょっと

経由はわからないのですけれども、市町村に戻っ

てくるということでお伺いしております。現在で

どの程度戻ってくるかわかりませんけれども、戻

ってきた段階で改めてその方たちに対する対応に
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ついて検討していきたいというふうに思っていま

すし、まだ若干でありますけれども、時間があり

ますので、その間の周知の徹底とあわせてそこに

対する準備も含めて検討させていただきたいと思

っていますので、御理解いただければと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 川村議員。

〇５番（川村幸栄議員） 本当に大変な対応が迫

られているのかなというふうに思っています。先

ほど事業者の方のお話もしましたけれども、社会

保険だとか、いろんなところで全部この番号が、

家族の方もということでしたので、このことにつ

いて学習会をしたり、どう対応したらいいかとい

うことで随分大変な思いをされているというのも

聞いています。さらに、今部長がおっしゃったよ

うにそれぞれの自治体の中でも御苦労が多くて、

国会答弁の中でも自治体のセキュリティー対策に

は不安もあるというような、そんな国会答弁もあ

ったというふうに聞いています。それぐらい大変

な制度なのですけれども、今本当に必要かどうか

といったところら辺を国が決めたことだからとい

うことだけではなくて、やはり地方からも声を出

していくというか、これで住民を守れないのだと

いうようなことも発言していくことも必要かなと

いうふうに思っているのですが、その点について

お答えをいただいて、終わりたいと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 臼田総務部長。

〇総務部長（臼田 進君） 今の議員が言われま

したように、スケジュールは刻々と過ぎておりま

すので、それまでに十分な対応ができるのかとい

うことと法で決まったことだからということでは

なくて地方からも声を出すべきだという、そうい

う御質問だったと思います。実は、マイナンバー

制度構想の段階から、これは全国市長会等を通じ

て意見反映は随時させていただいております。た

しか平成２３年ぐらいから全国市長会のほう通じ

て意見反映させていただいているということです。

当然ここにはセキュリティー等を含めての、そこ

はもう大前提として確保していただくというのは

もとよりですけれども、国に対してですので、国

民のという言葉を使っていますけれども、国民の

皆さんの真のサービスの向上につながるような制

度設計をするようにということで、これは何回に

もわたって意見反映をさせていただいているとこ

ろでありますので、今後とも適宜必要に応じての

上部への意見反映等させていただきたいと思いま

すし、市内にも国の出先等がありますので、そう

いったところも連携をしながら、対応については

協議をさせていただきたいと思いますので、ぜひ

御理解いただければと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 熊谷吉正議員。

〇１３番（熊谷吉正議員） 何点か御質問申し上

げますけれども、今のやりとりとも重複する部分

もあるかと思いますけれども、正直言って私だけ

なのかもしれませんけれども、マイナンバーにつ

いてよく理解できていない前提でお聞きしますけ

れども、提案理由にある市民の皆さんの、行政に

とってみれば効率化だとか、あるいは利便性の向

上だとかというふうに言われて、公平、公正な社

会を実現するためというようなことで、ずっとど

のような文書を見ても大体そういうことになって

いるのですけれども、実際に私も何人かの市民の

人たちの話聞いていて、私自身もよく理解できま

せんから説明もできないのですけれども、よくわ

からない。広報なんかで流れているけれども、利

便性の向上だというふうに、便利になるのだとい

うようなこと言っているけれども、そのことがよ

くわからないから。やっぱり情報漏えいの問題や、

あるいは国によるプライバシーの管理というとこ

ろにいろいろ疑問が行き届くのですけれども、本

当に名寄の行政側としてみれば法律で決まったの

で、その範囲の中で淡々と条例の制定をしなけれ

ばならぬということなのでしょうけれども、実際

毎日生活をしている市民の皆さんからすればよく

わからないから、改めて名寄市の立場として何が

利便性向上になるのかということについては具体

的にもう少しこの場で御説明をお願いをしたいな
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と思います。

それから、マイナンバー法の９条第２項で条例

で定めることを予定している事務について、名寄

市の場合は何々、どのぐらいあるのか、市民生活

にかかわることについて、２つ目にお聞かせをい

ただきたいなと思います。

それから、条例の市の責務ということで、これ

はやらなければならぬことの責務をいろいろ書い

てありますけれども、実際に国もそうですし、道

もそうですし、名寄市もそうですが、この間の年

金問題もそうですけれども、情報漏えいした場合

の責任というのは具体的にどうやってとるのか。

それは、実害的な被害なのか、あるいは精神的な

被害なのか、不安なのかということでさまざまな

のでしょうけれども、実際に情報漏えいが人間の

手による誤り、あるいは犯罪に絡むもの、間違い

だとかということもあるのでしょうけれども、本

当にそれを担保できるという性格の代物なのかど

うかというのがいまだに私もよく理解できていな

いので、名寄市の場合は仮にそうなった場合にど

のような行政責任、執行責任をとるのかというこ

とについてもう少しお知らせをいただきたいなと

思います。

それと、条例３本一括で審議をしていますが、

いわゆる従前の個人情報保護条例に基づく個人情

報の管理と番号法に基づく個人情報の定義という

のは基本的に違うのですが、法律的には問題ない

ということになっているのですけれども、なぜ定

義の違うものが２つの条例で制定をされて問題が

ないのかどうかということについて、特にこれか

ら金融情報なども含めて国会の中で通っていくよ

うな近々の状態になっていますけれども、いわゆ

る特定情報についての理解について、名寄市の場

合はどのように新たな条例の中で市民が心配のな

いように規制をかけていくのかということなどに

ついて、説明会ではありませんけれども、市民の

理解が行くようなお答えを少しお待ちをしたいと

思いますけれども、お願いいたします。

〇議長（黒井 徹議員） 臼田総務部長。

〇総務部長（臼田 進君） 何点かにわたって御

質問いただきました。まず、１つ目は、今回のマ

イナンバー制度が市民の皆さんにとって、あるい

は行政にとってもそうかもしれませんけれども、

効率化や、あるいは利便性の向上にどうつながっ

ているかということだと思いますけれども、１つ

には一つの個人に付与した番号によっていろいろ

な情報が集まるということでありますので、その

人がどういう状況に置かれているのか、あるいは

どういう認定を受けているのか等の情報が容易に

というか、迅速に確認ができるということがあり

ますので、そういった意味では事務の効率化が生

まれるということが１つありますし、さらには事

務が効率化されるということについては当然市民

の皆さんにとっても迅速な対応につながるという

こと、あるいは効率的な作業ができるということ

でありますので、一つ一つの作業は小さいかもし

れませんけれども、サービスに伴う事務費等につ

いても削減効果が出る可能性がありますので、そ

ういった分でも市民の皆さんに効果があるという

ふうに思っていますし、何よりも市民の皆さんが

窓口に来たときに、例えば自分がどういう認定を

受けているのか等の失念している場合もあるかと

思いますけれども、そういったのがマイナンバー

を使うことによってこちらで確認ができるという

こともありますし、これまでは各窓口を回ってい

ただく、あるいは本人の同意をいただかないと情

報を確認できないところについてもこの番号制の

中で、今回の条例の中ではそこの利用ができると

いうことになりますので、市民の皆さんにとって

も利便性の向上につながるものだというふうに私

どもは考えているところであります。

次に、今回の条例の中で市が番号法のもとに利

用できる事務についてでありますが、これについ

ては国の法の中で利用が定められております。こ

の中で利用に当たっては９８の事務が列挙されて

おりますし、また情報の提供ということでは今回
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提案している条例案の中に市長部局から教育委員

会に、さらには教育委員会から市長部局にという

ことでそれぞれ一つの事務をのせさせていただい

ておりますけれども、この事務が情報提供ができ

るということでございます。

次に、個人情報保護法の関係で、特定個人情報

という定義は今回のせさせていただいているとい

うことでございますけれども、これまでの個人情

報とどのように違うかというところだったかと思

いますけれども、これまでの個人情報にプラス今

回はマイナンバーが付与されるわけでありますけ

れども、マイナンバーが付与された情報が特定個

人情報ということで、条例の中で新たに定義を起

こし、特定個人情報にかかわります収集あるいは

利用、提供に係る規定についてそれぞれ設けさせ

ていただいたということであります。特定個人情

報については、これは番号法の中でこれまでの個

人情報にも増して厳格に取り扱う必要があるとい

う規定がございまして、これに基づいて今回条例

案の中でそれぞれその取り扱いについて規定をさ

せていただいたものでありまして、これまでより

もあらかじめ目的を明確にして使うということと、

さらには災害等を除いた場合については目的外に

利用ができないというところで、これまでの個人

情報よりも規制が厳しい、そういった内容となっ

ているということで御理解いただければというふ

うに思います。

最後に、情報漏えいに対するという部分であり

ます。ここについては、まず前提としては情報漏

えいがないようにしっかりとシステムの構築や、

あるいは運用における人的な教育ですとかが必要

だというふうに考えておりまして、ここについて

は今まさにこの間も個人情報の関係で進めてきて

いるところでありますけれども、マイナンバーを

契機により一層ここについては強固なシステムの

構築と、さらには人的な教育、指導も含めてして

いかなければいけないだろうというふうに思って

います。

漏えいした場合ということでありますけれども、

ここはさまざまな場合が想定されるということで

ありまして、もし特定の方が悪意を持ってかかわ

ったということであれば当然その方の責任だとい

うふうに思っておりますが、それ以外の場合につ

いてはその都度状況に応じて、当然対応策の検討

を含め、さらにはそれに対する対処についても検

討していかなければいけないかなというふうに考

えているところであります。

私からは以上でございます。

〇議長（黒井 徹議員） 熊谷議員。

〇１３番（熊谷吉正議員） 今の説明ではよくか

み合っていないのですが、いわゆる９８の事務が

法で規定をされていますけれども、名寄市の場合

については何々あるのですかという具体的なこと

がわかって初めて、これが効率化されて市民にと

っても非常に利用しやすくなる、確認しやすくな

るということがよく伝わってこないのです。一般

的な話ではなくて、名寄市の場合は税法やら、あ

るいは障害認定だとか、いろんな福祉だとか、さ

まざまことでもあると思いますので、その程度の

チェックは名寄市の場合はどのぐらい、何々ある

のですかと。そのことがマイナンバーの導入、条

例制定することによって市民の便利度がどのぐら

い上がるのですかと。あるいは、迅速化されるの

ですかというところが伝わらないから、やっぱり

年金情報問題ばかりではなくて、誰も信用してい

ないのです、正直言って。最後責任とった人はこ

れまでもいない、国もそうですけれども。そのと

ころがよくわからないまま、わかりましたという

状況にならない状況の中で、とりあえず来年１月

から、１０月から通知が来て、届け出て市が管理

をするという流れになりますけれども、時間がな

いから早く、急がなければならぬという市の役割、

立場は理解しないわけでもありませんけれども、

もう少し名寄市の場合に置きかえてみた場合にど

のように事務があって、これが市民それぞれの皆

さんに、善良な市民にしてみれば今までのいわゆ
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る事務の流れで十分ですという人がほとんど大半

と聞きますので、さらに便利になるのだと、効率

的になるのだということあたりはよくわからない

から、わからないままみんな黙って見ているとい

うことが多いのです。もう少しそこは名寄市に置

きかえて具体的な作業、事務の流れについてお知

らせをいただきたいと。どのように事故がなく、

犯罪に絡むものについては防止のしようがないの

かもしれませんけれども、やっぱり間違いもある

のです、当然人間ですから。その場合の責任のと

り方、あり方の問題について、国の法律に基づい

て条例をつくるのだけれども、そのぐらいの覚悟

と決意を持って提案をするということの気持ちが

私どもによく伝わってこないのです。そのことに

ついて改めてもう一回御答弁をいただきたいと思

います。

それと、提案理由の、これも先ほどのやりとり

と重なるのですけれども、６条の委任の下の米印

のところの番号法の範囲においてというところあ

たりから、今後市独自のマイナンバーの利用につ

いて、いわゆる利用の拡大の必要性を検討した上

で本条例にまた新たに規定をするということであ

りますけれども、これは具体的にどのようなもの

が想定されるのか、重ねてお知らせをいただきた

いと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 臼田総務部長。

〇総務部長（臼田 進君） 具体的に名寄市の事

務がこの番号法何事務に当たるかについては、こ

こについては先ほど申し上げましたように独自利

用の関係も含めて改めて少し整理をさせていただ

きたいなというふうに思っておりますし、その結

果をもって市民の皆さんにもう少しこの利便性が

伝わるような周知にここは努めていきたいという

ふうに思っていますので、今後取り組みを進める

ということでぜひ御理解をいただければというふ

うに思っています。

それと、番号法の独自利用の関係について、先

ほど調査をさせていただいているというような話

もさせていただきましたけれども、ある自治体で

は乳幼児医療費の助成事務などにも活用している

ところがありますので、これが即我がまちに適用

できるかどうかわかりませんけれども、そういっ

た利用ができるものだというふうに私ども受けと

めているところがございます。

それと、情報漏えいがあったときの対応につい

てということでありますけれども、基本はやはり

情報漏えいがないようにいかに対応していくのか

というのがやはり前提としてあるのだろうなとい

うふうに思っています。先ほど言いましたように、

番号法の施行に向けて今システムの確認あるいは

確立もして、改修もしていますけれども、そこで

しっかりと構築をしていく。情報漏えいしないよ

うな形でシステムを構築するのが１つであります

し、これは先ほど申し上げた個人情報の保護の関

係でもこれまで規則に基づいて内部でセキュリテ

ィー会議というのを設置してございますので、こ

の中でしっかりとこれまで以上に内部での情報の

取り扱い等について徹底をしていきたいというふ

うに思っておりますので、御理解いただければと

いうふうに思います。

〇議長（黒井 徹議員） 橋本副市長。

〇副市長（橋本正道君） マイナンバーの取り組

み自体につきましては、正直申しまして国のほう

も少しおくれているかなというのは印象として持

っています。ただ、名寄市のほうで具体的に、現

実的にといいますか、リアルにどういうような形

でこれを運用していくのか、こちらについてはま

だＰＲ不足かなというのが正直な印象でございま

すので、媒体いろいろ使いまして、そこはしっか

り対応してまいりたいと思っております。

それと、もう一つ、情報漏えいの関係につきま

してですけれども、年金機構の問題が発覚しまし

てすぐ後に第１回のセキュリティー会議というの

を開かせていただきました。この中では、システ

ムの問題、それから今回の情報流出に係りまして

どこがよくなかったのか具体的に検討しまして、
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早速庁内での対応をとっているところであります。

例えば職員端末に入るパスワードを有効期間３カ

月までとして３カ月ごとに切りかえ、あるいは手

元にあるエクセル、ワード等の開き方についても

パスワードの設定ですとか、いろんな方面から検

討しているところであります。責任についてどう

いうような形ということは、先ほど総務部長答弁

しましたとおりシステムの契約あるいはこちらの

セキュリティー会議の規則等もありますので、な

かなか一概には言えませんけれども、きちんとし

たセキュリティーの中でこの事業を進めることが

できればこれが一番だと思っておりますので、御

理解いただきたいと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 熊谷議員。

〇１３番（熊谷吉正議員） 全国市長会なんかで

何年も前からいろいろ意見反映はやってきていた

だいたのでしょうけれども、これは国に大きな原

因があるのですけれども、実際にはスケジュール

ありきでとりあえず走ってきて、あとは大丈夫だ

からということでずっとこの間きていて、大きな

不安を感じているし、２年後には個々人の金融情

報も含めて連携させるという、あるいは金融情報

からさらに超えて個人的な生活や、いろんなこと

にまで波及をしていくということは、既に韓国や

世界的ないろんな段階で問題が波及をして、逆に

言えば改めて見直しの時期に入っている国際的な

例で、これを加藤市長や皆さん以下、皆さんに言

っても仕方ないのですけれども、そういう不安を

さておいて、やっぱり振興するということについ

て看過できないなという感じがしております。

今橋本副市長、さらに名寄市的な庁内の管理の

あり方やセキュリティーの管理のあり方や実際端

末のパスワードの問題なんかも含めていろいろと

いう、それは誰もわからないのだ、一般市民の人

は。名寄市から発生した問題ではないのだけれど

も、そのことを初めてわかってみて、こういう効

率や合理化があって市民サービスに伝わるのだな

と。あるいは、極端な話人手がかからなくなって、

そして短時間で仕事ができるようになるから、そ

の分は事務効率化で、あるいは人件費にも反映さ

れていくのではないかという話ししても、それは

それならどのぐらいですかといったって今は答え

られないのです、現実に。そのぐらい不安定なも

のを決めるということについては、私は現時点で

はやっぱり納得いかないなというふうに考えてお

りまして、３回目だから一旦閉じますけれども、

これから先のほうは随分怖いなという感じが、そ

れぞれの懐の中も捕捉をされて課税強化という道

に歩むことははっきりしているように聞いていま

すから、不正をして不正受給をしたり、それから

あるいはインチキな申請をして福祉の金、税金を

横取りするというような話は、それはとんでもな

い話ですけれども、善良な一般市民からすれば非

常に不安だけが増すような条例の内容になってい

るような気がして、市で善良に一生懸命条例を制

定してそうならぬようにということについては理

解をするけれども、現実によってはちょっと私は

この条例制定についてはすとんと落ちないなとい

う感じがします。再々答弁は求めませんけれども、

理解がいかないなという感じがします。

〇議長（黒井 徹議員） ほかに質疑はございま

せんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 以上で質疑を終結いた

します。

お諮りいたします。議案第２号外２件は、委員

会付託を省略し、直ちに採決することに御異議ご

ざいませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 異議なしと認めます。

これより採決を行います。

議案第２号は原案のとおり決定することに御異

議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 異議なしと認めます。

よって、議案第２号は原案のとおり可決されま
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した。

お諮りいたします。議案第４号は原案のとおり

決定することに御異議ございませんか。

（「異議あり」と呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 異議がありますので、

起立により採決を行います。

議案第４号を原案のとおり決定することに賛成

の議員の起立を求めます。

（起立多数）

〇議長（黒井 徹議員） 賛成多数であります。

議案第４号は原案のとおり可決されました。

お諮りいたします。議案第６号は原案のとおり

決定することに御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 異議なしと認めます。

よって、議案第６号は原案のとおり可決されま

した。

〇議長（黒井 徹議員） 日程第７ 議案第３号

名寄市地域子育て支援センター条例の制定につ

いてを議題といたします。

提出者の説明を求めます。

加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 議案第３号 名寄市地域

子育て支援センター条例の制定について、提案の

理由を申し上げます。

本件は、児童福祉法第６条の３第６項に基づき

地域子育て支援拠点事業を実施をするため、名寄

市地域子育て支援センターさくらんぼを名寄市東

保育所内に設置をし、運営をしてまいりましたが、

子育て支援センターの利用ニーズが高く、同施設

内での運営スペースの確保が困難な状況となって

いたことから、市民文化センター及び駅前交流プ

ラザよろーなを活用し、事業を実施をしていると

ころであります。しかし、利用者から利用時間の

延長及び専用施設での運営の要望が強く寄せられ

ていることから、現在旧木材需要拡大センターの

改修工事を行っているところであり、改修後速や

かに事業を実施するために新たに本条例を制定を

しようとするものでございます。

よろしく御審議くださいますようお願いを申し

上げます。

〇議長（黒井 徹議員） これより、質疑に入り

ます。御発言ございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 質疑なしと認めます。

議案第３号は、市民福祉常任委員会に付託をい

たします。

ただいま市民福祉常任委員会に付託いたしまし

た議案第３号については、９月２８日までに審査

を終了するよう期限をつけることにいたしたいと

思います。御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 異議なしと認めます。

議案第３号については、９月２８日までに審査

を終了するよう期限をつけることに決定をいたし

ました。

〇議長（黒井 徹議員） 日程第８ 議案第５号

名寄市職員の再任用に関する条例の一部改正に

ついてを議題といたします。

提出者の説明を求めます。

加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 議案第５号 名寄市職員

の再任用に関する条例の一部改正について、提案

の理由を申し上げます。

本件は、被用者年金制度の一元化等を図るため

の厚生年金保険等の一部を改正する法律の施行に

伴い、共済年金が厚生年金に統一されることによ

り改正をするものであります。

よろしく御審議くださいますようお願いを申し

上げます。

〇議長（黒井 徹議員） これより、質疑に入り

ます。御発言ございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 質疑なしと認めます。
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お諮りいたします。本件は、委員会付託を省略

し、直ちに採決することに御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 異議なしと認めます。

これより採決を行います。

議案第５号は原案のとおり決定することに御異

議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 異議なしと認めます。

よって、議案第５号は原案のとおり可決されま

した。

〇議長（黒井 徹議員） 日程第９ 議案第７号

北海道市町村職員退職手当組合規約の変更につ

いてを議題といたします。

提出者の説明を求めます。

加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 議案第７号 北海道市町

村職員退職手当組合規約の変更について、提案の

理由を申し上げます。

本件は、本市も組織団体となっている北海道市

町村職員退職手当組合の組織団体から道央地区環

境衛生組合及び南渡島青少年指導センター組合が

平成２７年３月３１日解散により脱退をし、また

西十勝消防組合、北十勝消防事務組合、東十勝消

防事務組合及び南十勝消防事務組合が平成２８年

３月３１日解散により脱退をし、とかち広域消防

事務組合が総務大臣の許可の日から加入をするこ

とに伴い、北海道市町村職員退職手当組合規約別

表の変更について協議をするため、地方自治法第

２８６条第１項及び同法第２９０条の規定に基づ

き議会の議決を求めるものであります。

よろしく御審議くださいますようお願いを申し

上げます。

〇議長（黒井 徹議員） これより、質疑に入り

ます。御発言ございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 質疑なしと認めます。

お諮りいたします。本件は、委員会付託を省略

し、直ちに採決することに御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 異議なしと認めます。

これより採決を行います。

議案第７号は原案のとおり決定することに御異

議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 異議なしと認めます。

よって、議案第７号は原案のとおり可決されま

した。

〇議長（黒井 徹議員） 日程第１０ 議案第８

号 工事請負契約の締結についてを議題といたし

ます。

提出者の説明を求めます。

加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 議案第８号 工事請負契

約の締結について、提案の理由を申し上げます。

本件は、平成２７年度北斗団地公営住宅建設工

事について、８月１８日３社による一般競争入札

を執行した結果、中舘・吉田経常建設共同企業体

が１億 ７５０万円で落札をし、これに消費税及

び地方消費税 ３４０万円を加え１億 ０９０万

円で契約を締結しようとするものでございます。

名寄市議会の議決に付すべき契約及び財産の取

得又は処分に関する条例第２条の規定に基づき議

会の議決を求めるものでございます。

なお、詳細につきましては建設水道部長より説

明させますので、よろしく御審議くださいますよ

うお願いを申し上げます。

〇議長（黒井 徹議員） 中村建設水道部長。

〇建設水道部長（中村勝己君） 議案第８号、平

成２７年度北斗団地公営住宅建設工事（建築工

事）の提案理由の追加説明を申し上げます。

本工事は、名寄市公営住宅等長寿命化計画に基

づき老朽化した北斗団地、新北斗団地の建てかえ

事業により建設をするものであり、昨年度の実施
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設計に基づき平成２８年１０月中旬の完成に向け

準備が整い次第工事に着手いたします。

本日議決をお願いいたします平成２７年度北斗

団地公営住宅建設工事の事業概要について説明い

たします。本工事は、鉄筋コンクリート造２階建

て、延べ面積は住宅部分が８７ ９８平米、物置、

自転車置き場が４ ７９平米で、合計が９２ ７

７平米であります。住宅戸数は２ＤＫが６戸、２

ＬＤＫが２戸、３ＬＤＫが２戸で、合計１０戸の

建築工事であります。

建物本体事業費は、２億 ６２０万円を計上し

ており、建築工事、機械設備工事、電気設備工事、

建具工事の４工事に分けて発注を予定しておりま

す。このうち本日議決をお願いいたしますのは、

建築工事であります。

次に、入札の経過と結果について申し上げます。

本件は、一般競争入札により７月２２日に告示し、

３社から応募がありましたので、入札等審議委員

会において入札参加資格者３社を認定し、８月１

８日に入札を執行の結果、第１回入札により中舘

・吉田経常建設共同企業体が落札いたしました。

なお、工事期間は議決後の翌日から平成２８年

１０月１７日までを予定しております。

次に、お手元の資料について御説明いたします。

資料１番目の建物概要配置図をお開きください。

図面上部は、来年度発注する駐車場であります。

台数は、住宅戸数を確保しております。図面中央

は公営住宅で、図面下部は入居者が自由に使える

菜園スペースとなっております。

資料２番目の１階平面図をお開きください。図

面上部が雁木や物置及び自転車置き場等の共有ス

ペースであり、下部が住宅となっております。

資料３番目の２階平面図をお開きください。各

住戸の配置及び戸数は１階と同様となっておりま

す。

資料４番目の立面図をお開きください。入居者

の除排雪軽減に配慮して無落雪屋根を採用し、外

壁は東西面を金属板仕上げ、南北面を塗装仕上げ

としております。

以上、追加説明とさせていただきます。よろし

く御審議くださいますようお願い申し上げます。

〇議長（黒井 徹議員） これより、質疑に入り

ます。御発言ございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 質疑なしと認めます。

お諮りいたします。本件は、委員会付託を省略

し、直ちに採決することに御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 異議なしと認めます。

これより採決を行います。

議案第８号は原案のとおり決定することに御異

議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 異議なしと認めます。

よって、議案第８号は原案のとおり可決されま

した。

〇議長（黒井 徹議員） 日程第１１ 議案第９

号及び議案第１０号 工事請負契約の変更につい

て、以上２件を一括議題といたします。

提出者の説明を求めます。

加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 議案第９号及び議案第１

０号 工事請負契約の変更について、一括して提

案の理由を申し上げます。

まず、名寄南小学校校舎、屋内運動場改築工事

の建築主体工事その１につきましては、平成２６

年６月２０日に荒井・大野組・坂下特定建設工事

共同企業体と８億 １００万円で契約をし、現在

施工中でありますが、発注以降の労務費等の変動

に伴う物価上昇分に対応するため、契約書の第２

５条第６項のインフレスライドを適用し、契約金

額に ７８４万 ６００円を加え、９億８８４万

６００円で当該企業体と変更契約を締結しよう

とするものでございます。

次に、同じく建築主体工事その２につきまして
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は、平成２６年６月２０日に廣野・大野土建・橋

本川島・高橋組特定建設工事共同企業体と１１億

０３９万 ０００円で契約をし、現在施工中で

ありますが、発注以降の労務費等の変動に伴う物

価上昇分に対応するため、契約書の第２５条第６

項のインフレスライドを適用し、契約金額に ２

６２万 ０００円を加えて、１１億 ３０２万

２００円で当該企業体と変更契約を締結しようと

するものでございます

以上、名寄市議会の議決に付すべき契約及び財

産の取得又は処分に関する条例第２条の規定によ

り議会の議決を求めるものであります。

よろしく御審議くださいますようお願いを申し

上げます。

〇議長（黒井 徹議員） 暫時休憩します。

休憩 午後 ２時０５分

再開 午後 ２時０５分

〇議長（黒井 徹議員） 再開をいたします。

加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 大変失礼いたしました。

議案第１０号、契約金額、先ほど私 ２６２万

０００円を加えと言ったところを ２６２万 ２

００円を加えて１１億 ３０２万 ２００円で当

該企業体と変更契約を締結するということでござ

います。訂正し、おわびを申し上げます。

〇議長（黒井 徹議員） これより、議案第９号

外１件について一括質疑に入ります。御発言ござ

いませんか。

塩田昌彦議員。

〇９番（塩田昌彦議員） この２件の案件であり

ますけれども、工事契約の２５条の６項、インフ

レスライドの適用をしたというふうなことで、私

も昨年この関係について質問をしてきた経過もあ

ったので、このことについては契約に基づく部分

と適正な執行という部分と非常に理解をするもの

であります。今後の公共事業の執行に当たり、契

約条項の適用、実際東日本大震災、そして東京で

行われるオリンピックの部分で、今の労務単価、

それから鋼材等々の値上がり等々で非常に御苦労

されているという状況があります。その中でそれ

を適正に評価をしたというという部分で、この部

分で上がってきたものと理解をしていますので、

この分については今後における公共工事の適正な

執行といいましょうか、その部分では非常にいい

ことだなというふうに理解をしております。

その中で１つお伺いをしたいのですけれども、

このインフレスライド適用に当たって当然発注者、

受注者の間で協議がなされ、そしてこの工事単価

というよりは設計に伴う部分の見直しというふう

な部分であろうかというふうに思うのですけれど

も、この場合、今回の２件に当たっては基準日と

いいましょうか、変更に至った基準日はどうなっ

ていたのか、協議経過はどうであったのかについ

てお知らせ願いたいと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 中村建設水道部長。

〇建設水道部長（中村勝己君） 塩田議員のほう

から質問がございまして、基準日ということでお

話がございます。１つだけこのスライドの適用に

ついては、設計変更という考え方ではなくて、数

量が変わるわけではないので、基本的には国にお

いてことしの２月、 ２％労務費が改定になりま

したということを受けて北海道の単価が変わりま

したということで変更になっているということを

つけ加えさせていただきます。

それで、今基準日についてということでお話が

ございまして、私どもと２つの企業体と協議をさ

せていただきまして、基準日については４月１４

日ということで協議が調いまして、それ以降の残

工事について今回北海道単価と昨年の６月の発注

時の単価との差額をもって計算をさせていただい

たという内容になっています。

以上です。

〇議長（黒井 徹議員） 塩田議員。

〇９番（塩田昌彦議員） ありがとうございます。

この部分については、設計変更でないというの
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は重々承知をしております。インフレスライドで

すから、それはもう中身は労務単価の変更、それ

から鋼材等々の値上がり、その他いろんな経費も

全て見ていくというふうにたしか国土交通省のほ

うからの通達といいましょうか、その中でそのよ

うにされているという部分でありますけれども、

再度確認をしたいと思いますけれども、今回は昨

年と今年２月の労務単価で先ほど ２％の変更が

あったと。要するに値上げになっているといいま

しょうか、単価がアップしていると。それを補正

する部分として、今回はこうなったというふうな

理解であって、その他の部分については見ていた

か見ていないかというのはちょっと別としまして、

そういう理解でいいのかどうか、もう一度お願い

いたします。

〇議長（黒井 徹議員） 中村建設水道部長。

〇建設水道部長（中村勝己君） 全国的にことし

の２７年２月に労務単価が平均で ２％上がりま

したと。このことを受けて北海道単価の改正が２

月にあって、それを受けて道段階での単価変更が

４月にありましたということでの変更ということ

でございます。

以上です。

〇議長（黒井 徹議員） 塩田議員。

〇９番（塩田昌彦議員） わかりました。

労務単価の変更だけというふうなことで今回こ

れに至ったのだなというふうなことで、恐らく工

期も近づいているから、これで終わりなのかなと

いうふうな気はしますけれども、その辺について

は適正な執行といいましょうか、契約条項に基づ

く執行、中身の部分についても受託者としっかり

協議をし、いい関係で終わって工事が終了すると。

そして、それを市民が喜んで使うというのが一番

望ましいスタイルだというふうに思いますので、

これからまたこのような工事が出てくるのかわか

りませんけれども、それらについて適正な執行に

努めていただきたいと思います。

以上です。

〇議長（黒井 徹議員） ほかに質疑はございま

せんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 以上で質疑を終結いた

します。

お諮りいたします。議案第９号外１件は、委員

会付託を省略し、直ちに採決することに御異議ご

ざいませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 異議なしと認めます。

これより採決を行います。

議案第９号外１件は原案のとおり決定すること

に御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 異議なしと認めます。

よって、議案第９号外１件は原案のとおり可決

されました。

〇議長（黒井 徹議員） 日程第１２ 議案第１

１号 市道路線の認定についてを議題といたしま

す。

提出者の説明を求めます。

加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 議案第１１号 市道路線

の認定について、提案の理由を申し上げます。

整理番号３０６２、路線名、徳田３号線は、都

市計画法第２９条に基づく開発行為により造成を

され、その後都市計画法第４０条第２項による土

地の帰属を受けた道路であるため、総延長１７

４６メートルを道路法第８条第２項の規定により

新たに市道認定をするものでございます。

よろしく御審議くださいますようお願いを申し

上げます。

〇議長（黒井 徹議員） これより、質疑に入り

ます。御発言ございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 質疑なしと認めます。

お諮りいたします。本件は、委員会付託を省略
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し、直ちに採決することに御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 異議なしと認めます。

これより採決を行います。

議案第１１号は原案のとおり決定することに御

異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 異議なしと認めます。

よって、議案第１１号は原案のとおり可決され

ました。

〇議長（黒井 徹議員） 日程第１３ 議案第１

２号 平成２７年度名寄市一般会計補正予算（第

３号）を議題といたします。

提出者の説明を求めます。

加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 議案第１２号 平成２７

年度名寄市一般会計補正予算について、提案の理

由を申し上げます。

今回の補正は、各款にわたる臨時的経費を中心

に補正をしようとするものでございまして、歳入

歳出それぞれ７億 ５７５万 ０００円を追加を

し、予算総額を２４１億 ３４４万円にしようと

するものでございます。

補正の主なものを歳出から申し上げます。２款

総務費におきまして地域総合整備資金貸付事業費

３億 ３００万円の追加は、現在建設中の株式会

社グランドホテル藤花によるホテル増設事業に対

し地域振興に資する民間活動等の支援から資金を

貸し付けをしようとするものでありまして、国の

地域総合整備資金貸付制度を活用しようとするも

のでございます。財源として同額を市債で計上し

ております。同じく２款総務費におきまして移住

定住対策推進事業費９７万 ０００円の追加は、

都市からの移住促進のためプロモーション活動な

どを実施しようとするものでございます。

６款農林業費におきまして農業担い手海外派遣

事業補助金２２１万 ０００円の追加は、農業を

取り巻く環境の変化に対応するため、国際感覚を

養い、幅広い視野を持った農業後継者の育成を目

的として名寄産業高校酪農科学科の生徒を海外研

修として台湾へ派遣をする事業に対し補助をする

ものでございます。同じく６款農林業費におきま

して強い農業づくり事業費１億 ５５０万円の追

加は、道北なよろ農業協同組合の実施をするバレ

イショ集出荷施設整備事業に対し補助をしようと

するものでありまして、財源として道支出金 ７

００万円及び市債 ８５０万円を計上しておりま

す。同じく６款農林業費におきまして販路拡大事

業費５１万円の追加は、地場農産物の販路開拓拡

大を図るための取り組みを支援をしようとするも

のでございます。

７款商工業費におきまして望湖台自然公園管理

運営事業費 ３８８万 ０００円の追加は、ふう

れん望湖台センターハウス及びセンターハウス周

辺施設の取り壊しなどに要する経費を補正をしよ

うとするものでございます。同じく７款インバウ

ンド活性化事業費２４０万円の追加は、外国人観

光客の誘客に向けた取り組みに対し支援をしよう

とするものでございます。

１０款教育費におきまして名寄東小学校校舎改

修事業実施設計委託料５００万円追加は、老朽化

が著しい名寄東小学校校舎の大規模改修に向けた

実施設計委託料について補正をしようとするもの

でございます。

同じく１０款市立大学新棟及び既存施設改修基

本設計業務委託料 ６００万円の追加は、保健福

祉学部の再編に向けた新たな校舎建設と既存施設

の改修に係る基本設計委託料について補正をしよ

うとするものでございます。

同じく１０款教育費におきまして合宿誘致事業

費３３４万円の追加は、冬季スポーツを中心とし

た大会開催や合宿を誘致をするための取り組みを

実施しようとするものでございます。

１１款災害復旧費におきまして公共土木施設災

害復旧事業費７５０万円の追加は、去る７月２２
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日に発生をした大雨の被害に係る災害復旧に要す

る経費について補正をしようとするものでござい

ます。財源として災害復旧に係る国庫負担金及び

災害復旧事業債を見込んでございます。

次に、歳入について申し上げます。事業費の変

更などに伴う特定財源の調整のほか、収支の調整

を前年度繰越金で実施をしようとするものでござ

います。

１５款国庫支出金で次世代育成支援対策施設整

備交付金８４８万 ０００円の追加は、旧木材需

要拡大センターに移設をする子育て支援センター

の整備を実施するに当たり交付金を受け入れよう

とするものでございます。

次に、第４表、地方債補正では、地域総合整備

資金貸付事業ほか２件を追加し、解体整備事業ほ

か３件を変更し、道路・橋梁等維持補修事業を廃

止しようとするものでございます。

以上、補正の概要について申し上げましたが、

細部につきましては総務部長より説明させますの

で、よろしく御審議くださいますようお願いを申

し上げます。

〇議長（黒井 徹議員） 補足説明を臼田総務部

長。

〇総務部長（臼田 進君） それでは、一般会計

の補正予算につきまして市長より申し上げた分の

重複を避けまして補足の説明をさせていただきま

す。

初めに、歳出から説明をさせていただきたいと

思います。恐れ入りますが、議案第１２号の１２

ページ、１３ページをお開きいただきたいと思い

ます。２款総務費、１項３目情報化推進費の社会

保障・税番号制度システム整備事業費１９１万

０００円の追加につきましては、マイナンバー制

度による個人番号通知カードなどの裏書き業務の

効率化を図るため裏書き印字システムを購入しよ

うとするものでございます。

次に、１４ページ、１５ページをお開きくださ

い。２款総務費、４項２目道公職選挙費５８２万

０００円の減額は、選挙経費の精算に伴いまし

て補正しようとするものであり、歳入として道委

託金につきましても５２７万円減額として予算計

上させていただきました。

また、同様に２款４項３目市議会議員選挙費、

１６ページ、１７ページに記載をしてございます

２款４項４目農業委員選挙費におきましても選挙

経費の精算として減額の補正予算を計上させてい

ただいたものでございます。

次に、１８、１９ページをお開きください。３

款民生費、１項１目社会福祉総務費の社会福祉費

一般行政経費 ６３６万 ０００円の追加につき

ましては、各事業の精算に伴い国、道費負担金の

返還が生じたことにより補正を行おうとするもの

でございます。

３款民生費、２項３目保育所費のさくらんぼ運

営事業費３６９万 ０００円の追加につきまして

は、旧木材需要拡大センター移設後の地域子育て

支援センターに係る運営維持管理経費を補正しよ

うとするものでございます。同じく３款２項３目、

認定こども園運営事業費 ２３９万 ０００円の

追加につきましては、大谷認定こども園に対しま

す施設型給付費負担金につきまして国から提示さ

れました公定価格に対応するために予算を追加計

上しようとするものでございます。なお、財源と

いたしまして国及び北海道からの負担金をそれぞ

れ施設型給付費負担金として予算計上させていた

だいております。

また、同様の理由によりまして２４ページ、２

５ページに記載をしております１０款４項１目幼

稚園費では、風連幼稚園に対する施設型給付費負

担金につきまして ４９０万 ０００円を追加し

て計上してございます。

次に、２０ページ、２１ページをごらんいただ

きたいと思います。４款衛生費、５項１目上水道

費で共同飲料水供給施設等事業費補助金２４０万

円の追加につきましては、風連町中央地区共同飲

料水供給施設改修に係ります補助申請に対応し、
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予算を計上しようとするものでございます。

６款農林業費、２項１目林業振興費で有害鳥獣

・ヒグマ等対策事業費７５万円の追加につきまし

ては、昨年度に比べまして既に市内各地域で頻発

しておりますヒグマによる農業被害防止及び地域

の安全確保を図るためにハンターの出動経費を追

加補正し、ヒグマ対策に当たろうとするものでご

ざいます。

次に、２２ページ、２３ページをお開きくださ

い。８款土木費、２項２目道路橋梁維持費で５９

２万円の追加につきましては、昨年の大雨災害の

影響などから道路等修繕箇所の増加に伴い予算を

追加して計上しようとするものでございます。

次に、２４、２５ページをお開きください。１

０款教育費、６項９目天文台費で１６７万 ００

０円の追加につきましては、スライディングルー

フ観測室の可動式屋根の車輪が摩耗したことによ

り交換を行おうとするものでございます。

次に、歳入について申し上げます。お戻りいた

だきまして、６ページ、７ページをごらんいただ

きたいと思います。１５款国庫支出金、２項１目

総務費補助金で社会保障・税番号制度システム整

備事業補助金９２万 ０００円の追加につきまし

ては、個人番号カード交付事務に対する補助金を

予算計上しようとするものでございます。

次に、８、９ページをお開きください。１８款

寄附金で総務費寄附金から教育費寄附金まで合わ

せまして４８４万 ０００円の追加につきまして

は、７月２８日までに寄附採納されたものを予算

計上するものでありまして、寄附者の意向に沿い

まして地域振興基金に９４万円、地域福祉基金に

１２０万円、文化センター大ホール基金に２１４

万 ０００円をそれぞれ積み立てるほか、交通安

全推進事業費や図書館資料整備事業費の財源とし

て充当しようとするものでございます。

以上、補足説明とさせていただきます。よろし

く御審議くださいますようお願い申し上げます。

〇議長（黒井 徹議員） これより、質疑に入り

ます。御発言ございませんか。

奥村英俊議員。

〇６番（奥村英俊議員） ６款農林業費、農業担

い手海外研修派遣事業補助金２２１万 ０００円

についてお伺いをしたいというふうに思います。

研修先を台湾として名寄産業高校酪農科学科の

２年生を派遣する事業ということですけれども、

何点か質問したいと思います。経済建設常任委員

会の中でも説明があったところですけれども、改

めまして事業の目的について教えていただきたい

というふうに思います。この事業に至る経過や目

的に国際感覚を養い、幅広い視野を持った人材育

成という点を挙げているかというふうに思います。

この点について言えば市内の同世代の高校生全体

に言えることではないかというふうに思います。

そういう中でなぜ農業の担い手、そして名寄産業

高校酪農科学科に絞ったのか、その理由について

お伺いをしたいというふうに思います。

また、担い手を育成するための研修先というこ

とで言えば、農業の先進的な地域、それ道内ある

いは国内にもたくさんあるというふうに思います

し、また海外、国際感覚を養う、そういった点を

考えたとしても海外の中でもいろんな都市があっ

たというふうに思います。そういう中でなぜ台湾

だったかという点についてもお答えをいただきた

いというふうに思います。

あわせて、募集の対象者と応募の資格、それか

ら派遣の人員、想定している事業期間あるいは成

果について今の時点での考えをお伺いをしたいと

いうふうに思います。

〇議長（黒井 徹議員） 川田経済部長。

〇経済部長（川田弘志君） 奥村議員から３点に

わたって御質問をいただきました。まず、東アジ

アを取り巻く農業情勢をちょっと御紹介をさせて

いただきたいと思いますけれども、国においても

アジア圏から来る方が非常に多くなって、そうい

った意味では農産物の輸出環境の整備、規制緩和

なども含めて今さまざまな取り組みがされている
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ところでございますし、北海道においても北海道

の総合戦略の中でも道産食品の輸出を現行の５７

６億円から ０００億円にするだとか、外国人観

光客１５４万人を３００万人にするというような

状況の中で、とりわけ台湾については昨年度の１

５４万人の中、４７万人が台湾から訪れられてい

るということでございまして、そういった意味で

は今後このように人、物の交流拡大が進む中、農

産物の輸出に向けた食の輸出拡大戦略も検討が進

められております。ホクレンにおいても７月から

台湾、シンガポールに輸出起点を設けて体制整備

に向けた取り組みなどが行われておりまして、旭

川市の卸売業者においても地元産メロンを台湾に

試験販売などをするというような状況も広がって

おりまして、ＪＡ道北なよろにおいてもアジア圏

の輸出に向けて香港そごうのアスパラの試験販売

なども行いまして、次年度から正式に販売される

というような状況がございまして、そういった意

味では東アジアへの輸出に向けた流れがそういっ

た状況にあるものですから、そういった中での海

外市場も含めた販路の拡大に取り組むとともに、

ニーズの把握や作付作物の選定などの対応が求め

られている状況にあるのではないかというふうに

思ってございます。

経過といたしましては、名寄市では平成２５年

度から台湾の高校生の教育旅行を誘致を行ってお

りまして、地元高校生との交流を中心として国際

交流事業を実施しているところでございます。と

りわけ産業高校においては、交流事業の取り組み

を高く評価していただきまして、積極的にこの間

受け入れに取り組んでいただいてきた経過でござ

います。その中で台湾への理解がより高まってき

た結果、地域農業の担い手として国際感覚を持ち、

広い視野で農業を行っていく力を養うために台湾

への海外派遣についての要望が出されてきたとこ

ろでございます。また、台湾側からも名寄への派

遣だけでなく、受け入れによる相互交流について

望まれている状況がございます。

事業目的といたしましては、農業を取り巻く環

境の変化に対応するために国際感覚を養い、幅広

い視野を持った農業後継者の育成を目的としてお

りまして、今回名寄産業高校酪農科学科の生徒の

皆さんを海外研修として台湾へ派遣したいという

ことでございます。現地では、農業者や高校生と

の交流を初めさまざまな研修を通して農作物の栽

培の技術、食文化の違いなど直接体験から学習す

ることで今後の農業にかかわる上で生かされるも

のと考えているところでございます。

それで、今回産業高校さんを特定したというこ

とでございますけれども、今回の研修は農業の担

い手の育成という視点で派遣を考えております。

台湾との交流事業ということで先ほどお話ししま

したけれども、この間産業高校さんにおかれまし

ては産業まつりだとか地産地消フェアの出展など

や産業高校独自の農場公開講座による、俗に言う

みずならショップや野菜などの販売、さらには智

恵文小学校や名寄東小学校との連携学習事業など

に取り組まれておりまして、名寄市の地域貢献や

食育、地産地消の御尽力をいただいているところ

でございます。さらには、有機農業によりメロン

栽培を行われておりまして、国内の一流デパート

での高評価もいただいております。近年の国際化

の中で広い視野で農業を学んでいただき、さらな

る視点で名寄市に尽力いただけるものと考えてお

りまして、今回名寄産業高校さんを選ばさせてい

ただいたということでございます。

それで、２つ目の研修先が台湾ということでご

ざいますけれども、台湾においては親日国でもあ

り、友好的な国民感情を持っている国でもござい

ます。また、農業の輸出国でもありまして、米を

初めとして果物等の作付が盛んな国となっており

まして、今回訪問予定をしています虎尾高級農工

職業学校は農業科を初めとして多くの専門的な授

業を行っておりまして、３代目までの校長は日本

人でありまして、受け入れに前向きであることか

ら交流校として適任と判断しているところでござ
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います。また、日本が戦時中統治していた時代も

ございまして、教育を初めとして特に農業基盤の

整備に力を入れており、鳥山頭ダムなどは台湾の

農業を飛躍的に向上させたほか、日本の技術指導

もあり、現在の台湾の農業の基盤を築いた歴史経

緯もありまして、そのことを研修する意義も含め

て台湾への研修派遣を考えたところでございます。

募集要領等につきましては、派遣においては来

年１月を予定をさせていただきまして、５日間程

度の研修というふうに考えてございます。派遣人

数につきましては、最大で１４名ということでご

ざいまして、引率者事務局４名を含めてというよ

うな中身に考えてございます。応募資格といたし

ましては、産業高校名農キャンパスに通う高校生

で、一定の条件を満たす者というふうにしており

まして、１つ目には心身とも健康で外国生活に適

応できる方、２つ目に学校体験の際に台湾語でコ

ミュニケーションを図る意欲がある方、３つ目に

外国文化や産業に関心があり、積極的に学ぶ姿勢

がある方、４つ目にクラブ活動や学校行事に積極

的に取り組んでいる方、５つ目に帰国後も本市の

国際交流に積極的に協力できる者などで、あと事

前研修も予定していますので、事前研修に参加で

きる方というような形で考えております。

事業費につきましては、今回事業総額では３４

３万 ０００円でございまして、名寄市から道北

農業担い手育成対策協議会が事業主体となってい

ただく関係で、そこに２２１万 ０００円、今回

民間の北海道開発国際交流基金の助成金を８０万

円を７月に採択をいただきまして、それと参加負

担金４２万円を含めて３４３万 ０００円の事業

費としているところでございます。

以上、答弁とさせていただきます。よろしくお

願いします。

〇議長（黒井 徹議員） 奥村議員。

〇６番（奥村英俊議員） 今丁寧に御説明をいた

だきました。ただ、どうも行き先の関係について

は台湾ありきという感じが否めないというか、そ

ういうふうに聞こえました。それから、同世代の

人たち、今回担い手ということで限定をしている

ということでの説明でしたけれども、広く国際感

覚やそういった視野をこの先名寄に戻ってきたり、

名寄で生活していく若い人たちの人材育成という

ことからすると、もっと広い視野で高校生全体に、

担い手ということではありませんけれども、そう

いった人材を育成するということでの事業であっ

てもよかったのかというふうに感じるところであ

ります。

１つ、今回の事業、事業費自体は道北農業担い

手育成対策協議会への補助金ということで、事業

自体はそちらのほうでやっていただくということ

になるのだというふうに思いますけれども、事業

の丸投げということはないのかどうか。にはなら

ないとは思いますけれども、どうしても補助金と

いう形で出した中ではそういった懸念があります

ので、その点について市として事業に対する責任

のあり方について１つ伺いたいというふうに思い

ます。

もう一つ、応募の資格の関係で、基本的には本

人が手を挙げてということで一定の条件というこ

とでありましたけれども、当然派遣を希望する高

校生本人の意思や意欲はもちろんですけれども、

日常的な学習の状況などもしっかり勘案すべきだ

というふうに思います。そういう意味では、学校

推薦というか、そういう点も応募の資格というこ

とでぜひすべきかなというふうに思いますが、そ

の点についてお考えをお伺いをしたいというふう

に思います。

事業主体は、３年の取り組みということでお伺

いをしていましたけれども、市として事業に責任

を持つということも含めて、３年終わってからと

いうことは当然ないと思いますけれども、その都

度の事業者の検証、それからあわせて成果の検証

ということが最も重要だというふうに思います。

その点についての対応についてお考えをお聞かせ

いただければと思います。
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〇議長（黒井 徹議員） 川田経済部長。

〇経済部長（川田弘志君） まず、道北農業担い

手育成対策協議会の補助金の支出ということでご

ざいますけれども、この協議会事務局が産業高校

の名農キャンパスになってございます。それと、

この間この事業の制度設計においては、私ども名

寄市と産業高校さんと話をさせていただいて、打

ち合わせをさせていただいておりますので、そう

いった意味では今後もそういう形で十分協議をさ

せていただいて、進めていきたいというふうに考

えてございます。

それと、先ほど公募の関係でございますけれど

も、最大１４名というふうになりますけれども、

公募を考えてございまして、当然その中で生徒さ

んを一番内容を知っているのは学校の先生でござ

いますので、学校からの推薦ということも含めて

検討をさせていただきたいというふうに思ってご

ざいます。

最後に、３年間の事業ということでございます。

３年間の事業で、そういった３年間を通しての事

業の検証はもとよりですけれども、単年度、単年

度、当然予算編成時期もありますし、この事業総

計ローリングにも頭出しをさせていただいており

ますので、そこでの検証なども含めてしっかり検

証作業を年度、年度行ってこの事業を進めてまい

りたいというふうに思ってございますので、御理

解をお願いいたします。

以上です。

〇議長（黒井 徹議員） 奥村議員。

〇６番（奥村英俊議員） 農業の担い手育成とい

う点では、この事業についてはそういう意味では

理解をできるかなというふうに思いますけれども、

先ほどもちょっと言いましたけれども、市内の同

世代の子供たちからすると不公平感は否めないの

かなというふうに思うところであります。

また、台湾との国際交流についても当然否定す

るものでは何もありませんけれども、何でもかん

でも台湾でないかというふうな感じもちょっとし

ています。その点について私だけではないかなと

いうふうに思います。いずれにしても、市が責任

を持って事業の展開も検証するということであり

ましたので、その点についてはぜひしっかり進め

ていただきたいというふうに思いますけれども、

今後の事業の成果や検証については私自身もしっ

かりかかわっていきたいというふうに思います。

そのことを述べまして、終わりたいと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 川村幸栄議員。

〇５番（川村幸栄議員） 何点かお伺いをしたい

と思います。

１つは、７款商工費、１項２目観光費の中のイ

ンバウンド活性化事業費についてなのですが、多

言語パンフ、マップの製作補助金というふうにな

っています。多言語となっています。何カ国、ど

ういった言葉でつくられるのか教えてください。

それで、これは部数どのくらいつくろうとされ

ているのか、そしてこの事業にかかわっては誘客

の増を見込んでということでした。どのぐらいの

誘客増を見込んでいるのかお知らせをいただきた

いと思います。

それから、１０款の１目保健体育総務費の中で

合宿情報等にかかわってのホームページ作成委託

料が２００万円というふうになっているのですが、

合宿情報をホームページで公開してたくさんの方

々に来ていただきたいというふうには思うのです

が、これが２００万円というふうになるとどのよ

うなそういう案内ホームページになるのかなとい

うふうに思っていまして、その部分の中身につい

てお知らせをいただきたいと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 水間営業戦略室長。

〇営業戦略室長（水間 剛君） 今インバウンド

の関係について、御質問あった関係について回答

させていただきたいと思います。

まず、今回つくるパンフレット、地図等につい

ては英語と中国語ということで、先ほども川田部

長の説明でありましたように、今北海道のほうで

昨年でいえば約１５４万人来道しているというこ
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とと目標は３００万人を目標にしているというこ

とで、私どものほうの入り込み数的にはまだまだ

数が小さいです。ただ、今現状で外国人の観光客

が私どもの観光の窓口に問い合わせがあった場合、

３年前につくった道北観光連盟のパンフレットが

ありまして、それが英語と台湾ということも含め

て中国語のパンフレットを作成しています。若干

それも古くなったということと個人の外国人観光

客が私どものほうの部分についての観光窓口の問

い合わせというのはまだまだ低いのですけれども、

昨年で大体２０件程度私どものほうの観光の窓口

のほうに問い合わせありました。今そういったこ

とで外国人の観光客で、特にレンタカーを借りて

北海道を観光したいという方がふえつつあります。

昨年も台湾のフリーペーパーの雑誌の方が名寄の

ほうに取材に来まして、今大体北海道に来られる

方はまず有名な観光地のほうに大多数が行くので

すけれども、そういったことの行っている観光客

がだんだん、だんだん違う今まで行ったことのな

い北海道の地域に目を向けている観光客がいると

いうことで、昨年私どものほうに取材に来て、特

に名寄から稚内までの道北の地のところをフリー

ペーパーに取材したいということで来ました。そ

ういったことも含めて今後そういった問い合わせ

があるということで、その問い合わせが来たとき

の整備をきちっとしないといけないということで、

今回英語と中国語のパンフレット、それにあわせ

て同様の部分で日本語も含めてなのですけれども、

作成させていただくということで、全部で ００

０部を印刷する予定をしております。

以上であります。

〇議長（黒井 徹議員） 小川教育部長。

〇教育部長（小川勇人君） 御質問ありました合

宿のホームページの関係でありますけれども、こ

れにつきましては地方創生先行型事業費というこ

とで、現在名寄市のまち・ひと・しごと創生総合

戦略の会議が市民委員会等行われています。この

中での交流人口の拡大ということで、８月２７日

も市民委員会の中でも議論をいただいたその中で、

１つには合宿の誘致という部分でホームページの

作成について事業として挙げているところであり

ます。それに基づく予算ということで２００万円

今回計上しているところでありますけれども、具

体的には今中身を精査しているところでございま

すけれども、名寄市の四季折々の状況だったり、

観光であったり、当然合宿ですからスポーツ施設

であったり、あと病院とかコンビニとかいろんな

名寄市内の情報を的確にわかるようなＰＲするホ

ームページを作成することと、あと問い合わせに

かかわる窓口であったり、そこでホームページを

通してもやりとりをするといった点とか、そうい

った部分については今後検討していきたいと思い

ますけれども、いずれにしましてもほかの先行し

て行われていますホームページ等々も参考にさせ

ていただきながら、よりよいホームページをつく

っていきたいというふうに思っているところであ

ります。そういった形でホームページの補正予算

を計上しているところです。

〇議長（黒井 徹議員） 川村議員。

〇５番（川村幸栄議員） 合宿もそうですし、イ

ンバウンド活性化事業もそうなのですが、名寄を

ＰＲするという部分では非常に有効で、これが本

当に実のあるものになっていただくことを願って

いるわけですけれども、せんだって東京なよろ会

の方々との交流の中で話が出たのですが、ニセコ

スキー場に随分外国の方々が来ている。でも、ニ

セコの雪より名寄の雪のほうがずっといいよねと

いうような話になって、もっとパウダースノーを

売りに売ったらいいのではないかと。それで、外

国の方が来て、爆買いをしてもらったらいいので

はないか、そんな交流を深めたところだったので

すけれども、そういったことも含めてやはり多言

語パンフ、マップで２４０万円、ホームページで

２００万円ですから結構な額になるかなというふ

うに思うのです。これが本当に実のある中身にな

って多くの皆さんに来ていただく、そういった中
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身にしていただくことを強く求めて終わりたいと

思います。

〇議長（黒井 徹議員） 熊谷吉正議員。

〇１３番（熊谷吉正議員） 補正全般の関係で一、

二点お聞きをしたいと思うのですが、今回の補正

は７億 ５７５万 ０００円出入りということで、

そのうちの市債が約４億 ０００万円ということ

で額的には非常に大きいのですが、昨年も御説明

をいただいた中期計画の平成２７年度の市債の数

字と合計今年度の数字とこれを入れてほぼ同額な

のですけれども、ということは今後の償還計画そ

の他への、あるいは中期計画上の数字として十分

織り込み済みだと、そういう理解でよろしいのか

どうかということで、まず１点お聞きをしておき

たいと思います。

それから、２つ目には、歳入のほうの総務債の

関係で地元ホテルへの３億 ０００万円ほどの貸

し付けの事業がありますけれども、私もきのうネ

ットでいわゆるふるさと融資、一般財団の地域総

合整備資金貸付事業、非常に有利な事業で、恐ら

く全て国からのトンネルだというふうに思います

けれども、充当率１００％で、あとは利子負担総

額の一部を交付税で返すというようなことで、有

効な手だての事業だというふうに思いますが、一

昨年もソーラーの事業のときに同様の２億円台の

採択をいただいていますけれども、割とこれだけ

大型なものに対する採択ハードルは高いように見

えるけれども、しっかりした企画、雇用だとか、

地域の経済だとか、いろんな形でマッチングすれ

ば十分利用可能なものだというふうに考えていま

すけれども、今後も総務債の活用についての考え

方あるいは市内の事業者あるいは企業動向を見な

がら、規模の関係もあるでしょうけれども、基本

的にどういう対応になっていくのかお聞かせをい

ただきたいというふうに思います。

あと、これに絡んでは実際には名寄市で最終的

には１５年償還ということのようなのですが、ど

の程度いわゆる名寄市の持ち出しが交付税なんか

を差し引いたりなんかして出ていくことになるの

か、あるいは事業者の実際の負担というのは保証

関係なども受けて出てくるようなのですけれども、

今回の補正の提案の内容を具体的に少し説明をい

ただきながら、新たな活用の意欲はもっとしっか

り宣伝した上で選択をしていただくような方法を

積極的に提案をしていくことが行政としても必要

かなという感じがしますので、特定の一、二の有

力のところだけが使うということでもないのでし

ょうけれども、ぜひお聞かせをいただきたいと思

います。

それから、具体的な２つ目の関係で、議長、水

道会計との関係との相関関係がありますので、ち

ょっとわたりますけれども、お許しをいただきた

いのですけれども、上水道費、２０ページの上水

道事業会計繰出金ということで、出資分として２

１０万円提案がございますけれども、これは水道

会計のほうの会計の予算からするとどれに当たる

のか御説明をいただければ。水道会計でお答えい

ただいてもどっちでもいいですけれども、相互に

やりとりしていると思いますので、よろしくお願

いいたします。

もう一点で終わりますが、議案の２２ページ、

商工費、望湖台の管理棟の解体で ３８８万 ０

００円計上されておりますけれども、これ解体し

た後は活用の計画があるのかどうか。解体しっ放

しなのか、あるいは望湖台全体に施設物はかなり

老朽化しているということもありまして、相当あ

るとして中長期の計画に前議員の佐藤勝さんも大

変こだわっておりましたけれども、今後の計画展

望について、さらに解体があちこち続いて本当に

自然公園という、あるいはキャンプ場ということ

だけの展望になるのかどうか、これは日進との関

係もございますでしょうけれども、改めてお聞き

をしておきたいと思います。

それと、これが最後なのですけれども、歳出の

全体の中で今川村議員も触れておりましたが、今

回地方創生先行事業で見る限りでは４件、合計言
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えば４２２万円、大きい数字ではありませんけれ

ども、各事業の今後の継続性、有効性について、

どれもこれも時限的なものではないかというふう

に理解はするのですけれども、今後の継続性につ

いて考え方お知らせをいただきたいと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 橋本副市長。

〇副市長（橋本正道君） 私のほうからまず１点

目の中期財政計画における償還との整合性なので

すが、現状予算ベースでは大体いい感じにはいっ

ているというか、地方財政計画つくるときには総

合計画のほうから引っ張ってきますので、まずこ

このところまでは流れとしてはいいかなと思うの

ですが、不確定要素がまだあります。１つは、い

ざお金を借りる段になりますと起債の枠が決めら

れてくる可能性がありますので、その分で増減し

てくる場合、それと現実に先ほど御質問にも関連

しますが、契約金額そのものの動きによっては起

債の額が変わってきます。それで、それに応じて

起債の種別によっては交付税の算入率も変わって

きますので、増減ありますので、まだ最終的な判

断には至っていないというような状況にあります。

それから、水道会計のほうで若干御質問いただ

きましたけれども、今回の２１０万円の水道会計

の出資につきましては水道事業会計の老朽管更新

工事の変更に係る分であります。ページにします

と議案第１６号の６ページに合併特例債という括

弧書きがあって１４７万円と６３万円があります

けれども、この分が変更になっておりますので、

係る場所はここということであります。

それと、一番最後の地方創生の関係であります

けれども、今回補正させていただきましたのはも

とをただせば平成２６年度の年度末に繰り越しの

形でまず先行型とさせていただいている分があり

ます。そのときには、合宿ですとか、そういうの

が出てきましたけれども、それから道のほうでも

地方創生に関係しまして動きが出てまいりました。

先ほどありましたとおりインバウンドの関係、そ

れから農産物の輸出の関係、それと名寄市独自の

案件としましてはことしの冬にはジュニアオリン

ピックというのが出てまいりますし、当然夏では

既に合宿も入っています。ちょっと言葉はきつい

かもしれませんけれども、地方創生になりますと

どうしても先行有利といいますか、地域間の競争

という部分も出てくると。この段階でタイミング

よく補正をすることによりまして今後の地方創生

にもつなげていけるかと。まず、ここで一歩踏み

出すのがいいのではないかということで今回の計

上になったということであります。これを地方創

生の関係では今市民委員会等も含めて議論してお

りますので、今回のテーマも出てきおります。合

宿ですとか、交流人口の拡大ですとか、そういっ

たものもありますので、今回の補正についてはそ

こまでつなげるような形で組んでいきたいと思っ

ております。

以上、３点について答弁させていただきました。

〇議長（黒井 徹議員） 臼田総務部長。

〇総務部長（臼田 進君） 私のほうからは、ふ

るさと融資の関係について申し上げたいというふ

うに思います。

ふるさと融資の関係につきましては、融資を受

けられる方については法人格を有する民間事業者

となっておりますので、株式会社あるいは一般の

社団法人あるいは医療法人、学校法人なども含め

て対象になるというものであります。融資対象の

事業要件についてでありますけれども、ここにつ

いては前提としては民間事業者が地域振興に資す

るプロジェクトに取り組むときに対象になるとい

うことになっておりまして、要件としましては公

益性ですとか事業の採算性、あるいは雇用の増が

見込まれることなどが採択の要件というふうにな

りますが、それと用地費を除いた投資額が ００

０万円以上というのが、ここが採択の要件となり

ます。ただ、具体的にどの事業を採択するかにつ

いては、これについてはふるさと財団のほうがこ

の融資やっておりますけれども、こちらのほうが

審査をして決定を下すというところでありますの
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で、私どものほうでは事前相談あるいは申請のお

手伝いをさせていただくと手続上はなっていると

いうことで御理解をいただきたいなというふうに

思っております。今後の融資につきましては、予

算に計上しているとおり３億 ３００万円の融資

ということであります。これについては、土地を

除く設備投資費の、この地域は過疎地域、さらに

は定住自立圏の締結地域でもありますので、１０

％の上乗せがあって４５％まで上限として貸せる

ということで、それでいきますと３億 ３００万

円が今回の融資額になってございます。これに伴

う事業者に対する直接的な支援効果ということで

あります。これは、１４年と７カ月の融資期間が

ありますけれども、仮に利率を ３％であったと

すればという仮定でありますけれども、支援額と

しては １００万円程度の支援額になるだろうと

いう見込みであります。このうち国のほうで７５

％の交付税措置がされますので、市の持ち出しと

しましては２５％に当たる８００万円が市の支援

になるということで御理解をいただければと思い

ます。

次に、このふるさと融資の運用に当たってどう

いう姿勢であるかということなのですけれども、

これにつきましてはそれぞれ事業者のほうから支

援策について照会があります。このときについて

は、ふるさと融資も含めて御紹介をさせていただ

いている状況にありますけれども、まず第一弾に

相談に来られる方が望まれるのは、やはり補助金

を望まれるというのが１つ傾向としてありますの

で、どうしてもふるさと融資は補助金がないとき

に融資でどうなのだという、そこの話し合いにな

りますし、融資等については市独自の制度もあり

ますので、その辺の兼ね合いの中で事業者のほう

にはどの事業をお使いいただくか御判断いただい

ているということであります。

現状の中では、今回融資する事業者以外に具体

的な相談はない状況にありますけれども、この制

度に対するＰＲについては少し不足している部分

もあったかというふうに思っておりますので、こ

こについては改めてそれぞれ関係部局のほうから

そういった相談に当たっては紹介をするとともに、

何らかの方法でこういったふるさと融資について

も御紹介するような機会を設けていきたいと思っ

ておりますので、御理解いただければと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 熊谷議員。

〇１３番（熊谷吉正議員） 今のふるさと融資の

関係については、かなり行き渡っているという状

況よりも採択条件もいろいろございますけれども、

今後中小企業振興条例の大きな見直しだとか、あ

らゆるメニュー、事業等についてしっかり情報を

出していただきながら、使えるものは使っていた

だくような、それが活性化の一助にもなるのでは

ないかというふうに考えておりますので、広く窓

口を開いて御指導をお願いをしたいというふうに

思います。

それと、副市長からも答弁いただきましたが、

ちょうど相当橋本財政課長時代につくったもので

しょうから、今年度の市債の中期で聞いた数字は

４５億円、そして現在の市債の発行額、今回補正

を含めて４５億円、端数は微々たるものですけれ

ども、その数字だけを見れば十分、そう大きなこ

れからの変更はないでしょうけれども、変動要素

としては先ほど二、三点話あったことについては

のみ込んでいるつもりでありますので、より堅実

な財政運営に努めていただきたいと思います。た

だ、補正全体の数字が非常に大きかったものです

から、これは十分当初から見ていたという理解に

立ちたいというふうに思います。

それと、水道の関係、室長もいますけれども、

あえて聞いたのは今２１０万円のお答えいただい

たのは水道会計で見ると、一般会計のほうで見る

と出資金で出しておりますけれども、他会計出資

金で１４７万円、それから他会計借入金で６３万

円ということになりますけれども、合計２１０万

円というこの出し入れの整合性については全く問

題ないという理解でよろしいのか改めて確認をさ
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せていただきたいというふうに思います。

地方創生の関係については理解をしました。

これで終わりです。確認の部分だけ。

〇議長（黒井 徹議員） 水間営業戦略室長。

〇営業戦略室長（水間 剛君） 私からは、望湖

台のセンターハウスの関係について回答させてい

ただきたいと思います。

望湖台のセンターハウスについては、平成２４

年３月３１日をもって営業終了したということで、

その後何件かセンターハウスの利活用についての

相談がありましたが、それを利活用しての部分が

実らなかったということがありまして、各地元の

町内会や風連地区のまちづくり協議会や風連地区

の町内会連絡会とも協議をさせていただいて、最

終的にはセンターハウス等は使われていないので

すけれども、冬等の雪の重さで倒壊したりするお

それもありまして、一定の維持費もかかるという

ことで、再度６月に地元の町内会等と協議をさせ

ていただいて、了承をいただいて、今回センター

ハウスの解体、周辺の施設含めて解体することに

させていただきました。

また、先ほど熊谷議員からもお話がありました

ように、今オートキャンプ場オープン、営業させ

ていただいておりますけれども、コテージも一定

の老朽化になってきているということも含めて、

最終的にはセンターハウスの施設周辺の施設自体

も撤去されるということで、個人的にもあそこの

望湖台周辺も湖があってロケーション的にもある

程度の観光資源的になり得るものだと私も思って

いますので、今具体的な活用の部分についての案

はありませんけれども、それらも含めて、先ほど

のオートキャンプ場のあり方も含めて今後再活用

の可能性について検討させていただきたいと思っ

ています。

以上であります。

〇議長（黒井 徹議員） ほかに質疑はございま

せんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 以上で質疑を終結いた

します。

お諮りいたします。本件は、委員会付託を省略

し、直ちに採決することに御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 異議なしと認めます。

これより採決を行います。

議案第１２号は原案のとおり決定することに御

異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 異議なしと認めます。

よって、議案第１２号は原案のとおり可決され

ました。

〇議長（黒井 徹議員） 日程第１４ 議案第１

３号 平成２７年度名寄市国民健康保険特別会計

補正予算（第１号）を議題といたします。

提出者の説明を求めます。

加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 議案第１３号 平成２７

年度名寄市国民健康保険特別会計補正予算につい

て、提案の理由を申し上げます。

今回の補正は、保険事業勘定におきまして前年

度繰越金を中心に補正をしようとするものであり、

歳入歳出それぞれ ７８８万 ０００円を追加を

し、予算総額を３８億６２５万 ０００円に、直

診勘定におきまして繰入金の事業勘定繰入金、諸

収入などの増額による費目間の調整を行おうとす

るものであり、歳入歳出それぞれ８９６万円を追

加をし、総額を２億 ８９５万円にしようとする

ものでございます。

補正の主なものについて保険事業勘定の歳出か

ら申し上げます。１款総務費では印刷製本費とし

て３１万 ０００円、３款後期高齢者支援金等で

は支援金の額の決定により５７万 ０００円を、

同じく４款前期高齢者納付金等では納付金の額の

決定により５万 ０００円を、１１款諸支出金で

は平成２６年度療養給付費等負担金の確定に伴う
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精算返還金として ３４１万 ０００円を、国民

健康保険診療所への繰出金として３５３万 ００

０円、それぞれ追加をしようとするものでござい

ます。

次、保険事業勘定の歳入について申し上げます。

２款国庫支出金では国民健康保険診療所に係る特

別調整交付金として３５３万 ０００円を、９款

繰越金では前年度繰越金のうち ４３５万 ００

０円をそれぞれ追加をしようとするものでござい

ます。

次に、直診勘定の歳出について申し上げます。

１款総務費では人件費等で６９８万 ０００円を、

３款施設整備費では医療機器等の備品購入費等で

１９７万 ０００円をそれぞれ追加をしようとす

るものでございます。

次に、直診勘定の歳入について申し上げます。

１款診療収入では診療報酬収入等で６２万 ００

０円を、４款繰入金では事業勘定繰入金で３５３

万 ０００円を、５款諸収入では４８０万円をそ

れぞれ追加をし、調整を図ろうとするものでござ

います。

よろしく御審議くださいますようお願いを申し

上げます。

〇議長（黒井 徹議員） これより、質疑に入り

ます。御発言ございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 質疑なしと認めます。

お諮りいたします。本件は、委員会付託を省略

し、直ちに採決することに御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 異議なしと認めます。

これより採決を行います。

議案第１３号は原案のとおり決定することに御

異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 異議なしと認めます。

よって、議案第１３号は原案のとおり可決され

ました。

〇議長（黒井 徹議員） 日程第１５ 議案第１

４号 平成２７年度名寄市介護保険特別会計補正

予算（第２号）を議題といたします。

提出者の説明を求めます。

加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 議案第１４号 平成２７

年度名寄市介護保険特別会計補正予算について、

提案の理由を申し上げます。

今回の補正は、保険事業勘定におきまして歳入

歳出それぞれ８７６万 ０００円を追加し、予算

総額を２４億 ４８３万円にしようとするもので

ございます。

補正の内容を歳出から申し上げます。平成２６

年度介護給付費負担金等の精算に伴う返還分とし

て６款諸支出金に８７６万 ０００円を追加をし

ようとするものでございます。

歳入におきましても同様に平成２６年度介護給

付費負担金等の精算に伴い９款繰越金に８７６万

０００円を追加をするものでございます。

よろしく御審議くださいますようお願いを申し

上げます。

〇議長（黒井 徹議員） これより、質疑に入り

ます。御発言ございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 質疑なしと認めます。

お諮りいたします。本件は、委員会付託を省略

し、直ちに採決することに御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 異議なしと認めます。

これより採決を行います。

議案第１４号は原案のとおり決定することに御

異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 異議なしと認めます。

よって、議案第１４号は原案のとおり可決され

ました。
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〇議長（黒井 徹議員） 日程第１６ 議案第１

５号 平成２７年度名寄市後期高齢者医療特別会

計補正予算（第１号）を議題といたします。

提出者の説明を求めます。

加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 議案第１５号 平成２７

年度名寄市後期高齢者医療特別会計補正予算につ

いて、提案の理由を申し上げます。

今回の補正は、歳入歳出それぞれに５万円を追

加をし、予算総額を３億 ９８８万 ０００円に

しようとするものでございます。

補正の内容を歳出から申し上げます。３款保険

料還付金では、還付金の増により５万円を追加を

しようとするものでございます。

歳入におきましても同様に保険料還付金の増に

伴い３款諸収入に５万円を追加をしようとするも

のであります。

よろしく御審議くださいますようお願いを申し

上げます。

〇議長（黒井 徹議員） これより、質疑に入り

ます。御発言ございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 質疑なしと認めます。

お諮りいたします。本件は、委員会付託を省略

し、直ちに採決することに御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 異議なしと認めます。

これより採決を行います。

議案第１５号は原案のとおり決定することに御

異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 異議なしと認めます。

よって、議案第１５号は原案のとおり可決され

ました。

〇議長（黒井 徹議員） 日程第１７ 議案第１

６号 平成２７年度名寄市水道事業会計補正予算

（第１号）を議題といたします。

提出者の説明を求めます。

加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 議案第１６号 平成２７

年度名寄市水道事業会計補正予算について、提案

の理由を申し上げます。

今回の補正は、主に緑丘浄水場に係る施設の修

繕と整備費の追加に伴い補正をしようとするもの

であります。

まず、収益的支出について申し上げます。２款

水道事業費用では、緑丘浄水場ろ過池洗浄配管設

備及び空調設備室外機などの修繕費用として３６

２万 ０００円を追加をし、総額を６億 ５９５

万 ０００円にしようとするものでございます。

次に、資本的収入及び資本的支出について申し

上げます。３款資本的収入では企業債、出資金、

他会計借入金の増、国庫補助金の減により６１８

万 ０００円を追加し、総額を３億 ４９７万

０００円とし、また４款資本的支出では緑丘浄水

場Ｎｏ．６ろ過池改修工事など施設整備費の増に

より７２０万 ０００円を追加をし、総額を６億

５０５万 ０００円にしようとするものであり

ます。

よろしく御審議くださいますようお願いを申し

上げます。

〇議長（黒井 徹議員） これより、質疑に入り

ます。御発言ございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 質疑なしと認めます。

お諮りいたします。本件は、委員会付託を省略

し、直ちに採決することに御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 異議なしと認めます。

これより採決を行います。

議案第１６号は原案のとおり決定することに御

異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 異議なしと認めます。

よって、議案第１６号は原案のとおり可決され
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ました。

〇議長（黒井 徹議員） 日程第１８ 議案第１

７号 平成２６年度名寄市一般会計決算の認定に

ついて、議案第１８号 平成２６年度名寄市国民

健康保険特別会計決算の認定について、議案第１

９号 平成２６年度名寄市介護保険特別会計決算

の認定について、議案第２０号 平成２６年度名

寄市下水道事業特別会計決算の認定について、議

案第２１号 平成２６年度名寄市個別排水処理施

設整備事業特別会計決算の認定について、議案第

２２号 平成２６年度名寄市簡易水道事業特別会

計決算の認定について、議案第２３号 平成２６

年度名寄市公設地方卸売市場特別会計決算の認定

について、議案第２４号 平成２６年度名寄市食

肉センター事業特別会計決算の認定について、議

案第２５号 平成２６年度名寄市後期高齢者医療

特別会計決算の認定について、議案第２６号 平

成２６年度名寄市病院事業会計決算の認定につい

て、議案第２７号 平成２６年度名寄市水道事業

会計未処分利益剰余金の処分及び決算の認定につ

いて、以上１１件を一括議題といたします。

提出者の説明を求めます。

加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 議案第１７号から議案第

２６号までの平成２６年度名寄市一般会計決算、

各特別会計決算、病院事業会計決算の認定につい

て及び議案第２７号の平成２６年度名寄市水道事

業会計未処分利益剰余金の処分及び決算の認定に

ついて、一括して提案の理由を申し上げます。

まず、決算の認定につきましては、議案第１７

号から議案第２５号までは平成２７年５月３１日、

議案第２６号及び議案第２７号第２項は平成２７

年３月３１日をもってそれぞれ出納を閉鎖し、決

算を行いましたので、地方自治法第２３３条第３

項及び地方公営企業法第３０条第４項の規定によ

り決算の認定をお願いをするものでございます。

次に、議案第２７号第１項の水道事業会計未処

分利益剰余金の処分についてでありますが、水道

事業会計におきまして未処分利益剰余金を利益積

立金に積み立てしようとするもので、地方公営企

業法第３２条第２項の規定により議会の議決を求

めるものでございます。

なお、いずれも細部につきましては別途御説明

をさせていただきますので、よろしく御審議をく

ださいますようお願いを申し上げます。

〇議長（黒井 徹議員） お諮りいたします。

議案第１７号外１０件については、本会議質疑

を省略し、全議員をもって構成する決算審査特別

委員会を設置し、これに付託の上、審査いたした

いと思いますが、御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 異議なしと認めます。

よって、議案第１７号外１０件については、全

議員をもって構成する決算審査特別委員会を設置

し、これに付託の上、審査することに決定をいた

しました。

ただいまの決定に基づき、決算審査特別委員会

の委員に全議員を指名いたします。

〇議長（黒井 徹議員） 日程第１９ 報告第１

号 平成２６年度名寄市一般会計継続費精算報告

についてを議題といたします。

提出者の説明を求めます。

加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 報告第１号 平成２６年

度名寄市一般会計継続費精算報告について、提案

の理由を申し上げます。

本件は、平成２５年度から平成２６年度まで事

業を実施をしてまいりました北斗・新北斗公営住

宅建設事業（４棟目）及び平成２４年度から平成

２６年度まで事業実施をしてまいりました（仮

称）市民ホール整備事業が完了したことに伴い、

地方自治法施行令第１４５条第２項の規定により

報告をするものでございます。

よろしく御審議くださいますようお願いを申し
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上げます。

〇議長（黒井 徹議員） これより、質疑に入り

ます。御発言ございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 質疑なしと認めます。

報告第１号を終結いたします。

〇議長（黒井 徹議員） 日程第２０ 報告第２

号 平成２６年度名寄市病院事業会計継続費精算

報告についてを議題といたします。

提出者の説明を求めます。

加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 報告第２号 平成２６年

度名寄市病院事業会計継続費精算報告について、

提案の理由を申し上げます。

本件は、市立病院において平成２４年度から平

成２６年度まで事業を実施をしてまいりました精

神科病棟改築事業が完了したことに伴い、地方公

営企業法施行令第１８条の２第２項の規定により

報告をするものでございます。

よろしく御審議くださいますようお願いを申し

上げます。

〇議長（黒井 徹議員） これより、質疑に入り

ます。御発言ございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 質疑なしと認めます。

報告第２号を終結いたします。

〇議長（黒井 徹議員） お諮りいたします。

議事の都合により、明日９月４日から９月１５

日までの１２日間を休会といたしたいと思います

が、御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 異議なしと認めます。

よって、明日９月４日から９月１５日までの１

２日間を休会とすることに決定をいたしました。

〇議長（黒井 徹議員） 以上で本日の日程は全

て終了いたしました。

本日はこれをもちまして散会といたします。

御苦労さまでした。

散会 午後 ３時２４分

上記会議のてんまつを記載し、その相違なきこ

とを証するため、ここに署名議員とともに署名す

る。

議 長 黒 井 徹

署名議員 川 村 幸 栄

署名議員 山 田 典 幸
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平成２７年第３回名寄市議会定例会会議録

開議 平成２７年９月１６日（水曜日）午前１０時００分

１．議事日程

日程第１ 会議録署名議員指名

日程第２ 一般質問

１．本日の会議に付した事件

日程第１ 会議録署名議員指名

日程第２ 一般質問

１．出席議員（１６名）

議 長 １７番 黒 井 徹 議員

副議長 １４番 佐 藤 靖 議員

１番 浜 田 康 子 議員

２番 山 崎 真 由 美 議員

３番 野 田 三 樹 也 議員

４番 東 川 孝 義 議員

５番 川 村 幸 栄 議員

７番 高 野 美 枝 子 議員

８番 佐 久 間 誠 議員

９番 塩 田 昌 彦 議員

１０番 川 口 京 二 議員

１１番 山 田 典 幸 議員

１２番 大 石 健 二 議員

１３番 熊 谷 吉 正 議員

１５番 高 橋 伸 典 議員

１８番 東 千 春 議員

１．欠席議員（２名）

６番 奥 村 英 俊 議員

１６番 佐 々 木 寿 議員

１．事務局出席職員

事 務 局 長 益 塚 敏

書 記 久 保 敏

書 記 開 発 恵 美

書 記 佐 藤 潤

１．説明員

市 長 加 藤 剛 士 君

副 市 長 橋 本 正 道 君

副 市 長 久 保 和 幸 君

教 育 長 小 野 浩 一 君

総 務 部 長 臼 田 進 君

市 民 部 長 三 島 裕 二 君

健康福祉部長 田 邊 俊 昭 君

経 済 部 長 川 田 弘 志 君

建設水道部長 中 村 勝 己 君

教 育 部 長 小 川 勇 人 君

市立総合病院
岡 村 弘 重 君

事 務 部 長

市 立 大 学
松 島 佳 寿 夫 君

事 務 局 長

こども・高齢者
馬 場 義 人 君

支 援 室 長

営業戦略室長 水 間 剛 君

上下水道室長 天 野 信 二 君

会 計 室 長 常 本 史 之 君

監 査 委 員 上 田 盛 一 君
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〇議長（黒井 徹議員） 本日の会議に６番、奥

村英俊議員、１６番、佐々木寿議員から欠席の届

け出がありました。

ただいまの出席議員数は１６名であります。定

足数に達しております。直ちに本日の会議を開き

ます。

〇議長（黒井 徹議員） 日程第１ 会議録署名

議員の指名を行います。

会議録署名議員には、会議規則第８７条の規定

により、

７番 高 野 美枝子 議員

１０番 川 口 京 二 議員

を指名いたします。

〇議長（黒井 徹議員） 日程第２ これより一

般質問を行います。

通告順に従い順次発言を許します。

明るく元気なまちづくりについて外２件を、東

川孝義議員。

〇４番（東川孝義議員） おはようございます。

議長より指名をいただきましたので、通告に従い

まして、３件８項目について順次質問をしてまい

ります。

明るく元気なまちづくりについて、項目の１番

目、地方創生の取り組みについてお伺いをいたし

ます。今この言葉ほど地域で、全国で広まり、ど

うすれば未来に生き残れるのか、夢を持ち、悩み、

考え、また日本中の人口減というそう遠くない現

実に向かい、特に責任を担う行政関係者は心を痛

めているときではないかと思います。だからこそ、

過去を見詰めて未来に引き伝えるために、今の私

たちの立場をしっかりと認識し、市民に引き伝え

るにふさわしい、理事者と議会は基本を探りなが

ら決断をする責任を果たさなければならないと思

います。過去から現在まで引き継がれてきた限り

ない医療、教育の財産など、さらによき姿にする

ためにとめてはならないし、逆転させてはならな

いと思います。このまちには、北海道や日本、い

や世界に誇れる財産があり、地球の中で与えられ

た自然の気候、風土、習慣など誇れる財産がある

ことに気づき、その過去に感謝をしながら、日本

の人口減をこのまちだけが減るという錯覚を捨て

なければならないし、責任ある今を肉づけして生

きなければならないと思います。

地方創生とは、未来にどういう当市の姿が描け

るかを改めて心と感謝を持って認識し、決意をす

ることが今大切であると思います。私自身、では

どうすると言われればわかりません。しかし、過

去から引き伝えられたどこにもないコンパクトで

人情と未来があるこのまちに魅力を感じ、紋別か

ら移ってきた私にとって、名寄はカボチャ、ジャ

ガイモ、モチ米など全国レベルでの食べ物があり、

すぐれた医療と教育施設に加えて文化性の高いス

ポーツのまちで、子育てもでき、社会に送り出す

ことができた私自身、夢と希望を持って生きなけ

ればとの決意を新たにしております。地方創生の

取り組みは、市民みんなが自信と誇りを共有でき、

小さくても未来に引き伝えられる施策が必要であ

ると考えます。

そこで１点目に、当市において進みつつある地

方創生の具体的な取り組み状況についてお伺いを

いたします。

次に、２点目、当市のまち・ひと・しごと創生

総合戦略推進委員会が６月に第１回目が開催され

ております。その位置づけ、策定方法などの論点

と、また国から示されている地方創生との整合性

についてお伺いをいたします。

３点目に、平成２８年度より策定される第２次

総合計画は、当市の将来像を示す重要な施策であ

ると考えます。そこで、総合戦略の位置づけと第

２次総合計画との関連についてお伺いをいたしま

す。

次に、大項目の２つ目、交流人口拡大に向けた

観光の振興についてお伺いをいたします。北海道

の２０１４年度外国人観光客は１５４万人に達し、
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３年連続で過去最高を更新して、２０２０年には

３００万人にふやすという目標を加速させたいと

の報道がありました。当市も７月に名寄日台親善

協会設立総会も開催され、外国人受け入れに対し

て積極的な施策に取り組んでいると認識をしてお

ります。

そこで１点目に、当市での海外観光客の受け入

れ実績推移についてお伺いをいたします。

また、外国人を受け入れるためにはきめ細かな

対応が要求されることと考えます。いわゆるおも

てなしであります。市内の観光案内はもとより、

バスや鉄道を使った観光地へのアクセス、また民

間企業との連携による宿泊施設などへの案内も重

要性を増してくると考えます。定例会初日の補正

予算の中で、地方創生先行型事業のインバウンド

活性化事業も提案されておりましたが、２点目に

その内容を含めまして改めてインバウンド、いわ

ゆる外国人受け入れに対する取り組みと今後の課

題についてお伺いをいたします。

次に、３点目、食を通じての観光施策でありま

すが、当市の観光振興計画では名寄市の特性を生

かしながら交流人口による経済効果の拡大を図る

ことを目標として、戦略スケジュールが計画され

ております。その具体的な戦略の一つに食の観光

提供は不可欠であると明示されています。食は、

日常生活はもとより、観光地でも大切な楽しみの

一つであり、旅行先でその土地ならではのおいし

いものを味わいたいというニーズは高く、訪れた

人に感動を与えるものと思います。また、食の開

発振興は、民間とのより強固な連携が必要である

と思います。そこで、平成２４年度に策定されま

した観光振興計画に基づき、食の開発、ＰＲ事業

などへの観光施策への具体的推進経過についてお

伺いをいたします。

次に、４点目のＥＮ―ＲＡＹホール周辺の環境

整備についてお伺いいたします。ＥＮ―ＲＡＹホ

ールは、５月９日の開館式典以降各種のイベント

が開催され、８月１２日までに１万 １５８名の

利用があったと聞いております。来館された方は、

市内はもとより地域外の人も多く御利用されてい

ることと思います。来館された方にとってＥＮ―

ＲＡＹホールで上演されるイベントには当然のこ

と感動されていることと思いますが、市内の景観

も人の心を引きつけ、大きなインパクトを与える

ものだと考えます。しかし、ＥＮ―ＲＡＹホール

に続く昭和通並びに豊栄通には街路樹のないとこ

ろがあり、切り株だけが残っている箇所、または

植樹桝に雑草が生えている箇所などが見受けられ、

景観としては決してよい状態とは言えません。一

部の植樹桝については、町内会の方だと思います

が、ひまわりや花を植えて管理されている箇所も

ありますが、今後どのような管理運営をされてい

くのかお伺いをいたします。

次に、大項目の３点目、橋梁長寿命化計画の取

り組みについて伺います。当市は、１級河川の天

塩川と名寄川が合流する地点に位置し、地形は名

寄盆地とも言われ、基幹産業である農業はもとよ

り上川北部管内の経済、医療、教育などの交通の

拠点となっております。天塩川、名寄川はもとよ

り、そこに注ぐ支流を含めて市内には２４４の橋

梁が設置されており、どの橋梁も重要な役割を果

たしております。先般の議会報告会で一部回答を

いただいておりますが、改めて３点についてお伺

いをいたします。なぜならば、市内２４４橋梁の

うち１９７０年代に全体の４５％に当たる大小合

わせて１１０の橋梁が建設され、約４５年が経過

をしております。構造により寿命の違いはあると

は思いますが、今後集中した修繕並びにかけかえ

が予想されます。

そこで１点目に、市内にあります橋梁の現状と

実態調査の内容についてお伺いをいたします。

２点目は、名寄市内の橋梁は建築方法、年数、

長さ、交通量などにより修繕の内容は異なってく

るとは思いますが、具体的な修繕のポイントにつ

いてお伺いをいたします。

３点目は、どんな設備も時間とともに劣化、老
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朽化して、やがては使用に耐えられなくなると思

います。今回の点検は、いわゆるメンテナンスで

あり、欠陥を早期に発見し、寿命を延ばす効果が

期待されると思います。そこで、橋梁長寿命化計

画に基づく事前の点検により、いわゆるメンテナ

ンスによる費用の効果について現状で確認できる

範囲でお伺いをいたしたいと思います。

以上、壇上からの質問とさせていただきます。

よろしくお願いいたします。

〇議長（黒井 徹議員） 臼田総務部長。

〇総務部長（臼田 進君） おはようございます。

ただいま東川議員からは、大項目で３点にわたり

御質問いただきました。大項目の１につきまして

は私のほうから、大項目２のうち小項目の１から

３につきましては営業戦略室長から、同じく大項

目２の小項目の４及び大項目の３につきましては

建設水道部長からそれぞれ答弁となりますので、

よろしくお願いいたします。

それでは、大項目の１、明るく元気なまちづく

りについて、小項目１、地方創生の取り組みにつ

いて申し上げます。初めに、当市における取り組

み状況及びまち・ひと・しごと創生総合戦略推進

委員会の論点についてでございますが、国におい

ては急速に進展する人口減少と少子高齢化に歯ど

めをかけるべく、昨年まち・ひと・しごと創生法

を施行するとともに、人口の現状と将来の姿を示

す長期ビジョンや将来にわたって活力ある日本社

会を実現するための５カ年計画であります総合戦

略を策定するなど、問題解決に向けた取り組みを

本格化させております。まち・ひと・しごとの創

生につきましては、国と地方が一体となって推進

する必要があり、都道府県や市町村におきまして

も地域の実情に応じた総合戦略の策定が求められ

ておりますことから、本市といたしましても人口

減少の克服を目指し、冬季スポーツに適した自然

環境や市立大学、市立総合病院といった本市の資

源を最大限に生かしながら、地方創生の取り組み

を推進する必要があると考えております。このた

め、本年２月に名寄市まち・ひと・しごと創生本

部を設置し、本市の総合戦略の策定に向けた検討

を始めたところであり、これまで農林業や商工業、

文化スポーツ、子育て世代、大学生や報道機関な

ど７団体と８回にわたり意見交換会を実施すると

ともに、市民や学生を対象に結婚や子育て、人口

減少に対する意識など、これらに関するアンケー

ト調査を実施したほか、本年６月には国の通知に

基づき広く関係者の意見を反映するため、産業界

や教育機関、金融機関、労働団体などで構成しま

す名寄市まち・ひと・しごと創生総合戦略推進委

員会を設置するなどしまして、市民の皆様の御意

見を伺いながら総合戦略の策定を進めているとこ

ろでございます。

本推進委員会は、現在までに５回開催しており

ますが、国の総合戦略の基本目標であります地方

における安定した雇用創出、地方への新しい人の

流れ、若い世代の結婚、出産などの希望の実現、

地域連携を勘案しまして、本市のまち・ひと・し

ごとの創生を推進するための基本目標として設定

をしました産業の振興、定住人口、交流人口の拡

大、子供、子育て支援や高齢者福祉の充実、市立

大学の機能強化、地域連携の拡大の５つの分野に

ついてそれぞれ御議論をいただき、委員の皆様か

らは各施策の内容を具体的に記載すべき、数値目

標の項目を工夫すべきなどといった御意見をいた

だいているところでございます。今後本推進委員

会におきましてさらに議論を深めるとともに、市

議会に対しましても十分に御説明をさせていただ

くなど、丁寧な議論を重ねながらも本年度中ので

きる限り早期に総合戦略を策定してまいりたいと

考えてございます。

次に、総合戦略と第２次総合計画との関連につ

いて申し上げます。本市におきましては、まち・

ひと・しごと創生を実現するためには、総合戦略

はもとより第２次総合計画に基づき必要な取り組

みを着実に推進する必要があると考えております。

第２次総合計画につきましては、現在計画の構成



－61－

平成２７年９月１６日（水曜日）第３回９月定例会・第２号

や期間など検討を進めているところでありまして、

今後これらの検討を踏まえ、第２次総合計画策定

に当たっての基本的な考え方をお示しし、総合戦

略との関係につきましてもこの中で整理してまい

りたいと考えておりますが、総合計画は市政運営

における最上位計画であり、本市の総合的な振興、

発展に資する施策を明らかにするものであります

ことから、総合戦略に盛り込む施策、事業につき

ましては第２次総合計画におきましても重点的に

取り組むべき施策、事業となるものと考えている

ところでございます。

以上、私からの答弁とさせていただきます。

〇議長（黒井 徹議員） 水間営業戦略室長。

〇営業戦略室長（水間 剛君） 私からは、大項

目２、交流人口の拡大に向けた観光振興について、

小項目１、海外観光客の推移についてお答えいた

します。

外国人入り込み数につきましては、日本政府観

光局、いわゆるＪＮＴＯが調査する訪日外客数や

訪日外客訪問地調査などにより推計した北海道を

訪れた外国人入り込み数を算出しています。道内

の各市町村におきましては、外国人宿泊数を北海

道へ報告することになっており、本市での外国人

宿泊数は平成２４年度は１７人、平成２５年度は

９７人、平成２６年度は５９人となっております。

この宿泊者数の内訳につきましては、平成２４年

度が国際雪像彫刻大会ジャパンカップの参加者、

平成２５年度、２６年度につきましては国際雪像

彫刻大会のジャパンカップの参加者に加えまして、

教育旅行で来名した台湾からの高校生等でありま

す。

続きまして、小項目２、インバウンドの受け入

れに対する課題と対応についてお答えいたします。

北海道では、東京オリンピック、パラリンピック

が開催されます２０２０年に来道外国人観光客を

昨年度の１５４万人から約２倍の３００万人を目

標としております。現在本市では、まち・ひと・

しごと創生総合戦略の策定に向けて具体的な政策

の検討課題の一つとなっております。当地域では、

外国人観光客受け入れ態勢が十分とは言えず、今

後レンタカーなどを利用した個人旅行を楽しむ外

国人観光客の増加が予想され、外国人観光客に対

しての案内機能等の整備が課題となっております

ので、受け入れ態勢の整備に努めてまいりたいと

考えております。

次に、小項目３、食を通じての観光施策につい

てお答えいたします。食は、最も地域らしさが出

しやすい観光資源であり、集客力が大きく、また

地域再生の手始めとしても取り組みやすく、本市

でも食資源として日本一を誇るモチ米を活用した

もっともち米プロジェクト、食文化の掘り起こし

により新たなご当地グルメとして活用されること

になったなよろ煮込みジンギスカン等食と観光資

源に一層の磨きをかけ、発掘をすることで交流人

口の拡大を目指しております。もっともち米プロ

ジェクト、なよろ煮込みジンギスカンにつきまし

ては、それぞれ官民連携により組織された名寄市

食のモデル地域実行協議会、第７４６なよろ煮込

みジンギス艦隊が名寄の食文化の発信、知名度向

上等にかかわる取り組みを展開しており、今後と

もより一層食の魅力の情報発信に努めることで観

光需要に結びつけることができるよう民間と協力

をしながら取り組みを進めてまいります。

なお、もっともち米プロジェクトにつきまして

は、今後市内飲食店でモチ米を使ったメニューを

紹介するマップを作成し、次年度完成する予定で

あります。

以上、私からの答弁とさせていただきます。

〇議長（黒井 徹議員） 中村建設水道部長。

〇建設水道部長（中村勝己君） 私からは、大項

目２の小項目４及び大項目３、橋梁長寿命化計画

の取り組みについてお答えいたします。

初めに、ＥＮ―ＲＡＹホール周辺の環境整備に

ついて申し上げます。ＥＮ―ＲＡＹホールにアク

セスする幹線市道につきましては、錦通、豊栄通、

ハルニレ通の３路線で、各路線の植樹桝設置数は
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錦通７３カ所、豊栄通１８４カ所、ハルニレ通１

４７カ所で、総数４０４カ所となっております。

現況としましては、錦通の植樹桝はほぼ全ての桝

に街路樹が植え込まれております。街路樹が伐採

処理されている植樹桝は１０３カ所あり、そのう

ち豊栄通は８７カ所となっており、南４丁目から

南９丁目間において街路樹が既に伐採された桝が

点在しています。現在ＥＮ―ＲＡＹホールにアク

セスする道路の路線の中で街路樹が伐採処理され

ている植樹桝での抜根作業は、木の根元までを処

理することが必要となります。植樹桝の解体、再

設置を含め、歩車道の舗装部分まで掘り起こしが

波及する大規模な作業となり、多額の費用を必要

とすることから、街路樹伐採後の植樹桝について

はどの路線でも抜根は行っていない状況となって

います。

また、抜根は行っていませんが、地域の市民の

皆さんが工夫をしながら植樹桝を活用し、さまざ

まな草花を植えていただいている植樹桝もござい

ます。また、道路施設として当初より花壇として

整備を行っております路線につきましては、隣接

する町内会等に御協力をいただいております。健

康の森へ行く日進の道路では、樹木を植える植樹

桝ではなく、花苗用の桝花壇としての整備をして

おりまして、日進９線と日進東１１号線の２路線

があります。また、市内には大通の道道日進名寄

線、市内中心部では大通から西４条間の南３丁目

通、南４丁目通と駅前から名よせ通りを経て市立

病院までの南６丁目通に桝花壇が設置されており

ます。毎年６月に市が花苗の集荷と配送、運搬を

行い、各町内会が植栽作業と維持管理に御協力を

いただき、市民の皆さんとの協働による町並み環

境の整備を行っている状況もございます。現在市

としては、既存の樹木との統一感からも街路樹伐

採後に同じ桝に補植する計画は持っておりません。

樹木の切り株を残したままの植樹桝をどのように

利活用していくのか、植樹桝沿線の町内会の皆さ

んとも相談をしながら、研究をしてまいりたいと

思いますので、御理解をお願いします。

次に、大項目３の小項目１、市内にある橋梁の

現状と実態調査についてお答えします。日本の道

路橋は、その多くが高度経済成長期に建設され、

建設後約４０年から５０年が経過し、多くの橋梁

において急速に老朽化が進む状況となっておりま

す。特に北海道においては、積雪寒冷地という地

域特性から、凍結、融解などの損傷や老朽化によ

る損傷が拡大する傾向にあります。老朽化が進む

橋梁に対して従来では損傷が大きくなってからか

けかえや対策を行う事後保全型の維持管理を継続

してきました。この場合は、供用が難しくなるま

で対策を講じないため、維持管理コストが膨大と

なり、安心、安全の確保のための適切な維持管理

を続けることが困難になることから、損傷のひど

くならない早い段階から予防的に修繕及び計画的

なかけかえを行う予防保全型の維持管理に政策転

換を図ることが必要となっております。

こうした背景を踏まえ、名寄市において管理橋

梁について点検を実施し、その点検結果をもとに

橋梁長寿命化修繕計画を策定し、計画的に修繕工

事を進めていくこととなりました。現在名寄市の

管理橋梁は２４４橋あり、建設後４０年以上の橋

梁については全体の約３割、１０年後には全体の

約８割に達する状況にあります。実態調査につい

ては、国土交通省所管である社会資本整備総合交

付金の活用により平成２１年度から平成２４年度

までの４カ年で遠望目視点検を実施し、平成２５

年度に点検結果を踏まえ、名寄市橋梁長寿命化修

繕計画を策定したところでございます。

次に、小項目の２、今後の具体的な修繕計画に

ついてお答えします。平成２５年度に策定を終え

た名寄市橋梁長寿命化修繕計画により、遠望目視

点検の結果から得た５段階の損傷評価ＡからＥの

うち、損傷評価の悪いＤ、Ｅ評価の橋梁２６橋に

対して損傷の激しい橋梁や交通量の多い幹線道路

にかかる橋梁を優先的に平成２７年度から平成３

６年度までの１０カ年において修繕計画を立案い
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たしました。今年度の発注工事については、今月

に入札を終えたところでございます。

次に、小項目の３、長寿命化計画に基づく効果

についてお答えいたします。橋梁長寿命化修繕計

画策定時において今後６０年間の橋梁保全、更新

費用を試算した結果、従来の損傷が大きくなって

から対策を行う事後保全型維持補修を行った場合

の累計は２９６億円程度、予防的に修繕及び計画

的なかけかえを行う予防保全型の累計は約１１２

億円程度となり、予防型保全の維持補修を実施す

ることにより約１８４億円程度のコスト縮減効果

が見込まれます。このことについては、今後の６

０年間の財政出動の見込みであり、最終的には橋

梁の寿命が来た場合においてはかけかえとなりま

すが、このかけかえ時期を少しでも後年次に送り

込むことにより一時的な財政出動を抑制し、名寄

市のインフラに対する事業費の平準化を図ること

ができる効果があるものと考えております。

私からは、以上答弁とさせていただきます。

〇議長（黒井 徹議員） 東川議員。

〇４番（東川孝義議員） それぞれ御答弁をいた

だきましてありがとうございます。

１点目のまち・ひと・しごと創生総合戦略推進

委員会、これまで都合５回開催をされ、本年度の

早い時期に最終的な方向が見出されるという回答

をいただきました。答弁をいただいた中で何点か

改めてお伺いをしたいと思います。地方創生の取

り組みは、確かに人口減少に対する将来像をどう

描いていくかが課題であると思います。名寄市は、

旧風連町との合併当初の平成１８年度の人口は３

万 ２１２人、平成２４年１０月に２万 ９６５

人、そしてことしの３月に２万 ２７６人と確か

に人口は減少しておりますが、緩やかな減少傾向

であり、その背景は名寄には先人の方が築いてい

ただいた過去のすばらしい財産が支えになってい

るからだと思います。過去の財産を宝として、市

民みんなで心と目線を合わせ、いわゆる名寄的グ

ローバルスタンダードの取り組みが重要ではない

かと思います。物と情報が国境を越えて瞬時に移

動できるようになった現代社会では、どのような

取り組みもグローバルな視点からの考察が欠かせ

ないのではないかと思います。また、地方創生の

最初の前文に、魂、いわゆる心があるべきだと考

えます。精神論になるかもしれませんが、この点

について加藤市長の考え方をお伺いしたいと思い

ます。

〇議長（黒井 徹議員） 加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 地方創生の取り組みにつ

きましては、先般も議会のほうで特別委員会を設

置をしていただき、鋭意それぞれ建設的な御議論

をいただいたというふうにお聞きしまして、感謝

を申し上げたいというふうに思います。

もう御案内のとおり、昨年増田レポートが発表

されて、全国の自治体の約半分が消えてなくなる

かもしれないというような衝撃的なレポートで、

そのほとんどが地方の自治体であると。地方の自

治体がなくなるということは、すなわちやっぱり

日本は地域、地方にこそ文化や歴史や日本らしさ

があるということだと思います。地方がなくなる

ということは日本そのものがなくなってしまうと

いう危機感のもと、国も地方自治体もそれぞれが

役割を認識をして前に進んでいくことが何よりも

必要なのではないかと。その中で名寄市ができる

ことを今議員がおっしゃられたとおり、市民の皆

さんと一緒に目線を合わせて、心をそろえて向か

っていくことが何よりも必要なのではないかとい

うふうに思うところであります。

御案内のとおり、増田レポートの中でも名寄市

は北海道内では人口減少率が比較的少ない上位ト

ップテンに入っていると、こういうことでありま

して、このことは２００５年から２０１０年にか

けて大学は４年制化するだとか、病院がＩＣＵだ

とか、高度化していったことによる病院の就業者

数の増加、あるいは大型店が進出をしてきたと。

こうした特殊な要因が重なりまして、社会人口の

減少に大きく歯どめがかかった５年間だったとい
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うふうに認識をしています。これも先人の皆さん

の財産のおかげだと思いますが、一方で２０１０

年以降の人口の動きを見てみると、やはりそうし

た効果が剥げ落ちているというか、一巡している

ということでありまして、社会減少、いわゆる転

出、転入を引いた人口減少が大きくなってきてい

るということであります。非常に危機感を持って

おります。その先人の皆さんからいただいた財産、

これにあぐらをかくことなく、この財産をさらに

みんなで磨き上げて生かしていくと、このことに

尽きるのではないかというふうに思うところであ

りまして、これが心になるかどうかわかりません

けれども、そうした思いで総合戦略を策定してい

きたいというふうに考えております。

〇議長（黒井 徹議員） 東川議員。

〇４番（東川孝義議員） ありがとうございまし

た。加藤市長の考え、思いがこの地方創生戦略に

反映されることを御期待をいたします。

地方創生の取り組みにつきましては、この後も

質問を予定されているので、できるだけ重複は避

けたいと思いますけれども、もう一点お伺いをし

たいと思います。今市長もお話がありましたよう

に、当市には市立大学があります。保健福祉学部

の栄養、看護、社会福祉学科があり、教育、研究

を対象とする公立大学が設置をされている意義は

極めて大きく、人口の歯どめに一定の役割を担っ

ていると思います。

先日市立大学で開催されました小樽商大の李先

生の講演を聞かせていただきました。その中で大

学間の横の連携、非常に強いものがあるのだなと

いうのを改めて痛感をしたところであります。そ

こで、新規事業の取り組みについては産学との連

携が期待されるところでありますけれども、市立

大学との連携はどのように進められようとされて

いるのかお伺いをしたいと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 地方創生の中でのとりわ

け大学の取り組みということで質問がありました

が、日本には公立大学８６ありまして、そのうち

の約７割は都道府県立あるいは広域連合の設置主

体ということでありまして、残り３割が地方自治

体単独の設置主体と。その自治体を見ても政令指

定都市や、あるいはそれに準じる中核市がほとん

どでありまして、このような名寄市の３万人ちょ

っとのまちで公立大学があるということはもうほ

とんど希有に近い状況だと。これは、ある意味で

奇跡でもあり、これこそは先人の皆さんの熱い思

いがここまで大学を発展させていただいたという

ことであります。この大学こそが名寄市にとって

も大きな財産であり、今回のまち・ひと・しごと

創生総合戦略の中でも大きな柱の一つになろうと

いうふうに考えています。その中でも１つ、昨年

議員の皆様にも御理解いただき、進めさせていた

だいている社会保育学科の新設と保健福祉学部の

再編強化ということと、それと今お話のあった産

学官、いわゆる大学を今の道北地域研究所、地域

交流センターをさらに進化をさせる形で新たにコ

ミュニティケア教育研究センターを新設し、大学

の研究機能の強化を図っていくということが大き

な柱となっていくというふうに思います。これは、

地域のニーズをしっかりと酌み取っていける組織

になろうかというふうに思いますし、地域のあら

ゆる政策課題、とりわけこうした人口減少、特に

地方都市においてのそうしたことに対していかに

包括ケアも含めて立ち向かっていくことができる

のかという研究だとか、あらゆる研究機能の強化

を図ることで地域に対していい効果を発現できる、

あるいは地域にそうしたことに資する人材を輩出

できる、そうした大学の機能強化を図っていきた

いというふうに考えているところでありまして、

改めてこの名寄市の大きな戦略の柱として考えて

いるところでございます。

〇議長（黒井 徹議員） 東川議員。

〇４番（東川孝義議員） ありがとうございまし

た。市立大学がある強み、これをぜひ生かした内

容で進めていただきたいということを要望させて
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いただきたいと思います。

地方創生の取り組みは、市民に理解をしていた

だくことはもちろん重要でありますけれども、民

活を含めたさまざまな分野における意見を取り入

れることにより、いわゆるバランスのとれた名寄

的グローバルスタンダードの取り組みになること

を期待をいたします。また、その取り組みが優し

さと愛情を持ち、市民に心と目線を伝える内容で

あることを要望し、次の質問に移らせていただき

ます。

次に、交流人口拡大に向けた観光施策の振興に

ついて伺います。私は、８月にトマムの雲海を見

る機会がありました。その日は非常に天候に恵ま

れ、朝５時からゴンドラで展望台に上がり、その

光景のすばらしさに感動を覚え、周りの人とも同

じような喜びを分かち合うことができました。や

っぱり体験の観光というのは、非常に人を呼び寄

せるのに重要な施策の一つではないかと思います。

名寄の冬場に見られるダイヤモンドダストなど、

自然を生かした体験型観光への取り組みについて

どのように考えているかお伺いをいたします。

〇議長（黒井 徹議員） 水間営業戦略室長。

〇営業戦略室長（水間 剛君） 今御質問ありま

した体験型観光についてということでお答えさせ

ていただきたいと思います。

体験型観光につきましては、今議員のほうから

もお話がありましたように、特に冬の部分を生か

したカーリングとか、いろんな部分を含めての体

験型観光のメニューを御用意させていただいてい

ます。先ほども申し上げましたように、台湾から

の教育旅行の際にも特に今台湾の観光客について

は北海道の冬の魅力を感じたいということで、本

市のほうにも来ていただいておりますし、今年度

もまた台湾からの教育旅行を受け入れる予定であ

ります。今私どものほうでさまざまな体験型観光

のメニューを用意しておりますけれども、一つの

課題といたしまして、名寄だけで体験型観光だけ

で観光客をお呼びするという部分についてはなか

なか日程的な部分も含めて、来ていただいて着地

型観光ということで宿泊も伴った観光を目指して

いかないといけないということを含めて、今回の

台湾からの教育旅行の誘致の際も他の近郊の市町

村と、下川とか美深とかと連携しながら体験型観

光のメニューを構築して、道北観光連盟あります

けれども、そこらの管内で一つの体験型観光の商

品を二つ三つと用意することが今後この名寄の地

にお越しいただける可能性が高くなるということ

で、今それぞれの市町村で体験型観光のメニュー

をいろいろ模索しておりますけれども、もう一歩

進んで広域的に一つの旅行商品として構築できる

よう他の市町村とも含めて検討させていただいて

おります。

以上です。

〇議長（黒井 徹議員） 東川議員。

〇４番（東川孝義議員） この体験型というのは、

先ほどお話をさせていただいた雲海もそうなので

すけれども、初めてその光景が見られた方、ある

いは２回、３回と来て見られた方というふうなこ

とで、非常にそこに集まる人の人数多くなるのか

なというふうに思います。今回答いただきました

ように、近郊市町村を含めてやっぱり名寄市独自

の目玉となる体験型観光について今後も積極的な

取り組みをお願いをしたいと思います。

次に、ＥＮ―ＲＡＹホールの案内板について伺

います。現在は、昭和通と錦通の交わる北と南に

それぞれ設置をされております。しかし、国道の

南北から来たほうには案内が不足しているのだと

思いますが、案内板設置の考え方についてお伺い

いたします。

また、国道を南から来て中央通に交わる手前並

びに昭和通の北から来て中央通に交わる手前に使

用されなくなった市民会館の案内が残されたまま

になっております。この看板でのＥＮ―ＲＡＹホ

ール案内の利用は位置的に難しいのかもしれませ

んが、不用な看板は速やかに撤去が必要かと思い

ますが、今後の対応についてお伺いをいたします。
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〇議長（黒井 徹議員） 中村建設水道部長。

〇建設水道部長（中村勝己君） 今御質問ありま

した案内表示の関係ですけれども、ことし施行中

であります主要施設の案内表示の工事を今やって

おりまして、市内に既に計画としては６カ所案内

看板をつくるようになっていまして、その６カ所

の看板のうち４カ所においてＥＮ―ＲＡＹホール

への案内看板を作成をする予定ということで、工

期は９月までになっていますけれども、既におお

よそでき上がってきているかなというふうに思っ

ています。

それで、市民会館の関係では、議員おっしゃっ

たとおり２カ所に看板が立っていまして、この看

板については基本的には撤去するということでな

くて、ぜひ活用はしたいというふうに思っていま

すが、現状昭和通の案内看板については表示する

文字数の関係でちょっと検討が必要かなというふ

うに思っていますし、また国道４０号線の案内板

についてはこれ国道の敷地内に設置をされている

看板を利用して名寄市の施設の案内板ということ

になってございまして、この点については開発局

との協議も必要になってくるというふうに考えて

いまして、既存の看板については先ほど言いまし

たようにぜひ利用しながら、特にＥＮ―ＲＡＹホ

ールの関係については表示をふやしたいという考

え方を持っていますので、議員言われたとおり開

発との協議ですとかも必要になりますけれども、

議員からお話があったような協議を進めていきた

いというふうに考えていますので、よろしくお願

いいたします。

以上です。

〇議長（黒井 徹議員） 東川議員。

〇４番（東川孝義議員） ＥＮ―ＲＡＹホールは、

先ほども８月まで多くの方が利用されており、地

域の方もかなりその中には含まれていると思いま

すので、場所がわかるような案内標識についても

今後早急な対応をお願いをしたいと思います。

今看板についてお話をさせていただきました。

先ほどＥＮ―ＲＡＹホールの街路樹のお話もさせ

ていただきました。一部回答の中にもありました

ように、名寄市の健康の森に向かって１０号橋を

右に渡ると先ほど言われたように花壇あるいは競

技場、パークゴルフ場の西側もきれいに管理がさ

れております。非常に入ったときに、あそこの健

康の森に向かったときに訪れる人を感動させると

ともに、目を楽しませていただいているのかなと

いう気がします。この管理について、実はちょっ

と近隣の人にお伺いをいたしました。地域の老人

クラブの方がボランティアで苗の植えつけ、草取

り、後の後片づけを行っているというふうなこと

でお聞きをしました。先ほどＥＮ―ＲＡＹホール

の植樹については、伐採の切り株についてはとり

あえず今のところ道路の問題だとかというふうな

お話も受けましたけれども、できれば近隣の町内

の皆さんと同様の取り組みができるかどうかわか

りませんけれども、市民の協力をいただきながら、

先ほども言いました会場での感動はもちろんです

けれども、来館者の心に残る景観への配慮につい

て検討を要望させていただきたいというふうに思

います。

最後に、橋梁長寿命化計画の取り組みについて

再度お伺いをいたします。今回橋梁の点検を実施

されましたが、今までの点検体制はどうであった

か、また今後どのような点検を行っていくのかお

伺いをしたいと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 中村建設水道部長。

〇建設水道部長（中村勝己君） 今後の点検の方

向性ということだというふうに思いますが、点検

あるいは修繕の内容についてということで触れさ

せていただきたいと思いますけれども、基本的に

は長寿命化ということで大規模な修繕を一度に行

うということではなくて、一部橋においてコンク

リートが欠けた状態になっている、あるいはひび

割れが発生をして橋梁ですとか橋台の表面が剥が

れているですとか、あるいは橋の床版部分の防水

ですとか、あるいは橋梁の桁の部分の断面修復等、
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橋梁全体の中で悪いところの部分について修繕を

行うということで、あくまでも橋梁の延命を図る

ということの修繕工事を行う予定になっています。

これまで橋梁の点検の方法につきましては、平成

２６年７月に施行の国の道路法の改正によって、

従来の点検方法としては遠望目視という点検であ

りましたけれども、改正によって橋梁の点検者を

利用しながら、目視確認ですとか、触診、触れる

ということ、あるいは打音、たたいて音の確認、

そういった検査を行う近接目視の点検に変更とな

っています。この検査については、国として５年

に１回検査を行うように義務づけも行われている

ところであります。このことによって今後の橋梁

修繕計画については、これまでやりました近接目

視点検の結果によって、５年ごとに今の計画自体

見直しを図るようなことにもなるかもしれません。

ただ、この点検については従前の遠望目視よりも

点検の費用が少し高額になるということから、点

検についても国の交付金の中でできるのですけれ

ども、ちょっと全体的な点検に係る金額が高額に

なるということで、点検費、そして修繕工事費の

バランスなども勘案しながら今後も計画的に修繕、

長寿命化の事業を継続してまいりたいというふう

に思っています。

以上でございます。

〇議長（黒井 徹議員） 東川議員。

〇４番（東川孝義議員） ありがとうございます。

どの橋梁においても市民生活並びに上川北部管内

の交通の拠点として重要な橋梁ですので、ふぐあ

いのない状態で使用できるように管理のお願いを

申し上げて、私の質問を終わらせていただきます。

ありがとうございました。

〇議長（黒井 徹議員） 以上で東川孝義議員の

質問を終わります。

加藤市長の市政執行について外２件を、大石健

二議員。

〇１２番（大石健二議員） これより通告に従い、

３件５項目について一般質問を行います。

初めに、地方創生の人口ビジョン及びまち・ひ

と・しごと創生総合戦略から、名寄市が本年６月

にポータルサイトで公開しています名寄市人口ビ

ジョン中間報告からお聞きをいたします。地方版

総合戦略、まち・ひと・しごと創生総合戦略の策

定に当たっては、まず人口推移と現状及び将来推

計を踏まえ、人口に関する市民の認識を共有し、

今後目指すべき将来の方向と人口の将来展望を示

すことをビジョン策定のポイントとして挙げてい

ます。この将来展望は、２０６０年までの長期ビ

ジョンが求められていますが、人口予測の根拠、

目標人口設定の考え方について御答弁願います。

次に、名寄市まち・ひと・しごと創生総合戦略

について６点お聞きをいたします。１点目は、総

合戦略の目標設定と具体的施策の選定過程です。

名寄市の総合戦略は、ホームページのまち・ひと

・しごと創生総合戦略の中で公開されている膨大

な資料の段階ではありますが、これを実行計画に

するまでの過程と検証、検討等をどのように進め

ていくのか御答弁願います。

２点目は、名寄市における地方創生の推進の中

で総合戦略は第２次総合計画に包含されるものと

考えられるとの基本的な考え方が示されています

が、本年度からスタートしている総合戦略と２９

年度から新たにスタートする第２次総合計画の整

合性をどのように図っていくのか御答弁願います。

３点目は、５年計画の主眼と主な施策について

です。人口ビジョンで２０６０年を見据えていく

わけですが、その礎となる総合戦略の５年間、２

０１５年から２０１９年をどのような視点を持っ

て施策を進めていくのか御答弁を願います。

４点目は、進捗状況の把握と目標管理の方法で

す。総合戦略は、ＰＤＣＡサイクルを用いて客観

的な効果検証を実施すべきとされていますが、そ

の進捗の把握の方法及び検証方法をお聞かせくだ

さい。

５点目は、近隣自治体との調整についてです。

実は、この点が今回の地方創生を考えるときに私
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自身最も関心のあるところでしたが、類似の取り

組み事業など定住自立圏を構成する一方の中心市

である名寄市として、圏域の構成１２自治体との

連携及び調整についてそのお考えを御答弁願いま

す。

６点目に、目標を実現するに当たっての予算確

保、事業費の財源確保について御答弁願います。

次に、無戸籍児の行政サービスについて伺いま

す。無戸籍者は、何らかの理由で親権者が役所に

出生届を出さなかったために戸籍を持たない人の

ことを指します。その要因は、離婚した前夫の籍

に入れたくない、家庭内暴力、ＤＶなどさまざま

な理由で出生届が出されないケースが指摘されて

います。無戸籍で公的に身分を証明するものがな

いがために、社会で生活していく上でさまざまな

支障が出てまいります。また、この戸籍に基づい

て作成される住民票がないことで、就学や児童手

当あるいは児童扶養手当等の受給など各種の行政

サービスを受けるのにも制約が生じかねません。

名寄市における無戸籍児の現況と今後の対応につ

いてお伺いをいたします。

次に、市民の声から、２件お聞きをいたします。

最初に、電気柵の事故防止対策についてお聞きを

してまいります。本年７月、本州で電気柵の漏電

による感電で７人の死傷者を出す痛ましい事故が

発生をいたしました。名寄市においてもエゾシカ

や熊の食害対策として電気柵や電気牧柵が設置さ

れていますが、現在の設置状況及び漏電や感電に

よる事故防止に向けた取り組みについて御答弁願

います。

次に、市庁舎前の掲示板についてお聞きをいた

します。まず、名寄市の情報公開条例に対する考

え方からお聞きをしてまいります。市のホームペ

ージを参照すると、情報公開制度について市政を

より一層開かれたものにするために市民の皆さん

が市の保有している公文書を閲覧したり、その写

しを求めることができる制度ですと解説をしてお

ります。また、２１条から構成されている名寄市

情報公開条例の第１条の目的には、市政に関する

情報についての市民の知る権利について明記して

います。こうした情報公開の制度と条例を踏まえ

た上で、改めて市の情報公開に対する考え方につ

いて御答弁願います。

次に、庁舎前に設置されている掲示板について

お聞きをいたします。この掲示板に張り出されて

いる掲示物は、名寄市公告式条例によると条例、

規則、規程の制定、改廃について公告すると明記

をされています。しかしながら、掲示期間によっ

ては膨大な掲示物が重なり合ったり、折れ曲がっ

たりして内容が読み取れないこともしばしば見受

けられます。夏の暑い日盛りには、茶色く日焼け

して尾羽打ち枯らした無残な姿をさらしているこ

とが多々見受けられる。掲示板の情報公開のあり

方について御答弁を願います。

以上でこの場からの質問とさせていただきます。

〇議長（黒井 徹議員） 臼田総務部長。

〇総務部長（臼田 進君） ただいま大石議員か

らは、大項目で３点にわたり御質問いただきまし

た。大項目１及び大項目３のうち小項目の２につ

きましては私のほうから、大項目２につきまして

は市民部長から、大項目３のうち小項目の１につ

きましては経済部長からそれぞれ答弁となります

ので、よろしくお願いいたします。

それでは、大項目の１、市長の市政執行につい

て、小項目の１、地方創生への取り組みから、初

めに人口ビジョンについて申し上げます。人口ビ

ジョンにつきましては、本市の人口の現状を分析

し、人口に関する市民の認識を共有し、今後目指

すべき将来の方向と２０６０年までの人口の将来

展望を提示するものでございます。人口ビジョン

につきましては、国から策定方法が示されており

まして、まずはこれまでの総人口や年齢構成の変

化を分析し、市民の結婚、出産、子育てや移住に

関する意識などを把握するとともに、目指すべき

将来の方向性を提示した上で、国立社会保障・人

口問題研究所による将来推計人口を基本としなが

平成２７年９月１６日（水曜日）第３回９月定例会・第２号
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ら、出生率にかかわる自然増減や転入、転出にか

かわる社会増減に関する見通しを立てて将来の人

口を展望することになります。

本市の人口は、国立社会保障・人口問題研究所

による将来推計によりますと、２０６０年の時点

で１万 ６１０人となることが推計されておりま

すが、現在自然増減や社会増減に関する見通しに

ついて検討を進めているところでありまして、今

後国の長期ビジョンを勘案するとともに、目指す

べき将来の方向性を踏まえまして本市の将来人口

を展望し、総合戦略とあわせて人口ビジョンを策

定してまいりたいと考えてございます。

次に、まち・ひと・しごと創生総合戦略につい

て申し上げます。本市におきましては、総合戦略

の策定に向けて本年６月に名寄市まち・ひと・し

ごと創生総合戦略推進委員会を設置しており、こ

れまで５回にわたり御議論をいただいているとこ

ろでございます。当初は、本市の地方創生の基本

目標として設定をしました産業の振興、定住人口、

交流人口の拡大、子供、子育て支援や高齢者福祉

の充実、市立大学の機能強化、地域連携の拡大の

各施策分野ごとに議論を進めてまいりましたが、

先週開催いたしました推進委員会におきましては

施策全体を体系的に取りまとめた資料をお示しし、

改めて全体的な議論を行っていただいたところで

ありまして、今後さらに推進委員会において議論

を重ねていただき、本年中のできる限り早期に総

合戦略を策定してまいりたいと考えております。

また、総合戦略は地域の実情に沿って策定する

ことが求められておりますことから、本市といた

しましては本市が有する資源の活用や自治体連携

を主眼に推進委員会の御意見を伺いながら主要施

策を取りまとめ、人口減少の克服に向けて着実に

推進してまいりたいと考えてございます。

次に、第２次総合計画との整合性についてでご

ざいますが、現在第２次総合計画の構成や期間な

どにつきまして検討を進めているところでありま

して、今後これらの検討を踏まえ、第２次総合計

画策定に当たっての基本的な考え方をお示しし、

総合戦略との整合性につきましてもこの中で整理

してまいりたいと考えておりますが、総合戦略に

盛り込む施策、事業につきましては第２次総合計

画におきましても重点的に取り組むべき施策、事

業としての位置づけとなるものと考えているとこ

ろであります。

次に、進捗状況の把握などについてでございま

すが、総合戦略につきましては毎年度外部の評価

を受けながら検証することとなっているほか、政

策分野ごとの基本目標につきましては数値目標を

設定することとされていますことから、推進委員

会におきましてこの数値目標などをもとに施策、

事業の効果を検証し、必要に応じて改定を行うな

ど妥当性や客観性を担保した総合戦略の進行管理

に努めてまいります。

次に、定住自立圏構成市町村との調整について

でございますが、多くの市町村におきまして人口

減少が進行している中で、市町村が単独でフルセ

ットの都市機能を整備していくことが困難となる

ことが想定されますことから、本市といたしまし

ては圏域市町村との連携を拡大する必要があると

考えてございまして、総合戦略におきましても地

域連携の拡大を基本目標の一つとして設定してま

いりたいと考えてございます。しかしながら、総

合戦略はそれぞれの自治体が地域の実情に応じて

策定するものでありますことから、現在構成市町

村に対しまして地域連携に関する施策の総合戦略

での位置づけにつきまして照会をしているところ

であり、各市町村の状況を把握した上で必要な調

整を行ってまいりたいと考えてございます。

最後に、目標実現に必要な事業費の財源確保に

ついてでありますが、総合戦略につきましてはま

ち・ひと・しごとの創生に向けて今後５年間に特

に取り組むべき具体的な施策を示すものではあり

ますが、個別の事業につきましては実施時期や制

度設計など今後さらに検討を要するものもありま

すことから、事業の内容の詳細につきまして決定
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した上で、今後の予算編成や第２次総合計画の策

定過程におきまして必要な予算の確保に努めてま

いりたいと考えてございます。

続きまして、大項目の３、市民の声から、小項

目の２、市役所庁舎前の掲示板について申し上げ

ます。まず、市民への情報公開に対する考え方に

ついてでございます。本市といたしましては、情

報公開の請求があった場合につきましては名寄市

情報公開条例に基づきまして同条例第１０条に規

定をしています個人情報等の公開してはならない

文書及び第１１条各号に規定をしてございます公

開しないことができる公文書、このうちの実施機

関が公開しないと判断したものを除く公文書につ

きましては、原則公開すべきものと考えておりま

すし、これまでもそのように取り扱いを進めてき

たところでございます。

なお、情報公開の件数につきましては、毎年６

月広報におきまして前年度の実績につきまして紹

介をさせていただいておりますが、平成２５年度

が請求件数６件中公開が４件、公文書が存在しな

いものとして不存在が２件、平成２６年度につき

ましては請求件数５件中公開が２件、不存在が３

件となっているところでございます。

次に、名寄庁舎東側に設置をしております掲示

場につきまして、その現況と課題解決に向けた取

り組みについて申し上げます。本市では、地方自

治法第１６条の規定に基づき制定をされています

名寄市公告式条例によりまして、条例の公布や規

則並びにその他の規程を公表しようとするときは、

名寄市東側にございます掲示場に掲示することと

なります。また、あわせて地方税法に基づく公示

送達やその他法令に基づく告示等で公表が必要な

文書におきましても同様に当該掲示場に掲載をし

ております。

御質問のありました掲示場における文書の掲示

状況についてでありますが、掲示場のスペースの

問題もあり、掲示する文書が多い場合や１件で複

数枚張り出す場合、さらには時期的な問題もござ

いまして、乱雑に張られたり、重ね張りをした結

果、２枚目以降が見えない、文書が変色している

など掲示している文書をごらんに来られた市民の

皆様に御迷惑をおかけしていることにつきまして

はおわびを申し上げたいというふうに思います。

今後におきましては、掲示場に整然と掲示するよ

う職員への指導を行うことを徹底することについ

ては無論のこと、この掲示場につきましては施錠

してございません。扉をあけて文書を見ていただ

くことが可能でありますので、このことにつきま

して掲示場の扉に表示、周知するなどしまして掲

示場閲覧の環境づくりに努めてまいりたいと考え

ているところでございます。

以上、私からの答弁とさせていただきます。

〇議長（黒井 徹議員） 三島市民部長。

〇市民部長（三島裕二君） 私からは、大項目の

２、名寄市の行財政運営から、小項目の１、無戸

籍児の実態と行政サービスについて、その現況と

今後の課題及びその対応等につきまして申し上げ

ます。

無戸籍児を含む無戸籍の方につきましては、こ

れまで名寄市において相談、問い合わせ等の実例

はありませんが、法務省の全国調査では平成２７

年７月の段階で６２６人、うち道内では１５人、

旭川管内では３人が確認されております。また、

文部科学省が行った実態調査におきましては、平

成２７年３月１０日現在で戸籍に記載のない学齢

児童生徒が全国で１４２名に上るとのことであり

ます。通常出生届が提出をされ、戸籍住民基本台

帳への記載が一連の流れとして行われ、各種行政

サービスを受けることができますが、さまざまな

事情により出生届が出されない無戸籍児の数につ

きましては、プライバシーの問題も絡みまして発

覚しにくい背景があるため、相談等がない限り実

態数を把握することは非常に困難な状況でござい

ます。戸籍や住民票がないことでさまざまな行政

サービスを受けることができず、不利益をこうむ

ることとなりますけれども、今後名寄市において
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このような事例や相談等があった場合には、平成

２６年７月３１日付の法務省通知に基づきまして

速やかに法務局に報告を行い、相談者の状況を把

握し、戸籍や住民票を作成するために必要な家庭

裁判所での手続方法、現状でできる行政サービス

の御案内等、担当部局と情報共有し、生活に必要

な行政サービスを円滑に提供したいと考えており

ますので、御理解のほどをお願いいたします。

以上、私からの答弁とさせていただきます。

〇議長（黒井 徹議員） 川田経済部長。

〇経済部長（川田弘志君） 私からは、大項目３、

市民の声からの小項目１、電気柵の事故防止対策

に関して申し上げます。

現在市内で設置されております電気柵について

は、ほとんどが中山間地域等直接支払制度におけ

る集落事業の助成を受けて設置されているものと

認識しております。これまでの事業実績としまし

ては、平成１７年度から平成２６年度まで合計３

２２キロメートルが設置されております。また、

設置されている設備につきましては、出力電流が

制限されるとともに、漏電遮断器や危険表示のプ

レート等がセットにされており、通常の方法で使

用すれば問題が起きないものとなっております。

このたびの電気柵に起因する死傷事故の発生を受

けまして、適切な電源装置からの電気供給や危険

表示の徹底など注意喚起の文書を中山間地域集落

協議会へ通知し、各設置者へ周知を依頼し、事故

の防止に努めております。

以上、私からの答弁といたします。

〇議長（黒井 徹議員） 大石議員。

〇１２番（大石健二議員） それぞれ御答弁をい

ただきました。ありがとうございます。それでは、

いただいた答弁をもとに再質問を行ってまいりた

いと思います。一部内容がさきの東川議員と重複

をしてまいりますけれども、創生総合戦略、質問

内容を構成する上でどうしても重複しかねない、

重複してしまうという、その部分についてはあら

かじめ御了承願いたいと思います。

最初に、人口ビジョンの人口予測、将来展望に

ついてですけれども、先ほど総務部長のほうから

御答弁いただきました。４５年後の２０６０年に

は、名寄市の人口は１万 ６１０人ということで

ございました。あわせて高齢化率も調べてみます

と、３ ４％というふうになっています。それぞ

れが推計値ではありましたけれども、この１万

６１０人、今後も十分精査していくのだというお

話はありましたけれども、今の段階で出ている１

万 ６１０人という人口将来推計値と、あるいは

３ ４という高齢化率のそれぞれの推計値の精度

というとどの程度まで高められている、収れんさ

れた数値なのかお聞かせいただきたいと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 臼田総務部長。

〇総務部長（臼田 進君） ここで社人研の示し

ている数字ということでありますけれども、ここ

は統計上の数字として扱っているところでありま

すので、例えば直近に大きな変化があるとかとい

う部分については十分勘案されていないというの

もありますので、あくまでも推計数字という捉え

方をしています。今回の人口ビジョンは、あくま

でもこの推計値を活用しながら、将来的な２０６

０年の人口設定をどうするのかというのが人口ビ

ジョンの考え方でございますので、先ほど申し上

げましたように基本的には社人研の人口を使いま

すけれども、これからさらに総合戦略で講じる施

策の効果がどうなるのかと、あるいはこれは先ほ

ど申しましたように市町村だけではなくて国、道

についてもそれぞれ取り組みを進めるわけですか

ら、そことの施策も相まってどうなるかというこ

とであります。ですから、基本的な考え方として

は１万 ６１０人が推計をされますけれども、当

然ここに期待値というのが施策による効果等が勘

案をされる部分だというふうに思っていますので、

１万 ６１０人を超える目標設定になってくると

いう予測をしてございます。同様に国においても

例えば合計特殊出生率等については２０４０年に

は ０７でしたか、上げるというふうに、あるい
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は２０３０年には ８という数字を挙げています

けれども、施策効果を見込んで出生率が上がると

いう、そういった見込みをしていますので、当市

においても同様に施策の効果等について勘案した

目標設定をしたいと考えてございます。

以上でございます。

〇議長（黒井 徹議員） 大石議員。

〇１２番（大石健二議員） わかりましたという

ことで、推計値の精度の問題ちょっとお聞きした

ものですから、さらにお聞きをしていきたいので

すけれども、７月末現在の数字というのが２万

７６９人、単純に差し引きしていくと１万１５９

人減少すると、今後２０年の間で。これを単純計

算で割り返していくと、年間平均で５０８人ぐら

い減っていくのだなんていう、単純な割り算です

けれども、そういう数値が出てまいりました。平

成１８年の合併時の人口というのが３万 ５７５

人、たまたまことしは折しも合併から１０年とい

う節目の年ですから、この１０年間の減少、年間

の平均減少数値を出してみますと２８１人という

ふうになりました。１０年間で年間平均２８１人、

たまたま今回の人口ビジョンでは年間平均５０８

人と。これが比較対照できるかどうかは別として、

ただ人口ビジョンで減っていく年間平均が５０８

人で、これまで合併からの１０年間で２８１人。

この差が大体２２０人ぐらいになるのかなと。こ

れから４５年間の２０年間で人口が減少していく

年間の平均減少人数を見ていくと、２２２人の乖

離があるということで、多少悲観的にすぎないか

というのがあるのですが、この点いかがですか。

〇議長（黒井 徹議員） 臼田総務部長。

〇総務部長（臼田 進君） 先ほどもあくまでも

統計の数字上で、直近の変化については十分対応

できないのが統計上のマジックと言ったら変です

けれども、限界なのだというように思っています。

今大石議員が言われたように、直近の人口の減少

についてはこれまでの減少率を超えるような勢い

で減少しているという部分がありますので、一つ

の要因はそこにあるのかなというふうに思ってい

ますし、統計上の一つの仕組みとすると、名寄市

の人口減少が比較的緩やかな要因の中には大学が

あったり、あるいは若い方が働く職場、大きな職

場もございますので、そこが必ずしも将来にわた

って定住するという約束はありませんけれども、

統計上はその世代が引き続き５年ずつ一定の割合

で減りますけれども、そのままそこが使われてい

くということがありますので、私どもが想定して

いるのは社人研で出ている４５年後の１万 ６１

０人ですか、そこよりも恐らく厳しい。議員が言

われる悲観的なというようになるのかもしれませ

んけれども、ここよりは恐らく減少率は低いのだ

ろうというふうに考えています。それが恐らく今

言われたところの数字の二百何ぼの乖離というふ

うに思っていますが、そういった意味では今回出

ている社人研のところについては多少名寄市にお

いては誤差があるのかなと思っていますが、目標

という点につきましては先ほど申し上げましたよ

うに施策の効果等勘案する部分でありますので、

御理解をいただければというふうに思います。

〇議長（黒井 徹議員） 大石議員。

〇１２番（大石健二議員） わかりました。あく

までも推計値ですから、多少これからの社会情勢

も含めていろいろ変化をしていくのだろうと思い

ます。

次に、総合戦略の策定の方法について、名寄市

で公開されているホームページ上の資料、膨大な

資料なのですけれども、それを拝見していくと、

その中に市民との意見交換、産学官労金による外

部組織の審議というふうに挙げられていましたけ

れども、ただ公表されている文書を見ていくと市

民との意見交換、あるいは住民代表との意見交換

というような表現であったかと思うのですけれど

も、市民との意見交換と住民代表との意見交換と

いうのは微妙に違いがあるかなというふうに考え

るのですけれども、今後総合戦略の策定の中で、

あるいは計画の概要について周知を図っていく、
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いろいろあるのでしょうけれども、理解を求めて

いくという場が多分出てくるのだろうと思うので

すけれども、そうした市民との意見交換というの

は具体的にどのような場で設定されているのか、

お考えがあればお聞かせください。

〇議長（黒井 徹議員） 臼田総務部長。

〇総務部長（臼田 進君） この総合戦略につい

ては、行政だけが取り組むのではなくて、先ほど

の東川議員の御質問の中にもありましたけれども、

民間含めて、市民含めて取り組んでいくことが非

常に重要なところだというように考えていますの

で、先ほど申し上げましたように策定段階におい

ても市民のいろいろな団体あります。分野ごとに

分けさせていただきましたけれども、そういった

御意見も頂戴をしておりますし、先ほども申し上

げましたように各分野から人を人選させていただ

きまして、総合戦略の推進市民委員会なども設置

をしながら、５回の議論を踏まえて今現在に至っ

ているというところでありますので、引き続き推

進市民委員会については策定で終わりということ

ではなくて、策定後も総合戦略の評価も含めて、

検証も含めて御意見いただこうと思っていますの

で、１つについては市民委員会を活用しながら市

民の皆様の御意見を反映していきたいというふう

に思っております。

それと、もう一点は、策定段階においてはパブ

リックコメントを実施をしなければいけないと思

っておりますので、パブリックコメントについて

は御案内のように市民誰でもが御意見をいただけ

るという仕組みになっておりますので、パブリッ

クコメントなどを通じながら、広く市民の皆様に

意見も頂戴しながら、この総合戦略策定してまい

りたいと考えておりますので、御理解いただけれ

ばと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 大石議員。

〇１２番（大石健二議員） 承知をいたしました。

あと、続いて質問に移らせていただくのですけ

れども、現在総合計画の後期計画が執行中であり

ますけれども、この総合戦略の２８年及び２９年

度に係る事業というのは総合計画後期計画の行わ

れているローリングの中でも逐次反映されていく

のかどうか確認の意味でお聞きをしたいと思いま

す。

〇議長（黒井 徹議員） 臼田総務部長。

〇総務部長（臼田 進君） 総合計画と総合戦略、

いわゆる第２次総合計画との間のタイムラグがあ

りますので、その期間についてでありますが、こ

こについては総合戦略については現存の総合計画

の中での１つローリングの対象になるというふう

にも考えておりますし、毎年度の予算編成もござ

いますので、予算編成の中でもさらに精度を上げ

ていきたいというふうに考えていますので、御理

解いただければと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 大石議員。

〇１２番（大石健二議員） わかりました。

それでは、続いて同じく総合計画にかかわって

ちょっとお聞きをしてまいります。公開されてい

る資料の中で、総合戦略は第２次総合計画に包含

されるものと考えられるという微妙な表現がある

のですけれども、これは包含するのか、包含され

るという他律的な要因が加わっていくのか、その

辺がわからないものですから、この点をちょっと

確認をしていきます。第２次総合計画の策定時に

は、総合戦略そのものが総合計画の中で吸収をさ

れて一元化されるという理解でいいのでしょうか。

〇議長（黒井 徹議員） 臼田総務部長。

〇総務部長（臼田 進君） 総合戦略については、

５年間の戦略として策定をしますので、総合戦略

そのものについては５年間継続するということに

なります。ただ、名寄市における総合計画につい

ては、市の最上位計画として全ての分野の施策あ

るいは事業について取り組むものでありますので、

総合戦略という計画は残りますけれども、総合戦

略の考え方等については当然総合計画の中に含ま

れていくものだというふうに考えております。先

ほど申し上げましたように、総合計画の基本的な
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考え方については精査中でありますので、明確に

申し上げることはできませんけれども、今申し上

げましたように基本的には市民の皆さんとともに

つくった総合戦略でありますので、その考え方に

ついては総合計画の中に反映をしていくと。ただ、

タイムラグの２年間がありますので、この２年間

の中にも総合戦略は検証していくという部分があ

りますので、当初策定した総合戦略と第２次総合

計画がスタートしたときに総合戦略そのものの見

直しもありますので、そこも踏まえた上で総合計

画の中に反映をしていくと、そのような形になる

というように思っています。

〇議長（黒井 徹議員） 大石議員。

〇１２番（大石健二議員） そうすると、２０１

９年までの５年間は総合計画あるいは戦略計画と

の二頭立てでいくということでいいのですか。

〇議長（黒井 徹議員） 臼田総務部長。

〇総務部長（臼田 進君） 形的に言えばそれぞ

れの計画がありますので、総合計画があって総合

戦略と２つの計画が存在しますけれども、考え方

についてはここに乖離があってはいけないわけで

すので、考え方とすれば総合戦略を踏まえた総合

計画ができるというふうに御理解いただいていい

かと思います。考え方については、総合戦略の考

え方は総合計画の中に入るということになります

ので、御理解いただければと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 大石議員。

〇１２番（大石健二議員） ありがとうございま

す。

それでは、続いて定住自立圏、近隣自治体との

周辺の連携と調整についてお聞きをしていきたい

と思います。私ふるさと納税というのを関心を持

って見守っているのですけれども、近年のふるさ

と納税というのは近隣自治体、自治体同士で疲弊

に近いなと思うぐらいサービス合戦が起きて、本

来のふるさと納税の趣旨というのは少し見えなく

なってきているような気がしないでもないなとい

うふうに考えているのですけれども、名寄市が中

心市として１２周辺自治体との果たすべき役割の

中で、今申し上げたような類似、御答弁にもあっ

たのですけれども、再度確認の意味で連携と調整、

具体的にはどのようにいつどこでという、わかる

範囲で結構ですけれども、かなりここ一両日で名

寄市の総合戦略が冊子にまとめられてきていると

いう、それが完成形かどうかわかりませんけれど

も、そういった冊子にまとまってきている段階で、

次のステップとして定住自立圏の構成自治体との

連携調整もでき上がってからやるというのではち

ょっと遅きに失するかなと思いますけれども、こ

うした周辺自治体との連携調整についてもし近い

うちにお考えがあるのであればお聞かせいただき

たいと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 臼田総務部長。

〇総務部長（臼田 進君） 広域連携の中の特に

定住自立圏についてという御質問でありました。

基本的に先ほど申し上げたように、広域連携につ

いては総合戦略の中での一つの柱になるだろうと

いうふうに考えているところでございます。ただ、

定住自立圏あるいは広域連携については当然相手

があっての連携となりますので、今現在定住自立

圏の構成市町村と調整をしているという段階にあ

りますので、現段階ではなかなか具体の話がいた

だけていないというのが実情であります。ただ、

先ほどの水間室長のほうから、例えば観光につい

ても広域的な取り組みが必要だという話がありま

す。こういった話が取り組みが広域的に取りまと

まるのであれば、定住自立圏の中で、あるいは各

市町村の総合戦略の中にも位置づけが可能だと思

っていますが、なかなか現段階で具体的なものに

ついては見えない状況であります。ただ、総合戦

略についても５年間の期間がありますし、毎年見

直しをして必要なものについては加えることもで

きますし、あるいは見直し、あるいは落とすこと

もできる内容となっておりますので、仮にことし

ができないとしても次年度以降の見直しの中でそ

ういった取り組みについても調査研究してまいり
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たいと考えておりますので、御理解をいただけれ

ばと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 大石議員。

〇１２番（大石健二議員） わかりました。

それでは、事業費についてちょっとお聞きをし

てまいりたいなと思うのですけれども、多少流動

性が高いのだというお話がございました、答弁で

は。新聞を読んでいますと、地方創生の柱として

２０１６年には新たに新型交付金が創設されるの

だと。新聞で読みますと、この中から ０００億

円程度地方創生にかかわる支出をするのだという

ニュースが出ておりました。ただ、地方自治体が

積み上げてきた地方創生にかかわる事業の総額が

大体 ７００億円から ０００億円でした。そう

すると、差し引き ０００億円ぐらいは地方の負

担になるのかなというふうに考えるのですけれど

も、名寄市における事業費あるいは財源確保の先

行きについてもしお考えがあればお聞かせくださ

い。

〇議長（黒井 徹議員） 臼田総務部長。

〇総務部長（臼田 進君） 地方創生の国から示

されたのにあわせまして、議員が言われますよう

に地方からは国に対してしっかりと財源措置をす

るようにという要望等が出たところであります。

平成２６年度の国の補正が ７００億円ぐらい地

方創生関係で出ましたので、地方ではこれを上回

る国の財源措置が必要だというような話をさせて

いただきましたけれども、これも議員が言われた

ように平成２８年度の内閣府の概算予算では ０

８０億円ということだったというふうに思ってい

ますし、これはあくまでも概算要求ですので、今

後の予算が決まる段階でどうなるか、不確定要素

もあるということだと思います。地方全体として

の意見とすればやはり ０８０億円では少ないの

ではないかということと、もう一つ、この ０８

０億円の国の財政措置とあわせて事業費ベースで

は掛ける２、いわゆる １６０億円ですか、の事

業執行というのを国のほうで示しておりますので、

内容についてはまだ明確にされていませんけれど

も、単純に考えれば２分の１は地方が負担しなけ

ればいけないと、そういうスキームになるという

ふうに思っていますので、そういった意味ではな

かなか地方の思いどおりの国の財政支援にはなっ

ていないのかなというふうな思いはしています。

一方、名寄市の総合戦略の財源についてでござ

います。ホームページではまだ載っていないかも

しれませんけれども、５年間の計画期間の中で施

策、事業等については創設をしていくという考え

のものもありますので、ここについてはまだ事業

スキームができ上がっていません。当然事業費に

ついては明確になっていないということでありま

すので、総合戦略総体として名寄市において幾ら

の事業費ということについてはまだわからないと

ころでありますけれども、先ほど申しましたよう

に総合計画におけるローリングや、あるいは毎年

の予算編成がございますので、この中である意味

では事業も精査させていただきながら、できるも

のを取り組んでいくという、そういう考え方にい

るということで御理解をいただければと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 大石議員。

〇１２番（大石健二議員） 今臼田部長のほうか

ら毎年度の予算でというお話ありましたけれども、

そうするとこれからの５年間の中で新たな新年度

予算の計上のときには総合戦略にかかわる予算計

上の総額というのはわかるように明示されるので

しょうか。

〇議長（黒井 徹議員） 臼田総務部長。

〇総務部長（臼田 進君） ここについては、こ

れからの部分でありますので、各款にわたってそ

れぞれ予算を計上するのか、あるいは特定の総合

戦略という形で予算を計上するのかについてはま

だ明確になっていませんけれども、さきの補正等

については各所管の予算のほうにそれぞれ計上さ

せていただいた経過があるということについては

報告をさせていただければと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 大石議員。
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〇１２番（大石健二議員） ありがとうございま

す。

それでは、先ほども申し上げましたけれども、

一昨日に市のほうから議会に対して名寄市まち・

ひと・しごと創生総合戦略という冊子をいただき

ました。見ると物すごく５つの基本的な目標とそ

れらの施策について網羅されていましたけれども、

なかなか事業も施策も豊富ですけれども、一面で

言葉に語弊があろうかなと思いますけれども、見

ようによっては、人によっては総花的な事業展開

というふうな指摘もされてくるかなと思いますけ

れども、既にごらんになった市民の方から、あれ

もこれもというのではなくあれかこれか、もしく

はこれ、事業の選択と集中というような、申し上

げたとおり事業の高度化あるいは収れんというよ

うな考えというのは一方ではあるということでご

ざいますから、この市民の率直な声をどのように

受けとめられるのか、ちょっとお考えがあればお

聞かせください。

〇議長（黒井 徹議員） 臼田総務部長。

〇総務部長（臼田 進君） 議員が言われますよ

うに、一昨日特別委員会のほうに現段階までとい

うことで名寄市における総合戦略の案というので

しょうか、素案というのでしょうか、お示しをさ

せていただいたところであります。見方によって

は総花的という受けとめ方もあるということであ

りますけれども、私どもの認識としては総合戦略

については人口減少問題に対する取り組みだとい

う基本的な認識がありますので、ここにかかわる

部分について５本に絞って、さらにはその中でも

名寄市の特徴である大学を生かしたりしながら、

あるいは地域資源なんかも生かしてということで、

一定の絞り込みをした中でこの総合戦略を考えて

いるという認識であるということでありますので、

御理解をいただければと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 大石議員。

〇１２番（大石健二議員） 承知しました。

あと、先ほどもちょっと触れましたけれども、

市民との意見交換あるいは住民代表との意見交換

というようなお話を申し上げましたけれども、あ

る程度一両日、この二、三日で冊子もまとまって

きている。この総合戦略に対する中間報告あるい

は概要版、速報版、名称は何でも構わないのです

けれども、市民の皆さんに今のところですけれど

もという断りをつけながらこの総合戦略に対する

市民への周知を図るお考えはいかがですか。

〇議長（黒井 徹議員） 臼田総務部長。

〇総務部長（臼田 進君） 市民の周知というこ

とであります。ここについては、議員も既にごら

んいただいているかと思いますけれども、市のホ

ームページのほうで各委員会等の経過も踏まえて

公開をさせていただいているところでありますの

で、ぜひそういったものもごらんいただきたいと

いうふうに思いますし、ごらんいただくような呼

びかけ等についても改めてさせていただきたいと

いうふうに思っておりますので、御理解いただけ

ればと思います。

さらには、一昨日議会にお示しをしましたビジ

ョンにつきましても第５回の市民委員会の中で示

した内容でございますので、これも当然ホームペ

ージの中に掲載をさせていただくという考え方で

ありますので、ぜひそういった意味では今後とも

できるだけ速やかに市民の皆様にもごらんいただ

けるような仕組みをつくっていきたいと思ってお

りますので、御理解いただければと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 大石議員。

〇１２番（大石健二議員） わかりました。まだ

人口ビジョン、総合戦略の策定過程、年内にはつ

くるということでございますから、発展過程にあ

るのだということでございました。

私も加藤市長にちょっと総合戦略あるいは行政

戦略という観点からお考えをお聞きしたいのです

けれども、年が改まりましたからかれこれ２年に

なりますけれども、先ほど市長も東川議員の問い

かけに答えておられましたけれども、日本創成会

議の座長である増田寛也氏が自治体の消滅に関し
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てレポートを発表したと。ことしの夏に東京圏介

護破綻という第２弾のレポートを出しています。

この増田レポートに先立つ５年前に、実は東京都

の杉並区のほうで静岡県の南伊豆町に特養をつく

るのだというような構想を発表して、ことしから

着工して２０１８年１月に開所するというところ

までこぎつけています。杉並区と交流の自治体協

定だとか、あるいは人的にも物産的にも官民挙げ

て交流事業できずなを深めている一方で、国より

も何よりも、世間の耳目を集めた増田レポートよ

りも何よりも先に杉並区の田中区長さんが先駆的

に時代を読んで行う行政事業の展開方法というの

は名寄もやっぱり多く学ぶべきだろうというふう

に考えています。杉並の取り組みから学ぶ名寄市

の総合戦略あるいは行政戦略について、加藤市長

にお考えがあればお聞かせいただきたいと思いま

す。

〇議長（黒井 徹議員） 加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 御案内の静岡県南伊豆町

も杉並区を中心としたスクラム連携のオブザーブ

メンバーということですけれども、横の連携して

おりまして、先般スクラム支援会議と、それとそ

の次の日に総合戦略のための連携会議ということ

で全自治体の首長来ていただきまして、南伊豆の

町長からもこの取り組みについて御報告があった

ところであります。これ全国的にも非常に注目さ

れている取り組みでありまして、杉並区在住の方

が南伊豆に優先的に入ることができると。ただし、

そこがあいていれば地元の方も使うことができる

よと、そういうような事例でありまして、大きな

法律の壁をクリアして、杉並区の田中区長の強い

思いでこれが前に進んでいるということはすばら

しいことだなというふうに思います。一方で、南

伊豆のほうとしても特養のいわゆる雇用する人の

確保がなかなか大変なのでないか、そんなような

話もありまして、これも進めていく中でさまざま

な課題はあるのですけれども、都市と地方の連携

という意味では非常に注目するべき事案だという

ふうに思います。

杉並区と名寄市は、もう平成元年からですから

２７年にわたってさまざまな交流を続けておりま

して、物心両面にわたって、この取り組みは実は

北海道でも非常に注目をされていて、北海道の町

村会が今東京の２３区と連携協定を結びまして、

お互いの強み、弱みを補い、あるいは生かしつつ

相互連携をしていくことでそれぞれのことにつな

げていこうと。その先には、今お話ししたような

ことも思いとしてはあるのかもしれません。名寄

市としても例えば杉並区の皆さん、アクティブシ

ニア層という方たちにこの地に来ていただいて、

夏の間だけでも、あるいは冬のスキーのときだけ

でも来ていただいて、その中で地域でいろんな活

動をしていただくだとかということも可能性とし

てはないわけではないのかなというふうに思いま

す。これまでは、どちらかというと短期的な人の

やりとり、交流が中心でありましたけれども、今

後は南伊豆町さんのようなことができるかどうか

わかりませんけれども、うちは大学という大きな

強みがありますので、ここの機能も十分生かしな

がら、あるいは医療支援が豊富にあるこの地域の

特色を生かしながら、そうした中長期の人材の交

流というのができないかということはぜひ杉並区

さんともよく連携をして研究をしていきたいとい

うふうに考えるところでございます。

〇議長（黒井 徹議員） 大石議員。

〇１２番（大石健二議員） ありがとうございま

す。今加藤市長のほうからもおっしゃっていたよ

うに、介護保険の扱いをどうするのだと。いろん

な問題をクリアしながら開所にこぎつけていると。

杉並区というのは、光化学スモッグの発祥の地だ

という。たまたま南伊豆町に転地療養の施設があ

ったと。その施設を有効利用することから発想の

転換が生まれたのだというような内容についてお

教えをいただきました。

それでは、無国籍児についてちょっとお時間が

なくなってまいりましたが、お聞きをしてまいり
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ます。先ほど御答弁をいただきましたけれども、

行政サービスのうち無国籍児であるがために受け

られるサービス、受けられないサービスというの

が多分出てくるのだろうと思うのですけれども、

この点はいかがですか。

〇議長（黒井 徹議員） 三島市民部長。

〇市民部長（三島裕二君） 基本的に戸籍がない

ということで、無国籍児にこだわらないのですけ

れども、例えば婚姻届が受理をされないですとか、

運転免許が取れない、あるいは国家資格の取得に

支障がある、年金の請求ができない、さらにはパ

スポート、これはいっとき報道等で問題になりま

したけれども、基本的には発給はできないのです

けれども、最近の流れの中では申し出により認め

られる場合もあるというような状況になっており

ます。

〇議長（黒井 徹議員） 大石議員。

〇１２番（大石健二議員） ありがとうございま

す。

実は、この質問をする前段で関係される担当の

職員の方からちょっとお聞きをしておりました。

ただ、現段階では市民部長のほうからもお話があ

りましたけれども、無国籍児不在の確認はとれな

いのだということでした。だから、いるかいない

か把握できていないというのが正直なところなの

だろうなと思いますけれども、答弁にもありまし

たから、今後はもし発覚あるいは発見した場合に

は法務局なり家裁のほうに照会をして問題の解決

に当たっていきたいのだというお話でございまし

たので、適宜核家族化が進む中で、あるいはＤＶ

などで逃れてくるという親子がいて、なかなか出

生届が出せないというままにこれから移り住んで

くるケースもあるやに想像はできますので、ぜひ

発覚時、発見時にには迅速な対応で不利益をこう

むらないように対応していただければと思います。

あと、掲示板についてなのですけれども、御答

弁にありましたけれども、掲示板のガラス戸が開

くというのは私全然存じ上げませんでして、見る

からに堅牢なつくりで、ステンレスでがっちり固

められていたものですから、あのガラス戸がスラ

イドして開けるというのは御案内していただかな

い限り多分施錠されているのだという認識のもと

で眺めるだけで終わってしまうというのがありま

すので、ぜひともお願いをしたいと思います。

あと、前段で情報公開制度についてお尋ねをし

ましたけれども、私たち議員というのは議案書に

載っている議案の中では、例えば交通事故の報告

がございますけれども、そのときには名寄市とも

う一方の当事者のお名前、住所、そういったもの

が出てくるのですけれども、情報公開でされてい

る、７カ所か９カ所くらいたしか議案書も置いて

あるのかなと思いますけれども、その議案書を見

ると明示されていないということになるのですけ

れども、これは議会のほうに規定は、あるいは傍

聴者の皆さんは閲覧できる、回覧できる議案書が

あるから名前も住所も確認はできるのでしょうけ

れども、改めて情報公開をしている場所で拝見を

する議案書の中にはそういった当事者である個人

の方のお名前、住所、氏名等は、先ほどの情報公

開条例の１１条にというお話ありましたけれども、

公開はできないということになりますか。改めて

お聞きしますが。

〇議長（黒井 徹議員） 臼田総務部長。

〇総務部長（臼田 進君） 議会に提示をさせて

いただきます議案等については、これは議案審議

に必要な部分として個人情報についても載せさせ

ていただいているということであります。これは、

個人情報保護法の中でも特定の目的に沿ってとい

う部分については個人情報も扱えるというところ

がありますので、これに沿って活用させていただ

いているところでありますが、一般の情報公開と

して出た場合については、個人情報でありますの

で、扱いについては難しい部分があります。その

情報請求をした目的だとか、そこの辺を勘案しな

いと一概にいい、悪いという部分については今申

し上げることができませんけれども、多くの場合
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申請があっても個人情報にかかわる分については

公開については難しい部分があるかというふうに

思っています。

なお、その扱いについて微妙なものにつきまし

ては、これは審査会を設けてございますので、審

査会のほうに判断を委ねて判断をしたいと考えて

おりますので、御理解をいただければと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 大石議員。

〇１２番（大石健二議員） 時間が来ましたので、

以上で終わります。

〇議長（黒井 徹議員） 以上で大石健二議員の

質問を終わります。

１３時まで休憩をいたします。

休憩 午前１１時５７分

再開 午後 １時００分

〇議長（黒井 徹議員） 休憩前に引き続き会議

を開きます。

プレミアム商品券の取り扱いに関して外３件を、

佐久間誠議員。

〇８番（佐久間 誠議員） それでは、ただいま

議長より御指名がございましたので、さきの通告

に従いまして、大項目４点にわたって順次質問し

たいと思います。

まず、大項目１点目のプレミアム商品券の取り

扱いに関してであります。この件に関しましては、

６月議会でも取り上げられたところでありますが、

市政報告会の際にも市民からの意見として１世帯

３セットまでとされたにもかかわらず、３セット

以上買ったという人がいるが、そういう質問が出

されました。また、発売を終えてほどなく、１世

帯で１０万円ほど買ったという人がいるが、どう

なっているのか、そういう情報が私のもとに入り、

調査に取りかかっておりました。

そこで、小項目の（１）、販売を終えての問題

点について、なぜこうした問題が起きたのか、加

藤市長の回答書も出されておりますが、改めて市

側の見解についてお伺いいたします。

小項目の（２）、市民に対する公平性の観点に

ついてでありますが、限られたセット数を期限を

定めて販売するわけですから、１世帯でたくさん

買えば買えなかったという人も出てくるわけで、

しかも広報では１世帯３セット、３万円までと決

められていたものが幾らでも買えるということに

なれば早い者勝ちになってしまい、仕事などの都

合で後になった人は買えずじまいとなります。市

民に対する公平性の観点から見てどうだったのか

についてお伺いいたします。

小項目の３点目ですが、どうしても気になるの

が町中商店街における経済効果についてでありま

す。このたびのプレミアム商品券は、中小零細規

模で頑張っている町中商店街に光を当て、少しで

も潤うような経済効果を発揮させるようにするこ

とが取り組みの本旨ではないかと私は解釈してい

たわけですが、大型店も同様の取り扱いになって

います。中小零細規模でやられている町中商店街

における経済効果は有効であったのか、あるいは

どの程度あったのかお知らせください。

次に、大項目２のコンパクトシティー構想に関

連してでありますが、人口の減少によるまちの空

洞化を防ぎ、行政コストを抑制するという観点か

ら、当市においてもコンパクトなまちづくりの推

進が基本課題として取り上げられております。コ

ンパクトなまちづくりについては、これまでも数

年来議論され、まちづくりが進められてきた経緯

がありますが、人口の減少や郊外に大型店が進出

したことなども重なって名寄市の顔ともいうべき

中心市街地は活気があるとは言いがたい現状にあ

ります。

そこで、小項目の（１）、中心市街地に人を寄

せる施策について、中心市街地に人を寄せるにぎ

わいづくりをどのように進めてきたのかお伺いい

たします。

次に、シャッター通りとなってしまっている町

中商店街について、市民のニーズ等を調査し、行

政としても具体的なてこ入れを図っていくときで

平成２７年９月１６日（水曜日）第３回９月定例会・第２号
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はないかと思います。

そこで、小項目（２）、町中商店街の活性化対

策の考え方について、市としてどのような対策を

講じていこうと考えているのかお伺いいたします。

小項目（３）の５丁目、６丁目通のアーケード

費用負担についてであります。設置費と維持管理

費について、５丁目、６丁目の商店には消費動向

の変化に伴って廃業に追い込まれ、アーケードを

設置した当時と比較して商店数が激減したことか

ら、これらの費用負担が重くなっているとの声が

寄せられております。これは、２０１２年名寄商

工会議所調べなのですが、五丁目商店街振興組合

は８商店街の中でも１０年間で２７件の減と最も

減少数が多く、空き店舗が大きな課題となってい

ます。アーケードの初期の設置費用については既

に振興組合で償還済みとなっていると聞いており

ますが、その後老朽化したアーケードを大規模修

繕をした費用が５丁目通について残っていると聞

いております。新規開業で５丁目、６丁目に店を

構えるにしても出るにしてもこのアーケードの費

用負担と空き地の利活用が中心商店街再形成の大

きなネックになっているのではないかと考えます。

これまで市民にとっては、５丁目、６丁目通を歩

くときに雨や雪に当たらずに用事を足せるという

恩恵を受けており、加えて地域の商店街を守って

いくという見地からも行政として何らかの手だて

を講じるべきではないかと考えます。市としての

考え方をお伺いいたします。

次に、大項目の３の農業生産物の有害鳥獣対策

についてお伺いします。特にことしは智恵文、風

連日進、８月には緑丘というように熊の出没状況

が数多く報告され、市政報告会においても看板の

設置や対策について要望が出されました。市とし

ての対応も講じられてきておりますが、小項目

（１）の有害鳥獣による農産物被害状況と当市の

被害防止計画についてお伺いいたします。被害額

は全体でどの程度と把握しているのか、また市が

策定している被害防止計画についてどのような項

目が盛り込まれているのか、その内容について御

報告ください。

さらに、小項目（２）の猟友会の現況について

であります。有害鳥獣被害を食いとめるためには、

猟友会などとの連携した寄せつけない対策と適正

な駆除が求められております。名寄市における猟

友会の現況、とりわけ猟友会会員の高齢化、後継

者不足ということも耳にするわけで、そのあたり

の対策についてもお知らせください。

次に、大項目の４の防犯灯、街路灯についてお

伺いいたします。まず、小項目１の市の設置した

防犯灯、街路灯の設置基準について、中心部を少

し外れた地区では１区画に暗い小さな照明が１つ

しかない箇所があります。防犯灯か街路灯をつけ

てもらえないのかというような相談が寄せられて

おります。防犯灯、街路灯はどのような基準で設

置されているのかお伺いいたします。

小項目（２）の今後の防犯灯、街路灯新設の計

画について、このあたりの考え方もあわせてお知

らせいただければと思います。

以上、この場からの質問とさせていただきます。

〇議長（黒井 徹議員） 水間営業戦略室長。

〇営業戦略室長（水間 剛君） 佐久間議員から

は、大項目４点にわたり御質問をいただきました。

大項目１と２につきましては私から、大項目３に

つきましては経済部長から、大項目４につきまし

ては建設水道部長から回答させていただきますの

で、よろしくお願いいたします。

まず、大項目１、プレミアム商品券の取り扱い

に関して、小項目１、販売を終えての問題点につ

いてお答えいたします。プレミアム商品券の対応

につきましては、さきの第２回定例会でも御質問

をいただき、実行委員会と連携をとりながら販売

日等の周知の徹底、引きかえ券となる広報が何ら

かの理由により届いていない世帯への対応、各販

売箇所に混乱が生じない販売方法、１世帯３セッ

ト以内の販売の徹底について御回答し、実行委員

会と協議をして取り組んできたところであります。
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市広報を引きかえ券に利用した経緯につきまして

は、実行委員会との協議の中で事務コストの軽減

及び可能な限り多くの市民に周知できる方法とし

て、市広報の活用が有効であるという結論になっ

たことから、今回初めて採用したところでありま

す。しかし、市広報を引きかえ券として使用する

ことにさまざまな問題があったのではとの御指摘

につきましては、重複して購入された事例等の結

果を踏まえると、もう少し緊密な制度設計が必要

であったこと、市と実行委員会との連携及び指導

不足がこのような問題を生じさせてしまいました。

これらの問題を真摯に受けとめ、次回以降どのよ

うに取り組むことが最善策であるかについて、実

行委員会とも検証を進めてまいります。

続きまして、小項目２、市民に対する公平性の

観点についてお答えいたします。商品券の販売に

当たっては、１世帯３セット以内での購入を徹底

するよう取り組みを進めてきましたが、何らかの

理由により市広報が届かなかった世帯にも購入で

きるよう住所、氏名等を記入しての販売が想定し

ていた重複購入を抑制する効果にはつながらず、

重複購入を可能とする結果になってしまい、販売

方法に関しては多くの課題が残りました。最終的

には、実行委員会の試算では現在最低約 ５００

世帯の市民が購入した結果と算定しておりますが、

今回の事業につきましては低所得者に対する支援

など、また多子世帯に対する給付事業もあわせて

取り組んでおりますので、今回の地域活性化・地

域住民生活等緊急支援交付金事業全体がまだ事業

の途中でありますので、今後検証をしていきたい

と考えております。

続きまして、小項目３、町中商店街における経

済効果についてお答えいたします。議員が御指摘

のとおり、他の市町村では地元商店街と大型店を

分けて商品券の販売に取り組んでいる事例があり

ます。当実行委員会の中でも同様に地域商品券を

区分し、大型店での利用可能枚数を減らし、地元

商店街の利用をふやすことができないかとの検討

もされました。しかし、消費者の購買意欲を低下

させ、結果的には地域商品券の販売数も減少して

しまうおそれがあるのではないかとの意見が多数

であったことから、今回のプレミアム商品券事業

の中での差別化は難しいと判断し、登録店舗全店

で使える商品券といたしました。このことから、

プレミアム商品券事業とは別建てで地元商店街に

おける経済効果を図る取り組みとして、買・なよ

ろ運動地元商店応援キャンペーンを実施いたしま

した。事業内容につきましては、人気お笑い芸人

によるライブの招待券及び豪華景品が当たる企画

とした結果、期間終了前の７月２９日に券の引き

かえが終了し、８月末締めで約７８％の換金とな

っており、昨年の販売で２ ６％となっていた地

元商店での利用率が３ ４％と上昇し、一定の事

業効果があったと考えております。

また、月末締めによるきめ細やかな換金も行っ

ておりますので、各個店に対する直接的な売り上

げ効果が図れるよう取り組みを行っております。

プレミアム商品券の使用期限である１２月２７日

まで実行委員会と連携しながら、地元商店での消

費喚起を図ってまいります。

続きまして、大項目２、コンパクトシティー構

想に関連して、小項目１、中心市街地に人を寄せ

る施策についてお答えいたします。中心市街地に

人を寄せる施策として、平成１２年５月に高齢者

や子供が暮らしやすく、市民と行政が協働して行

うことを目的とした名寄市中心市街地活性化基本

計画を策定し、これに基づき商工会議所が策定し

たＴＭＯ構想に基づき議論を進めてまいりました。

しかし、都市計画法、中心市街地活性化法、大規

模小売店舗立地法のまちづくり３法の改正に伴い、

基本計画の見直しが必要となってきたことから、

結果的に法の要件を満たさず、中心市街地活性化

計画の策定は断念してきた経過があります。

その後名寄地区都市再生整備計画として都市機

能の強化、土地、建物利用の高度利用によるにぎ

わいと活力あるまちづくり、公共交通機関の充実
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など市街地中心部へのアクセスしやすく利便性の

高いまちづくり、緑地整備など快適な魅力あるま

ちづくりの３つの目標を掲げた計画が認可され、

社会資本整備総合交付金を活用し、各事業に取り

組みました。具体的な事業といたしましては、観

光案内所や各種団体が活動できる貸し館機能を備

えた駅前交流プラザよろーなの設置、市街地中心

部へのアクセス向上などを図るため市内循環コミ

ュニティバスの路線、便数の改善、都市機能の強

化として町並み景観の改善を図るためのアーケー

ド等の修繕など市街地に人が集うための事業に取

り組んでまいりました。

続いて、小項目２、町中商店街活性化対策の考

え方についてお答えいたします。町中商店街に限

らず、市内の各商店におきましては経営者の高齢

化や後継者の不在などの理由により、閉店に至る

ケースが多くなっております。これまで市では、

各種中小企業支援として商店街でのイベント開催

によるにぎわい創出を図る街なかにぎわい事業、

店舗の再利用などへの支援を行う商店街空き地空

き店舗活用事業、アーケードなどの商店街環境整

備に対する支援などを行ってまいりました。また、

町中商店街では社会福祉関連の事業所やコミュニ

ティースペースの開設、さらには空き店舗を活用

し、文化活動の活性化や商店街のにぎわいを創出

するため、名寄市立大学の学生など多くの市民が

加わり、商店街あそびの広場などのイベントなど

が開催されるなど、商店以外の形態による空き店

舗の活用も見られます。これらの状況を的確に把

握し、諸問題を解決するために中小企業支援につ

いて来年度施行を目指して現在検討しています。

昨年名寄商工会議所が実施した買・なよろ運動

推進事業の中で、商店街での買い物客等へのアン

ケート調査を実施し、質問の中で商店街に必要な

ものは何ですかとの項目で、上位に外食チェーン、

大型店の誘致、駐車場、歩道などの環境整備、顧

客ニーズの商品などが挙げられておりました。特

に上位にあった外食チェーン等の部分につきまし

ては、外食チェーン等の特色ある商店の誘致につ

きましては民間投資による誘致を目指すとともに、

新たな雇用創出をも期待できることから、関係機

関と誘導策について研究してまいります。

続いて、小項目３、５丁目、６丁目通のアーケ

ード費用負担についてお答えいたします。アーケ

ードの整備につきましては、昭和４０年代後半か

ら５０年代後半にかけ整備されたもので、その後

それぞれの振興組合により改修などが行われてい

ます。設置された当初は、雨や雪に当たらず買い

物ができることから、商店街の振興に大きく効果

を発揮してきました。しかし、近年においては会

員数が減少するなど商店街においても大きな負担

となっているとお聞きしており、新規に出店を考

える方にとっても高いハードルとなっていると考

えられます。議員からの御指摘のとおり、市民も

雪や雨に当たらず買い物できるなどアーケードの

恩恵を受けているという観点についてのアドバイ

スをいただきましたので、現在進めております中

小企業支援制度検討部会の中で貴重な御意見とし

て参考にさせていただきたいと考えております。

以上、私からの答弁とさせていただきます。

〇議長（黒井 徹議員） 川田経済部長。

〇経済部長（川田弘志君） 私からは、大項目３、

農業生産物の有害鳥獣対策について、小項目１、

有害鳥獣による農産物被害と被害防止計画につい

て申し上げます。

９月１日現在のヒグマ及びアライグマによる農

業被害につきましては、全体で２１５アール、概

算の被害金額では２９５万 ０００円となってお

り、特にスイートコーンの被害が多く発生してお

ります。

次に、名寄市鳥獣被害防止計画についてですが、

この計画は名寄市の鳥獣被害における取り組み方

法等を明示したもので、平成２５年度から平成２

７年度までを期間として第２期計画期間となって

おります。対象鳥獣をエゾシカ、ヒグマ、アライ

グマ、キツネとしております。被害防止の取り組
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みとして、エゾシカについては猟友会の協力のも

と駆除の実施及び電気柵による被害防止に取り組

むこととしています。アライグマ、キツネについ

ては、箱わなによる捕獲に取り組むこととしてい

ます。ヒグマについては、パトロールの強化、箱

わなの導入、電気柵の普及などを取り組み方針に

掲げています。初動においては、市職員と警察署

が連携しまして現地確認、注意喚起、看板設置を

行っております。状況によっては、市が委嘱して

いますヒグマ駆除隊と協議し、箱わな設置、巡回

などを実施しております。今後とも被害防止計画

に基づき、関係機関、団体と連携し、被害防止に

努めてまいりたいと考えております。

次に、小項目２、猟友会の現況について申し上

げます。現在名寄市における狩猟登録者は名寄部

会４２名、風連部会１０名の合計５２名が登録し

ておりますが、前年度に比べ４名の増加となって

おります。また、平均年齢は５８歳であり、６０

歳以上の方が半数を占めている状況でございます。

後継者の育成対策としましては、北海道猟友会の

育成事業を初め中山間地域等直接支払制度交付金

を活用した支援事業として農業者みずからの自営

対策として狩猟免許の取得に支援を行い、狩猟登

録費用の助成による新たな狩猟者の育成に努めて

いるところでございます。

以上、私からの答弁といたします。

〇議長（黒井 徹議員） 中村建設水道部長。

〇建設水道部長（中村勝己君） 私からは、大項

目４、防犯灯、街路灯についてお答えいたします。

初めに、小項目１、市の設置した防犯灯、街路

等の設置基準について申し上げます。現在名寄市

の防犯灯及び街路灯設置状況につきましては、平

成２６年度末で防犯灯は ２０７台、街路灯は９

６３台の合計 １７０台を設置しております。こ

れらの設置基準につきましては、住宅や公共施設

の配置などにより町内会のさまざまな夜間におけ

る明るさの条件が異なるため、一様には定めてお

りませんが、街路灯の果たす効果を有効に機能さ

せることを目的として各町内会要望や交通安全及

び生活安全業務の担当課からの要望により現地を

確認して設置が必要であるかを判断しています。

防犯灯に関しましては、夜間の歩行者の安全性か

ら周辺住宅等の立地状況により、明かりが不足し

て暗闇が連続する箇所を解消するように設置して

います。また、設置に当たっては事前に町内会と

協議を行い、設置予定場所となる近隣住民と明る

くて寝られない、街灯に虫が寄ってきて迷惑でな

いか等のコンセンサスを得て設置しています。街

路灯につきましては、道路改良工事等の実施にあ

わせて交通量の増加が予想される路線には連続照

明の設置として、安定した交通量が予想される路

線には道路照明としての効果に加えて事故抑止を

兼ねての交差点照明として設置しています。

次に、小項目２、今後の防犯灯、街路灯新設の

計画について申し上げます。防犯灯に関しまして

は、夜道の安全確保に向けて新たに住宅造成が行

われ、住宅建築がされた周辺地域には早期に新設

を行っております。また、以前は近所にあった商

店や施設の明かりがなくなるなど設置状況の変化

による対策は町内会からの要望などにより現地を

確認し、暗闇解消の有効性を判断しての設置を行

っております。街路灯につきましては、現在のと

ころ新設計画はありませんが、交差点等の安全面

から必要と判断される箇所については随時整備を

行ってまいります。

以上、私からの答弁とさせていただきます。

〇議長（黒井 徹議員） 佐久間議員。

〇８番（佐久間 誠議員） それでは、可能な限

り順を追って再質問させていただきます。

まず、プレミアムつきなよろ地域商品券に関し

て、販売を終えての問題点なのですけれども、市

長回答では厳格な対応がされていなかった事実、

販売における公平、公正への疑義が出されたこと

は市側の指導が不十分であったことが原因、まこ

とに遺憾、深く反省し、不公平感を抱かせてしま

った市民に心からおわび申し上げますと、このよ
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うにいわゆる市政報告会に対する、質疑に対する

回答書があります。このようにあるのですが、こ

の種のプレミアム商品券での問題点については過

去にも多々あったのではないかと、そういうふう

に思っております。そうした教訓が生かされずに

なぜ何回も続くのか、甚だ疑問な点がございます。

この点についてお答えいただきたいと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 水間営業戦略室長。

〇営業戦略室長（水間 剛君） 今御質問いただ

いた件についてですが、地域商品券事業につきま

しては、平成１９年度の取り組みから計８回実施

しております。過去の取り組みの中では、実行委

員会で検証し、問題となっていた内容については

大きく２点挙げられておりました。１つ目が地域

商品券の１次販売として定めた期間内に完売でき

ず、２次販売として再度周知を行っても完売まで

には至らず、実行委員会のメンバーが非常に苦労

してやっと完売までに至ったという点であります。

２つ目が地域商品券の利用についてですが、利用

が大型店へと流れてしまい、地元商店との利用格

差が大きくなってしまい、いかにして利用格差を

是正していくかという２つの点が今回も最重要課

題として位置づけられ、解決に向けて検討されて

きました。このことからも販売方法につきまして

は、商工会議所及び商工会の会員である金融機関

の協力を得ながら、少しでも市民のお買い求めや

すい環境を提供するということで、商工会議所、

商工会の窓口、さらには市内金融機関の窓口を含

め市内１０カ所で６月２２日から販売させていた

だき、７月１日の９日間で今回につきましては完

売することができました。このことからも８月ま

での地域商品券の利用につきましては、約２カ月

間で６割以上の地域商品券が利用されており、早

期完売による消費喚起効果が図られたという結果

になっております。

また、地元商店街と大型店との利用格差の対策

につきましては、先ほど述べさせていただきまし

たけれども、買・なよろ運動地元商店応援キャン

ペーンに取り組んだということによって地元の利

用率が昨年が２ ６％だったところが３ ４％と

向上し、先ほど検証のときの重要課題として位置

づけられた部分につきましてはある程度の解消が

できたというようなことの結果になっております。

しかし、議員から御指摘のありました重複購入

を防止するという件につきましては、過去の地域

商品券の販売時には余り問題点として取り上げら

れなかったというのが現状であり、前回につきま

しては１世帯の購入限度セット数が５セットとい

うことで定めており、実行委員会の中でも早期の

完売を目指すためにも最終的な１世帯の購入セッ

ト数をもっとふやすべきでないかというような意

見もありましたが、最終的には多くの世帯に購入

してもらうということを優先させていただいて、

今回は３セットまでということにさせていただき、

多くの世帯が購入できることを優先させていただ

きました。このような検討をした経緯もあったこ

とから、市といたしましても販売促進と大型店の

利用格差に重点を置かさせていただいたというの

が事実でありまして、本来的には重複防止策に対

する指導も重点課題と同じように徹底すべき点で

あったということであったと深く反省していると

ころであります。

以上であります。

〇議長（黒井 徹議員） 佐久間議員、発言の中

で市政報告会でなくて議会報告会ということでご

ざいますので、訂正して発言してください。

〇８番（佐久間 誠議員） 失礼しました。訂正

してください。済みません。

それでは、隣町の士別市では郵送によって、市

からの整理券の発行によって市民に対する公平性

を担保しております。それでも、きょうの道新の

プレスにもありましたように市民から買えなかっ

たとか、いろんな問題もあるところでありますが、

しかし公平性は担保したのではないかというふう

に思っております。名寄市においての広報による

引きかえというそもそもの組み立てがまずかった
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のではないのかと。この辺についての考え方につ

いてお伺いいたします。

〇議長（黒井 徹議員） 水間営業戦略室長。

〇営業戦略室長（水間 剛君） 今の御質問あり

ました広報を引きかえ券に活用したのがそもそも

まずかったのでないかというような質問の中身に

ついてですが、昨年実施した地域商品券事業の際

には引きかえ券として地元で発行しているフリー

ペーパーを利用したというところであります。前

回の中の議論の中では、フリーペーパーは多くの

家庭に配布され、かつ公共施設や民間店舗にも配

置されていることから、多くの市民に周知できる

ことが可能であるということから、商品券の販売

にかかわる販売効果も大きいのではないかという

ことで、前回はフリーペーパーを活用させていた

だきました。しかし、結果的には１次販売におき

ましても約半数しか販売できず、２次販売につき

ましても引きかえ券を利用しないで購入できると

いうことの運用をさせていただいたのですが、実

行委員会でも相当苦労してやっと完売することが

できたというような結果になりました。このこと

からも実行委員会では、早期販売に向けて相当危

機感を抱きながら検討した結果、先ほど申し上げ

ましたけれども、事務コストが軽減でき、かつ可

能な限り多くの市民に周知できる方法として市の

広報の活用が有効ではないかというような結論に

なって、今回初めて市広報を採用させていただき

ました。最終的には、繰り返しの答弁になります

けれども、今回実際に市広報を引きかえ券として

使用することにつきましてはさまざまな問題点が

出たということもあります。また、重複して購入

した事例等の結果を踏まえると、もう少し本当に

緊密な制度設計が必要であったということで、ま

た市と実行委員会との連携についても市の指導不

足がこのような問題を生じさせてしまったという

結果になったということで考えております。次回

以降どのように取り組むことが最善策であるかに

ついて、再度実行委員会とも全体事業の総括には

きちっと検証を進めていきたいと考えております。

以上であります。

〇議長（黒井 徹議員） 佐久間議員。

〇８番（佐久間 誠議員） 商工会などを中心と

して構成された実行委員会に市側から要請した際

に、６月議会で確認された１世帯３万円までとい

う最も基本的な点は周知されたのかどうか、どこ

から１人３万円になっていったのか、お答えいた

だきたいと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 水間営業戦略室長。

〇営業戦略室長（水間 剛君） 今１世帯３セッ

トまでの購入についてということですが、これに

つきましては実行委員会に徹底していただくよう

市のほうからもお願いさせていただいたところで

あります。しかし、昨年度の商品券の事業の結果

から、１人５セットまでを限度とさせていただい

たのですが、相当売れ残り、完売まで苦労した結

果があったことから、実行委員会でも今回の地域

商品券販売には相当危機感を抱いていたというの

は事実であります。このことからも消費喚起によ

る景気浮揚策を高めるために、早期販売に主眼を

置かれ、検討を重ねてきたというのも事実であり

ます。しかし、このことが１人３セットまでの購

入となったということではございません。議員か

らの御指摘がありました１人３セットまでという

内容につきましては、実行委員会が今回販売の窓

口において地域商品券の取り扱いの説明を個別に

行った際の説明用紙に記載されていた文言であり

ます。この説明用紙の中に１人３セットまでとい

う誤解を招く文言が誤って記載しておりました。

あわせて複数の広報紙を持参する場合も想定し、

広報紙１冊に対して３セットまでの購入可能と。

あくまで広報紙１冊で３セットまで購入可能とし

たというふうな記述もありました。こういった誤

解を招かないように、個別説明会では１世帯また

は広報紙１冊で３セットまで購入することができ

る旨の個別の説明を担当者のほうから説明をさせ

ていただいておりました。この説明文につきまし
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ては、実行委員会担当者が販売窓口の個別の説明

をした後、市にも説明文をいただきましたが、記

載内容で誤解を招く文言があったことからきちん

と説明し、理解していただいたというような説明

もあったことから、説明文の修正まで指導しなか

ったというのが原因であります。今回のことが不

公平感を招く要因の一つになってしまったと認識

しております。また、これらの部分も含めて市の

指導不足が原因であったと改めて深く反省してい

るところであります。

以上であります。

〇議長（黒井 徹議員） 佐久間議員。

〇８番（佐久間 誠議員） 実行委員会に担当者

はオブザーバーで加わって、問題点が生じないよ

うにしていたのではないのでしょうか。その際の

チェックはどうだったのか、その辺お伺いいたし

ます。

〇議長（黒井 徹議員） 水間営業戦略室長。

〇営業戦略室長（水間 剛君） 実行委員会につ

きましては、市からもオブザーバーということで

参加させていただきました。実行委員会の中でさ

まざまな検討をする中で、市の広報の掲載内容で

は周知効果は高くないのではないかとの御指摘も

あり、急遽市も連携をとりながら販売窓口を初め

市内公共施設での周知ポスターの掲示や、さらに

は新聞の折り込みを行うなどの取り組みを行うな

ど連携して実行委員会と体制をとっていきました。

しかし、現実的にはまだ事業途中でありますけれ

ども、現段階で市民に不公平感を抱く結果となっ

てしまったということにつきましては、再三申し

上げておりますように市の指導不足がこのような

結果、問題を生じさせてしまったということで、

真摯に受けとめております。

以上であります。

〇議長（黒井 徹議員） 佐久間議員。

〇８番（佐久間 誠議員） 議会からの見解を求

める回答の中で、個人情報の問題もあるため、実

行委員会では重複購入等の内容については明らか

にできない旨の記載があるわけですが、個人情報

保護法では業務委託先の監督は委託元、発注者の

義務となっております。委託元、市、いわゆる市

に対しても明らかにできないと言っているのか、

お伺いいたします。

〇議長（黒井 徹議員） 水間営業戦略室長。

〇営業戦略室長（水間 剛君） 今回販売窓口の

中で特に金融機関において記載した記名式カード

につきましては、金融機関の性格上、現金を取り

扱う場合につきましては個人から現金等を受け取

りする際に金額や個人名等を特定できる証明書を

保管する必要があるということであります。当初

は、実行委員会で広報持参者につきましては記名

式カードを記載せず地域商品券を購入できるとい

うことを考えておりましたが、金融機関での販売

につきましては先ほど述べましたように性格上金

融機関が保管すべき個人情報の、今回記名式カー

ドは様式ではございませんが、それに準じた個人

情報として全てのお客様に対して記名式カードを

記載していただいたところであります。今回の記

名式カードにつきましては、個人情報保護法にか

かわる利用目的の特定をしておりませんで、金融

機関の現金取り扱いにかかわる保管情報として取

り扱っておりますので、個人情報を利用し、個人

を特定する用途への使用については各金融機関と

もお客様に対して個人情報の不適切な取り扱いに

対する疑義が生じるおそれがあります。つきまし

ては、今回御指摘されている問題等を調査する部

分につきましては、今申し上げました個人情報の

観点からも難しいと考えております。

以上であります。

〇議長（黒井 徹議員） 佐久間議員。

〇８番（佐久間 誠議員） 名寄市の個人情報保

護条例第９条第１項第５号で、除外項目として適

正な行政執行のため、または公益上必要があり、

個人の権利、利益を不当に侵害するおそれがない

と認められるときということで定められており、

今回の記名式カードは重複購入を避けるためにと
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った個人情報であることから、目的以外とも言え

ないのではないか、したがって個人情報保護法が

あるので、公表できないということにはならない

のではないのかと。この点についてお答えいただ

きたいと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 水間営業戦略室長。

〇営業戦略室長（水間 剛君） 今回の記名式カ

ードの記入につきましては、何らかの理由により

市広報を持っていない世帯への対応、さらには個

人情報を記載することから重複購入を防止する抑

止的な効果も考えての取り組みでした。実行委員

会では、消費喚起を促し、経済浮揚効果を図るた

め、早期販売に努めた結果、少しでも市民の方に

お買い求めやすい環境を提供するため、市内金融

機関の協力を得ながら販売してきたところであり

ます。記名式カードの個人情報につきましては、

議員からの御指摘のとおり重複を避けるために記

載してもらった個人情報でありますが、一方で金

融機関の現金取り扱いにかかわる保管情報として

の性格も兼ね備えております。先ほども述べまし

たけれども、地域商品券にかかわる個人情報を利

用し、個人を特定する用途への使用につきまして

は、各金融機関ともお客様に対しての個人情報の

目的外の取り扱いに対する疑義が生じるおそれが

あるということで、地域商品券に係る個人情報は、

個人情報保護法の適用を受ける「個人情報」に該

当するため、調査は難しいと考えています。

以上でございます。

〇議長（黒井 徹議員） 佐久間議員。

〇８番（佐久間 誠議員） いずれにしても、今

回の取り扱いで市民からの指摘のように重複購入

があったことが明らかになったわけで、重複購入

をした人を特定することが私の質問の趣旨ではあ

りません。ただ、適正な行政執行のため、または

公益上必要があるとの個人情報保護条例の除外項

目についての解釈は見解の相違であると考えます。

それについてはこの場でのやりとりはしませんけ

れども、このたびのプレミアム商品券の取り扱い

の問題点と課題、今後の改善策について現在考え

ていることがあれば明らかにしていただきたいと

思います。

〇議長（黒井 徹議員） 水間営業戦略室長。

〇営業戦略室長（水間 剛君） 今回の地域商品

券事業につきましては、１２月２７日までが利用

期間となっており、低所得者向けの支援や多子世

帯向けの支援事業とあわせて地域活性化・地域住

民生活等緊急支援交付金事業全体の終了時期が今

年度末となっており、現在は事業途中であります。

事業終了時には、各事業及び項目ごとに検証し、

実行委員会として総括することになりますが、現

段階では地域商品券の販売と地元商店街での利用

促進キャンペーンが終了しております。現在のと

ころ市として検証すべき項目として考えられるの

が市広報の活用及び引きかえ券との利用がどうだ

ったのか、また販売シミュレーションの徹底、地

元商店街と大型店との利用格差の是正、また販売

周知方法等さまざまな問題点が挙げられます。ま

た、今地域商品券の利用者に対してもアンケート

調査を実施しておりますので、利用者からの改善

や要望点などの意見も聞くことができますので、

それらも含めて実行委員会で検証してまいりたい

と考えております。

以上であります。

〇議長（黒井 徹議員） 佐久間議員。

〇８番（佐久間 誠議員） 時間もありませんか

ら、ただいま何点か示されました改善策につきま

してきっちりと守っていただき、今後同じような

事業があった場合に教訓点として生かしていただ

いて、市民に不公平感や疑問を抱かせないような

行政執行をお願いしまして、次の質問に移りたい

と思います。

コンパクトシティー構想に関連しての再質問に

移らせていただきます。先ほど答弁の中でＴＭＯ

構想、タウンマネジメントオーガニゼーションで

すか、ほかさまざま示されました。これまでの施

策は、さまざま努力はされておりますけれども、
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効果が目に見える形になっていないのではないか

というふうに思っています。それで、中心市街地

に人を寄せる施策について、まちなか居住の推進

と現在の住宅施策、まちなか居住を推進する公営

住宅の検討、整備について、例えば当市が昨年５

月に発行している名寄市低炭素まちづくり計画の

中にもコンパクトなまちづくりの推進方策がのっ

ておりまして、コンパクトなまちづくりのため利

便性の高いまちなか居住の推進を図るとなってお

りますし、まちなか居住を推進する公営住宅、借

り上げ、買い取り型公営住宅を検討、整備すると

なっております。さらにまた、平成２５年３月の

住宅マスタープラン見直し概要版では、北斗団地

や瑞生団地の建てかえの中で町中への買い取り、

借り上げ公営住宅の供給について民間業者と連携

して具体的な検討を行います、このように目標や

指針が掲げられております。私は、５丁目、６丁

目の中に、もしくは近間に交通弱者となったお年

寄りや、あるいは病院が近間に必要な人たちに入

居基準を絞った形で公営住宅を整備するべきでは

ないかと考えます。とりわけ高齢化が進んできて、

運転免許証を返上した方でも歩いて買い物にも行

けて、あるいは病院にたびたびに通わなければな

らないという、そういう事情を抱えた方も緊急時

に病院の近くに居住することで安心感も出てくる

わけであります。そうしたところにお年寄りが住

めば、中心街も日常の生活必需品の購入も見込ま

れると考えておりますし、あるいは車を持たない

わけですから駐車スペースも多くはとらないので

はないかと。この辺について、名寄市として考え

ている今後のイメージについてお聞かせいただき

たいと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 中村建設水道部長。

〇建設水道部長（中村勝己君） 今御質問がござ

いました町中に公営住宅ということで、イメージ

というふうにもお話ありましたけれども、中心市

街地、中心部における公営住宅の整備についてお

話をさせていただきたいというふうに思いますけ

れども、現在市街地周辺に整備をした公営住宅と

しては南団地がございます。この団地については、

北斗、新北斗団地の整備、建てかえ等に当たって、

そこに今まで住んでいらっしゃった方の住みかえ

の住宅として建設をしたということで、現在どち

らかというと中心市街地を取り巻くように住宅構

成されていますけれども、町中ということでいえ

ば南団地に当たるのかなというふうに思ってござ

いまして、１棟３４戸を整備を、建築をしたとい

う状況になっています。ただ、現在私ども公営住

宅にかかわっては、平成２２年から３２年までの

計画で北斗、新北斗団地の整備を毎年現地の建て

かえあるいは改修という形で事業を実施をしてい

る最中ということでございまして、整備途中とい

うことでありますので、市街地への公営住宅の誘

導というのは現時点では少し難しいのかなという

ふうに考えています。しかし、議員のほうからも

お話がありましたように、住宅全般の指針として

２４年度に策定をしました住宅マスタープランあ

るいは低炭素計画等で将来の人口減少あるいは市

街地の人口の空洞化が懸念をされるということで

ありますので、今後いろいろな機会を捉まえまし

て、よりコンパクトで暮らしやすい住環境の整備

について議論を進めてまいりたいというふうに考

えています。

以上でございます。

〇議長（黒井 徹議員） 佐久間議員。

〇８番（佐久間 誠議員） ただいまの御答弁で

いいのですけれども、商店街の活性化という商業

振興策だけでなくて、まちなか居住の促進という、

いわゆる住宅政策を組み合わせることで各種事業

の相乗効果を生むことができるのではないかとい

うふうに考えますので、ぜひ計画的で一貫性のあ

るグランドデザインを描いていただき、さらに住

みよいまちにするために御一考をお願いしたいと

思います。

次に移ります。町中商店街の活性化対策の考え

方についてでありますが、町中商店街の活性化に
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ついて既存の小売店にない、いわゆる集客力を持

つ業種を呼び込むなどの対策が必要ではないかと

いうふうに考えます。例えば鮮魚店と農産物の直

売、地元生産物加工品などを中心とする物産館を

空き店舗活用でやれないのだろうかと。近隣の農

漁村交流ということでありますけれども、もちろ

ん市民ニーズを把握した上での話でありますが、

名寄においても国内交流事業である物産交流とし

て特産品の交流や、あるいは学校給食食材交流な

ど実績があるわけで、近隣の例えば留萌市、紋別

市、枝幸町、雄武町、ここら辺の近間のまちとそ

うした取り組みをやってみてはどうかと。先進地

例では、まずはイベントなどでの交流から始まっ

て開業に至っている地区も、これは東京の世田谷

区の用賀商店街というところにありますが、ここ

は物産交流から恒常的な販売になって地域商店街

が活性化されているということがあります。海産

物を中心に販売するまちなか観光物産館などもう

まくいっているということなのですけれども、こ

のあたりの市の考え方、もしあればお伺いしたい

と思います。

〇議長（黒井 徹議員） 水間営業戦略室長。

〇営業戦略室長（水間 剛君） 今御質問ありま

した町中商店街のところに魅力ある店舗というこ

との誘致ということでできないかというような御

質問だったと思います。現状として、今私どもの

現状で中小企業の支援制度の中でも特に町中商店

街と言われている、都市計画でいえば商業地域に

そういった店舗を設置する場合、支援策として近

隣の市町村にはないほど厚い誘導策ということで

中心市街地近代化事業というのを、現在制度があ

りますので、それらの部分を使うことも可能なの

かなということで考えています。ただ、今いろん

なアイデアのお話がありましたけれども、先ほど

も買・なよろ運動の取り組みの中で、市民という

か、買い物客にニーズ調査したときに外食チェー

ンやそういう大型店のそういったものの商店街へ

の誘致をやってほしいというような意見もありま

した。基本的には、私どものほうとしては民間投

資による誘致を目指していきたいということで、

それらも含めて関係機関と誘導策について研究し

ていきたいなということで考えております。

以上です。

〇議長（黒井 徹議員） 佐久間議員。

〇８番（佐久間 誠議員） わかりました。

次に、名寄のまちづくり関係なのですけれども、

例えば名寄にはまちづくり懇談会として全体的に

意見を聞く場だとか、あるいは商工会議所のほう

ではまちづくり委員会として、これはイベント中

心に対応されていたり、あるいは企業、産業誘致

では名寄・下川・美深地域産業活性化協議会とい

うのがございまして、活動されているわけなので

すけれども、ぜひともこれらをトータル的にコー

ディネートすることができる仕組みづくりに取り

組んでいただいて、町中商店街の活性化に結びつ

けていただきたいと思っております。これは私の

希望であります。

次に、５丁目、６丁目のアーケード費用負担に

ついて、先ほど御答弁いただいた内容でぜひかな

り小さなお店が苦労しているということなので、

何とか積極的な支援策をお願いしたいと。

農業生産物の有害鳥獣対策の関係なのですけれ

ども、先ほど御答弁いただいたのですが、ことし

熊が数多く出没しておりまして、私調べてみます

と行動半径が雌、雄それぞれ違うのですが、１０

０平方キロから５００平方キロとかなり広域にわ

たって移動すると。さらに、近年特定外来種のア

ライグマなども被害も発生していることから、広

域連携による駆除などの取り組みが必要になって

きているのではないかと。この辺の考え方もお伺

いしたいと。

それと、もう一つ、アライグマについてなので

すが、ここ名寄でも何件か智恵文方面で捕獲され

ておりますが、報奨金制度がないと思うのです。

ここをやっぱり特定外来種に向けて組み立ててい

ただきたいと。この辺についてお伺いします。
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〇議長（黒井 徹議員） 川田経済部長。

〇経済部長（川田弘志君） まず、広域連携の関

係なのですけれども、現状ヒグマについては出没

情報をいただきまして、近隣市町村と情報交換を

とりながら行っておりますが、基本的にはヒグマ

駆除要請に関しては市長が市内を限定して駆除隊

に出動要請を指示を出すと。そして、駆除を行っ

ていただくという仕組みでございます。また、ア

ライグマにつきましては、被害発生の都度ごと箱

わなを農地周辺に設置して捕獲に当たっている状

況ということでございます。広域連携ということ

につきましては、上川総合振興局が開催するアラ

イグマの捕獲対策情報交換会や同じく振興局管内

であります北部地域のヒグマ対策連絡協議会とい

う協議会もございます。それらと近隣市町村の情

報交換などを含めて、連携して対策の強化を図っ

てまいりたいなというふうに考えてございます。

もう一つのアライグマの報奨金の関係でござい

ますが、アライグマの駆除につきましては箱わな

ということで駆除が有効ということで進めさせて

いただいています。設置、回収については、市職

員または講習会受講者、わな免許の取得者、事前

に届け出をしていた認定を受けた者ということで、

現状は７名の方というふうになります。したがっ

て、現状においては報奨金制度の創設は難しいの

かなと考えておりますけれども、今後駆除体制の

強化に向けては有効な施策について研究してまい

りたいと考えておりますので、御理解をお願いい

たします。

以上です。

〇議長（黒井 徹議員） 佐久間議員。

〇８番（佐久間 誠議員） アライグマの関係は、

近年畜産農家、乳牛のいわゆる乳房をかみ切るだ

とか、そういうことも出ているという事例がござ

いまして、やっぱり特定外来種については１頭見

かけたら２０頭はいるというふうに言われていま

すから、ぜひ前向きにこの辺は検討して被害防止

に取り組んでいただきたいということを御要望し

たいと思います。

それとあと、防犯灯、街路灯については先ほど

の御説明で納得しました。ぜひ東地区のほうで照

明関係で困っているところもありますので、一度

見ていただきたいと思います。

最後になりますけれども、行政としての取り組

む課題については多岐にわたっていると考えてお

ります。ぜひ市民が安全に安心して快適に暮らせ

るまち、すぐにできないこともあろうと思います

が、可能な限りスピード感を持っていただいて、

一つ一つの施策を進めていただきたい、そのよう

に申し上げまして、私の質問を終わりたいと思い

ます。ありがとうございました。

〇議長（黒井 徹議員） 以上で佐久間誠議員の

質問を終わります。

地域自治とコミュニティーについて外２件を、

浜田康子議員。

〇１番（浜田康子議員） ただいま議長より御指

名いただきましたので、通告順に従いまして、大

項目３点について質問していきたいと思います。

急速な高齢化と人口減少は、誰でもが知り得る

心配事であり、その解消への手だては専門家や大

学での研究でも確実な方策が見つからず、国中が

暗中模索という状況ではないかと思います。しか

し、日々の生活は続き、誰もが毎日１つずつ年を

重ねていきます。住みなれた地域で暮らし続けて

いきたいという思いがあっても、その生活を支え

ていけるだけの十分な地域資源が不足しているの

が現状ではないでしょうか。

かつて昭和の時代、名寄地区や私が育った風連

地区の駅前商店街には小さな商店がたくさんあり、

対面販売のよさで会話をしながら、日々の日常の

品々を購入していました。また、その店先では小

さな椅子や箱に座って店主やお客さん同士での会

話が弾んだものです。そんな井戸端会議で子供の

見守りや家族の心配事、地域のお祭りの相談など

をしては、互いに補い合いながら生活をしてきた

記憶があります。
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中心街活性化事業によりまちはきれいになり、

集約され、便利にはなりましたが、その次の地域

自治とコミュニティーということを考えたとき、

地域が果たす役割が大きいと考えられます。しか

し、名寄市におけるコミュニティーの核はどこに

なるのでしょうか。大事なことは、人がそこへ行

きたいと思えるような魅力を創出すること、そこ

に人が集まり、対話がなされ、自然と情報が集積

していくような空間をつくること、またそれをつ

くるためのセンスを磨いていくことがこれからの

地方自治に重要な要素ではないでしょうか。誰も

が気軽に寄り集まれる場所があり、そこには地域

にいる知恵や知識のある住民、またその情報があ

り、行政の窓口で相談することに抵抗感のある人

などが気軽に利用、相談できることが大事ではな

いかと考えています。今後地域のコミュニティー

の維持のためには、人と情報が集積されるような

新たな地域活動支援の方策を創造する機会が来て

いると思います。場所を提供し、催し物を企画し、

住民を呼び込むなどの活動も一面では有効かと思

いますが、考え方を一歩踏み込み、日常の暮らし

の中に溶け込む支援、イベントではない普通の生

活の中にあり、安心を感じられる居場所が今こそ

必要ではないかと思います。地域には、知恵と知

識を持っている市民の方がたくさんいらっしゃる

と思います。市民の考える空間、豊富な人材の活

用などこれからのまちづくり、人づくりではない

でしょうか。

そこで、お聞きしますが、大項目１、地域自治

とコミュニティーについて、これからの市の考え

方についてお伺いします。

次に、大項目２、社会の認知症に対する不安へ

の対応についてですが、平成２５年４月の国の通

知をもとに今年度より取り組まれている保健師の

地区担当制の現状と課題についてですが、まだ短

い期間と思いますが、その実績や活動状況につい

てお伺いします。

次に、小項目２の子供たちへの認知症等の啓蒙

についてですが、昨年の６月の定例会において質

問の中にあった子供たちにも認知症サポートの養

成講座みたいなものを開けるかとのお答えに可能

であれば学校等にも入ってとあり、子供たちに対

しても認知症についての知識を広く教えて高齢者

に対する態度を養ってまいりたいというふうに考

えておりますとありました。その後１年が過ぎま

したが、何か子供たちに対するアプローチを行っ

たのかお伺いします。

次に、３つ目として、軽度認知障害への取り組

みについてですが、社会の中では普通に認知症の

情報が流れてきており、高齢になっていくことと

自分も認知症になるのではないかと不安を感じる

人たちがいるとお聞きしています。物忘れなのか、

認知症なのか、自分の周りの人もわからない。ま

た、認知症まではいかないが、日常生活に支障は

何とかないが、認知症の前段階である軽度認知障

害や認知症が今後の人口の高齢化に伴い急増する

とも推定されています。高齢者の仲間入りをした

市民に対してどのような取り組みが行われている

のかお伺いします。

次に、大項目３、ごみの分別についてです。１

として、ごみの分別、変更に対する周知方法等に

ついてですが、名寄市と近隣の町村で利用してい

る炭化センターでは、生ごみの水分、ホチキスの

針などが故障の原因の一つと聞いています。また、

以前は炭化ごみの区分であった割り箸も機械に挟

まり故障の原因となるため、昨年の１０月より埋

め立てごみの扱いになりましたが、住民への周知

が広報だけでは十分に伝わっていないのではない

かと感じています。小型家電の回収やリサイクル

対象の変更など、周知方法について創意工夫がさ

れているのかお伺いします。

２番目として、ごみ収集の現状と課題ですが、

市民のごみに対する考え方は個々で温度差はある

と思います。風連地区は、ごみの分別の始まりか

ら集団収集方式を継続しています。その集団収集

についてですが、合併前の風連町においてはごみ
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の分別について細かくなっており、みずから出し

たごみに対する責任所在を明確にするということ

から記名式になっていました。そのごみを効率的

に集め、ごみステーションと名づけた集積箱に老

いも若きもそこへごみ袋を出しに行くという形が

確立されました。最初のころこそ町民に混乱はあ

りましたが、町内会の協力と役場職員の努力によ

り、ごみステーション方式が確立されました。自

分たちが住む環境を守り、限りある資源を守って

いくという意識が町民に根づいたと思っています。

また、名寄地区では戸別収集ということで、家

の前から分別ごみの全てが収集されるということ

ですが、風連地区の住民の中には方式の違いに疑

問を持つ方もいると聞くことがありますが、風連

町時代に築いたごみの集団収集、ごみステーショ

ン方式は、設置場所の民地を借りてその運営、維

持管理には各町内会の御協力をいただき、ごみ収

集をしてきています。冬期間の除雪、周りの草刈

り、カラスの被害から守るための手だて、年月が

たち、さびが来ている収集箱のペンキ塗りとその

維持に努力を重ねてきています。行政の収集業務

経費においては、回る箇所が少なくて済み、効率

的効果に協力しているのではないかと考えられま

す。まさに地方自治を実践していることではない

かと思います。そのような観点から、町内会によ

り管理、維持されているごみステーションは集団

収集ごみにおいて公共性があると思います。その

ような状況を考えると、公共性においては戸別収

集との違いは明白ではないでしょうか。

そこで、風連地区町内会連絡会から一般ごみ収

集に関する具体的要望事項が出されておりますが、

その中に補修、更新及び新規追加等に対する助成、

補助制度の創設について要望されています。さき

にも述べましたとおり、ごみの集積箱は公共性の

ある設備であり、集団収集を維持する上でも要望

のありました助成制度は必要と考えております。

市のお考えをお伺いします。

次に、イベント等におけるごみの分別について

ですが、白樺まつり、なよろ産業まつりなど大き

なイベントでは多く消費される割り箸やその他の

ごみについて分別がほとんど行われていない現状

ではないかと感じています。その状況についてお

聞かせください。

以上、この場からの質問とさせていただきます。

よろしくお願いします。

〇議長（黒井 徹議員） 臼田総務部長。

〇総務部長（臼田 進君） ただいま浜田議員か

らは、大項目で３点にわたり御質問いただきまし

た。大項目の１については私のほうから、大項目

２につきましてはこども・高齢者支援室長から、

大項目の３につきましては市民部長からそれぞれ

答弁となりますので、よろしくお願いいたします。

それでは、大項目の１、地域自治とコミュニテ

ィーについて申し上げます。地域自治につきまし

ては、本市のまちづくりを進めるための基本ルー

ルといたしまして名寄市自治基本条例を定め、地

域自治の重要な担い手であります地域コミュニテ

ィーによるまちづくりを尊重し、市民と協働しな

がら市民の誰もが主体的に参加できるまちづくり

を目指しているところでございます。議員が言わ

れますように、地域コミュニティーを推進し、地

域自治を高めていくためには、地域の方々のかか

わりや対話がその基礎をなすとともに、同じ場所

に集い、主体的な活動が進められていくことが必

要となりますことから、これまでも地域活動に活

用できますコミュニティセンターや公共施設の設

置及び学校施設の開放などを通じまして、集える

場所の提供に努めてきているところでございます。

また、地域コミュニティーの基礎的組織であり

ます町内会活動につきましては、町内会館や集落

センターなどにおきまして地域での対話や情報交

換が促され、地域内の人材育成や交流の促進、コ

ミュニティーの助長につながっているものと考え

ているところでございます。

日々のコミュニティー活動の活性化に資する支

援といたしましては、市内各町内会の活動に対す
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る財政支援や集いの場となります町内会館を整備

するための補助金のほか、主に小学校区単位で構

成されています地域連絡協議会に対する運営や各

種イベントなどの活動への財政支援、さらには人

材育成を含めた地域の活性化に資する事業を支援

をいたしますまちづくり推進事業助成など、町内

会活動にとどまらず、広範な活動に対しましても

支援を行っており、人材の育成確保に一定の成果

が期待できるものと考えているところであります。

今後におきましても引き続き地域の自主性及び自

立性を尊重するとともに、地域づくりにかかわる

人材や組織の醸成を図りながら、市民主体のまち

づくりに向け支援を行ってまいりたいと考えてご

ざいます。

以上、私からの答弁とさせていただきます。

〇議長（黒井 徹議員） 馬場こども・高齢者支

援室長。

〇こども・高齢者支援室長（馬場義人君） 私か

らは、大項目２の社会の認知症に対する不安の対

応について、初めに小項目１の保健師の地区担当

制の現状と課題について申し上げます。

地域における保健師の保健活動は、地域保健法

及び地域保健対策の推進に関する基本的な指針に

基づいて、地域住民の健康の保持及び増進に寄与

することを目的として実施しております。健康課

題である生活習慣病の発症と重症化予防を柱に、

高齢になっても健康で生活できるよう若い世代か

らの働きかけを重点に行ってきております。これ

までは、業務担当制により大きく母子と成人に分

け、複雑で多様な健康課題に対し的確に対応でき

る体制をとりながら地域に入ってまいりました。

しかしながら、地域保健や保健師を取り巻く社会

経済状況の変化や保健、福祉関連の制度の見直し

が実施された中、平成２５年４月の厚生労働省通

知「地域における保健師の保健活動について」に

より１０項目の基本的な方向が示され、そのうち

の一つが地区担当制の推進であります。地区担当

制は、今までの業務担当を超えて地区担当を決め

ることにより、住民個人やその世帯、また地域全

体の健康課題を把握し、地域の実情に応じた必要

な支援ができる体制の整備が求められたことから、

地区担当制を導入し、約５カ月が経過したところ

であります。民生委員児童委員連絡協議会の地区

区分を参考にして４地区に分け、８人の保健師を

２名ずつ配置して、それぞれが地区の窓口や顔と

して各種団体の総会でのＰＲを行い、さらには健

康相談や訪問時に担当保健師としての紹介を行っ

てきております。４月から８月までの５カ月間の

実績としては、母子関係の訪問数で保健師が延べ

２７２人、管理栄養士などその他の職員で延べ４

４人、合計で延べ３１６人となっております。ま

た、成人保健関係の訪問数では、合計で延べ９４

人となっております。

なお、未受診者につきましては、国保高齢医療

係と連携し、平成２７年４月に策定されました名

寄市保健事業実施計画に基づき、新規受診者の拡

大、受診者には継続受診となるよう計画的に受診

勧奨を実施しております。今年度は、４０歳から

５０歳代の男性と６０歳代で名寄市国保に新規加

入した方、生活習慣病の重症化予防の対象者の方

で平成２５年度の特定健診未受診の方を対象とし

て位置づけ、重点的に実施することとしておりま

す。

次に、人員配置につきまして、現在１名欠員と

なっている保健師については、平成２８年度に採

用予定ですが、業務担当制との併用であることや

地区との調整業務などにより従来より稼働が増加

していることから、今後の状況を見ながら業務の

効率化や適正な職員配置に努めてまいりたいと考

えております。今後とも保健師の計画的な人材確

保と資質向上を図りながら、保健センター及びふ

うれん健康センターを活動の拠点として保健事業

を効果的に実施するために総合的な健康施策に積

極的にかかわりながら、健康課題を個人や世帯、

また地域全体から捉えて対応していくために、職

員相互の連携と地域や各関係機関との連携を進め
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ながら市民の健康づくりに取り組んでまいります。

次に、小項目２、子供たちへの認知症の啓蒙に

ついてと小項目３の軽度認知障害、ＭＣＩへの取

り組みについてにつきましては、認知症で関連が

ございますので、あわせてお答えさせていただき

たいと存じます。最初に、子供たちへの認知症の

啓蒙について、本市では市民向けに認知症に関す

る講演会の開催や認知症サポーター養成講座を開

催し、認知症への理解を深める活動を進めていま

すが、子供たちを対象とした認知症に関する啓蒙

事業では、認知症の病名や専門用語等の難しい言

葉があり、子供たちに理解をしてもらえるようど

のような進め方がよいか検討していたため、現在

までにはまだ実施していない状況でございます。

今後開催に当たっては、多くの子供たちが参加で

きるよう教育委員会など関連部局とともに協議し、

今後子供たちが多く集まる場や開催時期について

も検討し、継続的に子供たちへの認知症等の啓蒙

活動を進めてまいりたいと考えております。

次に、軽度認知障害、ＭＣＩへの取り組みを申

し上げます。認知症とその予備群とされる軽度認

知障害の人は、６５歳以上の４人に１人と言われ、

本市で推測しますと １８４人と推測され、認知

症はとても身近な症状となってきております。Ｍ

ＣＩとは、記憶、決定、理由づけ、実行などの認

知機能のうち一つの機能に問題が生じているもの

の、日常生活には支障がない状態のことで、認知

症ではないもののことを言います。ＭＣＩの原因

となる原疾患を放置すると、認知機能の低下が続

き、５年間で約５０％の人は認知症へとステージ

が進行すると言われております。ＭＣＩであるこ

とで認知症となることが確定したということでは

ございませんが、認知機能の低下に対する適切な

対策を行うことでＭＣＩになったとしても認知症

の症状が最後まで出ずに済むケースもあります。

平成２６年第２回６月定例会におきましても認

知症のチェックリストを市民に配布してはどうか

という御意見をいただき、庁内検討した結果、本

年度認知機能のうち記憶に問題があるかどうかの

チェックをし、心配な場合はかかりつけ医やかか

りつけ薬局、または地域包括支援センターへ相談

するよう呼びかけるため、第１号被保険者の介護

保険料通知に昨年度認知症対策・地域包括ケアの

推進に関する包括的連携協定を結んだエーザイ株

式会社からの御協力をいただき、「もの忘れ“め

やす”チェックリスト」を同封して郵送すること

とし、７月１０日に一斉発送し、以降６５歳に到

達した方へも随時郵送しております。現在のとこ

ろ地域包括支援センターにおいては、「もの忘れ

“めやす”チェックリスト」による相談は受けて

おりませんが、今後必要に応じて専門医に受診す

ることを勧めたり、また生活習慣病の予防や悪化

の予防などについての保健指導を行うなど相談者

の状況に合わせた対応を行ってまいります。

以上、私からの答弁といたします。

〇議長（黒井 徹議員） 三島市民部長。

〇市民部長（三島裕二君） 私からは、大項目３

のごみの分別等について、小項目３点について申

し上げます。

初めに、小項目１のごみの分別変更に対する周

知方法等につきましては、この間使用済み割り箸

が炭化ごみから埋め立てごみへの区分の変更、小

型家電リサイクル事業によりまして小型家電が埋

め立てごみから資源物への区分変更と個別の品目

ごとに若干の排出ルールの変更を行ってきており

ます。このような場合の周知方法ですが、広報や

チラシによる周知、ホームページの更新を行って

おります。また、他市町村から転入された方には

自治体ごとにごみ排出方法が異なることから、個

別に説明を行って周知に努めているところです。

適正なごみ処理は、市民の皆さんの御協力をいた

だいて進めていかなければなりません。市民の皆

さん、さらには事業者の意識の啓発を図るなど、

今後ともごみ分別ルールの周知に向け取り組んで

まいりたいと考えております。

次に、小項目２のごみ収集の現状と課題につい
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てにつきましては、現在のごみ収集体系は名寄地

区の市街地は戸別収集、農村部においては収集経

路沿いの拠点回収となっております。これに対し

て風連地区はステーション収集となっており、資

源物の回収についても風連地区の１９カ所に設置

してあるリサイクルステーションに持ち込みをす

る方式がとられております。風連地区のステーシ

ョン収集につきましては、合併前の風連町時代に

風連町衛生組合でごみ収納箱設置事業としまして、

昭和５８年から２３年間で１３６基のごみ収納箱

への半額の補助を行ってきた経緯がありまして、

現在風連地区に設置されているごみ収納箱は１１

１カ所となっております。また、風連地区のステ

ーション収集の制度維持のために、ごみステーシ

ョンに分別されていないごみがとどまると町内会

等からの連絡により職員が回収に行き、排出者の

特定をして個別指導を行ったり、その町内会用の

分別チラシを作成し、配布、回覧を行うなどして

おりますので、御理解をお願いします。

現在ごみ排出に当たりましては、カラスや野良

猫の被害防止、風による飛散防止のため、中が見

える透明なものや網目状のネットのようなもので

覆う等の対策をお願いをしており、必ずしもごみ

収納箱を設置しなくてもよいことになっておりま

す。

なお、ごみステーションに対する修繕や更新時

の補助制度について質問をいただきましたが、複

数世帯が共同で利用しているステーションが補助

対象となると、市街地区以外の拠点収集を行って

いる農村地区や市内にある４００カ所以上のアパ

ート等の集合住宅も含めると相当数に上ることか

ら、従来どおり個々に対応していただきたいと考

えております。

最後に、小項目３のイベント等におけるごみの

分別についてにつきましては、イベント開催時に

おけるごみ処理はイベント主催者の責任において

ごみ処理を行っていただいております。イベント

では、地場産品を使った食べ物の提供や飲料水の

販売等が行われており、イベント会場では飲食後

の残渣やトレー、割り箸、空き缶、ペットボトル

等多くのごみが排出されます。主催者側も分別、

回収ボックス等を設置するなど対応をしていただ

いておりますが、必ずしも分別排出のルールが徹

底されていないことから、現状ではその多くが埋

め立てごみとして処理されているものと考えてお

ります。

他自治体の取り組みの中では、イベント時のご

みの分別を徹底するため、ごみ回収場所に排出指

導の人員を配置して分別指導を行ったり、排出者

みずからペットボトルのすすぎを行う等、分別に

御協力をいただいている姿が見受けられます。ま

た、排出時において分別の徹底を図ることにより、

イベント会場が清潔に感じられることはもとより、

全てのごみが混在したごみの山を生まないため、

イベント終了後のごみ処理も適切に行えることか

ら、見習うべき取り組みであるものと考えている

ところです。当市におきましても多くのイベント

が開催されておりますので、イベント開催時の分

別マニュアル等を作成するなど、イベント主催者

に対する協力依頼をしてまいりたいと考えており

ます。

以上、私からの答弁とさせていただきます。

〇議長（黒井 徹議員） 浜田議員。

〇１番（浜田康子議員） ただいまそれぞれ御答

弁いただきました。それでは、再質問に移らさせ

ていただきます。

まず、大項目１の地方自治とコミュニティーに

ついてですが、行政がコミュニティーに必要な集

いの場の提供や活動のサポートを行い、それらを

通じて人材の育成確保など地方自治の推進を図っ

ていることについては理解をしました。しかしな

がら、市街地はもちろんですが、９月７日付の名

寄新聞には農家戸数が四半世紀で半数になり、地

域活動への影響不安との記事があります。それは、

商工業においても同じではないかと思います。ま

た、現状においては町内会では担い手不足や未加
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入者の問題など多くの問題があります。そうした

中で地域自治の推進を図るためには、コミュニテ

ィーにおける一層の努力が欠かせないものの、行

政側における取り組みも一層踏み込む必要がある

と思います。

他の自治体の取り組みを見ますと、形や内容等

はさまざまあるようですが、地域担当職員制度を

取り入れている事例が相当数あるようです。ある

レポートでは、道内において約３割の自治体が導

入しているとの報告もあり、その意義を次のよう

に示しています。第１としては住民との関係を改

善する手段としての意義、言いかえると行政職員

と住民の間に顔の見える関係が構築されること、

第２には住民と行政のパイプ役としての意義、第

３には自治体職員の能力向上が期待できることが

挙げられています。しかし、一方では課題も示さ

れており、その導入には十分な調査と制度の検討

が必要かと思いますが、さきの定例会で職員の町

内会への加入状況が８割程度であるというお答え

でしたが、その改善策としてはもとより地域の実

情を知る、いわゆる現場を知るということは職員

の向上、市民ニーズに沿った政策立案につながる

ものと考えますので、ぜひ御検討をお願いしたい

思いますので、お考えをお聞かせください。

〇議長（黒井 徹議員） 臼田総務部長。

〇総務部長（臼田 進君） ただいま浜田議員か

らは、地域担当職員制度についての御提案をいた

だいたということであります。あわせてこの制度

の導入に伴って私どもが抱えている職員の町内会

の未加入についても解決に向けての方策になるだ

ろうという具体的な提案をいただきました。あり

がとうございます。

まず、職員の未加入の町内会の加入のことにつ

いてから触れさせていただきたいと思いますけれ

ども、職員の中にあっても地域の役員を担うなど、

あるいはボランティア活動も含めて積極的に地域

にかかわっている職員がこれは相当数いるという

ことであります。ただし、その一方で議員が言わ

れましたように、あるいはさきに答弁させていた

だいたように、職員全体としての町内会の加入率

は８割ということでありますので、残念ながら２

割弱の職員がまだ未加入ということであります。

ここについては、今提案いただきました地域担当

職員制度とは別にしっかりと町内会の加入への呼

びかけと、そして活動への積極的な参加について

指導を促していく必要があると思っておりますの

で、引き続き取り組んでまいりたいというふうに

思っております。

また、町内会の加入の関係、これは一般の市民

の部分でも触れられておりましたけれども、ここ

については全市的な課題だというふうに考えてい

るところであります。課題解決に向けては、町内

会や地域による加入の呼びかけについてはもとよ

りでありますけれども、町内会活動を通じたコミ

ュニティー意識の醸成など、地域の取り組みがま

ず必要だというふうに思っておりますけれども、

市の役割といたしましても転入時等の窓口での町

内会の加入の呼びかけですとか、あるいは地域自

治活動の推進など、これらの支援を通じて促して

いく必要があるだろうというふうに考えていると

ころであります。しかしながら、実態としては人

口減少問題や、あるいは高齢化の問題も相まって

なかなか極端に数字が上がる状況ではないという

実態にあるということで捉えているところであり

ます。

そこで、先ほど浜田議員に地域担当職員制度の

導入についての提案をいただいたということであ

ります。行政として一歩踏み込むべきではないか

という御提案だったというふうに思いますが、議

員が言われますように導入のメリットとしては３

つ挙げていただきましたけれども、そういったメ

リットがあるというふうに考えているところであ

ります。地域活性化の推進ですとか、住民との交

流を通じた人脈形成、あるいは地域の実情を具体

的に知ることもできるというふうに思いますので、

そういった意味では職員に、あるいは行政にとっ
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てメリットが想定されるわけでありますが、浜田

議員も言われたとおり一方ではやはり課題もある

ということだというふうに思っています。導入に

当たっては、やはり地域と行政がともに目的を十

分に理解をし、共有し合うことが１つ必要だとい

うふうに思いますし、互いの役割分担ですとか、

互いの関係をさらに高めるという、さらには効果

を発揮するためにはどういう制度設計していくか

という部分がありますので、ここについては少し

調査研究の必要があると思っております。他の自

治体の取り組みなどもあるということで今お伺い

しておりますし、私ども把握している部分がござ

いますので、そういった調査研究を踏まえながら

次期２次総合計画がございますけれども、その策

定の議論におきましてぜひ検討させていただきた

いというふうに思っております。御理解をいただ

ければと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 浜田議員。

〇１番（浜田康子議員） 次期総合計画の中で検

討されるということですので、ぜひ前向きに御検

討いただくとともに、場所の提供や活動への支援

など既存の取り決めについてもニーズに沿ったき

め細かな対応をいただくことをお願いして、次の

質問に移りたいと思います。

保健師のほうの地区担当制についてですが、す

ぐに結果が出ることでないのは理解できています。

区割りについてですが、民生委員さんの担当を参

考にしたということですが、今後地域性やその地

域の特性に応じた担当地区の見直しなど柔軟な考

えがあるのか、いかがでしょうか。

〇議長（黒井 徹議員） 田邊健康福祉部長。

〇健康福祉部長（田邊俊昭君） 保健師の地域担

当制の区割りの今後の考え方ということで御質問

をいただきました。現状といたしましては、担当

として地区や家庭への訪問が入り始めたばかりと

いうことでもありまして、これから特定健診です

とか、その事後指導、また未受診者宅への訪問が

本格化いたしますことから、今年度は地域の皆さ

んに地区担当制をＰＲすることに重きを置かせて

いただきまして、保健センター内での定例で実施

しております地区業務調整会議等におきまして情

報共有を図りながら、地域の健康課題や全体像の

把握に努めてまいりたいと考えております。当面

基本的には現状の振り分けを変えず、地域との連

携や協働活動を進めながら一定の時期に地域の実

情に応じて検討してまいりたいと考えております

ので、よろしくお願いします。

〇議長（黒井 徹議員） 浜田議員。

〇１番（浜田康子議員） わかりました。これか

らも住民が不安を感じないように進めていただけ

ればと思います。

また、今顔を覚えていただくというお話でした

が、顔の見える支援という視点からも職員の皆さ

んが下げているホルダーのネームが見づらいこと

がありますので、わかりやすい位置につけていた

だけることをお願いいたします。また、できれば

名刺に顔写真を入れていただき、地区担当の皆さ

んが地域の皆さんに顔を覚えていただき、自分た

ちの地域の保健師さんとより信頼されることにな

ればいいかとも思います。

次に、士別市では、保健師の地区担当制につい

て２６年度よりモデルケースでの活動をして、本

年度より本格的始動をし、統括保健師という職種

を設けておおむね月１回の会議を包括支援センタ

ーの担当者と情報の共有をしているというお話を

聞いております。名寄市の場合は、どのように保

健センターと包括支援センターの連携をとってい

るのかお伺いします。

〇議長（黒井 徹議員） 田邊健康福祉部長。

〇健康福祉部長（田邊俊昭君） 今保健センター

と地域包括支援センターの連携ということで御質

問をいただきました。当市では、現在保健センタ

ー及び地域包括支援センターにそれぞれ保健師で

あります主幹を配置をいたしまして、両主幹が常

時連携を図りながら保健師の活動を統括して住民

や地域全体の健康の保持、増進につながるような
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事業や施策に反映させているところであります。

地域包括支援センターと保健センターの連携につ

きましては、地域包括支援センターの日常生活圏

域が名寄市全域を一地区といたしておりますので、

保健センターとの地区分けが一致をいたしません

けれども、それぞれが業務や訪問におきまして連

携が必要なケースが出た場合におきましては、担

当間で協議をいたしまして迅速な対応ができるよ

う努めてきております。また、両センターの情報

共有の場を設けながら、双方が関係する課題の解

決に向けてともに検討することとしておりまして、

引き続き課題や重点的項目に関しましては共通認

識を深めながら連携した活動の推進に努めてまい

りたいと考えております。

また、この地域の包括的な保健、医療、福祉、

介護などのシステムの構築とその具体的な運用に

おきましては、保健師は主要な役割を果たすもの

でありますので、組織の横断的な連携が重要であ

ると考えておりますので、今後とも連携を深めて

まいりたいと考えております。

以上です。

〇議長（黒井 徹議員） 浜田議員。

〇１番（浜田康子議員） 訪問のケースで連携を

とっているということですが、市民に直接かかわ

る職員の方々にはいろんな御苦労もあるかと思い

ますが、市民の健康や生活を守るためにも担当職

種を超えてより一層の連携をお願いいたします。

また、しっかり頑張っている姿を皆さんにも印象

づけるようにお願いいたします。

次に、子供たちへの認知症の啓蒙についてです

が、安心して徘回できるまち、認知症に優しいま

ちと言われる福岡県大牟田市では、小中学生から

認知症の正しい理解をと認知症絵本教室という取

り組みが行われています。若年層をターゲットと

した普及啓蒙を行うことにより、その普及啓発を

受けた子供たちが成長してきたときに効果があら

われるといいます。大牟田市の平成２３年６月の

地方新聞に載った記事によりますと、記事の内容

がちょっといいですかと部活帰りの高校生が見知

らぬおばあさんに話しかけられ、違和感を持った

高校生が話を進めて家がどこかわからないという

言葉を聞き出し、警察へ送り届けたとのことです。

高校生は徘回中のおばあさんを助けた形になった

そうですが、見知らぬ人に積極的にかかわること

は勇気の要ることです。名寄市においても見知ら

ぬ人に積極的にかかわれる人を育てていくために、

早目の取り組みが必要ではないかと思います。そ

の対応について具体的にお聞かせください。

〇議長（黒井 徹議員） 馬場こども・高齢者支

援室長。

〇こども・高齢者支援室長（馬場義人君） 浜田

議員からは、ただいま福岡県大牟田市の事例を挙

げていただきまして、子供たちの認知症の取り組

みへの事例の御質問だったかと思います。紙芝居

を利用してということで質問だったかと思うので

すが、私ども本市におきましては小中学生を対象

とした認知症の理解を深める取り組みといたしま

しては、今年度中にモデル事業といたしまして中

学生または小学生の高学年向けに認知症サポータ

ー養成講座を開催する計画をしているところでご

ざいます。ただいま議員の御質問いただきました

事例のように、子供に認知症を理解していただく

ためには、子供でもわかりやすいような取り組み

や工夫が必要だと考えているところでございます。

今回のモデル事業におきましては、認知症のサポ

ーター支援や指導者養成を行っております全国キ

ャラバン・メイト連絡協議会が発行している中学

生向け、小学生向けの教材を使用した講習会を開

催するということで予定をしておりますが、今後

につきましては議員から貴重な御提言をいただき

ましたので、その御提言いただきました内容も含

めて今回実施するモデル事業を参考としながら、

以降の開催方法やその使用教材につきまして研究

を進めてまいりたいと考えております。

〇議長（黒井 徹議員） 浜田議員。

〇１番（浜田康子議員） モデル事業として行っ
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ていただけるということで、よろしくお願いしま

す。名寄市も認知症に優しいまちと言われるよう

になりたいと思いますので、よろしくお願いいた

します。

次に、平成２７年度の介護保険料通知の中に物

忘れリストを入れたということですが、これから

もさらに生かして利用していく取り組みとして、

同じようなチェックリストを来年度も配布して、

前年と比べるようにしていったらどうでしょうか。

そうすることによって自分の状態を前年と比べる

ことができ、認知症に対する不安を少しでも解消

できたり、受診のきっかけになるなどツールの一

つとして役に立つのではないかと思いますが、そ

の取り組みのお考えがあるのかお聞かせください。

〇議長（黒井 徹議員） 馬場こども・高齢者支

援室長。

〇こども・高齢者支援室長（馬場義人君） 議員

のおっしゃるとおり、「もの忘れ“めやす”チェ

ックリスト」の毎年配布の御質問だったかと存じ

ます。このチェックリストにつきましては、認知

症介護研究・研修東京センターというところのセ

ンター長でいらっしゃいます本間先生の監修に基

づきまして、本年度先ほども御答弁させていただ

きましたように６５歳以上の第１号被保険者の方

々全員に配布をさせていただいたところでござい

ます。 ８８８人と記憶しておりますが、お送り

させていただいたところでございます。このチェ

ックリストが現状の生活と１年前の状況を比べて

チェックをしていくという内容になってございま

して、議員から今御提言いただいた内容からいき

ますと、日々というか、毎年の状況をチェックし

ていくという意味では隔年とか何年かに１回とい

うよりも毎年配布するということは有効な御提言

かなというふうに考えております。

ただ、今回配布させていただきました資材につ

きましては、御提供いただきました相手方の版権

の問題もございますので、来年度以降使用する資

材につきましては今年度中に検討を行い、新年度

につなげてまいりたいというふうに考えておりま

すので、どうぞよろしくお願いいたします。

〇議長（黒井 徹議員） 浜田議員。

〇１番（浜田康子議員） よろしくお願いします。

次に、ごみのほうに移りたいと思うのですけれ

ども、小項目１のごみの分別変更に対する周知方

法についてですが、改めて割り箸等の分別排出を

含めた今後の周知方法をどのように考えているの

かお伺いします。

〇議長（黒井 徹議員） 三島市民部長。

〇市民部長（三島裕二君） ごみの分別変更に対

する周知方法につきまして改めて質問をいただき

ました。先ほども申し上げましたけれども、基本

的には広報紙やチラシ、ホームページの更新等で

周知を図っておりますが、１０月広報の中では秋

の清掃週間のお知らせとあわせて古着のリサイク

ル回収の一部変更、これ着物等が回収品目から外

れることになりますけれども、使用済み割り箸に

つきましても再度改めて班回覧の中で周知を図り

たいと考えております。よろしくお願いします。

〇議長（黒井 徹議員） 浜田議員。

〇１番（浜田康子議員） 周知については、これ

からもわかりやすい広報をよろしくお願いします。

次に、小項目３のイベントにおけるごみ処理に

ついてですが、ほとんど埋め立て処理されている

状況とのことで、埋め立て処分地の延命のために

も何かの手だて、工夫が必要と考えます。

実は、８月のしもかわうどん祭りに行き、その

ごみの分別のすばらしさに驚きました。平成１８

年からうどん祭りの実行委員会が２日間にわたり

完全にごみの分別が行われてきたということです。

お祭りの会場には、ごみを処分できる場所が入り

口の一番目立つ場所の１カ所しかなく、そこには

簡易シンクを設置し、食べた人みずからが器を洗

い、バケツに捨て、分別を指導してくれる方の前

にあるごみ箱に地域の分別に従って捨てていまし

た。私も確認させてもらいながらおいしく食べた

簡易丼を洗い、割り箸を捨ててきました。たった
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それだけのことでも気持ちのいいものでした。

衛生施設事務組合構成市町村で人口が最大であ

る名寄市が限りある埋立地の維持のためにもイベ

ントにおける分別を下川町に学び、簡易シンクを

設置し、イベントに訪れた人々にごみの分別に協

力していただき、子供たちはもちろんふだんは家

でごみの分別にかかわらない方に対しても意識づ

け、ごみの分別広報になるかと思います。ぜひ簡

易シンク、ごみ箱、横断幕、表示のボード等を用

意していただき、その備品を子供や力のない人で

も容易に移動や準備ができるように工夫していた

だきたいと思いますが、どのような対応をお考え

かお聞かせください。

〇議長（黒井 徹議員） 三島市民部長。

〇市民部長（三島裕二君） 埋め立て処分場の延

命のためにもイベントにおけるごみ分別の徹底は

大きな課題の一つであります。イベントに限らず、

ごみの分別は市民の皆さんの協力がなければ成立

がしません。ここは、イベントの主催者がごみの

分別に御協力をいただけるということが前提とな

りますけれども、ペットボトルをすすぐための簡

易シンクを初め、分別のためのごみ箱、各種の表

示板ですとかボード等々必要な貸し出し物品です

とか備品、体制などについて協議をさせていただ

きながら取り組んでまいりたいと考えております

し、イベントに参加の皆さんがそれぞれ整然と分

別する姿が子供たちのごみ分別に対する大切な意

識づけにつながることを期待をするところです。

〇議長（黒井 徹議員） 浜田議員。

〇１番（浜田康子議員） 大変な前向きな答弁あ

りがとうございます。ごみの処理という、余り気

持ちのよいきれいな仕事ではないと考えられます

が、汚れていたものがきれいに始末されるという

ことは市民の皆様にもしっかりと評価していただ

けることだと思います。

最後に、２番目のごみの収集の関係ですが、ご

みの収集については生活の基本となる制度であり

ますので、基本的には市内全域同一の方法で取り

組まれることが望ましいと思われますが、歴史的

な背景や条件などからそれぞれの方式で適正に運

営管理なされ、市民の生活が保障されることが重

要だと思っています。そこで、歴史的背景や条件

も含めて考えをもう少しお話ししたいと思います。

ごみステーション方式では、民地も含めて収集場

所を確保し、そこに一定の戸数のごみが集められ

ることとなります。当然収集日ごとですから、頻

繁に他人のごみが特定の地先に相当数、市街地に

おいては単純計算でも２６戸程度のごみが集まる

ことになります。そのため地先の理解を得ること

はもとより、環境衛生や景観の観点あるいは回収

の面からも適正に収集、保管されなければならず、

一部例外はあるものの、風連地区ではごみステー

ションの方式を選択した必然としてごみ収集箱の

設置が進んだということがあります。高齢化によ

り当番制での管理が維持できなくなった町内会で

は、管理人を置き、謝礼を支払って維持管理に努

めている地域もあります。

また、答弁にありました衛生施設事務組合によ

る収集箱設置に対する支援についても行政として

ごみステーション方式を導入した、その回収シス

テムの一環としてごみ収集箱の必然性を認識し、

行政の補助金と住民の負担金から成る衛生施設事

務組合で助成措置を講じたということであり、言

いかえると行政も間接的に補助を行い、設置の後

押しをしたという経緯があるわけです。答弁にあ

った拠点回収については、ある意味同様の考えが

必要かと思いますが、集合住宅については家賃を

得ている家主さんがいるという意味では区分があ

ってもよいと思います。また、収集に当たりごみ

収集箱を必須としていないということでしたが、

戸別収集でも小型のごみ収集箱を設置している方

がおられることは認識しておりますが、先ほども

申し上げたようにごみステーション方式の必然と

して行政も後押しし、回収システムのごみ収集箱

が浸透、位置づけられていることであります。改

めてステーション方式におけるごみ収集箱への支
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援について考えをお伺いします。

〇議長（黒井 徹議員） 三島市民部長。

〇市民部長（三島裕二君） ごみ収納箱に対する

助成制度につきましては、先ほども申し上げたと

ころでありますけれども、旧名寄地区におきまし

ても農村部あるいはアパート、マンションにつき

ましては拠点回収となっておりますし、個人の方

が所有するものなど鉄製の既製品や手づくりのも

のなど、さまざまなごみ収納箱を設置していただ

いておりますが、ごみステーションの修繕等経費

やごみ収納箱の新規あるいは更新のための購入補

助につきましては、バランスですとか公平性の観

点から、ある地域に限定することは考えられませ

んし、市内全域ともなると対象が相当数に上るこ

とから、制度化は困難と考えておりますので、御

理解をいただきたいと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 浜田議員。

〇１番（浜田康子議員） 御答弁いただきました。

バランスと公平性ということでしたが、ステーシ

ョン方式におけるごみ収集箱の支援は難しいこと

だということだと思います。同一の方式で特定地

域への支援ということであれば、御答弁いただい

たように平等の視点からも無理な話であることは

十分理解しています。しかし、地区で異なる方式

を導入しているということは、一律という視点か

らでの平等よりも異なる方式により生じる格差を

是正する公平、公正の視点から優先されるべきと

考えます。ステーション方式を支えているのは、

戸別収集にはないごみ収集場所まで運ぶ地区住民

と収集場所を管理する方々の日々の積み重ねと意

識であり、この協働の姿勢は行政コストの削減に

もつながっているものと考えます。ただいまいた

だいた御答弁内容が公正、公平の視点からどうな

のか、歴史的背景や日々の地域の積み重ね、いわ

ゆる協働による行政コストの軽減への貢献も含め

て総合的な見地から改めてお考えを伺いたいと思

います。理事者の御答弁をお願いし、私の質問を

終わりにしたいと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 久保副市長。

〇副市長（久保和幸君） 浜田議員からは、ごみ

収集に関しまして市民部長の答弁を踏まえて公平、

公正、さらには総合的な視点からお考えをという

ことでありましたが、議員御承知のとおりごみ収

集につきましては合併前の旧市町がそれぞれ制度

をつくるに当たっては時代背景だとか、あるいは

歴史的背景、さらには市民と行政との協働の方式

の差異があって、そこも踏まえて一市二制度とい

う、合併協議で整えたということを御理解をいた

だいていると思います。その背景には、一市二制

度の背景でありますけれども、それぞれの制度に

ついては尊重し合って、それぞれの市民がこれま

で組み立ててきたということを改めて確認した上

での合併協議だったというふうに記憶していると

ころであります。

さらに、本年は合併して１０年ということであ

りますし、当時の協議ではステーション自体の老

朽化などについてはしっかりと踏み込んだ議論に

至っていなかったというふうに、これも記憶して

いるところであります。ただいま議員からの指摘

ございましたことについては、特にことしは合併

して１０周年を迎える節目の年度であるというこ

とも考慮いたしまして、風連地区の町内会連絡会

からの要望もあったわけでありますが、このごみ

ステーションの修繕だけではなくて、これも含め

て支援措置、さらには収集に係る改善等について

は、先ほど公平、公正という観点ということであ

りましたが、それも含めてさまざまな角度から検

証をさせていただいて、研究をさせていただきた

いというふうに思います。

また、研究に当たっては町内会、それから関係

市民、そしてまた収集に係っての検証について関

係所管との調査等々も必要になってこようかなと

いうふうに思っていますので、その点については

着手したいということを申し上げて、答弁にかえ

させていただきます。よろしくお願いいたします。

〇議長（黒井 徹議員） 以上で浜田康子議員の
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質問を終わります。

〇議長（黒井 徹議員） 以上で本日の日程は全

て終了いたしました。

本日はこれをもちまして散会といたします。

御苦労さまでした。

散会 午後 ２時５９分

上記会議のてんまつを記載し、その相違なきこ

とを証するため、ここに署名議員とともに署名す

る。

議 長 黒 井 徹

署名議員 高 野 美枝子

署名議員 川 口 京 二

平成２７年９月１６日（水曜日）第３回９月定例会・第２号
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平成２７年第３回名寄市議会定例会会議録

開議 平成２７年９月１７日（木曜日）午前１０時００分

１．議事日程

日程第１ 会議録署名議員指名

日程第２ 一般質問

１．本日の会議に付した事件

日程第１ 会議録署名議員指名

日程第２ 一般質問

１．出席議員（１７名）

議 長 １７番 黒 井 徹 議員

副議長 １４番 佐 藤 靖 議員

１番 浜 田 康 子 議員

２番 山 崎 真 由 美 議員

３番 野 田 三 樹 也 議員

４番 東 川 孝 義 議員

５番 川 村 幸 栄 議員

６番 奥 村 英 俊 議員

７番 高 野 美 枝 子 議員

８番 佐 久 間 誠 議員

９番 塩 田 昌 彦 議員

１０番 川 口 京 二 議員

１１番 山 田 典 幸 議員

１２番 大 石 健 二 議員

１３番 熊 谷 吉 正 議員

１５番 高 橋 伸 典 議員

１８番 東 千 春 議員

１．欠席議員（１名）

１６番 佐 々 木 寿 議員

１．事務局出席職員

事 務 局 長 益 塚 敏

書 記 久 保 敏

書 記 開 発 恵 美

書 記 佐 藤 潤

１．説明員

市 長 加 藤 剛 士 君

副 市 長 橋 本 正 道 君

副 市 長 久 保 和 幸 君

教 育 長 小 野 浩 一 君

総 務 部 長 臼 田 進 君

市 民 部 長 三 島 裕 二 君

健康福祉部長 田 邊 俊 昭 君

経 済 部 長 川 田 弘 志 君

建設水道部長 中 村 勝 己 君

教 育 部 長 小 川 勇 人 君

市立総合病院
岡 村 弘 重 君

事 務 部 長

市 立 大 学
松 島 佳 寿 夫 君

事 務 局 長

こども・高齢者
馬 場 義 人 君

支 援 室 長

営業戦略室長 水 間 剛 君

上下水道室長 天 野 信 二 君

会 計 室 長 常 本 史 之 君

監 査 委 員 上 田 盛 一 君
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〇議長（黒井 徹議員） 本日の会議に１６番、

佐々木寿議員から欠席の届け出がありました。６

番、奥村英俊議員からおくれる旨の届け出があり

ました。

ただいまの出席議員数は１６名であります。定

足数に達しております。直ちに本日の会議を開き

ます。

〇議長（黒井 徹議員） 日程第１ 会議録署名

議員の指名を行います。

会議録署名議員には、会議規則第８７条の規定

により、

８番 佐久間 誠 議員

１８番 東 千 春 議員

を指名いたします。

〇議長（黒井 徹議員） 日程第２ これより一

般質問を行います。

通告順に従い順次発言を許します。

豊かな心と健やかな体を育てる教育の推進につ

いて外２件を、山崎真由美議員。

〇２番（山崎真由美議員） おはようございます。

議長の御指名を受けましたので、通告順に従い順

次質問をいたします。

最初に、豊かな心と健やかな体を育てる教育の

推進について質問いたします。ことし７月、岩手

県の中学２年生の男子生徒がみずから命を絶った

ニュースは本当に痛ましく、報道を聞く者の心に

大きな衝撃を与えました。また、８月に大阪府で

起きた男女中学１年生の事件など、社会のひずみ

を考えざるを得ない状況があります。青少年の健

全育成については、本人はもとより地域の未来に

つながる大きな課題であると言えます。

本市においてもことし８月付で教育委員会から

公表された平成２６年度教育委員会事務の管理及

び執行状況の点検・評価報告書に重点目標として

規範意識や公正な判断力、自他の生命を尊重する

心などの育成、いじめ、不登校の未然防止、早期

発見、早期対応についての記載があり、取り組み

が進められてきています。

そこで、１点目として昨年度から取り組みが進

められております名寄市小中学校いじめ防止サミ

ットによる取り組みの実態から、児童生徒の意識

の変容についてお聞きいたします。

また、規範意識の定着には、学校だけでなく家

庭、地域の教育力も重要であります。２年目を経

過したばかりではありますが、いじめ防止サミッ

トの取り組みを一つの核として地域に発信し、さ

らなる心の育成を図るべく、教育行政の役割につ

いて今後の展望をお聞かせください。

２点目として、心に不安定な要素を抱えやすい

年齢にある児童生徒に対する教育相談対応につい

てお聞きいたします。名寄市内４中学校のうち３

校においては、校舎内に心の教室が設置されてお

り、心の教室相談員が教師とは別の立場で生徒の

心に耳を傾け、心の成長に寄り添うべく相談活動

を行っています。しかし、勤務時間は年間７００

時間と定められていることから、時には実態にそ

ぐわないことが考えられます。今後より一層教育

相談の充実を図る上において、相談員配置に関す

る見解をお聞かせください。

３点目は、健やかな体を育てる観点から、義務

教育小中学校における教育環境についてでありま

す。北海道においても夏期間の気温が３０度を上

回ることもあり、熱中症への対応も必要なケース

が出てきています。このことから、教室環境の整

備としては空調や網戸の設置、屋内及び屋外にお

ける飲料水の確保が必要であると思いますが、各

学校の現況はどのような状況にあるでしょうか、

お聞きいたします。

また、日々使用頻度の高いトイレの状況につい

て、築年数の古い校舎の中には洋式便器の設置が

少ない学校もあり、不便さを感じながらも過ごし

ているケースが見られます。改善の計画について

お聞きいたします。

次に、大項目２点目、名寄市におけるスポーツ
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振興について質問いたします。ことしの夏、健康

の森の鮮やかな芝生で熱心に練習に励むアメリカ

ンフットボール部の大学生の姿に出会いました。

声をかけてみますと、彼らはここ数年合宿先を名

寄に決め、なよろ温泉サンピラーに宿泊しながら

健康の森で練習しているとのことでした。さらに、

宿泊先の対応、特に食事面での配慮や送迎等に感

謝していると感想を話してくれました。また、雪

質日本一を誇る名寄ピヤシリスキー場やピヤシリ

シャンツェには日本を代表する多くのアスリート

を迎えています。そして、北海道立サンピラーパ

ーク内のカーリングホールでは外国チームの合宿

も行われています。

そこで、１点目として市内の各施設利用におけ

る合宿の実態についてお聞きいたします。

また、名寄市が市外から多くの合宿の受け入れ

を行っていることは、交流人口の拡大等の目的が

あろうかと思います。今週月曜日に開催されまし

た第３回地方創生総合戦略検討特別委員会でも合

宿の誘致の推進について平成３２年に ０００人

とする目標値が示されました。このように合宿誘

致を目指す名寄市としての目標達成に向け、その

具体的計画についてのお考えをお聞きいたします。

２点目は、青少年のスポーツ振興を目指す環境

整備についてであります。名寄市内各施設の中で

もとりわけスポーツ施設においての青少年活動は

定例化し、活発に行われていると認識しています。

学校教育下の部活動だけではなく、放課後の学校

開放による少年団活動や各種スポーツクラブ活動

など熱心な取り組みが進められていることから、

その活動をさらに充実させるためにはさらなる環

境の整備が望まれています。環境を整えることが

できれば、種目によっては市外から訪れる合宿チ

ームとの合同練習会や競技会の開催、または競技

会の観戦、指導者の研修を含む交流会など積極的

な取り組みができるのではないかと期待いたしま

す。また、基礎体力の向上を目指す活動の中では、

食育も取り入れ、他種目他チームでの合同練習も

よい刺激となることから、体育館、研修室、調理

場などそれらの施設がそろった環境を望む声も寄

せられています。今ある施設を有効活用する考え

方に立って、スピード感を持って今できる環境改

善策についての見解をお聞きいたします。

最後に、大項目３点目、地域福祉の推進につい

て質問いたします。まず、１点目は、生活困窮者

自立支援事業の実施状況についてであります。本

年４月から生活困窮者自立支援事業がスタートし、

６カ月目を迎えました。近年経済的困窮または社

会的孤立の状態にある人々が増加してきている状

況の中で、困り感を抱えながらも今まで十分に支

援の手が差し伸べられてこなかった人々を支援す

る事業として十分機能を果たしていくことが望ま

れています。本市においても広報なよろ第１０９

号によりその事業開始の内容が紹介され、自立相

談支援事業と住宅確保給付金の支給事業が進めら

れています。そこで、相談件数と実際の事業の状

況についてお聞きいたします。

２点目は、関連機関連携による見守り体制につ

いてであります。生活困窮者が抱える多様で複合

的な課題解決を目指す上では、自治体の内部にと

どまらず、職業安定所、保健所、民生委員児童委

員など関係機関の連携が不可欠であります。生活

困窮者の相談に対し継続的かつ包括的に対応する

ことが重要であることから、地域の見守り体制に

ついて名寄市の現況をお聞きいたします。

以上、壇上からの質問といたします。

〇議長（黒井 徹議員） 小川教育部長。

〇教育部長（小川勇人君） おはようございます。

ただいま山崎議員からは、大項目で３点にわたり

御質問をいただきました。大項目１及び２につき

ましては私のほうから、大項目３につきましては

健康福祉部長からの答弁となりますので、よろし

くお願いいたします。

初めに、大項目１の豊かな心と健やかな体を育

てる教育の推進について、小項目１の名寄市小中

学校いじめ防止サミットによる取り組みの実態と
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展望についてお答えいたします。いじめは、いじ

めを受けた児童生徒の教育を受ける権利を著しく

侵害し、その心身の健全な成長及び人格の形成に

重大な影響を与えるのみならず、その生命または

身体に重大な危険を生じさせるおそれがあるもの

であります。いじめをなくすためには、よりよい

人間関係づくりを基盤とした集団づくりが大切な

ことから、各学校におけるいじめの防止等に資す

る児童生徒の自主的な企画及び運営による活動を

一層強力に推進することが重要であります。この

ため教育委員会では、名寄市いじめ防止基本方針

に基づき市内の全小中学校の児童生徒によるいじ

めの根絶に向けた自主的な取り組みの活性化を図

るため、平成２６年度より名寄市小中学校いじめ

防止サミットを実施しております。平成２６年度

に実施しました同サミットでは、各学校における

いじめ防止に係る取り組みを発表したり、名寄市

小中学校いじめ防止宣言の採択などを行いました。

その結果、児童生徒はいじめを許さない学校をつ

くるためには学校全体でいじめ防止の取り組みを

進めることが大切であるという意識を高めること

ができたと考えております。

また、本年度に実施しました同サミットでは、

児童生徒のいじめを許さない意識や態度をより一

層高めるため、各学校のいじめ防止に係る取り組

みについて質問や意見を発表したり、名寄市小中

学校いじめ防止標語の採択を行いました。さらに、

全児童生徒を対象に名寄市小中学校いじめ防止宣

言の定着状況に係るアンケート調査を実施し、調

査結果について意見交流を行いました。その結果、

全体会での児童生徒のまとめの発言にもありまし

たが、アンケート調査の結果が１００％よい結果

となるようこれからもいじめ防止の取り組みを進

めていかなければならないという意識を高めるこ

とができたと考えております。

このような名寄市小中学校いじめ防止サミット

の取り組みを受けて、現在各学校では児童会、生

徒会活動によるいじめ防止集会や挨拶運動などの

取り組みを推進しております。例えば児童会が中

心となっていじめの問題に係る劇をいじめ防止集

会で発表し、いじめの問題について全校児童が意

見交流を行ったり、登校時におけるハイタッチ挨

拶運動等を推進しております。今後教育委員会と

いたしましては、学校と連携し、名寄市小中学校

いじめ防止サミットを継続するとともに、同サミ

ットの取り組み内容などの改善、充実を図り、児

童会、生徒会を中心とした自発的、自主的な取り

組みによるいじめを絶対に許さない学校づくりを

推進してまいります。

次に、家庭、地域との連携の今後の展望につい

てですが、いじめを根絶するためには名寄市いじ

め防止基本方針に定めておりますとおり、教育委

員会や学校及び学校の教職員だけではなく、保護

者や地域住民などがそれぞれの役割と責任を果た

すなど地域総がかりでいじめの根絶に向けた取り

組みを推進することが必要であります。このよう

なことから、学校と家庭、地域が一体となって児

童生徒の健やかな心と体を育むため、名寄市教育

改善プロジェクト委員会では読書に親しむ習慣の

大切さや自尊感情を育むことの大切さ、いじめは

許されないと教えることの大切さなどで構成され

ている家庭で取り組む７つのポイントを作成いた

しました。各学校においては、家庭教育の理解と

協力を得るため、家庭で取り組む７つのポイント

を活用し、日ごろから約束や決まりを守ること、

命の大切さや思いやりの心などについて親子で一

緒に考える機会を持つことなどの啓発に取り組ん

でいただいているところであります。また、教育

委員会において市のホームページに家庭で取り組

む７つのポイントを掲載したり、名寄市小中学校

いじめ防止標語のポスターを作成し、市内の全小

中学校はもとより主な公共施設等に掲示をしてお

ります。今後教育委員会としましては、家庭で取

り組む７つのポイントの活用の促進や機会あるご

とに名寄市いじめ防止基本方針の地域住民への一

層の啓発に努めるとともに、各学校に名寄市小中
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学校いじめ防止サミットや学校におけるいじめ防

止の取り組みなどに保護者や地域住民の積極的な

参加を促すような取り組みを一層強力に推進する

ようお願いしてまいります。

次に、小項目２の教育相談について、初めに各

学校における教育相談の取り組み状況についてお

答えいたします。学校には、子供たちが学業の成

績や将来の進路、部活動等の学校での問題を初め、

友人関係や異性関係、家庭問題など一人一人異な

る悩みやストレスを抱えていることから、子供の

悩みに対して適切かつ可能な限り迅速に対応し、

子供が安心して学習に取り組むことができるよう

教育相談を充実させることが求められております。

教育相談は、児童生徒それぞれの発達に即して好

ましい人間関係を育て、生活によく適応させ、自

己理解を深めさせ、人格の成長への援助を図るも

のであり、決して特定の教員だけが行うものでは

ありませんし、相談室だけで行われるものでもあ

りません。このようなことから、教育相談を充実

させるためには個別相談、グループ相談、定期相

談などの相談形態を状況に応じて使い分けるなど

きめ細かく支援することが重要と考えております。

本市の各学校におきましては、全ての教職員が

学習場面はもとより、行事や当番活動などでも体

の不調を訴える、憂鬱な表情をしているなどの子

供のサインに応じて悩みが深刻化しないように子

供に声かけするなどいつでも相談的な働きかけが

行えるようにしています。また、教育相談月間を

設定し、いじめアンケートや相談アンケート等を

活用しながら、学級担任が全ての児童生徒一人一

人と個別に面談するなどして教育相談の充実に努

めております。さらに、子供の悩みや相談内容に

応じて、学校だけで解決しようとするのではなく、

児童センターや児童相談所など適切な専門機関と

連携して進めております。今後教育委員会としま

しては、各学校に対して担任、教科担任、養護教

員等はもとより心の教室相談員や特別支援教育学

習支援員など子供にかかわる全ての教職員が子供

たちのさまざまな不安や悩みを受けとめ、きめ細

かい教育相談が進められるよう働きかけてまいり

ます。

次に、心の教室相談員の配置に関してですが、

教育相談の充実に向け、心の教室相談員が配置さ

れた背景には、平成１１年ごろの校内外における

児童生徒による暴力行為の増加、少年等による凶

悪犯罪の連続的な発生、過去最多となった不登校

児童生徒、いじめ、高等学校中途退学者の増加な

ど児童生徒の問題行動等が多数発生したことが原

因にあります。文部科学省は、これらの問題の解

決のために公立中学校に教職経験者や青少年団体、

指導者等地域の人材を心の教室相談員として配置

し、生徒の悩み等の相談に乗ったり、気軽な話し

相手となったりすることにより、生徒が悩みなど

を抱え込まず、心にゆとりを持てるような環境づ

くりを目的として本事業を実施しました。本市に

おきましては、平成１１年度より北海道の調査研

究委託事業として名寄中学校と名寄東中学校の２

校に心の教室相談員を配置してきました。また、

風連中学校には平成１３年度より配置してきまし

た。平成１６年度以降文部科学省は、調査研究事

業として一定の成果を上げたことなどを理由に本

事業を廃止しましたが、本市におきましては本事

業の実施効果が大きいこと、さらには地域の状況

を踏まえ、市単独事業として実施する規則を制定

し、継続してきた経緯があります。

次に、心の教室相談員の活用状況でありますが、

平成２６年度は名寄中学校、名寄東中学校、風連

中学校の３校に配置し、月平均の来室人数は約２

１７人、相談人数は約１７人に上り、相談内容の

主なものは体や病気、性に関すること、友人関係、

部活動のことなどであります。本年度も３校に相

談員を配置する計画ですが、名寄東中学校の相談

員の退任に伴い後任が補充できず、現在市広報や

ハローワーク等を通して公募をしているところで

あります。

次に、小項目３の義務教育小中学校における環
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境整備の充実についてお答えします。子供たちに

良好な環境のもとで学校生活を送ってもらうため

には、空調設備や水飲み場などの給水設備、また

トイレ等の衛生設備の改善は欠くことのできない

問題と認識しております。特に近年の異常気象と

も言われるような猛暑が続く気象条件の中では、

暑さ対策は重要な課題であることから、各学校に

は網戸を設置したり、高熱になる可能性があるパ

ソコン教室には空調機器を導入するなどの対応を

しており、今後においても計画的な整備を進めて

いきたいと考えております。

また、体育の授業や部活動など屋外での活動の

際に水飲み場が必要となりますが、各学校の状況

を調査したところ、智恵文中学校や風連中学校の

ように体育館出入り口付近などで靴の洗い場や散

水用として水道が設置されているだけの学校もあ

ることから、水飲み場としても利用できるように

改修していきたいと考えております。

学校のトイレにつきましては、近年の生活スタ

イルの変化に伴い、洋式化への要望が子供たちや

保護者からも出されております。特にけがをした

ときなど洋式トイレでなければ利用ができないと

いう実態も指摘されているところであります。こ

のような状況を受け、教育委員会としても年次的

にトイレの洋式化を進めてきておりますが、平成

２６年度においては小学校で２ ６％、中学校で

は３ ８％の洋式化率にとどまっております。現

在建設が進められている名寄南小学校の新校舎に

おいては、全て洋式トイレが設置される計画です

し、その後の風連中央小学校についても名寄南小

学校に準じ整備になると考えられ、洋式化率は向

上すると思われますが、現時点で改築等の整備計

画が示されていない学校については今後も計画的

に整備をしていかなければならないと考えている

ところであります。いずれにいたしましても、今

後も比較的新しい校舎と老朽化した校舎の二極化

の中で市内小中学校の学校運営が進められること

になりますが、子供たちにとって必要な施設整備

は行っていくというスタンスに変わりありません

ので、御理解願います。

次に、大項目２の名寄市におけるスポーツ振興

について、小項目１の市内施設における合宿の実

態についてお答えいたします。初めに、スポーツ

合宿受け入れ人数ですが、平成２４年度に実施し

ました宿泊施設への調査では ４９３人の宿泊数

があり、施設別の内訳ではアルペンスキーが２５

２人、ジャンプが ６２４人、クロスカントリー

が１７４人、健康の森の施設を利用しているサッ

カー、アメフト、ラグビー、陸上などが４４３人

となっております。

次に、合宿の誘致については、現在名寄市まち

・ひと・しごと創生総合戦略推進委員会において

も協議をしていただいております。その委員会で

は、本市の冬季スポーツに適した自然環境、アル

ペンやノルディックスキー、スノーボード、カー

リングなどの競技施設が充実している環境を生か

し、冬季スポーツを中心とした合宿や大会誘致の

推進について協議をしていただいているところで

あります。合宿誘致の目的、効果については、交

流人口の拡大による雇用の安定や宿泊、飲食業等

の活性化、また地域スポーツの振興、施設の有効

利用や地域をＰＲする情報発信など地域の振興に

効果が期待できるものと考えております。合宿誘

致にかかわる具体的な施策の数値目標については、

現在総合戦略推進委員会において協議をしていた

だいているところであります。合宿誘致の推進に

当たっては、市内の関係団体や宿泊施設等と受け

入れ態勢を再構築し、合宿専用のホームページに

よるＰＲ活動を強化して今後本市で開催されます

全国中学校スキー大会やＪＯＣジュニアオリンピ

ックカップなど全国規模の大会の開催を好機と捉

え、事前合宿などの誘致を推進してまいりたいと

考えております。

次に、小項目２の青少年のスポーツ振興を目指

す環境整備についてお答えします。議員から質問

がありました施設は、宿泊や調理が可能な施設に
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ついての整備計画の考えとのことですが、本年第

２回定例会で答弁をさせていただきましたとおり、

現在のところ施設整備の計画はありませんが、閉

校になる校舎や遊休施設など活用について検討し

ていく必要があると考えております。その検討に

つきましては、庁内での検討会議や次期総合計画

策定において議論がされていくものと考えており

ます。

現在活動されている団員及び指導者については、

既存の体育施設などを活用しながら定例の練習、

合同練習、研修会、交流会などが行われています。

宿泊を伴う合宿を行う際には、市内ホテルや旅館、

宿泊可能な公共施設、近隣市町村の施設の利用を

検討いただいているところであります。あわせて

名寄市が宿泊研修施設と位置づけていますなよろ

温泉サンピラーについては、日進地区再整備庁内

等検討委員会において両者からのアンケート調査

を実施し、今後の施設のあり方を含め改修計画を

策定していくこととなっております。施設の整備

におきましては、市民や関係団体などから意見や

要望を聞き取りながら計画を策定していくことと

なりますので、今後も議員からの御意見がありま

したらお願いを申し上げたいと思います。

以上、私からの答弁とさせていただきます。

〇議長（黒井 徹議員） 田邊健康福祉部長。

〇健康福祉部長（田邊俊昭君） 私からは、大項

目３の地域福祉の推進について、小項目１の生活

困窮者自立支援事業の実施状況についてと小項目

２の関係機関連携による見守り体制については関

連がございますので、一括して申し上げます。

本年４月に始まった生活困窮者自立支援事業の

実施に当たり、本市は第２のセーフティーネット

としてさまざまな支援を実施するための入り口と

しての初回面談が重要と考え、総合相談窓口を社

会福祉協議会に設置して社会福祉士の資格を有す

る主任相談支援員１名、相談支援員兼就労支援員

１名を配置して福祉専門職による相談体制を整備

して、その周知を図ってきたところです。また、

ワンストップ支援を強化するために従来から実施

している生活資金の相談や民生委員児童委員によ

るよろず相談との窓口を同じくして、あらゆる悩

みや困り事、心配していることの相談を気軽にし

ていただくための市民の皆さんにとって相談しや

すい相談所となるよう名称を生活相談支援センタ

ーとしたところであります。相談は、電話相談が

多い状況ですが、直接社会福祉協議会へ訪れる方

もいらっしゃいますので、お話をお聞きする際は

相談室もしくは会議室を利用し、プライバシーに

は配慮をしております。

全国的に事業が開始となり、相談件数などが公

表されておりますが、政令指定都市、中核市を除

き人口１０万人で１カ月当たり新規の相談数は平

均１６名の状況です。本市のこの５カ月間での新

規相談者数は３５名となっており、一月当たりに

換算しますと７名となりますので、人口規模で比

較をいたしますと全国平均よりも多くの御相談を

いただいていることになります。相談の件数は、

４月から６月にかけ各月１０件、７月に２件、８

月に３件となっておりますが、傾向として相談事

業開始当初は生活保護に直結する相談件数が多か

ったのですが、次第に債務問題や家族問題などの

複雑な相談が見受けられる状況となってきており

ます。相談の内容は、収入、生活費などの相談が

３０件と一番多く、また家賃、債務、家族問題に

ついての相談となっております。相談後の支援に

ついては、自立相談支援へつなぐものが２件、生

活資金、生活福祉資金へつなぐものが１０件、生

活保護へつなぐものが４件、その他関係機関へつ

なぐものが２件となっております。また、相談す

ることで不安を払拭できたり、いつでも相談する

ことができる相談窓口を見つけたことで満足され

る方も相当数おりました。

これらのさまざまな相談を受け、相談者本人と

作成したプランについては、名寄市を初め社会福

祉協議会、公共職業安定所、民生委員児童委員連

絡協議会、名寄保健所等で構成される支援調整会
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議で協議しており、この支援調整会議はプランの

策定や変更時に開催し、さまざまな団体が多方面

の角度から検証しており、例えば債務整理などで

は弁護士への同行相談を初め、今後本人が自立す

るために有利な資格取得などについて協議し、資

格取得の方法や、またそれを本人が希望している

か、本人の特性に即しているか、さらにはこれら

に関する費用支援なども検討をしております。ま

た、一方では現に急迫し、生活保護につながるケ

ースも数件あり、生活保護を受給しながらケース

ワーカーの支援により就労し、自立につながった

ケースもあります。

また、本事業を進めていく上で重要となるのが

関係機関との連携でありますが、名寄公共職業安

定所、名寄保健所、名寄市民生委員児童委員連絡

協議会、名寄市社会福祉協議会、名寄市立大学か

ら組織される地域ネットワーク会議や市役所内で

の各部署で組織される庁内連携会議などを通じて

さまざまな問題に起因する相談から、本人の希望

に沿った自立に至るまでをフォローできるように

取り組みを進めております。地域ネットワーク会

議においては、困窮者の自立という共通目的、各

所属機関の協調、協力と情報の共有が必要であり、

この地域の特性を踏まえた生活困窮者自立支援事

業を構築するために状況の把握が重要であること

が確認をされております。また、庁内連携会議に

おいては部局横断的な体制の構築と各部署からの

生活困窮者相談支援事業へのつながりと個人情報

の本人の同意後となりますが、プラン策定におけ

る情報の共有と協力が確認をされております。さ

らに、平時の見守りについては、民生委員児童委

員を中心に社協が実施しております名寄市との協

調事業である町内会ネットワーク事業や生活関連

事業者等に御協力を依頼している名寄市地域見守

りネットワークなども活用しながら、より多くの

見守りの目で対象者の発見や情報収集、把握に努

め、複合的な課題を抱えた個人や家族に寄り添い

ながら支援につなげていきたいと考えております。

今後とも地域関係団体とのネットワーク会議や地

域との懇談会などで課題を投げかけて、理解者や

支援者をふやしていく取り組みを進めることによ

り、地域への働きかけを行いながら相談につなげ

てまいりたいと考えております。

以上、私からの答弁とさせていただきます。

〇議長（黒井 徹議員） 山崎議員。

〇２番（山崎真由美議員） 御丁寧な答弁をいた

だきましたが、再度質問をさせていただきます。

先ほどいじめ防止サミットについての取り組み

の状況について説明いただきましたけれども、ま

だ今年度２回目ということですので、今後の取り

組みについては興味深く見守る必要があるところ

だと思っておりますが、実は昨年度いじめ防止サ

ミットが終わったときに子供たちがみずから宣言

をするという形で名寄市小中学校いじめ防止宣言

というものを採択いたいました。これは、私たち

は名寄市内の全ての小中学校からいじめをなくす

ため、次のことを宣言しますということで３項目

を示しています。各学校はもとより公共の施設の

中にこのポスターは掲示されておりますし、その

後もいじめ防止に関する標語等のポスター掲示も

なされています。しかし、防止サミットのある時

期、その時期についての意識は確かに高く、子供

たちの口にも上っているところなのですが、年間

通してということになったときに少し気持ちの掘

り起こしが必要になることもあるのではないかと

思っております。

そのことにつきまして家庭を巻き込んでという

ことの御答弁の言葉をいただきましたけれども、

それについては家庭教育に対する７つの約束事と

いう、そのことの中にいじめに関するものという

ものが含まれているとは思うのですけれども、言

葉がいろいろ錯綜しています状況にあることから、

もう少しわかりやすい子供たちが日常的にすぐイ

メージできるものに関連づけることができないの

かなというふうに思っています。例えば山口県の

萩市には吉田松陰、地域の偉人としての教えが残
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っていまして、明倫小学校においては小学校１年

生から松陰先生の教えということで毎日唱和して

いる言葉があります。きょうよりぞ、幼心を打ち

捨ててという言葉から始まる言葉なのですけれど

も、自分の幼い心を小学校１年生に入ったときに

一度忘れ去ることで人としての道をしっかり学ん

でいくということを毎朝小学校１年生が１学期に

唱和しています。２学期にはまた別な言葉が、３

学期にはまた別な言葉がということで、６年生ま

でそれぞれの子供たちがみずからの生きざまを正

す言葉を唱和しています。そういう形の中で日常

的な取り組みの中につないでいくことができない

か、これはもちろん各学校の考え方ということが

大きいと思いますけれども、やはり名寄市として

の教育行政の目指す方向性も含めて、各学校にそ

ういう啓発をしていただけるということが大事で

はないかなというふうに思っていますので、その

点についての見解をお聞かせいただきたいと思い

ます。

あわせて、これは今のところあくまでも小中学

校ということになっています。しかし、私は三つ

子の魂百までもではありませんけれども、幼稚園

での取り組み、保育所での小さい子供たちにしっ

かりと意識を定着させるということも大事である

と思います。ですので、教育という観点から考え

ますと幼稚園教育ということになりますけれども、

年度を重ねていく今後の見通しとして幼稚園を巻

き込むということについてはお考えがあるのかど

うか、その点についてお伺いしたいと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 小川教育部長。

〇教育部長（小川勇人君） ただいま山崎議員か

らは、いじめの継続的な意識を高めていくという

点だというふうに思いますけれども、おっしゃら

れるとおり当然防止サミットのときには児童会、

生徒会も含めて全体で話をしたりして意識も高ま

っていくかというふうに思いますが、やっぱり時

間が経過することによってその意識が低下してい

くことも懸念されることでありますので、それに

つきましては各学校におきましては定期的に節目、

節目、行事などを通じながら常に啓発を行ってい

ただいているところであります。また、家庭や地

域におきましても年に１回そういったものを配布

しても、それもすぐ忘れられている状況もありま

すので、ホームページ等も載っていますし、公共

施設等の掲示につきましても長期間掲示してもら

うような依頼をしたり、あと市広報につきまして

も節目、節目に掲載してもらうような、そういっ

た継続した取り組みを進めていきたいというふう

に考えているところであります。

それと、幼稚園、保育所児の幼児への啓発とい

うところでありますけれども、私もその点は大変

重要、大切なことだというふうに考えております。

いじめは絶対にいけないことという意識は、幼児

期のころから持ってもらうということが大変重要

な教育だというふうに思っていますので、その点

につきましては今回のいじめ防止宣言を各幼稚園

や保育所など関係する施設に配布をしながら、先

生方には子供たちがわかるような言葉で説明をし

てもらうような、そういった働きかけをしていき

たいというふうに考えていますので、御理解をお

願いいたします。

〇議長（黒井 徹議員） 山崎議員。

〇２番（山崎真由美議員） 決して各学校の取り

組みが足りないということを言っているわけでは

ありません。各学校は、それぞれの学校の特徴に

合わせて、例えば少人数の学校もありますし、１

００人を超える大規模な学校もありますので、そ

の学校規模に合わせて随時取り組みを進めており

ますし、各学級においても担任は常に心を砕いて

おります。それがわかっている上で、あえて地域

の中にその機運を高めることができないのかとい

うことについて申し上げておりますので、改めて

そのことについて言葉にしておきたいと思います

けれども、やはり地域全体の中で児童生徒を見守

る。誰が見ていてもいじめは許されるものではな

い。行動についていつ何どき我が身を正されるか
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わからないという、その意識が子供についても大

人についてもしっかりと育って、人と人との関係

がよりよく構築されていくことを願っております

ので、そのことをあえてもう一度言葉にさせてい

ただきたいと思います。

続きまして、次の質問に移らせていただきます

けれども、心の教室相談員のことです。教育相談

という考え方については、先ほど御答弁の中にも

ありましたけれども、やはり立場が変わると言葉

が変わります。教師の行う教育相談、やはりどう

しても指導が入ります。それに対して心から傾聴

する立場で児童生徒に向き合う相談員については、

やはり子供たちにとっては少し違った形での受け

とめ方がなされているようです。そのことにおい

て７００時間というのは、これは週５日、１日４

時間、そして指導要領で定められております３５

週というところに起因しての７００時間なのです

けれども、夏休みもあれば冬休みもある。まして

や長期休業中においての心の変化というのは、日

常的に担任教師に会わない場であるがゆえに大き

く揺れる場合もあります。ネット社会であります

ので、子供たちは学校に行っていない状況の中で

も大きな悩みを抱えることがあります。この７０

０時間がいいかどうかについては今後御検討いた

だきたいとは思っておりますけれども、少し相談

員の対応できる対応の仕方について、時間も含め

て再度検討していただきたいということを思って

います。

そして、本市は中学校にのみ心の教室を設置し

ておりますけれども、隣の士別市におきましては

士別小学校、士別南小学校、そして士別西小学校

にも心の教室相談員を配置しています。それは、

日常的に子供たちを見守る問題行動があったとき

に相談員がかかわることではなく、常に寄り添う

ことのできる、そういうゆとりのある人間を、し

かも経験値も豊富でしっかりと受けとめることの

できる人を配置しているのだと認識しています。

来年度名寄市においては、名寄南小学校が新しく

なり、子供たちの移動が考えられているところで

あります。今後状況によっては、小学校への配置

等も必要になってくるのではないかということを

思っております。すぐにということではないと思

いますけれども、先生方は教師という立場で日常

的に教科の指導に努力されている中、部活動です

とか生徒指導ですとか自分の時間がない中で最大

限子供たちのために奔走されておりますので、そ

ういう時間に余裕のある人間が学校に配置される

ということの教育的効果についてお考えをお聞か

せいただきたいと思っております。教育長、お考

えをお聞かせいただければと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 小野教育長。

〇教育長（小野浩一君） 先ほど教育部長のほう

からお話ありましたけれども、心の教室相談員の

配置ということにかかわっては、平成１１年ごろ

全国的に生徒の問題行動が多く発生したことを背

景に教師１人当たりに対する生徒の数が多い、主

に大きな学校に配置されたという経緯があります。

その後、子供たちの生徒の問題行動が終息した段

階で多くの市町村では心の相談員の配置を取りや

めております。名寄市の場合は、生徒の問題行動

が終息した後も生徒の指導の充実のためにという

ことで継続して配置してきたという、そういう経

緯があります。また、学校における教育相談とい

うのは、本来学級担任が中心となって全ての教職

員が協力し合いながら進めていくことが、これが

基本でございます。一方、学校における心の教室

相談員の主な役割についてでございますけれども、

これにつきましては今議員もお話しになっており

ましたように、教員とはちょっと異なる立場で生

徒の悩みなどの相談に乗っていただくことなどを

通して、学校の教育相談の充実、これを補ってい

くということにあります。まず、このような心の

教室相談員の配置の背景と、それとその役割につ

いて御理解いただければと思っているところでご

ざいます。

１日４時間、週５日の年間７００時間の中で子
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供の状況に応じて教室の開設、日常弾力的に扱う

などして対応していただくことで、今の現時点で

は充実した教育相談が行えるのではないかと考え

ております。そんなことでぜひ御理解をいただき

たいと思います。ただ、今御指摘がありましたよ

うに子供の状況によってはいろんな問題も多く生

じていることも考えられますので、これを機会に

一回各学校の状況を聞きまして、７００時間の問

題も含めて、また小学校のほうの配置も含めてち

ょっと調査研究してまいりたいと思いますので、

御理解いただきたいなと思います。よろしくお願

いいたします。

〇議長（黒井 徹議員） 山崎議員。

〇２番（山崎真由美議員） ただいま御検討をと

いうことでしたので、その検討の結果を今後聞か

せていただけることを期待させていただきたいと

思いますが、問題行動の低年齢化ということで、

昨日ですか、文科省から報告書が出されました。

それから、全国の不登校、ひきこもりは去年より

さらに上回ってきているという傾向も発表されて

います。ですので、それを食いとめる義務教育の

重要性ということについてはあえて私が壇上で申

し上げることはありませんけれども、特に中学校

においては不登校、ひきこもりというつながりを

断ち切るとりでであるというふうに思っておりま

すので、ぜひとも効果的な配置をお願いしたいと

思っております。

次の質問に移らせていただきます。スポーツ振

興の部分でお尋ねしました合宿誘致についてです

が、合宿誘致が名寄の青少年のスポーツ振興にか

かわることができないのかということを常日ごろ

思っています。競技力向上を目指すときに、先ほ

ど合宿の受け入れ状況についてお話のありました

冬のスポーツ人口、主にジャンプが多数の人数を

占められておりましたけれども、その件について

名寄市でなかなか青少年が育ってこないという実

態があります。しかし、これは６月の定例会でも

確認させていただきましたとおり、立地条件等に

もよりますので、すぐに対応できるということで

はないかもしれませんけれども、冬のスポーツを

支えるための夏場のトレーニングということに関

しましては陸上ですとかその他球技系のスポーツ

においてもサッカーですとかアメリカンフットボ

ール系の合宿もあるわけですから、青少年との交

流の中で、さらに一方通行の交流人口ではなく名

寄市の人間との交流をすることで行ったり来たり

の交流ができるのではないかと思っております。

その点について合宿を地域に根づかせるためにど

んな連携をとられようとしているのか、特に体協

との関係についてお聞きしたいと思います。体協

も巻き込んで連携をとるお気持ちがあるのかどう

かについてお聞きいたします。

〇議長（黒井 徹議員） 小川教育部長。

〇教育部長（小川勇人君） ただいまありました

合宿誘致に来た選手たちとの地元の少年団、団体

との交流によってスポーツの競技力を高めたりす

るということだというふうに思いますけれども、

その点につきまして言われるとおりだというふう

に思います。これまで名寄市においては、合宿受

け入れするための総合的な窓口がないがために、

直接サンピラー温泉なり宿泊施設等、利用する施

設とのやりとりの中で来て利用をいただいている

という状況がありますので、そういった面ではな

かなか事前に地元の子供たちや団体の人たちとの

交流する場面がつくれないという状況ありました

けれども、今後まだ設置をしていませんけれども、

総合的な窓口を設置をしていって、そこが一定程

度受け入れ情報等も収集していくというふうにし

ていきたいと思いますので、その中で来られる団

体に地元の子供や選手との交流練習や交流試合、

また地元の市民との歓迎、交流も含めてそういっ

たこともやれるようにしていきたいと思って今回

の総合戦略の中でも位置づけているところであり

ますし、当然その中には体育協会が各団体と連携

をとる組織でありますので、そことはしっかりし

た連携をとりながら、冬季というふうに言ってい
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ますけれども、陸上やサッカーなどの夏の競技の

合宿も来ていますので、そういった全体的な競技

の取り組みも視野に入れながら名寄市のスポーツ

振興、ジュニア育成につなげていくようなことを

具体的に進めていきたいというふうに考えていま

すので、御理解をお願いします。

〇議長（黒井 徹議員） 山崎議員。

〇２番（山崎真由美議員） 窓口一本化というこ

とで、結局ルートができれば情報も回ってくると

いうことで、そこに期待したいと思いますけれど

も、そのときに各団体の状況、それから代表者だ

けではなく、そこにかかわっている子供たち、親、

指導者、そういう言葉悪いですが、末端といいま

すか、多くの人からの意見を聴取するような形で

進めていただきたいと思います。特に先ほど申し

上げました練習環境等の整備につきましても、や

はり今いる子供たちが育たなければ将来にはつな

がりません。子供を育てるということでは、指導

者も育たなければつながりません。今何ができる

のか、今ある施設の中でできるだけお金をかけな

いで地域を巻き込み、指導者を巻き込み、親を巻

き込む中でできることについては、やはり意見を

聞くというところからスタートしていただきたい

と思っておりますので、その部分についてはお願

いを申し上げておきたいと思っています。

最後になりましたけれども、生活困窮者自立支

援事業の点について１つ再質問させていただきま

す。相談件数について御報告をいただきましたけ

れども、相談に来る方というのは実はエネルギー

があるから相談に来られるのではないでしょうか。

地域の中には、相談に来られない状況でいらっし

ゃる方がひょっとするといらっしゃるのではない

か。それは、病院に通院されていらっしゃる状況

ですとか、例えば子供たちの学校での状況ですと

か、そういう多面的なところから情報をキャッチ

する必要があると思います。相談に一回来られた

けれども、次から相談に来られていない状況です

とか、そういう地域の中でこの事業を必要とされ

ている方たちの掘り起こしについての名寄市での

取り組みについてお尋ねします。

〇議長（黒井 徹議員） 田邊健康福祉部長。

〇健康福祉部長（田邊俊昭君） 初回相談から２

回目の相談につなげるという御質問をいただきま

した。相談の継続は、最初の相談時に当事者の考

え、訴えをいかに傾聴するか、しっかり御本人の

お話を受けとめまして信頼関係をつくることが重

要と考えております。プランの作成が必要と思わ

れる相談内容でも、当事者の心身状況や問題の捉

え方などにより相談が継続しない場合もあるので

はないかと想定はしております。相談窓口とのつ

ながりが切れることのないように、押しつけとな

らない範囲でこちらから連絡をとるなど寄り添っ

た支援を続けていく必要があると考えております。

また、相談の再開要請があった場合については速

やかな対応をとるのはもちろんのこと、見守りが

必要だと思われる場合は定期的な訪問や地域の民

生委員さんを通じて経過を見守るようにしていき

たいと考えております。

また、本事業、制度開始後５カ月というところ

で、この間初回面接、インテーク面接に重点的に

取り組んでまいりました。今後は、２回目の御相

談につなげることが重要であると考えております。

相談を重ねるごとにさまざまな課題も見えてくる

のではないかと思いますので、待ちの姿勢ではな

く、こちらから声かけなどを行いながら相談につ

なげてまいりたいと考えております。いずれにい

たしましても、この自立支援事業は伴走型の事業

でありまして、さまざま課題を抱えた個人や家族

に寄り添いながら今後ともこの支援を続けてまい

りたいと考えています。

以上です。

〇議長（黒井 徹議員） 山崎議員。

〇２番（山崎真由美議員） やはり役所まで来る、

相談窓口まで来るということに対してとても敷居

の高さを感じていらっしゃる方もおられます。そ

ういう声も届いておりますので、今御答弁いただ
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きましたようにそういう方がいらっしゃるのだと

いう認識に立って相談事業、それから生活困窮者

支援事業を進めていただければありがたいなとい

うふうに思っておりますので、ぜひそこの部分、

地域にはニーズがあるのだということを私が言う

までもありませんが、心の底に置いて取り組みを

進めていただきたいと思っております。

以上、質問を終わらせていただきます。

〇議長（黒井 徹議員） 以上で山崎真由美議員

の質問を終わります。

災害に強い名寄市について外３件を、高野美枝

子議員。

〇７番（高野美枝子議員） 茨城県常総市、宮城

県、栃木県など、鬼怒川が決壊し、大きな災害を

引き起こしました。まるで東日本大震災の津波を

思い起こす恐ろしいほどの川の流れでした。亡く

なられた方々に哀悼の意を、被災された皆様方に

心からお見舞いを申し上げます。

阿蘇山も噴火し、地震も頻繁に起こっています。

名寄市でもゲリラ豪雨や線状降水帯の影響で天塩

川が氾濫し、私たちの暮らしや命さえ奪うかもし

れません。一瞬にして起こる、経験値で考える範

囲を超えている災害にどう対応できるのか、大切

な命を何としてでも守っていきたい、そんな思い

で通告順に従いまして、質問をさせていただきま

す。

この地域もこれから台風シーズンを迎えること

になるわけですが、大項目１点目、災害に強い名

寄市について質問をさせていただきます。小項目

１、防災組織の現状と課題について。昨年は避難

を伴う災害がありました。農業被害、橋が流され

るなど近年にない大きな被害でした。その後、市

民や町内会の意識や行動はどのように変化してい

るのか質問させていただきます。

小項目２、名寄市防災マップの有効活用につい

て、今回配布をされました防災マップの活用方法

について伺います。いかにして活用するかで防災

意識を高めることができると考えます。

小項目３、避難行動要支援者の対応については

昨年も質問させていただきましたが、昨年からど

のように変わったのか、再度お聞きいたします。

小項目４、地震や火災など避難訓練の現状と課

題について、名寄市は地震がないと言われていま

すが、その対策についてはどのように考えている

のかお伺いいたします。その他災害に対する訓練

はしっかりと取り組まれていることと思いますが、

なれてきますと形だけの訓練になってしまいがち

です。よりリアルな実践訓練が必要と考えますが、

どのような工夫をされているのかお伺いいたしま

す。

次に、大項目の２番目、公園や街路樹の管理に

ついて質問をさせていただきます。ある日突然樹

木が切られてしまったとか、植樹桝やグリーンベ

ルトの管理をする方が高齢になって、楽しかった

花の手入れが苦痛になったりしています。小項目

１、街路樹の剪定基準と景観保全について、植樹

桝やグリーンベルトの管理方法についてお伺いい

たします。

小項目２、市道及び公園などにおける落ち葉対

策について。これからは、台風シーズンになり、

落ち葉が道路の排水溝を塞いだり、雨が降ったと

きなど路面が滑りやすくなるなど大変危険な状況

です。このことについてお伺いいたします。

次に、小項目３、都市公園の管理について、都

市公園や児童公園の管理についてお伺いいたしま

す。児童公園は、町内会の方が管理されています

が、高齢でなかなか管理が難しい状況にあるとい

う相談もあります。そのことを受けとめて、相談

や助言する体制についてどのように考えておられ

るのかお伺いいたします。

少子高齢化時代に入り、認知症の高齢者がふえ

ています。認知症は、早期発見が重症化しない最

大の取り組みです。より多くの市民が認知症の方

に適切に対応ができる優しいまちづくりこそが今

必要とされています。

次に、大項目３、高齢者が安心して暮らせるま
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ちづくりについて、小項目１、認知症サポーター

の養成について、開催状況、市の現状、取り組み

状況についてお伺いいたします。

高齢者はもちろんですが、若い世代への啓発も

大いに必要ではないかと考えていますが、大学生、

高校生、中学生など、小項目２、若者に対する認

知症の啓発についてお伺いいたします。

また、小項目３、名寄市における認知症予防対

策についてお伺いいたします。

小項目４、ネットワーク事業の現状と課題につ

いて、高齢者に対する地域での見守りについて現

状と課題についてお伺いいたします。

平成２７年度で介護保険制度が変わりました。

要介護、要支援者への変更点と対応と課題につい

てお伺いいたします。

また、小項目５、介護認定者に対する対応と課

題についてお伺いします。

次に、大項目の４番目、地域コミュニティーの

推進についてお伺いいたします。小項目１、小学

校の閉校に伴う地域コミュニティーの推進につい

て、小学校が地域に与える影響と地域性の違いに

ついて、小項目２、多世代が交流できるイベント

などの開催について、高齢者と地域とのかかわり、

また地域の伝承文化、お祭りなどの継承について

お伺いいたします。

以上、この場からの質問といたします。

〇議長（黒井 徹議員） 臼田総務部長。

〇総務部長（臼田 進君） ただいま高野議員か

らは、大項目で４点にわたり御質問いただきまし

た。大項目の１及び大項目の４については私のほ

うから、大項目の２につきましては建設水道部長

から、大項目の３につきましてはこども・高齢者

支援室長からそれぞれ答弁となりますので、よろ

しくお願いいたします。

それでは、大項目の１、災害に強い名寄市につ

いて申し上げます。初めに、小項目１の防災組織

の現状と課題についてでありますが、自主防災組

織の育成に関しましては出前トークなどの利用を

中心に啓発を図っているところであり、平成２７

年９月１日現在組織の設立数１６、組織は設立し

ていませんが、防災活動を行っている２町内会を

加えた計１８組織を把握しているところでござい

ます。また、現在自主防災組織設立の検討が行わ

れている町内会は５町内会ほどありまして、来年

度までには組織設立が行われるものと見ておりま

す。これらの動きは、昨年の８月の大雨災害を契

機に防災意識が高まっていることに起因している

ものと認識をしているところであります。

次に、設立の働きかけにつきましては、防災意

識を高めることから考えており、また意識啓発は

重要な要素と捉えていますことから、本年の防災

訓練では浸水の予想される地区に対し積極的に参

加を呼びかけ、防災組織の設立のきっかけとなる

ことを期待しているところでございます。また、

組織の活動には自発性が大切であり、地域で防災

活動及び的確な避難行動を行うためのキーマンが

必要となります。この人材育成の機会といたしま

しては、北海道の認定事業として地域の防災リー

ダーを育成します北海道地域防災マスター認定研

修会がございます。名寄市では、自主防災補助金

を活用しまして本年９月５日に旭川市で開催され

ました地域防災マスター認定研修会に９名の受講

をいただき認定を受けたところであり、引き続き

次年度以降につきましても参加の呼びかけを継続

してまいりたい、このように考えているところで

ございます。

本年７月２３日に実施をいたしました防災訓練

につきましては、訓練後町内会の班単位におきま

してみずから連絡網を確立したり、御近所同士で

緊急速報メールの稼働について情報交換が行われ

ていると聞いておりますので、一定の実践的効果

があったものと認識しているところでございます。

最大の課題は、この防災意識をいかに持続させて

いくかということでありまして、自治体だけでは

限界があることから、自助、共助を中心に自発的

な活動を促しながら取り組みを進めてまいりたい
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と考えております。

次に、小項目２の名寄市防災マップの有効活用

についてでありますが、平成２３年度に水防法に

基づく洪水ハザードマップを全戸配布させていた

だきましたが、今年度法改正に伴う避難所の改正

及び本年１月の土砂災害防止法が関連する規定の

改正などから新たにＡ４判冊子型の名寄市防災マ

ップを作成し、広報９月号にあわせまして全戸配

布させていただいたところであります。名寄市防

災マップでは、災害ごとに危険箇所をお知らせす

ることとし、冊子中の洪水ハザードマップについ

ては水防法に根拠を置き、国土交通省の作成ガイ

ドラインに沿って見直しを行い、旭川開発建設部

の御意見も伺いながら作成をさせていただいたと

ころでございます。防災マップの活用といたしま

しては、出前トークを中心にＰＲを行う予定であ

り、また今後開催いたしますまちづくり懇談会を

初め、さまざまな機会を通して活用についての呼

びかけを考えているところでございます。防災マ

ップの特徴といたしましては、わが家の防災メモ

を記入できるようにしてございますので、自分自

身あるいは御家族の状況を記入してもらうことと

あわせて自分の住む地域の浸水予測を確認するこ

となど、自助、共助を主体として活用してもらう

ことを想定しているところであります。

また、この防災マップの見直しについてであり

ますが、本年５月の水防法改正により国による浸

水想定等の見直しの検討が行われている段階にあ

ります。２年後をめどに浸水想定が公表されるこ

とに合わせまして防災マップの見直しを検討した

いと考えているところでございます。

これら防災啓発や浸水想定の周知及び理解を深

めることにつきましては、市単独ではなく地域防

災会議が決定する地域防災計画に沿っての作成、

配布になりますことから、同会議に参加をいたし

ます関係機関と検討協議を行うとともに、ここ数

年の自然災害の激化に対する自治体の対応能力の

限界性から、自助、共助を主体として捉え、推進

するために地域防災会議の中で検討を進めてまい

ります。

次に、小項目３の避難行動要支援者の対応につ

いてであります。災害対策基本法に基づく避難行

動要支援者名簿につきましては、本年３月に作成

を完了しているところでございます。また、災害

の発生及び災害の起きるおそれのあるときには、

名簿を消防、警察などの関係機関及び町内会並び

に自主防災組織に対して外部提供できるものとさ

れております。現時点での課題といたしましては、

平常時における名簿の活用と避難行動要支援者の

平常時からの見守りなどでありまして、個人情報

のルールを遵守した運用とその手法について検討

を行っている段階でございます。また、従来の災

害時要援護者として登録をいただいた１５７名の

方につきましては、平常時から外部提供できる状

態であります手挙げ方式の登録でありますので、

町内会では把握をいただいているものと認識をし

ているところでございます。また、災害時の初動

では担当者の個別マニュアルを作成しまして、避

難行動要支援者の避難支援に結びつくよう避難所

体制の職員配置についても検討を行ってきた経過

がございます。

次に、小項目４、地震や火災等の避難訓練の現

状と課題についてであります。市の全般的な避難

訓練についてお答えを申し上げたいというふうに

思いますが、市などの実施する避難訓練につきま

しては、消防法に基づく消防計画に沿い、防火管

理者が行う火災及び地震の避難訓練及び自然災害

を想定した避難訓練がございます。これらの訓練

につきましては、内容、性質も異なったものであ

り、それぞれの事象ごとに行うこととなります。

名寄市の地震について少し申し上げますと、名

寄市は地震がないまちとして市民の意識に定着し

ているところでありますが、名寄市地域防災計画

におきましては留萌沖、十勝沖の地震発生を想定

し、揺れる場合を想定してございます。十勝沖地

震の発生では震度 ８、増毛山地東縁断層帯での
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発生では震度 ６を想定しておりまして、また名

寄市は内陸のため直下型の地震が予想されるとこ

ろであります。直下型は、全国どこにおいても起

こり得る地震として震度６弱程度が想定されてい

るところであり、この地域におきましては地震が

ないと市民意識が定着している感はありますけれ

ども、上川北部、宗谷地方でも定期的で活発な地

震活動が観測されているところであります。

また、水害、洪水につきましては、今年度の防

災訓練において栄町の５５団地で避難訓練、救助

訓練を実施し、避難と救助を組み合わせた地域住

民への効果についても認識をしたところであり、

議員が言われますように実践的訓練は重要である

と認識をしているところでございます。

続いて、大項目４の地域コミュニティーの推進

について申し上げます。まず、小項目１の小学校

閉校等に伴う地域コミュニティーの形成について

でございます。地域コミュニティーの形成につき

ましては、各地域において町内会活動を中心にさ

まざまな取り組みが行われているほか、小学校に

おいては運動会や収穫祭など地域と一体となった

取り組みや学校校舎を活用した地域活動の実践な

ど地域コミュニティーの形成における小学校の役

割は重要であると認識をしているところでござい

ます。特に農村地域では、学校行事や子供たちの

安全、安心を守るための各種取り組みを初めとし、

小学校と地域の連携による地域行事や町内会活動

が実践されるなど小学校と地域との密接な関係に

より地域コミュニティーの醸成が図られていると

考えているところです。小学校閉校後の地域コミ

ュニティーの推進につきましては、町内会を初め

地域における団体などがそれぞれ主体的に活動す

ることが基本となりますが、地域と行政相互の情

報交換を行うことにより、地域の実情を把握させ

ていただくとともに、地域活動の維持に向け適宜

必要な情報提供や可能な範囲での支援について検

討してまいります。

次に、小項目２の多世代が交流できるイベント

などの開催についてお答えしたいと思います。多

世代交流につきましては、各地域における学校行

事や町内会イベントなどを初めとしまして、各地

域が主体となり取り組んでいただいていると認識

をしているところであります。しかしながら、核

家族化や少子高齢化の進展に伴いまして、家庭内

や地域における日常的な世代を超えたかかわりは

少なくなっているのが現状と捉えているところで

あります。当市におきましては、そのような現状

を認識し、お年寄りから子供までの幅広い年代が

交流できる機会の具体例としましては、風連地区

の旧日進保育所を活用した親子お出かけバスツア

ーを実施しており、地域と世代を超えたコミュニ

ティーが形成されているところであります。また、

同地区には平成２５年度から地域おこし協力隊を

農業支援員として派遣をしておりまして、現在３

名の隊員が農業者宅での農業研修に加えまして地

域行事への参加や草刈り、屋根の雪おろしなどの

ボランティア活動を通じましてコミュニティーの

推進や地域の活性化に貢献をいただいているとこ

ろでございます。地域コミュニティーの推進を図

る上では、多世代交流を初めといたしまして、地

域と行政との役割分担のもとに地域の特性を生か

した取り組みを継続することが必要であると考え

ているところでございます。

以上、私からの答弁とさせていただきます。

〇議長（黒井 徹議員） 中村建設水道部長。

〇建設水道部長（中村勝己君） 私からは、大項

目２、名寄市の公園や街路樹の管理についてお答

えいたします。

初めに、小項目の１、街路樹の剪定基準と景観

保全について申し上げます。街路樹があることで

私たちの精神的な安らぎや潤いを感じることがで

きます。また、美観の調和など景観上の効果、さ

らにはヒートアイランドの抑制や大気浄化など環

境、衛生の保全という効果もあります。しかし、

一方で街路樹が大きく成長することにより、生活

環境への影響が随所で見受けられます。御質問が
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ございました街路樹の剪定については、樹木の種

類によって異なりますが、街路樹を整備した剪定

対象路線ごとにおおむね３年から５年の周期で計

画的に剪定を進めております。樹木を管理する基

準として、生きている樹木につきましては基本的

には伐採しないこととしていますが、枯れてしま

ったり、倒木のおそれにより危険があると判断し

た場合については伐採することとしています。ま

た、樹木の剪定方法につきましては、樹木本来の

樹形を生かしたできるだけ自然な成長となるよう

な剪定に努めてまいります。

街路樹を含めた植樹桝やグリーンベルトの維持

管理につきましては、大通、中央通、青葉通、東

８号北線については市内業者へ業務委託を行って

おり、その他の一部の路線では町内会がグリーン

ベルト、桝花壇を市民の協働として維持管理に御

協力をいただいております。

次に、小項目２の市道及び公園等における落ち

葉対策について申し上げます。秋になりますと、

落ち葉により各方面にさまざまな影響が発生し、

対応に追われる光景が見られるところであります。

自動車が走行する車道部分における街路樹及び公

園等の樹木からの落ち葉の対応は、堆積した落ち

葉により走行車両が制動時にスリップ等の危険性

が懸念されることから、路面清掃車により清掃を

実施しております。歩道面につきましては、清掃

車の走行が困難なために清掃対応はしておりませ

んが、玄関前の清掃とあわせて歩道上の落ち葉の

清掃をしていただくなど、地域住民の皆様に御協

力をいただいている箇所も多々あることを認識し

ております。

また、落ち葉によって排水路の閉塞が発生する

ことがないように、落ち葉を堆積させないように

注意を払いながら清掃作業を進めておりますが、

強風や大量の雨水による影響では落ち葉が集積し

て突然排水路が塞がってしまう場合もありますが、

道路パトロールや市民の皆様からの情報提供によ

り随時対応を行っております。

次に、小項目３、都市公園の管理方法について

申し上げます。現在名寄市の都市公園につきまし

ては、広域公園として道立サンピラーパーク内の

森の休暇村、総合公園として名寄公園、浅江島公

園、風連町緑町公園の３公園、近隣公園として大

学公園、風連町西町公園、風連町中央公園の３公

園となっております。面積が広く多くの公園施設

が整備されているこれらの公園につきましては、

指定管理や業務委託により維持管理を行っており

ます。これら以外の各町内会に設置をしています

２５カ所の街区公園の管理につきましては、遊具

の点検やトイレ清掃等を市内業者に業務委託を行

い、草刈りや遊具の塗装など軽微な補修につきま

しては町内会にその作業をお願いしているところ

であります。時代とともに少子高齢化が進行する

状況が公園の利用状況にもあらわれてきており、

子供たちの遊ぶ姿も減少しております。街区公園

は、地域の子供が遊べる身近な公園として、また

地域の皆様の憩いの場、集まる場として町内会イ

ベント会場にも利用されております。公園の利用

が始まる年度当初に各町内会からの維持管理に係

る意見要望をお伺いをしながら、今後も町内会に

管理をお願いしたいというふうに考えております。

以上、私からの答弁といたします。

〇議長（黒井 徹議員） 馬場こども・高齢者支

援室長。

〇こども・高齢者支援室長（馬場義人君） 私か

らは、大項目３の高齢者が安心して暮らせるまち

づくりについて、小項目１、認知症サポーターの

養成について申し上げます。

認知症の人やその家族の方たちができる限り安

心して住みなれた地域で暮らしていけるよう社会

全体で認知症の人を支えていくためには、地域に

住む住民の方や企業の方たちからの御協力と御理

解が重要となってまいります。市では、一人でも

多くの市民が認知症を正しく理解し、認知症の人

に適切な対応ができるよう認知症サポーター養成

講座を開催してまいりました。認知症サポーター
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は、特別なことをする人ではなく、例えば認知症

の人が道に迷って困っているときに声をかけるな

ど、さりげない見守りや声かけを行ったり、認知

症の人を介護する家族の方たちの応援団でもあり

ます。認知症サポーター養成講座は、認知症の人

への対応として不安を取り除くことが重要で、話

しかけるときには正面から視線を合わせ、優しく

声をかけるなどの適切な対応について知っていた

だく内容となっております。

名寄市における認知症サポーターの数は、平成

２５年度末で４４６名でしたが、平成２６年度か

らの認知症対策の一環として認知症サポーター養

成講座の開催の強化を図ってまいりました。町内

会、企業、名寄警察署、その他各種団体の御協力

をいただき、平成２６年度は開催回数２３回、４

１７名ものサポーターが新たに誕生し、合計８７

６名となりました。また、今年度は本日現在で開

催回数７回、２０９名の受講があり、計画中の講

座受講予定数を含めますと市内のサポーターは

１００人に達する見込みとなっております。

また、認知症サポーター養成講座を受講された

方のうち賛同いただける方を募り、認知症サポー

ターの会を立ち上げました。また、市が主催する

市民向け講座につきましても名寄地区は本年７月

２９日に開催し、風連地区では明年２月に開催す

る予定でございます。引き続き町内会や企業、団

体からの開催依頼に応じて随時開催するなど今後

も認知症サポーターの養成を推進し、認知症の人

と介護する家族の方を支え合うまちづくりを目指

してまいります。

次に、小項目２、若者に対する認知症の啓発に

ついて申し上げます。認知症は、ありふれた病気

となっており、地域において世代を問わず認知症

の人に接することは必須の状況であります。若い

世代が認知症を理解し、認知症の人に対して優し

く接していけるような方策として、若い世代を対

象とした認知症サポーター養成講座につきまして

も取り組みを進めているところです。平成２６年

度には、初めて名寄市立大学生を対象として認知

症サポーター養成講座を開催し、大学生、教員と

合わせて２１名が受講し、本年度は授業として位

置づけていただいた結果、８１名もの受講があり

ました。また、今年度中には中学生または小学生

高学年を対象として全国キャラバン・メイト連絡

協議会発行の中学生向け、小学生向けの教材を使

用して認知症サポーター養成講座の開催を計画し

ており、今後も継続して若い世代に向けた認知症

の理解について活動を進めてまいります。

次に、小項目３、本市における認知症予防対策

について申し上げます。認知症の効果的な予防法

はまだ確立されておりませんが、糖尿病の方は認

知症を発症するリスクが ６倍、高血圧症の方が

脳血管性認知症を発症するリスクが ４倍と言わ

れていることから、これらの生活習慣病を予防す

ることがひいては認知症を予防することになりま

す。また、認知症症状があらわれた場合には、脳

腫瘍や甲状腺の病気など早期からの適切な治療に

より認知症状が改善する場合もあるため、早期診

断が必要となるところです。特にアルツハイマー

型認知症などの認知症は、治療法が確立されてい

ないため、徐々に進行していきますが、適切なケ

アや接し方により、周囲の方を困らせてしまうよ

うな症状を重症化させないことにつながります。

これらのことを広く知っていただくため、認知

症サポーター養成講座や町内会での介護予防教室

の講話、全市民を対象とした認知症に関する講演

会を開催しております。平成２４年度には、砂川

市立病院認知症疾患医療センター長の内海久美子

先生の講演会を開催し、１２６名、平成２５年度

には名寄市立総合病院精神科・心療内科診療部長、

野口剛志先生の講演会を開催し、１２３名、そし

て平成２６年度には旭川圭泉会病院精神科医長、

森川文淑先生、株式会社ＦＯＬＬＯＷデイサービ

スセンターあうん代表取締役、川田哲也先生の２

部構成の講演会を開催し、２４２名の方に受講を

いただきました。多数の方に受講をしていただい
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ており、認知症に対する関心が高まっているもの

と考えております。今年度は、合併１０周年の冠

事業として認知症に関する講演会を開催する予定

としております。認知症対策は、効果をあらわす

までは長い期間が必要とも言われており、高齢者

が安心して暮らせるまちづくりを目指して努力し

てまいります。

次に、小項目４、ネットワーク事業の現状と課

題について申し上げます。高齢者を見守るための

ネットワークといたしましては、地域見守りネッ

トワークにより生活関連事業者から情報提供者と

して協力を得ることで地域に暮らす高齢者の異変

に気づき適切な支援につなげられるよう推進して

おります。現在４４の市内事業者がネットワーク

に参加していただき、協力事業者がお宅を訪問し

た際に何日分も新聞が取り込まれていないなどの

異変に気づいたとき、地域包括支援センターに通

報していただくこととしております。

また、徘徊高齢者ＳＯＳネットワークにおきま

しては、認知症によって行方がわからなくなった

高齢者の安全確保を地域や警察署等が協力して行

い、できるだけ早く御家族のもとに帰っていただ

けるよう取り組んでおります。ＳＯＳネットワー

クには、２３事業所から協力の承諾をいただいて

おり、行方不明の通報があったときには協力事業

所に情報提供し、周辺の捜索に御協力をいただい

ているところです。徘回の心配のある方は、事前

に登録いただき、万が一行方不明になられた場合

に素早く対応できるよう備えているところでござ

います。現在ＳＯＳネットワークの登録者数は４

９名となっており、年々増加しているところです。

また、ＳＯＳネットワークは毎年模擬捜索訓練を

実施しており、昨年度は旭東区町内会に御協力を

いただきまして、徘回者役を発見し、正しく声を

かける訓練を実施し、認知症に対する正しい知識

を深めてきたところです。

２つ目のネットワークにおける通報実績につき

ましては、平成２６年度は見守りネットワークが

３件、ＳＯＳネットワークは１件でございました。

今後も認知症サポーター、地域見守りネットワー

ク、徘徊高齢者ＳＯＳネットワーク、さらには救

急医療情報キット、命のカプセルとあわせて、こ

れらの取り組みをさらに拡大していくことが必要

でありますので、引き続き関係する団体や企業の

方々に働きかけや市民への啓発を図ってまいりた

いと考えております。

次に、小項目５、介護認定者に対する対応と課

題について申し上げます。平成２７年度は、介護

保険法の改正に伴い、制度創設以来と言われるほ

どの改正が行われました。御質問のございました

認定者に係る主な変更点につきましては、４月か

ら６５歳以上の介護保険料基準額が月額 ０３６

円から ７２７円に増加したことを初め、介護保

険施設利用時の居住費、食費の補足給付制度に配

偶者の所得や預貯金等の額を勘案するなどの改正

が行われました。介護保険サービスを利用した際

の利用者負担では、６５歳以上の方で合計所得金

額が１６０万円以上の単身世帯の方につきまして

は２割負担となり、制度開始に当たり７月末まで

に要介護、要支援認定者 ６０８人に負担割合証

を交付したところでございます。うち２割負担と

判定された方は６４人で、全認定者のおよそ４％

となっております。負担割合の判定は、前年の所

得で行うため、今後も毎年度認定者に対し負担割

合証を交付してまいります。また、２割負担と判

定された方につきましても全ての負担が２倍にな

るわけではなく、高額介護サービス費の支給の限

度超過分につきましては保険給付で補填されるこ

ととなっております。

負担増加の一方で、市独自の要介護者への支援

といたしましては、本年８月から認知症グループ

ホームに入居する一定所得以下の方に対し、入居

に係る居住費を１日当たり５００円助成する制度

を新たに開始し、市内３カ所の認知症グループホ

ームで８名の助成対象となりました。今後も認定

者や在宅介護者に対して介護用品購入費用の一部
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を助成する家族介護用品支給事業とあわせて高齢

者が可能な限り住みなれた地域でさまざまなサー

ビスを切れ目なく利用できるよう医療、介護、予

防、住まい、生活支援が包括的に確保される地域

包括ケアシステムの構築を目指し、高齢者施策を

展開してまいります。

以上、私からの答弁といたします。

〇議長（黒井 徹議員） 高野議員。

〇７番（高野美枝子議員） 再質問をさせていた

だきます。

７月２３日に行われました名寄市防災訓練につ

いてお伺いいたします。洪水を想定した防災訓練

でしたが、課題も残されたように思います。訓練

時間とか各参加者から出された御意見などを今後

どのように反映させるのかお聞きいたします。

〇議長（黒井 徹議員） 臼田総務部長。

〇総務部長（臼田 進君） ただいま７月２３日

に実施をしました防災訓練の関係について御質問

いただきました。先ほどの答弁の中でも申し上げ

ましたけれども、こういった訓練についてはそれ

ぞれの事象を想定しながら実施するということに

なってございます。本年実施したものについては、

昨年８月に大雨が２度あったということを踏まえ

まして、住民を巻き込んで大雨被害に対する訓練

として、新しい内容で実施をさせていただいたと

いうことであります。今回参加の対象者としまし

ては、浸水の想定される地区の方々を主体に参加

をお願いし、呼びかけをさせていただいたという

のが１つと、さらにはそれらの見学については今

回広く呼びかけをさせていただいたということで

あります。

内容については、予定をしたとおり時間も含め

てできたというふうに思っておりますので、先ほ

ど申し上げましたように実践的な効果があったと

いうふうに認識をしているところであります。特

に栄町での訓練については、リードタイムの計測

ですとか、あるいは救助訓練なんかも組み合わせ

て実施をしたということで、まさに実践に沿った

生きた訓練ができたということで、成果があった

というふうに認識しているところでありますし、

多少意見として時間のずれがあったのではないか

というのもありましたけれども、これは訓練の特

性として時間に合わせて区切るということではな

くて、やはり一連の流れの中でやっていくことが

実践に沿ったものだというふうに思っていますの

で、さらには町内会の役員の皆さんにも次の訓練

に移るときについても確認をしておりますので、

私どもとすれば生きた訓練になったのだなという

ふうに思っていますし、時間についても訓練その

ものは予定どおり実施されたという認識を持って

いるということであります。

ただ、言われたように中で出た意見等について

は、これはある意味では自主的な部分、あるいは

共助の部分での活用というのがありますので、地

域のところについての課題なんかもグループワー

クの中でやっていきましたので、ここはぜひ地域

の中で自助、共助の中でも活用いただきたいとい

うふうに思いますし、いただいた意見については

次年度以降も含めて私どもも内容を検討させてい

ただきたいなと思っています。今後も混乱が起き

ないような形で訓練については実施していきたい

というふうに思いますし、今回の訓練を教訓に、

さらに市民の皆さんにとって、さらには私たちに

とっても生きた訓練となるように努めていきたい

と考えておりますので、御理解をいただければと

思います。

〇議長（黒井 徹議員） 高野議員。

〇７番（高野美枝子議員） 会館や公共施設、学

校などに防災マップを大きくした地図を壁に張っ

て、常に見て確認して、自分の避難やルートを再

三確認することがとても大事だと考えております

し、そのことを希望している市民の方もいらっし

ゃいます。各会館や町内会館に大型防災マップの

掲示をしていただきたいと考えますが、このこと

についてお伺いいたします。

〇議長（黒井 徹議員） 臼田総務部長。
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〇総務部長（臼田 進君） 今大型防災マップの

掲示についての御提案をいただいたということで

あります。避難時の行動については、平常時から

いざというときに的確な行動がとれるかどうかと

いうのが非常に重要だというふうに思っておりま

すし、災害の状況ですとか判断に対して気づきと

いうのでしょうか、それぞれ各人が気づくという

ことです。ここが重要だというふうに思っており

ますし、あるいはそれぞれの皆様が住んでおられ

る地域の特性なんかも十分理解することが非常に

大切だというふうに思っております。そういった

意味においては、自助、共助におきまして、今言

われました防災マップ、それに基づく浸水想定な

んかも掲示いただくことや活用いただくことにつ

いては非常に重要なことだというふうに認識をし

ているところであります。また、消防のほうでも

そういった拡大図の張りつけを検討しているとい

うところも伺っておりますので、自助、共助、公

助の観点から各施設におけるそういった大型の地

図の張りつけについては今後検討させていただき

たいと思いますので、御理解をいただければと思

います。

〇議長（黒井 徹議員） 高野議員。

〇７番（高野美枝子議員） 今回常総市で起きた

災害に対して、課題としていろいろ報道されてい

るところでございますが、大規模災害に行政がど

こまでかかわることができるのか、災害避難指示

を待っていてもその前に想定以外のことが急激に

起きている状況だと思います。災害本部が指示を

出す前に大規模災害が起きる可能性もゼロとは言

えない状況にあるのかなと思います。そのことに

ついてどのようにお考えかお伺いいたします。

〇議長（黒井 徹議員） 臼田総務部長。

〇総務部長（臼田 進君） 議員が言われますよ

うに、今回の関東地方を襲った大雨については、

私もテレビ等、新聞等で拝見をさせていただいて

おりますけれども、非常に痛ましい災害だったな

というふうに思っているところでありますけれど

も、その中でインタビューを受けた方がお答えを

していました。行政からの指示待ちではなくて、

みずから命を守ることが大切で、自主避難をした

という方の報道が流れておりまして、まさに災害

時における一番のポイントはそこなのだろうなと

いうのを改めて認識をしながらニュースを聞かせ

ていただいたような状況がありました。先ほどの

答弁の中にあったように、災害時においてやはり

一番ポイントとなるのは自助であったり、共助で

あって、その中でいかに自分たちの命を守るかと

いうことだと思いますので、それの判断ができる

ような状況、あるいは避難ができる状況をどうつ

くっていくかというのが行政の役割だと思ってい

ますし、さきに実施をした避難訓練なんかがまさ

にその一つになるというふうに思っています。い

きなりではなかなか対応ができませんので、そう

いった事前の平時の準備態勢というのでしょうか、

そこをいかにトレーニングできるかというところ

を私たちも考えたいと思っていますので、今回の

ことし実施をしました防災訓練等を今後とも継続

をして、市民の皆さんにそういった準備態勢が整

うような取り組みを継続してまいりたいと思って

おりますので、御理解をいただければと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 高野議員。

〇７番（高野美枝子議員） ぜひどんな災害にも

対応できる名寄市であることを要望いたしますし、

地域住民とともに協力して周知していただくこと

を要望し、次の質問に移らせていただきます。

いつも大雨が降るたびに水がつく豊栄川や危険

水域に対する対応について、また北海道で予定し

ております貯水池や豊栄川の状況について今現在

どのようになっているのかお聞きいたします。中

村建設水道部長、お願いいたします。

〇議長（黒井 徹議員） 中村建設水道部長。

〇建設水道部長（中村勝己君） 大雨ということ

で、豊栄川ですよね。豊栄川の関係につきまして、

昨年８月に大雨があったということでございまし

て、豊栄川についてはこれまでも道に道河川の認



－124－

平成２７年９月１７日（木曜日）第３回９月定例会・第３号

定をしていただきながら、河川の拡幅をしていた

だきまして、ことしについても名高までの１８線

までの豊栄川について拡張しているということに

なってございます。またさらに、計画では少し長

期的な計画になりますけれども、３５年までには

豊栄川の１７線、１８線にさらに遊水池をつくっ

てという道段階での計画になっております。名寄

市としても１７線に排水を設置をしながら、とり

わけあそこの徳田の白樺団地に水がどうしても集

中をするということでございまして、その解消と

いうことで昨年１７線の排水の工事をさせていた

だいたという状況になっています。

以上です。

〇議長（黒井 徹議員） 高野議員。

〇７番（高野美枝子議員） 本当に何としてでも

早急に対応していただきたいということで、市長

のほうからも道のほうにしっかりと言っていって

いただきたいし、あしたにでもあさってにでも本

当にゲリラの大雨が降るかもしれない状況にある

わけですから、名寄市民の命を預かる行政の方と

してきちっと対応していただきたいというふうに

思います。

昨年の８月の大雨のときに名寄公園の水があふ

れて、あそこからも非常に下のほうに水が落ちて

きたという状況なのですけれども、大雨が予想さ

れるときにあらかじめ公園の水を抜いて下に落と

しておくとか、そういうことは可能かどうかお尋

ねいたします。

〇議長（黒井 徹議員） 中村建設水道部長。

〇建設水道部長（中村勝己君） 名寄公園の池の

水の関係ですけれども、あそこの水源につきまし

ては緑丘地区の排水等が集約をされてあの池に流

れ込むということでありまして、一定の水量を超

えますとどうしても水があふれる状況になります。

議員今お話がありましたように、私どもとしまし

てもこれまで天気予報等を参考にしながら、大雨

が予想される場合においては事前に池の水の放水

をしておくと。池の水位を下げておいて大雨時の

一時保水量を確保するということで被害の軽減に

ついて努めているということでございます。

以上です。

〇議長（黒井 徹議員） 高野議員。

〇７番（高野美枝子議員） 街路樹や公園は、ま

ちの景観に大きく影響を与え、地域振興活性化、

まちづくりといった観点から重要な役割を果たし、

未来への遺産であると考えますが、その点につい

てお聞きいたします。

〇議長（黒井 徹議員） 中村建設水道部長。

〇建設水道部長（中村勝己君） 街路樹、公園等

につきまして景観との、地域ごとで、これはいろ

いろ名寄は名寄の歴史、風土がございますし、文

化、伝統もございます。こういった景観を維持あ

るいは継承すると、こういう活動が大変重要だと

いうふうには思ってございます。これまでも議会

の中で街路樹あるいは公園の管理について御意見

をいただいているところでございます。改めて私

ども担当で街路樹あるいは公園の管理について景

観づくりも含めて議論をしながら、また市だけで

はなかなか取り組めない側面もございますので、

街路樹においては沿線の町内会の皆さん、公園も

同じようにそれぞれ街区公園の御協力について町

内会の皆さんとも協議をしながら景観がある名寄

市のまちづくりに努めてまいりたいというふうに

思っています。

以上です。

〇議長（黒井 徹議員） 高野議員。

〇７番（高野美枝子議員） 議会報告会でも樹木

の剪定について質問が出されたところです。道路

や公園の管理や街路樹の管理は市民から要望の多

い事項でもありますし、まちの景観が文化度をあ

らわし、犯罪の減少にもつながるとの説もござい

ます。今後も美しい景観に努めていただきますこ

とを要望し、次の質問に入ります。

昨日の浜田議員の質問に対する答弁の中に小中

学生を対象とした認知症サポーター養成講座の開

催を予定しているとのことでしたが、そこに大学
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生もかかわっていただき、名寄市全体で認知症サ

ポーターの会を組織し、開かれた大学、地域に根

差した大学として連携できないものかお聞きいた

します。

〇議長（黒井 徹議員） 馬場こども・高齢者支

援室長。

〇こども・高齢者支援室長（馬場義人君） 昨日

浜田議員からいただきました一般質問の中でも御

答弁させていただきましたが、小中学生を対象と

した認知症の理解を深める取り組みといたしまし

て、今年度中に認知症サポーター養成講座の開催

を予定しているところでございます。今御提言い

ただきました大学生にお手伝いをいただくという

ことにつきましては、子供と大学生のそれぞれに

とてもよい経験になる機会かと存じます。認知症

サポーター養成講座では、その講座の講師を行い

ますキャラバン・メイトという方が講師役を務め

ることになっておりまして、北海道におきまして

は北海道庁が道内で札幌市と、あともう一カ所の

道内の各地域でキャラバン・メイトを養成する講

座を行っているところでございますので、今年度

すぐ大学生を講師役にしていくということは難し

いかと思いますが、モデル事業、モデル的に子供

たちの事業を開催させていただきますので、大学

生にどのような部分をお手伝いいただけるか検討

してまいりたいというふうに考えております。

また、認知症サポーターの会は今回発足させて

いただくということで御提案をさせていただきま

して、２４人のサポーターの皆さんに御賛同いた

だいているところでございますが、今後会員の皆

様と会の活動の内容を検討していきたいというふ

うに考えておりますので、大学との協議もあわせ

て進めてまいりたいというふうに思っております

ので、御理解いただきますようよろしくお願いい

たします。

〇議長（黒井 徹議員） 高野議員。

〇７番（高野美枝子議員） ２７年４月からこど

も・高齢者支援室が設置されています。少子高齢

化を考えたときに、まさに高齢者と子供がどうか

かわっていくのかが地方創生の鍵でもあると考え

ます。日進の親子お出かけバスツアー、東小学校

のコミュニティカレッジ、智恵文小学校の高齢者

との交流などでは、経験豊富な高齢者の方と子供

たちがすばらしい交流を重ねています。こども・

高齢者支援室長として今後どのように施策を進め

ていくのか思いをお伺いいたします。

〇議長（黒井 徹議員） 馬場こども・高齢者支

援室長。

〇こども・高齢者支援室長（馬場義人君） 御承

知のとおり、本年４月から子ども・子育て支援制

度の開始と介護保険制度の大幅な改変に対応する

ことなどに伴いまして、こども・高齢者支援室が

設置されたところでございます。全国的に核家族

化の進行によりまして、おじいちゃん、おばあち

ゃん、祖父母と子供との触れ合いが少なくなった

というふうに言われる一方で、議員の御指摘のと

おり市内の老人クラブ等々では子供の登下校の際

に声かけをしていただくだとか、市内の保育所の

運動会の事前準備の支援や運動会、それと発表会、

親子お出かけバスツアーなどの参加協力をいただ

いているせわずき・せわやき隊など多くの子供と

高齢者の触れ合いが行われているところでござい

ます。子育ては、親だけが担うのではなく、社会

の宝として国や名寄、そして社会が担っていくと

いうことが重要だというふうに言われているとこ

ろでございます。高齢者の方々につきましては、

長年にわたりこの社会に寄与されてきたというこ

とで敬愛されることはもちろんでありますが、今

後はこども・高齢者支援室といたしましても世代

間交流を検討していかなければならないかと考え

ております。子供たちは多くの人間関係からさま

ざまなことを学んで、高齢者の方々はその能力や

経験を社会で活用していくことが社会的な孤立を

防ぐなど、それぞれの子供の健やかな成長や高齢

者の方々には介護予防、生きがいの助長に有効だ

と思っているところでございます。子供と高齢者
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がそれぞれが支えるとか支えられるという一方的

な関係だけではなくて、心身ともに支え合う社会

となれるような施策を検討してまいりたいと考え

ておりますので、どうぞよろしくお願いいたしま

す。

〇議長（黒井 徹議員） 高野議員。

〇７番（高野美枝子議員） 次に、地域コミュニ

ティーの推進について再質問いたします。

地域の活性化を考えられない、どんどん地域が

衰退していく、すさまじくてやりきれないという

声を農村部でお聞きすることが多くあります。小

学校がなくなり、小さな子が見られなくなり、寂

しいという声もお聞きしているところです。地域

コミュニティーの推進、再構築が求められていま

すが、そのことについてお伺いいたします。

〇議長（黒井 徹議員） 臼田総務部長。

〇総務部長（臼田 進君） 地域コミュニティー

の再構築についてということだというふうに思い

ます。コミュニティーについては、特に農村部を

中心にその世帯数そのものの減少あるいは担い手

の高齢化も含めて深刻な問題になりつつあるのだ

ろうなという認識をしています。ここは、先ほど

も申し上げましたけれども、１つにはコミュニテ

ィーの問題でありますので、第一義的には地域の

皆さんがまず自発的にというところが中心になる

のだろうなというふうに思っていますけれども、

やはり地域の課題を地域と、そして行政が共有を

する必要があるだろうなというふうに思っていま

す。その課題に対して、１つは今言ったように地

域がみずからどのような活動を起こすのかという

ことと行政はそれに対してどのような後押しがで

きるのかというのがあります。特に課題の解決に

向けては、地域の特性なども踏まえたところが必

要だというふうに思っています。先ほど事例とし

て挙げた、例えば日進地区については、ここは日

進保育所が保育所としての活用をしなくなったと

いう、１つ空き施設があったという条件があって、

それともう一方では世代を超えた交流が必要だと。

子育てのところも含めて必要だという、そういう

町中にニーズがあった。そして、地域のそういう

施設ともうまくマッチングをした取り組みの一つ

だと思っていますし、地域おこし協力隊について

も先ほど報告をさせていただきましたけれども、

ここは地域の農業の担い手の不足というところと

一方では定住人口をふやしたいという行政側の目

的もあって、ここがうまくマッチングをしてこう

いった取り組みができたということだと思います

ので、地域の課題をしっかりと共有することとそ

こに対して地域の特性を生かした取り組みをどう

するのか、支援できるのかということについて今

後とも引き続き取り組みを進めていきたいと思っ

ておりますので、御理解いただければと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 高野議員。

〇７番（高野美枝子議員） 鬼怒川の堤防が決壊

し、大変な恐怖を目の当たりにいたしました。同

じことが天塩川で起きたときを想定して質問させ

ていただきました。災害に強い名寄市であってほ

しい、一人の犠牲者も出さないためにしっかりと

取り組んでいくことを再確認させていただきまし

た。

そして、今６５歳の４人に１人は認知症と言わ

れています。認知症になっても地域で見守ること

ができる、そんな優しさと思いやりあふれる市民

力をこの地域の方たちは持っていると思っていま

す。ふえ続ける高齢者が生きがいや自分の居場所

を見つけ、このまちで暮らすことが何より求めら

れています。若い方や子供たちが高齢者と一緒に

この地域のコミュニティーや伝統を引き継ぐこと

が重要ですし、元気で活動することによって医療

費や介護費に影響があるかもしれません。長年培

ってきたその経験を地域の力として発揮できる名

寄のまちにするために今何ができるのか、最後に

久保副市長にお聞きし、質問を終わります。

〇議長（黒井 徹議員） 久保副市長。

〇副市長（久保和幸君） 市長というふうに予想

していたのですが、御指名いただきましてありが
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とうございます。今地域は何ができるのかという

点に絞ってお答えをさせていただきたいと思いま

す。

まさに今総合戦略に取りかかっているというと

ころで、ぜひ子供やお年寄りにしっかりとこの地

に根差した施策を市長の手元で展開をさせていた

だきたいと思いますし、特に農村部の疲弊につい

ては重要な課題だというふうに思っていますので、

地域の皆さんとしっかりと課題を共有するという

ところから始めて、そしてまた定住していくとい

うのはここに住んでよかったと思えるかどうかだ

というふうに私は思いますので、そこに重点を置

いて今後とも市政を推進してまいりたいと思いま

すので、御理解いただきたいと思います。よろし

くお願いします。

〇議長（黒井 徹議員） 以上で高野美枝子議員

の質問を終わります。

１３時まで休憩をいたします。

休憩 午後 ０時０２分

再開 午後 １時００分

〇議長（黒井 徹議員） 休憩前に引き続き会議

を開きます。

名寄市立大学の経営について外２件を、塩田昌

彦議員。

〇９番（塩田昌彦議員） 議長より御指名をいた

だきましたので、通告順に従い順次質問をしてま

いります。

大項目１の名寄市立大学の経営について２点質

問をいたします。小項目１、名寄市立大学保健福

祉学部の再編協議において、大学経営にかかわる

収入と収支の状況について説明をいただきました。

大学の試算によると、運営経費で見る収支バラン

スが平成３５年には赤字に転落し、設備投資を加

えると平成２７年度以降一部年度を除き赤字とな

ります。平成３５年度には２億 ０００万円を超

える赤字となる見通しですが、収支計画策定にお

ける積算の考え方について改めてお聞きをいたし

ます。

初めに、歳入の根幹である地方交付税について、

平成２６年度の保健、看護系学部算入単価は１９

９万円とお聞きをいたしましたが、平成２７年度

の算入単価について、次にこのような見通しで大

学の経営は大丈夫なのでしょうか。

また、大学生が名寄市にもたらす経済効果、貢

献について、大学の持続的発展が地域を支えると

いう基本理念について考えをお知らせください。

小項目２、大学予算のあり方についてお聞きを

いたします。現在大学に係る予算は、一般会計の

１０款教育費に計上されています。大学の収支状

況がわからないとの指摘もあり、特別会計への移

行の考えについてお聞かせください。

次に、大項目２の名寄市における農業、農村振

興の方向性について３点質問をいたします。小項

目１、新名寄市農業・農村振興計画の見直しにつ

いてお聞きをいたします。新名寄市農業・農村振

興計画は、合併後の本市農業、農村の新しい中長

期的指針として策定され、計画の見直しまで１年

半を残すところとなりました。そこで、現計画の

検証やＪＡ道北なよろが策定した第３次地域農業

振興計画との整合など、どのように考えていらっ

しゃるのかお知らせください。

また、平成２９年３月の策定に向けてのタイム

スケジュールやＪＡ道北なよろを初め農業関係機

関、団体を含めたプロジェクトの設置について考

えをお知らせください。

小項目２、名寄市食育推進計画の見直しについ

てお聞きをいたします。第２次名寄市食育推進計

画もスタートから３年次目を迎えておりますが、

計画に伴う取り組みや実績についてお知らせくだ

さい。

また、市民の皆様にも参加をいただいている名

寄市食育推進協議会での意見、提言などについて

お知らせください。

小項目３、名寄市農業・農村振興計画及び名寄

市食育推進計画の策定に向けての体制についてお
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聞きをいたします。農業・農村振興計画は、名寄

市の基幹産業である農業の将来の方向性を示す羅

針盤的役割を担っており、多くの農業者を初め関

係団体、機関との調整、課題の整理など統括的役

割や地産地消の推進、食育推進計画など幅広い作

業が求められることから、計画策定に向け専門職

員の配置が必要と思いますが、お考えをお知らせ

ください。

次に、大項目３、新名寄市行財政改革推進計画

後期実施計画についてお聞きをいたします。

〇議長（黒井 徹議員） 塩田議員、通告の順番

が違っていますので、振りかえて言うように表現

してください。

〇９番（塩田昌彦議員） 先ほど大項目の２で名

寄市農業・農村振興計画の方向性についてという

ことで質問させていただきましたが、私の通告は

３項目めになっておりますので、訂正をさせてい

ただきます。

それでは次に、大項目２、新名寄市行財政改革

推進計画後期実施計画についてお聞きをいたしま

す。組織機構の見直し及び定員適正化への取り組

みについてお尋ねいたします。昨年の６月に定例

会で職員のスリム化に向けた職員の削減目標７３

名の年度内達成が難しいことから、目標期間を２

年延長し、平成２８年度まで延長する旨の答弁が

ありました。そこで、お聞きをいたしますが、国

や道からの権限移譲などによる業務量の増加に加

え、社会情勢の変化など単に財政健全の名のもと

に職員の削減をすることは、市民サービスに大き

く影響することが懸念されます。組織機構の見直

しの必要性も含め、削減目標を改め、職場議論を

積み重ねるとともに、適正な人員配置をすべきで

はないかと考えますが、お考えをお聞かせくださ

い。

以上、壇上からの質問とさせていただきます。

この質問に当たって順次大項目の２と大項目の３

について入れかえて質問させていただきましたこ

とについておわびを申し上げます。どうぞよろし

くお願いいたします。

〇議長（黒井 徹議員） それでは、通告順に従

い答弁をいただきたいと思います。

松島大学事務局長。

〇市立大学事務局長（松島佳寿夫君） 塩田議員

から大きな項目で３点の御質問をいただきました。

１点目は私から、２点目は総務部長から、３点目

は経済部長からそれぞれ答弁をいたしますので、

よろしくお願いをいたします。

初めに、小項目の（１）、大学経営の将来展望

についてから申し上げます。まず、平成２７年度

の学生１人当たりの地方交付税の単価は、保健福

祉学部で１９７万 ０００円、短期大学部で６０

万 ０００円となっております。

次に、今後の収支見通しについてでありますが、

本年６月３０日開催の総務文教常任委員会でお示

しをしました名寄市立大学収支の推計の最終年度

に当たる平成３７年度では、運営経費については

１億 ５００万円のマイナス、これに施設整備費

と公債費の償還を加えた全体の収支では３億 ９

００万円のマイナスとなっております。これは、

歳入では地方交付税の学生１人当たりの単価を平

成２６年度の１９９万 ０００円をベースに毎年

２％の減少率で積算し、一方歳出では人件費は定

期昇給などを考慮して毎年２％の増加率で、加え

て平成２８年度の新学科開設に伴い教員、事務職

員など合わせて９名の増員を見込み、さらには現

在建設中の図書館、学生数の増加に伴い必要とな

る新棟及び福利厚生施設の整備費用なども盛り込

み、歳入歳出とも厳しい推計を行ったことによる

もので、現在もこの考え方に変更はありません。

次に、名寄市に大学があることによる効果など

についてでありますが、今年度で学生、教職員を

合わせた人数は約８００名、平成３１年度の社会

保育学科の完成年度では９００名を超えるものと

想定しており、このうちの大部分が名寄市で暮ら

しております。名寄市に居住することで地方交付

税のうちの人口を基本に積算される部分として、
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平成２６年度ベースでおよそ１億円が措置されて

おります。一方、消費効果としては家賃を含めて

１人平均月１０万円を消費すると試算しますと１

年間で９億 ０００万円、そのほか学生が生活す

ることによる若年人口の増加でアルバイトやボラ

ンティアなどさまざまな効果があり、数字にあら

わすことのできないことも含めてまちの活性化に

つながっており、名寄市のまちづくりに大きく影

響を与えております。

次に、本学発展の基本的な方向、将来の目指す

姿についてでありますが、平成２８年度に社会保

育学科を保健福祉学部内に設置できる見通しとな

りました。このことによって既存の栄養、看護、

社会福祉の３学科と社会保育学科の連携により、

従来の分野に加え食育、病児保育、発達障害など

現代的な諸課題に対応する質の高い教育研究を行

うことが可能になり、子供から高齢者まで全ての

世代のケアのあり方を教育研究などを通して地域

社会に貢献してまいりたいと考えております。

また、平成２８年度から道北地域研究所と地域

交流センターを統合してコミュニティケア教育研

究センターを設置する予定ですので、学部教育と

センターの両面からケアの未来を開くという本学

の基本理念の実践に取り組んでまいりたいと考え

ておりますので、御理解をお願いしたいと思いま

す。

次に、大学予算のあり方について申し上げます。

大学費の予算につきましては、短期大学時代の平

成２年度までは市立短期大学事業特別会計として

特別会計を設置しておりました。当時は、教員の

人件費、物件費などの歳出に対して授業料、入学

料などの歳入では賄い切れず、不足する金額を市

税等の一般財源を原資とする一般会計繰入金で補

填をして、収支をプラス・マイナス・ゼロとして

経理をしておりました。毎年報告しなければなら

ない市町村財政状況調査、いわゆる決算統計にお

いては、短期大学事業に関する歳入及び歳出は事

業の政策上普通会計として一般会計とあわせて報

告をしなければならないことから、平成３年度の

予算から一般会計の中の教育費として大学予算を

計上しているところであります。

特別会計を設置する場合は、法令の規定によっ

て設置が義務づけされている場合と法令によって

設置が認められる場合に限られます。大学予算に

ついては、法令等による設置の義務づけではない

こと、さらには決算統計上普通会計とあわせて報

告する必要があり、過去に特別会計から一般会計

に移行したことなどから、当面は一般会計の中で

持ちたいと考えておりますので、御理解をお願い

いたします。

以上、私からの答弁とさせていただきます。

〇議長（黒井 徹議員） 臼田総務部長。

〇総務部長（臼田 進君） 私のほうからは、大

項目２、新名寄市行財政改革推進計画について、

小項目の１、組織機構の見直し及び定員適正化へ

の取り組みについて申し上げます。

本市の行財政改革につきましては、新名寄市行

財政改革推進計画に基づき推進しているところで

あり、平成１８年度から２３年度を前期計画とし、

現在は平成２４年度から２８年度までの後期計画

の期間中でございます。その推進に当たっては、

市長を本部長とする名寄市行財政改革推進実施本

部と組織・機構検討部会などの専門部会を設けて

いるほか、職場会議等における意見を踏まえるな

どしながら組織機構の見直しや業務の改善など行

財政改革を推し進めているところでございます。

御質問のありました職員の適正化につきまして

は、当初平成２１年度から２６年までに７３人の

削減目標に取り組み、６９人の実績となってござ

います。その内訳につきましては、前期計画期間

で４６、後期計画期間の平成２６年度までに２３

人の削減となっており、残り４人の削減につきま

しては国、道からの権限移譲、新たな事業や施設

の新設などに伴い業務が拡大している現状を鑑み、

昨年度目標年度を２年間延長して取り組むことと

したところでございます。しかしながら、平成２
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７年度当初では平成２６年度に比べ総体で６人の

増加となってございます。これは、この間の大量

の定年退職とスリム化に伴う急激な世代交代への

対応や市民ニーズが複雑多様化する中で適切な市

民サービスを維持、確保するため人員の確保を図

ったものであります。今後の職員適正化の取り組

みにつきましては、引き続き名寄市行財政改革推

進実施本部などでの議論と職場点検を基本としな

がら、削減目標に向けたスリム化に取り組む一方

で、基礎自治体として求められます市民サービス

を提供するために必要な人材、人員の確保を図っ

てまいりたいと考えております。

以上、私からの答弁とさせていただきます。

〇議長（黒井 徹議員） 川田経済部長。

〇経済部長（川田弘志君） 私からは、大項目３、

名寄市における農業、農村振興の方向性について、

小項目の１、名寄市農業・農村振興計画の見直し

について申し上げます。

次期の農業・農村振興計画の策定に当たっては、

現在策定作業を進めておりますまち・ひと・しご

と創生総合戦略や今後策定される第２次の名寄市

総合計画との整合性を持って進めてまいりたいと

考えております。本年度においては、現状分析や

課題整理を行うとともに、計画素案を策定するプ

ロジェクト会議と計画素案を審議する検討委員会

をそれぞれ設置いたします。現在関係機関、団体

の職員レベルによるプロジェクト会議を設置し、

現状の課題等の整理に取り組んでいるところです。

また、検討委員会につきましては、総合計画の市

民検討委員会の設置にあわせて設置の予定です。

今後のスケジュールにつきましては、年内に農業

者や関係団体などから現状や要望など意見交換を

行い、１月ごろより計画素案検討、来年度からは

計画素案をもとに農業者や関係団体との意見交換

を行い、最終的にまとめたものについて検討委員

会より市長に報告し、農業・農村振興審議会の諮

問を経てパブリックコメントをかけて計画として

いく予定です。

次期計画検討におけるポイントといたしまして

は、現計画を策定したときよりもさらに農業者の

高齢化と経営規模の拡大が進んでいることによる

情勢変化やこの間の総合戦略などにおける農業・

林業関係団体懇談会やＪＡとの協議を踏まえます

と、新規参入者、後継者の育成確保、多様な労働

力の確保、農産物輸出を含めた販路拡大などが現

在のところ想定されますが、今後の農業者や関係

機関などとの協議をもとに課題を整理していきた

いと考えています。また、ＪＡ道北なよろで策定

されています地域農業振興計画につきましても振

興計画策定に当たり参考としていくことになると

考えております。

次に、小項目２、名寄市食育推進計画の見直し

について申し上げます。第２次の食育推進計画に

つきましては、食育推進協議会の御協力のもと食

育を実践することをテーマに平成２５年度から平

成２９年度の５カ年間を期間として策定し、本年

度で３年目となっております。計画では、年次目

標を設定し、平成２５年度は第２次計画の市民へ

の周知、平成２６年度は実践的な活動を活発化さ

せることとして取り組んでまいりました。具体的

な取り組みといたしましては、食育推進計画周知

パンフレットの配布や地場農産物のＰＲ、地場農

産物を使用した料理コンテストや各種料理教室の

開催及び健康食品に関する講演会の開催などに取

り組んでまいりました。

また、食育推進協議会を構成する保育所、幼稚

園、学校や食育に関係する団体においては、食育

指導や農業体験、地場農産物を使用した加工品の

製造などに取り組まれており、児童生徒を初め市

民に健康的な食習慣の重要性について認識をいた

だいているところです。また、協議会の議論を受

けて市民を対象に収穫体験と収穫した野菜による

煮込みジンギスカンの試食会を行う事業が実施さ

れるなど、協議会の活動を通じて他団体と協働し、

事業を行うことにより、食に対する視野が広がり、

効果的な食育事業となったとの報告をいただき、
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一定の成果を上げているものと考えております。

今年度は、さらに多くの市民の方に食に関する関

心を高めていただけるよう食育フォーラムの開催

を予定していくなど、食育事業推進に当たってま

いりたいと考えております。

次に、小項目３、名寄市農業・農村振興計画及

び名寄市食育推進計画策定に向けての体制につい

て申し上げます。現在の農業・農村振興計画の策

定については、旧名寄市、旧風連町が合併して最

初の計画に当たり、それぞれ異なった振興計画と

なっていたことから、作業量的にも多かったもの

と考えておりますが、次期計画策定については現

計画により基本的な項目について一定程度整理が

されていることから、その分事務量の軽減も想定

されているところですが、今後の策定作業の体制

につきましてはそうしたことを踏まえた上で十分

対応できる体制となるように考えてまいります。

以上、私からの答弁といたします。

〇議長（黒井 徹議員） 塩田議員。

〇９番（塩田昌彦議員） それぞれ丁寧な御答弁

ありがとうございました。私大項目の２と大項目

の３の取り違いをして質問をしてしまったことに

関しておわびを申し上げます。それで、通告順と

は順不同ではありますけれども、順次再質問をさ

せていただきます。

初めに、定員適正化についてのことでお聞きを

いたします。答弁の中で２７年４月の職員の配置

状況、そして平成２６年度の削減の実績６９名と

いうことでありますけれども、実際に２７年４月

１日の配置という部分では逆に６名多く配置をし

ているというようなことで答弁があったというふ

うに思います。しかし、２８年度まで当初の７３

名の削減達成に向けて努力をするということであ

りまして、いろんな諸条件といいましょうか、状

況が変化している中で今回の対応になったのかな

と思いますけれども、ちょっと中に矛盾があると

いうふうに理解をするので、そのことについてお

聞きをしたいなというふうに思います。

それから、確かに目標２年延長した背景にあっ

ては国や道からの権限移譲に伴う業務量の増加、

それから社会情勢の変化に対応するための職員配

置もさまざま出てきているのではないかなという

ふうに思います。それから、急激なスリム化の対

応ということで、それらに対応するための職員の

混乱といいましょうか、そのような部分もあるの

かなというふうに思いますし、住民サービスへの

影響などなどあろうかなというふうに思います。

それからまた、本年オープンした文化ホールＥＮ

―ＲＡＹの管理運営に伴っても職員の増員が図ら

れてきましたし、２８年度から大学の児童学科の

４大化に伴って大学の事務職員の増というふうな

部分でこれも想定されるわけですから、組織の見

直しについても非常に厳しい状況にあるのではな

いかなというふうに思っています。

加えて、この財政健全というふうな部分で考え

ますと、民間ですと不採算部門がある部分につい

てはそれから撤退をして財政健全を図っていくと

いうようなことが俗に行われる部分かなというふ

うに思いますけれども、行政はそうはいかない。

市民福祉を守っていかなければならない立場のも

とに、やはりきちっとした配置をして市民の暮ら

しを守るということは必要になってくるのかなと

いうふうに思っていまして、このような状況の中

で当初計画の７３名、２１年から２６年を２年延

長して２８年までというふうなことでありますけ

れども、本当に削減目標を掲げ続けていくことが

できるのかどうなのかについてお伺いをしたいと

思います。

〇議長（黒井 徹議員） 臼田総務部長。

〇総務部長（臼田 進君） 今再質問をいただき

ました。行革に関する考え方あるいは今後の方向

性というところかというふうに思っていますが、

この行財政改革を取り組むに至った背景というの

でしょうか、必要性というのは、１つは国レベル

での問題があると思います。これは、今少し景気

上向いてきたというのもありますけれども、この
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行革に取り組んだときについては経済が非常に長

期間にわたり低迷していたという部分がありまし

た。それを受けての国の財政問題という国レベル

の問題もありましたし、一方地方ではどうかとい

うと、国の経済に伴っての地域の経済の疲弊とい

う部分もありましたけれども、今問題になってい

る人口減少の問題ですとか少子高齢化の問題など

がありましたし、一方では地方分権ということで

自治体そのものが自主自立のもとに進めていかな

ければいけないというさまざまな課題があったと

いうことで、これらを踏まえて将来にわたって市

民サービスを保障できる、持続的に発展をしなが

ら自治体が進んでいかなければ、そのために必要

な改革を行うというのがまさに行財政改革という

ふうに私自身考えていますし、計画の中にもその

趣旨が書かれているかというふうに思います。そ

ういった趣旨でいきますと、最後に言われていま

した市民サービスを守るためにしっかりとした人

材の確保、人員の確保をする必要があるだろうと

いうところについてはまさにそうだというふうに

思いますので、これは市民サービスに必要な人員

については今後も目標のいかんにかかわらず、必

要なところについては確保していかなければいけ

ないだろうという考えがあります。

ただ、一方で目標が７３人に対してことしの４

月で６人ふえたので、計画と実際の配置に矛盾が

あるのではないかということでありますけれども、

数字的には確かにそういう部分はあるのですけれ

ども、今後の方向も含めて考え方になりますが、

業務がふえる部分も確かにありますけれども、一

方では時間の経過とともに事業が縮小する、ある

いは終了するという事業がある。あるいは、シス

テム化に伴って人員を減らすこともできる。ある

いは、職員の工夫、知恵によって労力を軽減でき

るというのもありますので、そういった部分につ

いては今後もスリム化の方向で進めていきたいと

いうふうに思いますし、塩田議員が言われたよう

に業務の拡張と、あるいは市民ニーズに対応した

取り組みについては、そこについては人材あるい

は人員の確保が必要だと思いますので、一見矛盾

したような内容になっているかもしれませんけれ

ども、必要に応じての削減、必要に応じての確保

に今後とも努めていきたいというふうに思ってい

ますので、御理解をいただければと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 塩田議員。

〇９番（塩田昌彦議員） 矛盾という言い方した

のですけれども、私の中では実はこの職員削減と

いうのは削減ありきの部分では決してないのだな

というふうに思っているのです。最後にも言わせ

てもらったのですけれども、住民サービス、これ

らについて影響を及ぼしてはいけないというふう

な部分がやはり一番大事な部分だなというふうに

思っていまして、そういう意味でいうと職員の先

ほど言われた新しい事業も出てくるけれども、な

くなっていく事業もあると。いろんなこと今後は

あると思うので、それは中長期的な視野に立って

の部分で、当然名寄市の行財政改革推進検討委員

会の中でしっかり協議をなされていくのだなとい

うふうに理解をしています。

私の言いたいのは、本当に７３名というふうな

部分で当初計画した、これは努力目標になるのか

もしれませんけれども、そうでなくても目標は目

標として持つのはいいけれども、やはりきちっと

市民の生活を守るということを前提に適正な配置

をしていただきたいというふうに思っていますし、

これら組織機構の検討委員会の中でも話し合われ、

そしていろいろ職場討議も積み重ねて、これは見

直しに向けてこれから進めていくというふうに思

っていますので、当然適正な配置につながってい

くものだというふうに思いますけれども、それら

の適正な配置という観点に立って再度御答弁いた

だければと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 臼田総務部長。

〇総務部長（臼田 進君） この行革、特に人員

の適正化については、先ほど申し上げましたよう

に、まず職場レベルからの議論も積み重ねていけ
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る点もあります。職場レベルはどうしても部課単

位でございますけれども、それを統合的に実施本

部という、先ほども説明させてもらいましたけれ

ども、実施本部として組織としてどうなのかにつ

いて今度は総体的な視点でそこを検証させていた

だいているということでありますので、これらの

経過を踏まえながら、経過というか、システムを

しっかりと今後も継承しながら、適正な人員配置

に努めていきたいという考えではありますので、

御理解をいただければと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 塩田議員。

〇９番（塩田昌彦議員） では、よろしくお願い

します。

続きまして、大学の関係について質問をさせて

いただきます。実質昨年ですか、再編に向けての

部分で御提示をいただいた部分として、３７年度

までの試算ということで資料を出していただいた

ときに、実は私もびっくりをしたという部分であ

ります。確かに御答弁の中で、歳入について平成

２６年度の算入単価でいうと１９９万 ０００円、

それから２７年度、今年度といいましょうか、１

９７万 ０００円だったですか、ということで２

万 ０００円の減ということで、当初２％ずつ削

減になっていくのではないかという長期的な展望

を見ていたわけですけれども、１％ちょいといい

ましょうか、それぐらいにおさまったということ

で、ちょっと安心をしている部分ではありますけ

れども、ただ社会情勢これからどうなっていくか

わからないことも含めて非常に厳しい状況である

ことは変わりないのかなというふうに思っていま

す。それに伴って運営費に占める歳出の部分でい

うと、人件費の２％、これは職員の定期昇給なり

というふうな部分も含めてかもしれませんけれど

も、この２％を見続けていくというのは非常に大

き過ぎるのかなというふうに実は思っていまして、

そのほかに物件費等々の経常経費や何かについて

もきちっと健全な大学運営をしていくための経営

の考え方という部分では、この部分についてはや

はり見直すところはしっかり見直していく、そし

て歳出を圧縮をしていくというふうなことが必要

だというふうに思います。その中で設備投資にお

いては、大学の図書館も初めとしてこれから整備

されるもの等々の起債の部分、それから起債借り

の償還の部分というのは出てくるわけですから、

当然今後においては大きな負担になってくるとい

うふうなことだと思います。

その中で運営に係る歳入歳出の部分を見させて

いただいた中で、平成３１年にはこの再編４大化

でいうと生徒さんが満度充足するという部分かな

というふうに思っていまして、その５年後、３５

年との比較というふうな部分でちょっと考えてみ

たのですけれども、実際には歳入では ７％の減、

約１億円ということで、それから歳出の人件費で

は ２％の増で同じく約１億円、物件費等でも

２％の増で ０００万円ほどでありますから、２

億二、三千万円ほどやはり現状の３１年から比べ

ると負担になっていくというふうなことになりま

す。実質収支を見ると、３５年には２億三千数百

万円というふうな赤字を想定をされているという

ふうな部分で、しっかりここの部分を歳入歳出、

歳入は難しいと思いますけれども、歳出部門でい

うとやはり鋭意努力をすることによって圧縮でき

るというふうに考えておりますので、そこら辺の

ところを今後どのようにまた進めていっていただ

けるのかというふうなことで御答弁をいただきた

いと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 松島大学事務局長。

〇市立大学事務局長（松島佳寿夫君） 今後の大

学の収支見通しを含めた件について再質問がござ

いましたので、お答えをさせていただきたいと思

います。

さきにも答弁をいたしましたとおり、どうして

も歳入というのは手がたく見積もらないと難しい

といいますか、手がたく見積もり、歳出について

はある程度かかる経費は想定できる分は一定程度

見込むということで、歳入歳出とも厳しく見込ん
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でいるというのは御指摘のとおりでございます。

今後収支を安定させていくためにどのようなとい

うことでございますけれども、まず１つとしては、

学生数を安定的、一定的に確保することが大学運

営では一番重要でありまして、そのことは例えば

国家試験の合格率を１００％に近づけるですとか、

就職率を上げるですとか、いわゆるそれらを含め

た学生のサポート、それからそれを含めた学部教

育、そして学生募集などの広報活動をまず大学と

してしっかり取り組んでいきたいと。あわせて歳

出の経費につきましては、今後一定の施設整備が

見込まれるのは事実でございますので、通常経常

経費といいますか、物件費、維持補修費などのい

わゆる経常経費については余り伸びないように、

大学内部での内部努力、そこをしっかりとやるこ

とで今後の収支改善に取り組んでいきたいと考え

ております。

〇議長（黒井 徹議員） 塩田議員。

〇９番（塩田昌彦議員） よろしくお願いします。

本当にそうだと思うのです。昨年のときの議論

にもありましたけれども、学生の確保がしっかり

できるかできないかということが一番重要な部分

だなというふうに思っていまして、それに伴う部

分としては、要するに今の高校生なり保護者を対

象としたオープンキャンパスを開いてとか、いろ

んな確保するための努力というのは大学としてし

っかりなされているというふうには理解をしてい

るのですけれども、そういうことも含めて将来的

なことを考えると、やはり確保するべきことはし

っかり確保しなければならないというふうに思っ

ていますので、それらについて鋭意努力をしてい

ただきたいというふうに思います。

それから、大学が名寄市に与える経済の効果と

いうことで先ほどるる説明をいただきました。そ

ういうことだなというふうに実は思っていまして、

この何億円という、実質１０万円だ、１２０万円、

１００人で１億 ０００万円という、その経済効

果、それが９００名になったらどうなのかという

ふうなこと等も含めて、やはり何か我々って先を

見ると赤字というのがどうしても目についてしま

う。その効果という、大学があることによって名

寄市にどういう潤いがあるのかというのを忘れが

ちなところも実はあるわけですから、その中で私

も今まち・ひと・しごと創生総合戦略というふう

な部分でやはり人口減少にどう歯どめをかけてい

くか、そういう対策というのは非常に大事な部分、

その中で大学の存在価値というのは大きいものだ

なというふうに思っています。

昨日の東川議員なり大石議員の質問の中にもあ

りましたけれども、人口減少ということはやはり

敏感に感ずるものではありますけれども、私自身

考えてみたら、もし大学が名寄になかったとした

ら、今の約２万 ０００の人口というのは維持で

きていたのかなというふうに考えますと、相当今

の２万 ０００とか２万 ０００の世界になって

いるのではないかなと、極端に言えば。経済学者

ではないからわからないですけれども、そういう

ふうに思っていまして、この効果というのは非常

に大事だなと。ほかから名寄市に来てくれるとい

う部分でいうと、やはり外資といいましょうか、

アパートとかマンションに係る経費だとか、そう

いうふうな部分についても当然仕送りとかいうふ

うな部分で、ここで発生しない経済の部分をよそ

からもらってここの経済を運営をするといいまし

ょうか、賄うというような部分でいうと、非常に

経済にとって効果が大だというふうに思っていま

すし、何せ若い人が８００人もいるということは

すばらしいことだなというふうに思っています。

その中で大学が名寄市の市民、どういうふうな、

先ほど貢献という部分でいうといろいろ大学を卒

業してからとかいう部分でありましたけれども、

実際に名寄市民との連携というふうな部分で効果

というのはどのようなことが現実にある、そして

これから想定されることがどういうことがあると

いうふうなことで答えていただければというふう

に思いますが。
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〇議長（黒井 徹議員） 松島大学事務局長。

〇市立大学事務局長（松島佳寿夫君） 改めまし

て大学の効果ですとか今後の地域貢献含めて再質

問がありましたので、少しお答えをさせていただ

きたいと思います。

議員からもお話がありましたように、今まさに

地方創生、総合戦略、名寄市も取り組んでおりま

して、その中の御存じのとおり５本の柱の一つに

市立大学の機能強化ということを盛り込んでおり

まして、今まさにまとめの時期ということでござ

います。その中では、３本の施策から考えており

まして、１つは社会保育学科の設置による学部再

編、それによって教員、学生数がふえると。それ

から、２つ目として御指摘のありました研究所機

能の強化ということで、道北地域研究と地域交流

センターを統合してコミュニティケア教育研究セ

ンターをつくっていくと。この前段として、先日

もお話がありましたように小樽商大の地域貢献の

話を向こうのセンター長をお呼びして道北地研が

講演会といいますか、その種のものをやって、今

後コミュニティケア教育研究センターをどのよう

な形にしていくかということで、教員、事務局が

中心になって、あるいは道北地域研究所の諮問会

議のメンバーの方々なんかからも御意見をいただ

きまして、そこら辺を模索しているところでござ

います。

あと、もう一つの柱として、卒業生の地元定着

ということで、昨年２６年度の例でいいますと公

務員とか市立病院の看護師さんを含めると１４名

就職が市内にあったのですけれども、それは３カ

年の中では多いほうでして、そこをいわゆる誘導

策、インセンティブを盛り込んで少しふえるよう

に地元定着なんかというような議論を今している

ところでございます。

それと、あわせましてちょっと一つの例として

なのですけれども、先週１２日に商店街あそびの

広場というようなイベントがことしで４回目です

か、開催をされまして、主に児童学科の教員です

とか学生が中心になったのですけれども、看護学

科の教員の方も救急、蘇生なんかの講習みたいの

をやっていまして、ささやかではあるのですけれ

ども、そういういわゆる大学ができる地域貢献と

いいますか、そういうことなんかも年に何回かや

って、これからもこういうのを例としてやってい

かなければならないのかなと思っております。

今後も本学の基本的な開学理念というのは保健、

医療、福祉のいわゆる有為な専門職を育てて地方

に送り出すということが最大の使命ですので、そ

この部分、学部教育をしっかりさせて、いわゆる

地域貢献の部分については新しくできるコミュニ

ティケア教育研究センターを中心に、さらに地域、

学部ではできないことをセンターが中心となって

研究、実践を含めて、市はもとより定住自立圏域

内含めて取り組んでまいりたいと考えております

ので、御理解をいただければと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 塩田議員。

〇９番（塩田昌彦議員） よろしくお願いします。

それと、また私どもの昨年の話になるのですけ

れども、学部再編時に将来の見通しということで

経営の収支の見込みをお知らせいただいたのです

けれども、このことについては毎年毎年実績は出

てくるわけですから、それらについて何かお示し

をいただけるような策といいましょうか、あるの

か教えてください。

〇議長（黒井 徹議員） 松島大学事務局長。

〇市立大学事務局長（松島佳寿夫君） 収支計画

につきましては、毎年決算が固まり、まさにこの

時期に決算が固まった時点で、それからそう時間

を置かないで見直し、時点修正といいますか、そ

こをしっかりと時点修正をして、いわゆる議会の

常任委員会等にお示しをして、私ども常に毎年こ

ういうふうになっているということを議会のほう

にもお知らせをしたいと思っております。

〇議長（黒井 徹議員） 塩田議員。

〇９番（塩田昌彦議員） よろしくお願いをしま

す。
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それと、やはり市民の関心事という部分でいう

と、今の部分と関連をするのですけれども、大学

の収支について関心を持っています。そういうふ

うな部分でいうと、今度市民向けにどのような形

でこの周知といいましょうか、することができる

のか、またするとすればどのような形が考えられ

るのか、それについてお答えいただきたいと思い

ます。

〇議長（黒井 徹議員） 松島大学事務局長。

〇市立大学事務局長（松島佳寿夫君） 大学の収

支を含めて市民の皆さんについては、運営等も含

めまして収支もあわせた形で市の広報なんかを使

いまして、運営と収支等を市民の皆さんにお知ら

せできるように検討してまいりたいと考えており

ますので、御理解をいただければと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 塩田議員。

〇９番（塩田昌彦議員） 鋭意努力よろしくお願

いします。

それでは、続いて農業・農村振興計画に関連し

て質問をさせていただきます。先ほどの御答弁の

中で既に各関係機関、団体が組織するプロジェク

ト会議は設置をして、検証等々については進めて

いるというふうなことであります。その中で計画

素案を審議する検討委員会を設置をするというこ

とで、これは総合計画の市民検討委員会というの

ですか、の設置にあわせて設置をするというふう

なこと、私の聞き違いかわからないですけれども、

だと思うのですけれども、そうだとすれば検討委

員会の構成メンバー、どういうメンバーで構成す

るのか、それから流れといいましょうか、ちょっ

とわかりづらい。もっとわかりやすく説明してい

ただければというふうに思いますが。

〇議長（黒井 徹議員） 川田経済部長。

〇経済部長（川田弘志君） 検討委員会の考え方

ということで御質問いただきまして、現状の農業、

農村を取り巻く状況も変化してきているという状

況の中で、課題も多岐にわたっているというふう

に思ってございます。検討委員会においては、農

業だけでなくて商工業の関係の方や大学や産業高

校などの御協力をいただきながら設置していきた

いというふうに考えてございます。具体的には、

関係機関、団体としては市立大学、名寄産業高校、

農業改良普及センター、農業委員会、ＪＡ道北な

よろ、上川北農業共済組合、天塩川土地改良区、

北海道農産物集荷協同組合、名寄商工会議所、風

連商工会などのそれぞれの委員として御推薦をい

ただく予定としております。農業者からは、地域

農業で中心となっている青年や女性の方を中心に

検討委員会に参画をしていただくというような予

定で考えてございます。

以上です。

〇議長（黒井 徹議員） 塩田議員。

〇９番（塩田昌彦議員） これまでの計画といい

ましょうか、振興計画の策定、過去の部分全て把

握をしているわけではないのですけれども、市民

が農業に関する部分として進めてきたという経緯

があって、その中に市民の各階層といいましょう

か、そういう方々も交えての検討委員会というの

は、これは初めての試みなのか、それともこれま

でもずっとやってきたのか、ちょっとその辺につ

いてお知らせください。

〇議長（黒井 徹議員） 川田経済部長。

〇経済部長（川田弘志君） この検討委員会の設

置につきましては、名寄市の要綱の中で定められ

ておりまして、その関係団体がこれらの関係団体

ということでございます。それで、特に商工会や

商工会議所等についてもその中で候補の団体とい

うことでなっておりまして、前回のときもそんな

ような形で取り進められたものというふうに思っ

てございます。

〇議長（黒井 徹議員） 塩田議員。

〇９番（塩田昌彦議員） わかりました。

それと、計画策定というふうな部分でいうと名

寄市の農業の実態というのがやはり一番大事にな

るのかなと。それから、将来のいろんな策定に向

けていくということになれば、国が策定をした食
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料・農業・農村基本法があって、それに伴う基本

計画が計画をされて、たしか１７年に計画をされ

ていますから、恐らくもう見直しがかかる時期か

と。それと同時に、道のほうも同じように基本計

画の部分でいうと変更がそろそろかかるのかなと

いうふうに思っていますけれども、それらもあと

１年半ありますから、それらについてもしっかり

踏襲をしていくものかなというふうに思っていま

すけれども、そこで今まで農家の営農意向調査と

いうのをたしか進めてきたと思うのですけれども、

これについても調査を進めるのかどうなのかとい

うことについてお聞きをいたします。

〇議長（黒井 徹議員） 川田経済部長。

〇経済部長（川田弘志君） 農業者の意向調査と

いうことでございますけれども、現在人・農地プ

ランの関係で農業推進アドバイザーという方をお

願いして、それぞれ個別面接を含めて聞き取り調

査をしております。それらの実態の内容と、それ

で不足する部分があれば当然アンケートなどの手

法を使って皆さんの御意見を聞いて、そういった

農業者の声を集められるような工夫はさせていた

だきたいというふうに思っています。

以上です。

〇議長（黒井 徹議員） 塩田議員。

〇９番（塩田昌彦議員） わかりました。

それと、現在農協がつくっている第３次地域農

業振興計画という、名前違ったかな。そうですね。

第３次の地域農業振興計画がつくられていて、こ

の計画は２９年までということで、名寄が持って

いる振興計画と１年のずれがあるというふうな部

分でありますけれども、これらについて先ほどこ

の次の新しい策定に向けてＪＡが計画しているこ

の計画との整合性といいましょうか、それらにつ

いても参考にするというような御答弁だったなと

いうふうに思いますけれども、今これからという

のは参考というよりは当然３０年に向けて２年半

もたっていますから、５年計画の部分の半分経過

しているということで、第４次になるのかわかり

ませんけれども、計画が恐らく策定見込みだとい

うふうに思いますし、それらについてやはり将来

の名寄市農業の方向性を定めていく計画でありま

すから、それら農協が策定するものとしっかり連

携を図りながら、整合性を保って進めていくのか

なというふうに思いますけれども、その辺につい

てもう一度御答弁いただきたいと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 川田経済部長。

〇経済部長（川田弘志君） 農業・農村振興計画

とＪＡ道北なよろで策定しています地域農業振興

計画、これ当然地域農業の振興において重要な計

画でもございます。とりわけＪＡの計画につきま

しては、農業者の皆さんにとっては入り口、出口

も含めて重要な計画になってございますので、そ

れらは当然ＪＡの計画と進捗状況なども含めて十

分協議して取り進めてまいりたいというふうに思

いますので、よろしくお願いいたします。

〇議長（黒井 徹議員） 塩田議員。

〇９番（塩田昌彦議員） わかりました。

ことしの６月に山田議員もこの振興計画の策定

については、今までの分踏襲していくことばかり

ではなくて新しい視点でやはり考えていくべきと

いうふうに御指摘もあったなというふうに思って

いまして、それらしっかり受けとめて、よいもの

の計画にしていただきたいなというふうに思いま

す。

それから、食育推進計画については取り組み等

々について相当進んできているなという感じがし

ます。ただ、民間を交えた名寄市食育推進協議会、

この中でいろいろ議論されてきている部分だなと

いうふうに思いますけれども、食育は基本は家庭

からだというふうに思っていまして、家庭、地域、

それから各名寄市、大枠でいきますとやはり連携、

協力をしながら食を育てていくというふうなこと

が大事な部分だなというふうに思っていまして、

これらについてその辺のつながりといいましょう

か、何かまだしっかりした部分でいうと市民にき

ちっと伝わり切っていないのかなという、部門、
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部門では確かにやられているということは重々承

知をしていますけれども、その辺の部分、この前

段は周知、そして第２次は実施というふうな部分

でありましょうから、この部分についてもそれに

向けてどのように進めていくのか、考えていらっ

しゃるのか、お考えをお聞きしたいと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 川田経済部長。

〇経済部長（川田弘志君） 第２期の推進に当た

っては、計画の中では生涯にわたるライフステー

ジごとに幼児から高齢期まで８段階にわたってそ

の取り組みの指針を明示させていただいています

し、さらに家庭や教育、福祉現場、地域と生産者、

さらには関係機関等の具体的な取り組む方向性を

示させていただいています。それらを含めて一体

的に今計画の推進に当たってございますけれども、

名寄市食育推進協議会においては食育に関係する

関係団体の皆さんに委員として御協力をいただい

ておりまして、塩田議員からの御指摘いただきま

したとおり、そういった御意見を含めて名寄市の

食育推進協議会の中で御意見をいただきながら取

り組んでまいりたいというふうに思ってございま

すので、御理解をお願いいたします。

〇議長（黒井 徹議員） 塩田議員。

〇９番（塩田昌彦議員） それでは最後に、計画

の策定に向けての体制といいましょうか、先ほど

しっかりした体制を整えていくというようなこと

のお話があったなというふうに思いますけれども、

これまでもどちらかというと計画を策定する上に

おいては、やはり今後の名寄市基幹産業、名寄市

の基幹産業は農業でありますから、この農業をど

う進めていくのか、方向性も含めてしっかりした

ものにしていかなければならないと。そのために

は、いろいろこの関係機関、団体との調整的なこ

とも含めて核的な役割を職員が担うというふうな

ことになっていくと思うのです。そんなことも含

めてやはり食育推進計画ばかりではなくて、地産

地消の推進計画、それも関連をして出てくると思

いますし、食育推進計画も同じように関連をして

いく部分だというふうに認識はしているのですけ

れども、これらについてこの大事な役割を担うと

いうことも含めて専門職員の配置についての考え

方について最後お聞きして、終わりたいと思いま

す。

〇議長（黒井 徹議員） 川田経済部長。

〇経済部長（川田弘志君） 次期計画の策定に当

たりましては、塩田議員から御指摘いただいたと

おり今後の名寄市の課題、農業に対する課題を明

示して、取り組む方向性を中長期的に考えていく

というような重要な計画だというふうに認識はし

てございます。それに当たりましては、より多く

の生産者を初めとした担い手の方、さらには青年、

女性の御意見を伺わなければならぬというのも考

えているところでございます。その上に立って体

制整備ということでございますけれども、よりそ

れらの計画を効果的に推進していくことを基本に

考えてまいりたいというふうに思ってございます

ので、現在ぜひそういう計画はそれぞれそのよう

な体制の中でちょっと考えてまいりたいというふ

うに思っていますので、どうぞよろしくお願いい

たします。

〇議長（黒井 徹議員） 以上で塩田昌彦議員の

質問を終わります。

交流人口の拡大について外４件を、高橋伸典議

員。

〇１５番（高橋伸典議員） 議長の御指名をいた

だきましたので、通告に従いまして、質問をして

まいりたいというふうに思います。

まず、大きい項目の１問目、交流人口の拡大に

ついてお尋ねいたします。名寄市の交流人口増加

に向けて、私は特にスポーツによる交流人口の増

加を訴えてまいりました。名寄市観光交流振興協

議会の交流事業部会の中で検討し、合宿受け入れ

庁内検討会議において合宿の受け入れ組織を確立

し、進められております。昨年も１１月から本年

３月までカーリングチーム数十チームが直前合宿

を行いましたが、競技施設や自然環境等の優位性
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を検証もされ、合宿をされた方々へのアンケート

の調査結果をとったそうですが、その結果をお知

らせいただきたいというふうに思います。

また、合宿アドバイザーからの意見はどうだっ

たのか、現状の名寄が保有する施設や宿泊施設、

体育協会、各競技施設との連携を進める中で合宿

アドバイザーによる大会の誘致や合宿の誘致を進

めるため、評価や今後の対応、合宿受け入れの方

向性や改善策をお知らせいただきたいというふう

に思います。

続きまして、健康の森の競技場の改修について

お尋ねをいたします。札幌オリンピック、また東

京オリンピックを見据え、各都道府県、市町村は

合宿誘致に躍起になっております。合宿誘致のた

め競技施設の改修やＰＲを進めておられますが、

冬のスポーツにしろ、アスリートは夏は休まない

で、冬の団体も夏は名寄で体づくりをする、夏の

団体も昼は団体で練習、夜は個人で練習する。あ

る団体は、最近少子高齢化が進み、各学校でチー

ムが組めなくなった。地方から選手が来るため６

時、７時ぐらいから練習が始まり、９時ぐらいま

で真っ暗な中で練習をやる。なかなか難しいと言

われております。また、陸上競技の団体からは、

この名寄にも全天候型のブルートラック、１レー

ンだけでもあれば合宿がとれるのではないかとい

うお話もいただいております。この部分でハード

面での合宿誘致の対策、また陸上競技場への照明

設備の配置、改修等の考えはないのかのことをお

聞きしたいというふうに思います。

合宿誘致は、各団体が日常から一つの目標を目

指し、心を一つにして勝利を達成するために合宿

を行うというふうに言われております。ジュニア、

高校生、大学は費用がなく、安い施設を求めてお

りますし、団体で泊まれる場所を検討しておりま

す。現在少子化の進展により児童生徒の減少で公

立学校の廃校は全国的な動きとなっております。

文部科学省は２０１０年から「みんなの廃校」プ

ロジェクトということで、廃校施設の再利用を関

係者に働きかけております。全国で ７００校の

廃校、新たな使途が見出された学校は ９６３校、

公民館、資料館、体育施設、福祉施設、観光用に

使用することもあるそうです。夕張市では、学校

を安い合宿等の宿泊施設に対応して使っておりま

す。合宿者や団体等の練習で安価に使用できる廃

校施設の有効利用の活用の考えについて理事者の

御見解をお願いいたします。

大きい項目の２項め、コミュニティバスについ

てお尋ねをいたします。なよろコミュニティバス

の運行は、今後の超高齢社会を見据え、より利便

性の高い市街地バス路線を計画するため、平成２

４年実証実験が開始されました。名寄市も地域公

共交通活性化協議会の意見を踏まえて、利便性の

課題では増便、乗り継ぎの課題では東西回りの運

行、そして冬期では所要時間の見直し等々が行わ

れてまいりましたけれども、平成２７年度に終了

するため、地域公共交通活性化協議会と市民の意

見を踏まえて利用実績や公共施設との接続性を鑑

み、効果的かつ効率的な市内循環バスの動きを検

討すると言われておりますが、これからの交通弱

者、買い物弱者への対策の理事者の御見解をお願

いいたします。

また、名寄市立総合病院の下車で東西回りの一

部と西回りが市立病院の駐車場から、入り口から

大きく離れ、交通弱者から冬に向かい改善の声が

上がっております。名寄市地域公共交通活性化協

議会での今後の改善点について理事者の御見解を

お願いいたします。

大きい項目３点目、夢にチャレンジ助成金につ

いてお尋ねをいたします。学生を中心に若者が将

来の夢を実現するため、チャレンジに対して自治

体として助成を支給するなど、若者を応援する取

り組みを行う自治体が出ております。子供や学生

の夢を育み、夢へのチャレンジに対し地域を挙げ

て応援することは、地域の魅力創造にもつながる

重要な施策と考えます。

愛知県の小牧市では、今年度子供の夢のチャレ
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ンジを応援する新規事業として、海外でのボラン

ティアや地域活動など学生がみずから考えて企画

した活動に対して３０万円を上限に経費の一部を

助成する夢にチャレンジ助成金を創設いたしまし

た。学生など若い世代の夢の実現に向けた活動を

促しております。市の公募を設けた上、１次審査、

書類審査、応募による公開プレゼンテーションを

行い、本年度は７件中６件を採択したそうであり

ます。助成を受けた場合、活動期間、２８年２月

１５日から３月末までですが、実績を終えた後、

市内の部分で発表会等を行っているそうです。こ

ども・夢チャレンジＮｏ．１都市の実現に向けて、

子供の夢を育むため、夢へのチャレンジを応援す

る事業の一つとしているそうです。本市も子供夢

チャレンジのために助成を行うことはどうでしょ

うか。理事者の御見解をお尋ねをいたします。

大きい項目４点目、老人漂流社会についてを大

きい項目で御質問いたします。今中高年の子供が

リストラや親が脳梗塞等で病気で倒れ、心配な面

もあり、自分が助けなければという思いで高齢者

の親元へ助けるために、頼って同居するケースが

急増しております。親と同居する中高年で未婚の

子供は日本で３０５万人、そのうち失業者は３１

万 ０００人、１ ４％に上っていると言われて

おります。高齢者人口 ０００万人を突破し、超

高齢化社会の中、ひとり暮らしの高齢者は６００

万人を超えようとしております。およそ３００万

人の人が生活保護水準以下の年収しかなく、生活

保護を受けている方は７０万人ほどと言われて、

残り２００万人は医療や介護の負担が重く、貯蓄

もなく、ぎりぎりの生活を続けている高齢者がお

られるそうであります。生活保護は、名寄市では

２２８世帯、２９１名の保護者がおられますが、

今回のケースはあると言われておりますが、生活

保護の制度の実態について理事者の御見解をお願

いしたいというふうに思います。

また、介護保険認定の第１号被保険者のうち、

要介護認定者のひとり暮らしや親元に介護やリス

トラのため本市に帰ってこられた子供と同居して

いる状況についてわかれば教えていただきたいと

いうふうに思います。

また、子供の失業や親の病院などをきっかけに

同居して親子が共倒れして、追い込まれていくケ

ースが少なくないというふうに言われています。

平成２１年度の調査では、収入がふえたために年

１０万人の方々が生活保護が打ち切られたという

ふうに言われております。札幌でも２年前に姉妹

がぎりぎりの生活をし、ガス、電気をとめられ死

亡したこともあり、隠れた貧困問題をどう未然に

防ぐかというふうに言われております。この対策

として、市税等の未納状況を防ぎ、それを防ぐ対

象にしている自治体もあるそうであります。市税

等の未納の状況について理事者の御見解をお願い

をいたします。

大きい項目５つ目、介護保険のサービスの移行

についてお尋ねをいたします。地域支援事業の支

え手、担い手や提供者の今後の状況についてお尋

ねをいたします。軽度者向けの介護保険のサービ

スの一部を２０１７年までの市町村の事業に移行

する地域医療介護総合確保推進法が始まりました。

本市も高齢化率、平成２７年人口比で３ ４％、

要支援者１は３６０名、２ ３％、要支援者２は

１５５名、 ６％になっております。訪問介護、

通所介護が制度改正に伴い変更が余儀なくされま

した。サービスの担い手としては、ＮＰＯやボラ

ンティアの活用を促しておりますが、本市の地域

支援事業の担い手づくりの考え方、また状況や提

供者への今後の考え方について理事者の御見解を

この場でお聞きいたしまして、壇上での質問とさ

せていただきます。

〇議長（黒井 徹議員） 小川教育部長。

〇教育部長（小川勇人君） ただいま高橋議員か

らは、大項目で５点にわたり御質問をいただきま

した。大項目１及び３につきましては私のほうか

ら、大項目２につきましては総務部長から、大項

目４及び５につきましては健康福祉部長からの答
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弁となりますので、よろしくお願いいたします。

大項目１の交流人口の拡大について、小項目１

の合宿者に対するアンケート結果についてお答え

いたします。平成２６年度に地域活性化センター

の補助金を活用し、合宿による交流のまちづくり

推進事業を実施し、名寄市の合宿受け入れに関す

る調査、実施検証を行いました。事業の中では、

合宿モニターツアー事業として道内の高校スキー

アルペン部の監督、選手１２名を招致しました。

また、北海道ジュニアカーリング名寄合宿では、

道内ジュニア１１チームの選手、監督と北海道女

子カーリングアカデミーの選手合わせて７４名を

招致しました。合宿参加者は、なよろ温泉サンピ

ラーに宿泊し、各施設を体験していただき、監督、

選手には合宿環境についてのアンケート調査を実

施しました。

アンケート結果では、総体的にスポーツ施設及

び設備、施設周辺の環境についてはよい、宿泊施

設は普通で、従業員の対応及びサービスはよいと

の評価でした。改善事項としては、女子選手から

はシャワールームが欲しい、選手からはインター

ネット環境を改善してほしい、監督からは栄養バ

ランスを考えた食事メニューの改善が上位でした。

要望事項としては、合宿地を選定するときに合宿

情報専用ホームページがあるとよい、宿泊施設か

ら各スポーツ施設や市内への移動手段を確保して

ほしい、宿泊などの料金を安く設定してほしいな

どが主なアンケートの結果となりました。

次に、小項目２の合宿アドバイザーの評価と今

後の対応についてお答えいたします。昨年７月に

合宿に関するアドバイザー２名を招聘し、市内の

スポーツ施設、文化施設、パークゴルフ場、商店

街、主な宿泊施設などを視察して、合宿地として

の可能性について評価をいただいてきました。ス

ポーツ施設では、ノルディックとカーリングの施

設はトップレベルの選手に対応可能との評価があ

り、スキー場を含めた冬季のスポーツ施設を活用

し、恵まれた環境などを生かしたスポーツ合宿が

有効との意見をいただきました。ほかの施設につ

いても対象を学生に絞ることにより利用可能とな

るので、合宿専用のホームページを構築し、合宿

地を選択する際に多くの情報収集ができる体制づ

くりが必要である、また競技施設の整備について

は種目を絞って施設面の充実を図るべきとのアド

バイスをいただきました。今後の対応につきまし

ては、合宿専用ホームページ作成費が予算化され

ましたので、作成作業を進めてまいります。

また、競技施設整備につきましては、総合計画

などに基づき整備を進めるとともに、新たな改修

などにつきましては次期総合計画策定において議

論がされていくことと考えております。今後にお

いてもアドバイザーなどから合宿誘致に関する御

意見をいただきながら、合宿受け入れにかかわる

環境を整え、冬季スポーツを中心とした合宿や大

会の誘致を推進してまいりたいと考えております。

次に、小項目３の健康の森陸上競技場の改修に

ついてお答えいたします。現在陸上競技場の照明

施設は、管理棟に水銀灯照明を４基設置しており

ます。陸上競技場のフィールド及び多目的コート

については、陸上、サッカー等の各団体が練習場

として使用されており、施設利用時間としては午

前９時から午後７時までとなっております。利用

実績としては、平日は陸上の愛好家の方が主に利

用し、土日、祝祭日はサッカーの大会などで利用

されております。施設利用者から照明設備等の要

望については現在まで伺っていない状況にありま

す。

また、陸上、サッカー、アメフトなどの合宿で

の利用者につきましては、日中に練習を行い、夕

食後はミーティングや体育センターフォレストの

体育館やトレーニング室を利用しての自主トレを

行ったり、施設環境に合わせたトレーニングメニ

ューを実施していただいております。

陸上競技場トラックの全天候型については、過

去に調査研究をした経緯がございますが、多額な

工事費を要するため、難しいという判断をしてき
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ているところであります。以上のことから、当面

改修計画はございませんが、今後とも利用者ニー

ズに合った適切な運営管理に努めてまいりたいと

考えております。

次に、小項目４の閉校施設の有効活用について

お答えします。平成２７年度末において閉校後の

利用が可能となる学校施設については、風連日進

小中学校と東風連小学校、豊西小学校の３校が考

えられますが、交流人口の拡大に関連しての閉校

施設の有効利用についての質問でありますので、

立地条件的な面から豊西小学校が今回の質問の趣

旨に該当するものと考えますので、豊西小学校の

現状について説明をさせていただきます。豊西小

学校の閉校に関して学校関係者や地域の方々から

は施設、敷地の跡利用についての具体的な要望等

は出ていない状況にありますが、本年５月に開館

した市民文化センター大ホールや浅江島公園に隣

接し、環境的にも恵まれた立地条件にあることか

ら、合宿などに利用できる宿泊施設等への転用な

ども含め、アイデア次第では多方面での活用方法

が可能になると考えております。しかし、その反

面、施設については建築後４０年程度経過し、旧

耐震基準の建物となっていることから、ほかの用

途に転用する場合においても改修等については相

当の経費が必要となると考えております。このよ

うな条件をクリアし、施設の有効活用を可能とす

る方策は現在のところ持ち合わせてはいない状況

にありますが、先ほども申し上げたとおりさまざ

まな面からの活用が考えられる施設、敷地である

ことから、今後庁内的な活用方策の検討を進める

とともに、第２次総合計画の策定時期にもあるこ

とから、その策定段階で市民の皆さんの御意見も

いただきながら方向性を出していきたいと考えて

おりますので、御理解をお願いします。

次に、大項目３の夢にチャレンジ助成金につい

て、小項目１の若者に対する夢にチャレンジの応

援についてお答えします。御質問にありました助

成金につきましては、議員からも説明がありまし

たが、愛知県小牧市において第６次総合計画に掲

げる都市ビジョンの基本施策であるこども・夢チ

ャレンジＮｏ．１都市の実現に向けた実施施策で、

子供の夢を育み、夢へのチャレンジを応援する事

業の一つとして提案者みずからが考え、企画した

活動を募集し、それに必要な費用の一部を助成す

る制度であります。高校生以上２５歳以下の個人、

グループを対象としたもので、みずから企画を実

現するために公開プレゼンを行い、採択になれば

実施した事業の成果、実績について報告をすると

いった内容であり、夢の実現を目指す若者を次の

世代につなげていくことを目的としていると認識

をしております。現在名寄市には、青少年に限定

した同様の助成制度はないため、こうした助成制

度を本市において取り組む考えはないかとの質問

でありますけれども、地域活性化を目的とした名

寄市まちづくり推進事業助成金の中で年齢要件に

関係なく研究開発、イベント開催、人材育成等に

要する経費の一部を助成する制度がございます。

青少年の夢を実現するといった制度と趣旨は異な

りますが、このような制度の活用も視野に入れな

がら、小牧市の事例を参考に調査研究をしてまい

りたいと考えております。

以上、私からの答弁とさせていただきます。

〇議長（黒井 徹議員） 臼田総務部長。

〇総務部長（臼田 進君） 私のほうからは、大

項目の２、コミュニティバスについて、小項目の

１、交通弱者、買い物弱者への対策及び小項目の

２、名寄市地域公共交通活性化協議会での今後の

改善点についてあわせて申し上げます。

なよろコミュニティバスの実証運行に当たりま

しては、住民アンケートによるニーズ調査やバス

運行事業者、公共交通に関する有識者からの意見

をもとに名寄市地域公共交通活性化協議会にて協

議の上、利用の多い高齢者層へ配慮した低床バス

の導入や通院、買い物、公共施設の利用など日常

生活に必要な移動手段となることを意識した見直

しを行ってまいりました。御質問の市立総合病院
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前のバス停につきましては、病院最寄りの場所で

はありますが、平成２５年１２月の運行経路見直

し時に運行経路上の事情によりましてやむなく病

院の斜め向かいへの移設を行ったため、通院には

不便な場所となっているのが実態であります。利

用者の方から移設を望む声も寄せられていますこ

とから、運行事業者及び市立総合病院からも意見

をいただきながら、運行ルートを大幅に見直すこ

となく改善できる手段がないかを現在検討中であ

ります。

検討の結果により改善する方向で手続を進める

こととなった場合についてでありますが、運行経

路の変更も想定しなければならないため、冬期の

道路状況を確認する必要があること、また名寄市

地域公共交通活性化協議会での了承及び関係機関

への協議、申請の時間も必要となりますことから、

時期といたしましては来春を目途とした改善とな

ることが想定されているところでございます。

以上、私からの答弁といたします。

〇議長（黒井 徹議員） 田邊健康福祉部長。

〇健康福祉部長（田邊俊昭君） 私からは、大項

目４と大項目５について申し上げます。

初めに、大項目４の老人漂流社会について、小

項目１の生活保護制度利用者の実態について申し

上げます。名寄市における過去３年間の生活保護

の動向につきましては、平成２４年度は保護世帯

数２３３世帯、保護人員３１１人、保護率１ ５

パーミル、面接相談件数９５件、うち生活保護に

かかわる面接相談件数８５件、保護申請件数１７

件、開始件数１７件、廃止件数２５件、保護世帯

のうち６５歳以上の高齢者世帯は１３１世帯で、

保護世帯の５ ２％となっております。平成２５

年度は、保護世帯数２２１世帯、保護人員２７９

人、保護率 ６パーミル、面接相談件数８２件、

うち生活保護に係る面接相談件数７１件、保護申

請件数２６件、開始件数２６件、廃止件数３１件、

保護世帯のうち６５歳以上の高齢者世帯は１３３

世帯で、保護世帯の６ ２％となっております。

平成２６年度は、保護世帯数２２８世帯、保護人

員２９１人、保護率１ １パーミル、面接相談件

数１０２件、うち生活保護に係る面接相談件数８

３件、保護申請件数３８件、開始件数３５件、廃

止件数３１件、保護世帯のうち６５歳以上の高齢

者世帯は１３９件で、保護世帯の６ ０％となっ

ております。以上により、保護申請件数は年々増

加傾向にあり、また名寄市の高齢化率の上昇に比

例して高齢者世帯の割合が増加しております。生

活保護の給付状況につきましては、平成２６年度

の生活保護費は５億８９９万７７４円で、うち医

療扶助は２億 ３３４万 ３２０円となっており、

保護費全体の５ ７％と半分以上が医療費で占め

られております。

生活保護を受給している高齢者世帯に子が転入

した場合、子の稼働収入によって世帯の収入が最

低生活費を上回ったこと、または上回る見込みが

十分確認できる場合は保護が廃止されます。しか

し、子が転入したとしても世帯の収入が最低生活

費を下回っていれば新たに転入してきた子の生活

費も加味され、保護は継続されることになります。

次に、小項目２の介護保険認定者及び子供同居

世帯の状況について申し上げます。生活保護受給

者のうち、６５歳以上の介護保険の要介護認定者

は４９世帯５０人であり、内訳として要支援１が

９人、要支援２が７人、要介護１が６人、要介護

２が９人、要介護３が６人、要介護４が９人、要

介護５が４人となっております。保護世帯全体で

６５歳以上の高齢者とその子で構成された保護世

帯は８世帯であり、うち子が働いて収入を得てい

る世帯は１世帯で、残りの７世帯は子が障害や傷

病のため就労できない状況です。また、６５歳以

上の介護保険の要介護認定者とその子が同居して

いる保護世帯数は２世帯となっております。

当市における過去５年間で生活保護受給世帯に

親の介護を理由として子が転入した事例はござい

ませんが、リストラを理由として子が転入した事

例は１件ございます。本州で失業した２０代の子
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が当市で生活保護を受給していた６０代の親元に

転入した事例ですが、子を含めた世帯の収入が最

低生活費を下回っていたため、親と子の２人世帯

として保護は継続となりました。その後子の就職

が決まり親元から転出したため、子のみ保護廃止

となっております。

次に、小項目３の市税等の未納状況について申

し上げます。８月１４日現在３市税のほか国保、

介護、後期、保育における昨年度課税分及び過年

度課税分の滞納者は５２９人、このうち６０歳以

上の方は１８４人で、全体の３５％となっており

ます。６０歳以上の方の滞納額合計は ８１７万

０００円、うち市税が １２６万 ０００円、

国民健康保険税が ０２６万 ０００円となって

おります。御質問いただきました生活困窮及び子

供との同居の現状についての実態把握であります

が、例えば確定申告など住民税の申告の中で実態

が把握できることも考えられますが、市税等の未

納、納付が滞る、滞納状態になって納税相談に訪

れていただいた中で初めて実態が判明することと

なります。基本的には、大多数の市民の皆さんに

は市税等を納期に合わせて適正に納めていただい

ておりますから、納税相談に来ていただく方の数

というのはごく少数であるという実態があります

が、納税相談の中で生活が著しく困窮している方

については生活保護など福祉部門への相談を促す

など庁内連携を図って対応しているところであり

ます。

続きまして、大項目５の介護保険のサービス移

行について、小項目１の地域支援事業の支え手、

提供者の今後の状況について申し上げます。本年

４月の介護保険の改正では、団塊の世代が７５歳

以上となる平成３７年に向け、住みなれた地域で

自分らしい暮らしを最後まで続けることができる

よう医療、介護、予防、住まい、生活支援を包括

的に確保する地域包括ケアシステムの構築を実現

するための施策として、地域支援事業に新しい介

護予防・日常生活支援総合事業、いわゆる新しい

総合事業が制度化されました。新しい総合事業に

移行すると、介護予防給付で行っていた要支援１、

２の方の訪問介護及び通所介護サービスは全国一

律のサービスから市町村が実施する新しい総合事

業で提供することとなるほか、それぞれの市町村

や地域に潜在している生活支援の担い手となる地

域資源を発掘することにより、さまざまな生活支

援サービスが介護保険制度のもとで実施できるよ

うになります。本市では、この新しい総合事業を

名寄市介護保険条例、名寄市第６期高齢者保健医

療福祉計画、介護保険事業計画において平成２９

年度に移行することで議会議決をいただいており、

その体制整備に向けて協議体を設置して定期的な

情報共有、連携強化による資源の開発が必要であ

るため、本年から制度移行に向けた準備作業に着

手してまいります。

新しい総合事業の担い手としては、ボランティ

ア、ＮＰＯ、民間企業、協同組合等が想定されて

おりますが、高齢者の居場所である趣味活動、健

康づくり活動などのほか、地域におけるサロン活

動や見守り、安否確認などもその対象とされてお

ります。各地域のサロン活動や老人クラブ活動な

ども新しい総事業における地域資源として考えら

れることから、協議体の中で議論を進めてまいり

ます。要支援１、２の方の訪問介護、通所介護サ

ービスにつきましても地域支援事業に移行した後

もサービスを継続するとともに、現在の生活支援

サービスの移行につきましても継続できるよう協

議を重ねてまいります。

今回の介護保険法の改正は、制度始まって以来

の大改正と言われており、その内容は住民参加型

まちづくりそのものであります。平成２９年度に

制度移行した後も住みなれた地域で自分らしい暮

らしを最後まで続けることができるよう地域の皆

様とともに取り組んでまいりたいと思います。

以上、私からの答弁とさせていただきます。

〇議長（黒井 徹議員） 高橋議員。

〇１５番（高橋伸典議員） ありがとうございま
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した。再質問に移らさせていただきます。

まず、交流人口の部分の質問をさせていただき

ます。今回の合宿でスキーが１２名、カーリング

７４名の方にアンケートをとっていただいて、ま

ず宿泊施設のシャワーだとかインターネットの部

分はあったのですけれども、料金を安くしてほし

いという部分はやっぱり学生だとか大学というの

はこれはもう大変重要な部分だと思うのです、親

の経済的部分もありますし。この部分では、士別

や何かは士別のホテル関係は宿泊者に対して助成

金を出して相当安い金額で、朝晩の食事もつけて

安く出しているみたいなのですけれども、名寄市

の場合はその対応はできているのかどうかという

のと栄養バランスのとれた食事を提供するために、

試験を受けて取らなければならないものがあるの

です。よく野球選手の奥さんがそのバランスをと

るために試験を受けて取って、旦那の食事をつく

るだとかという部分をやっている選手の奥さんが

たくさんいるのですけれども、名寄はホテルには

そういう関係の栄養バランスのとれた食事をつく

ってほしいという要望があった時点で検討はされ

たのかどうか、ちょっと教えていただきたいと思

っています。料金の部分と食事の部分と。

〇議長（黒井 徹議員） 暫時休憩します。

休憩 午後 ２時３７分

再開 午後 ２時３７分

〇議長（黒井 徹議員） 再開します。

小川教育部長。

〇教育部長（小川勇人君） 今合宿にかかわって

宿泊関係についてと質問がございました。宿泊の

割引制度というか、助成制度のことだと思います

けれども、ほかの先進地で合宿に取り組んでいる

ところではそういった制度を活用しながら多くの

合宿者を呼び込んでいるということがありますけ

れども、名寄市においてはそういった制度は今の

ところありません。また、なよろ温泉サンピラー

においては、独自に合宿者にちょっと価格を下げ

て食事を提供しているという、そういった制度を

実施している部分があります。今回総合戦略の中

で合宿の受け入れ誘致に向けて推進を行っていく

に当たって、今後も合宿者からアンケートをまだ

いろんな形でとるようになっていくこととなりま

すし、あと先進地の事例も情報を収集しながら、

具体的にどういった施策を打っていったらいいの

かというのもあわせて検討していく必要があると

いうふうに考えているところであります。それと、

ホテルや宿泊先の旅館業組合の皆さんともお話を

しながら、そういった割引制度が独自にできるの

か、助成制度として必要なのか、そういったもの

を含めて協議の素材になっているかと思いますの

で、そういった中で今後協議をしてまいりたいと

いうふうに考えております。

栄養のバランスのとれた食事の提供ですけれど

も、私がわかっている範囲ではそういった資格を

持っている人はいないのかなというふうに思って

いますけれども、サンピラーのほうにいるかどう

かちょっとはっきりはわからないので、申しわけ

ありません。ただ、トップレベルの選手を呼ぶに

当たってはそういった栄養バランスのとれた食事

の提供というのも必要になってきますから、今後

のアドバイザーの招聘においてはそういった栄養

面でアドバイスも受けられる、そうした方も招聘

しながら、できれば大学の方とも連携しながら、

一緒に勉強しながら、今後栄養バランスのとれた

そういう要件のできる食事の提供もできるような

体制も宿泊施設とも連携をとりながらやれればと

いうふうに考えているところであります。

以上です。

〇議長（黒井 徹議員） 高橋議員。

〇１５番（高橋伸典議員） よろしくお願いしま

す。

トップアスリートは、ほとんどそういう方がつ

いてきます。ついているのですが、そういう大学

生だとか高校生の部分でバランスのとれた食事が

出せる体制をつくっていただきたいなというふう
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に思って言ったのです。

それで、大学生、トップアスリートが合宿に来

るというのもいいのですけれども、一番いいのは

やっぱり先ほど山崎議員も言われたように地元の

少年団だとか何かが合宿をして、一緒の飯を食べ

てチームワークをつくる。やっぱりいろんな部分

で違った環境なのです、一緒に何日か合宿すると

いうことは。そして、私がちょっとうまかったら

指導するだとか、下手だったら言われるだとかと

いう、そういう活性化にもなるという部分で、私

はだから向こうから来る高校、大学の部分の合宿

だけでなく、名寄の高校生、中学生、小学生が本

当に夏休みになったら３日か４日、豊西小学校の

廃校のところがもしそういう合宿施設になるのだ

ったら、 ０００円で泊まって食事はお母さんが

つくりに来てだとかという方法も可能なのかなと

いう部分があったのです。よく合宿をする部分で

いえば、高校生や何かが合宿をすると、ふだん大

学生もそうですけれども、自分の家の洗濯だとか

何かで追われてしまって、そういう環境にできな

いのです。合宿やるぞという思いになってできな

いものですから、その中で精いっぱいやらせられ

るという部分と、あとやっぱり食事をみんなでつ

くって、親への感謝も生まれるみたいなのです。

お父さん、お母さんこんな大変な思いして自分た

ちの食べ物をつくってくれているのだなという部

分もあるものですから、安い部分の廃校を使った

合宿はどうなのかなという部分で言わせていただ

きました。これは要望であります。

また、先ほどの答弁で宿泊可能な公共施設、廃

校もそういう施設に有効利用できるような検討を

していくというふうに小川部長が先ほど違う方の

答弁で言っていたので、ぜひ現実になるような形

で頑張っていただきたいなというふうに思います。

よろしくお願いします。

もう一点が陸上競技場の部分、大変予算がかか

るので、今使っている方々は照明要らないよとい

うふうに言っているみたいなのですけれども、私

自身はこれから合宿を呼ぶのであればやっぱりそ

れぐらいの最低限の施設は改修をしていかない限

り、合宿 ５００名から ０００名にしますとい

ってもなかなかハードルが高いのかなと。士別は

今回まち・ひと・しごと創生で完全に合宿を優先

しますよという形で、施設整備も相当やるような

話もありますし、やはりできれば合宿を、私はも

うスポーツでは本当にサッカーやっていますから、

旭川から親が子供を連れてやはり来たときに、１

０チーム集まれば１１人の選手がいて１１人の親

が来るのです、時には両親２人来るときもありま

すし。だから、倍になるという、ネズミ講みたい

な感じになるのです。だから、スポーツのそうい

う交流というのは本当に重要だなというように思

いますので、ぜひ進めていただきたいというよう

に思います。本当に照明は私は必要だと思います。

今回来ている人、アメフトや何かは日中やって、

夜フォレストや何かでやる。そして、ミーティン

グするのだと言っていますけれども、別の団体も

いるのです。ぜひ御検討していただきたいなとい

うふうに思います。本当 ５００名から ０００

名にやるために、施設の改修というのは必要かな

というふうに私は思いますので、ぜひお願いしま

す。時間がないので、次に。お願いしておきます。

次に、コミュニティバスについてお尋ねをいた

します。総務部長が今回は冬期の道路状況だとか、

関係機関の協議、そして運行経路の変更等は来春

になるということなのですけれども、私も一回今

回のを言われて、見ました。そして、冬もお見舞

いだとか、自分は余り頭いいほうでないですから

病気にならないものですから、市立病院にはお見

舞いぐらいしか行かないのですけれども、あそこ

のすかいらーくから冬歩いてみてください。通路

はこんなのです。人と交差できないです、歩道で

も。そこをずっとあそこから薬屋さん２つを越え

て、そして横断歩道を渡り、病院の入り口なので

す。私たちみたい健康な人間はいいと思います。

でも、病人だとか何かの方、障害者の方、あそこ
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から歩いてくるということはすごく大変なことだ

と私は思うのです。だから、私今回の選挙のとき

にこのことがお話があって、総務部長のところに

相談に行ってお話をさせていただきました。私は

夏場はいいと思うのです。それで、冬やっぱり私

は本当に大変だと思うのです。そして、運行経路

がだめだと言いますけれども、あそこのローソン

からすかいらーくのほうに入ってくるルートもあ

りますし、ピヤシリのホテルから帰ってくるバス

や何かは９丁目回りなのです。そして、市立病院

でおろすのです。だから、私は運行は可能だと思

うのです、この運行経路は。あとは決断なのかな

と。市民のために安全な運行をさせる部分を考え

る部分で、経路的には全然だからこっち……

（何事か呼ぶ者あり）

〇１５番（高橋伸典議員） そうですよね。東回

りも西回りもスキー場から来るものは、あそこの

南９丁目まで行って市立病院でおろすのです。あ

の一部と西回りだけなのです、すかいらーくのと

ころに行ってしまうのは。すかいらーくかな。マ

ンションのところ……

（何事か呼ぶ者あり）

〇１５番（高橋伸典議員） マンションの前まで

行ってしまうのです。

〇議長（黒井 徹議員） 発言まとめてください。

〇１５番（高橋伸典議員） わかりました。済み

ません。大変かもしれないです。ぜひ来春でなく、

私は雪降る前に可能にするべきだというふうに思

うのですけれども、総務部長、どうでしょうか。

〇議長（黒井 徹議員） 臼田総務部長。

〇総務部長（臼田 進君） 今貴重な提言をいた

だいたというふうに受けとめています。私どもも

先ほど申し上げたように、直接市民の皆さんから

も意見をいただいているところでありますので、

実現ができるのかどうかについて検討させていた

だいているという段階であります。今回のコミバ

スについては、１つは高齢化社会に対応したとい

う部分も意識していますし、もう一つ具体的な路

線でいくと公共施設をいかに結ぶかというのも一

つの着眼点としてやっている部分でありますので、

まずは条件が整うか整わないかを検証させていた

だいている段階でありますので、御理解をいただ

きたいというふうに思います。

それと、もう一点、この冬に間に合うようにと

いうことだったのですけれども、これは私どもで

はなかなか及ばないところがありまして、路線、

経路の変更で新しい路線が絡む場合については陸

運局のほうの許可制度がありまして、そこの手続

をとらなければいけないというのがありまして、

仮に条件が整って運行するとしてもその手続をと

るとちょっとこの冬には間に合わないということ

でありますので、先ほど申し上げたように条件が

整ったとしても一冬については何とか御理解をい

ただければなというふうに思っておりますので、

よろしくお願いしたいと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 高橋議員。

〇１５番（高橋伸典議員） わかりました。本当

にそのバスが無理であればそこのマンションから

市立病院の入り口までですか、本当に１人しか歩

けないような歩道の除雪でなくて、障害者、高齢

者が歩きやすいように毎日砂をまくだとかいう体

制をしっかりとっていただきたいと思います。で

きれば本当にバスをそういうふうに回していただ

きたいというふうに思いますので、よろしくお願

いします。

時間がありませんので、次に移らせていただき

ます。次、老人漂流社会ということで、田邊部長

さんは大体息子さんが帰られてもそんな急には生

活保護は切りませんよというお話でしたので、安

心します。これＮＨＫで放送された「老人漂流社

会」というテレビの中で本当に子供がリストラだ

とか親が病気になって泣く泣く帰ってこなければ

いけなくなって、帰ったときには生活保護をとめ

られた方もいるみたいなのです。そういった部分

で大変さが出て、次の日の朝すぐにそのような高

齢者の方からお電話いただきまして、名寄はどう
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なのだと、大丈夫なのかということで今回質問さ

せていただいたのですけれども、先ほど２４年で

２５名、２５年で３１名、２６年で３１名廃止に

なった方いますよね。これはどういう方々なので

すか。よく親子で住んでいたり、障害者がいて、

子供が成人になっていなくなっただとかという理

由があると思うのですけれども、この方々はどう

いう方々でしょうか。

〇議長（黒井 徹議員） 田邊健康福祉部長。

〇健康福祉部長（田邊俊昭君） お答えします。

ちょっと今手元に資料がないのですが、自立さ

れる部分につきましては母子家庭の方が就労によ

り自立される場合ですとか、あと独居の高齢者の

方がお亡くなりになられる場合も含まれますし、

あと子供に親御さんが引き取られて自立されてい

くというような場合もございます。

〇議長（黒井 徹議員） 高橋議員。

〇１５番（高橋伸典議員） 次に、国保の未納が

０２６万円と先ほど。私の聞き間違いかな。と

言われたのですけれども、これ６０歳以上が未納

者約１８４名、３５％かな。全部未納で５２９名

中、６０歳以上が１８４名で３５％と言われたと

思うのですけれども、国保がこれだけ、 ０００

万円ぐらい未納になっていると聞いたのかな。こ

の方々のひとり暮らしだとか何かというのはわか

るのですか。わからなかったらわからないでいい

ですけれども。

〇議長（黒井 徹議員） 三島市民部長。

〇市民部長（三島裕二君） 申しわけございませ

ん。手元に資料がなくて、内訳はこの場ではわか

りません。

〇議長（黒井 徹議員） 高橋議員。

〇１５番（高橋伸典議員） 後で下さい。

次に、生活保護法第４条に補足性の原則という

ことで、生活保護というのは資産だとか預金、生

命保険、不動産、能力は稼働能力やその他の法律

による援助だとか扶助などのその他あらゆる生活

を活用してもなお最低生活の維持が不可能な方に

対して渡される生活保護だと思うのですけれども、

ある方が大企業に勤めて退職金を受け取って会社

を退職。貯金と合わせて ２００万円あったそう

なのです。６年前に妻を亡くしました。自宅でひ

とり暮らし。寂しい生活を送っていると。家事は

妻に任せきりにしていたから、妻が亡くなってか

ら自分で炊事することもありません。食事は日に

１食、夜にスーパーで半額の弁当を買うか、チェ

ーン店で牛丼を食べるかという日課だと。近所の

つき合いもないし、出もしないと。毎日すること

は、家で閉じこもってテレビを眺めるだけ。１日

が過ぎてしまう。こんな惨めな生活をしている中

で、誰にも言えない。親戚にも言えないというの

です。そして、無用な心配をかけたくないと連絡

もとらなくなった。大学を出て大手の食品メーカ

ーで３８年過ごし、６０歳で退職して、一人息子

と同居している。そして、定年後１０年たって７

０歳にはこの ２００万円はゼロになっていた。

そして、今７０過ぎて食べるのも困難な生活を年

金生活で送っているというのです。将来的なプラ

ンだとか正確な人生設計をされていなかったから

だとか、いろんな部分あると思うのですけれども、

こういう方というのはやっぱり困窮者に入って、

私は家があろうと、車があろうと、生活保護受け

られる体制には入ってくると思うのです。よく世

間の人というのは、これがあると生活保護受けら

れないと言う人がたくさんいます。年金を受けて

いるから生活保護は受けられないのか、持ち家が

あると生活保護は受けられないのか、車があると

生活保護は受けられないのか、近くに家族や親戚

がいると生活保護受けられないのか、仕事をして

収入があるから生活保護受けられないのか、これ

部長、どうですか。これがあったら受けられない

のですか、本当に。世間の人らはそう言う方々が

多いみたいなのです。こういうことがあったら生

活保護受けられないのだよと言う人がたくさんい

るのですけれども、どうでしょうか。

〇議長（黒井 徹議員） 田邊健康福祉部長。
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〇健康福祉部長（田邊俊昭君） お答えします。

まず、退職金を使い果たして現状生活破綻され

ている方ということでありますけれども、退職金

を使い果たした経緯はどうであれ、現に収入がな

くて、そしてかつ活用できる資産もなく、また世

帯の収入が最低生活以下の暮らしを送られている

方につきましては生活保護を利用することができ

ます。それから、年金収入の部分でありますけれ

ども、年金収入が少なくて、かつ活用できる資産

もなく、世帯収入が最低生活費を下回っていれば

最低生活費から収入を差し引いた不足分を補う程

度に保護を利用することができます。あと、持ち

家の部分ですが、最低生活の内容として、その所

有または利用を容認するに適しない資産、つまり

新築の住宅や空き地の所有などは原則としては処

分の上、最低生活限度の生活維持のために活用す

るということになりますけれども、所有する土地、

建物の処分価値が利用価値に比べて著しく大きく

なれば保有を認め、生活保護を利用することがで

きます。これは現に暮らしていられる家とかを売

り払って違うところに住みなさいということでは

ないということです。いいですか、まだあったの

ですけれども。

〇議長（黒井 徹議員） 高橋議員。

〇１５番（高橋伸典議員） あと６０秒しかない

ので、いいです。

わかりました。生活困窮者は、きっとそう思っ

ている人がたくさんいるのです。ぜひ社協の生活

困窮者来たときは、丁寧に説明をして、家があろ

うと、車があろうと、仕事をしていようが、年金

あろうが、生活水準に達していなければ生活保護

は受けられるのだというふうにお伝えいただきた

いというふうに思います。

最後に、小牧市のチャレンジ助成金についてち

ょっとお伺いいたします。先ほど言った青少年の

は、イベントだとか何かだと思うのです、名寄市

まちづくりのは。そうではなくて、私言っている

のは、私の子供が今回留学したものですから、大

変親がお金がかかるということで、これも小牧市

では海外にボランティアで行くだとか、言葉の勉

強だとか、インターンシップだとか、いろんな部

分の、そういう部分の助成金なのです。イベント

や何かではなくて、本当にその人のやっぱり知識

が高揚する、または人の生命を助けに行けるよう

なことに対しての助成金でありますので、ぜひつ

くっていただきたいなという思いで今回質問に入

れさせていただきました。時間ですので、終わり

ます。

以上です。

〇議長（黒井 徹議員） 以上で高橋伸典議員の

質問を終わります。

〇議長（黒井 徹議員） 以上で本日の日程は全

て終了いたしました。

本日はこれをもちまして散会といたします。

御苦労さまでした。

散会 午後 ３時０１分

上記会議のてんまつを記載し、その相違なきこ

とを証するため、ここに署名議員とともに署名す

る。

議 長 黒 井 徹

署名議員 佐久間 誠

署名議員 東 千 春

平成２７年９月１７日（木曜日）第３回９月定例会・第３号
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平成２７年第３回名寄市議会定例会会議録

開議 平成２７年９月１８日（金曜日）午前１０時００分

１．議事日程

日程第１ 会議録署名議員指名

日程第２ 一般質問

日程第３ 報告第３号 平成２６年度決算に基づ

く健全化判断比率の報告について

報告第４号 平成２６年度決算に基づ

く資金不足比率の報告について

１．本日の会議に付した事件

日程第１ 会議録署名議員指名

日程第２ 一般質問

日程第３ 報告第３号 平成２６年度決算に基づ

く健全化判断比率の報告について

報告第４号 平成２６年度決算に基づ

く資金不足比率の報告について

１．出席議員（１８名）

議 長 １７番 黒 井 徹 議員

副議長 １４番 佐 藤 靖 議員

１番 浜 田 康 子 議員

２番 山 崎 真 由 美 議員

３番 野 田 三 樹 也 議員

４番 東 川 孝 義 議員

５番 川 村 幸 栄 議員

６番 奥 村 英 俊 議員

７番 高 野 美 枝 子 議員

８番 佐 久 間 誠 議員

９番 塩 田 昌 彦 議員

１０番 川 口 京 二 議員

１１番 山 田 典 幸 議員

１２番 大 石 健 二 議員

１３番 熊 谷 吉 正 議員

１５番 高 橋 伸 典 議員

１６番 佐 々 木 寿 議員

１８番 東 千 春 議員

１．欠席議員（０名）
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事 務 局 長 益 塚 敏

書 記 久 保 敏

書 記 開 発 恵 美

書 記 佐 藤 潤
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市 長 加 藤 剛 士 君

副 市 長 橋 本 正 道 君

副 市 長 久 保 和 幸 君

教 育 長 小 野 浩 一 君

総 務 部 長 臼 田 進 君

市 民 部 長 三 島 裕 二 君

健康福祉部長 田 邊 俊 昭 君

経 済 部 長 川 田 弘 志 君

建設水道部長 中 村 勝 己 君

教 育 部 長 小 川 勇 人 君

市立総合病院
岡 村 弘 重 君

事 務 部 長

市 立 大 学
松 島 佳 寿 夫 君

事 務 局 長

こども・高齢者
馬 場 義 人 君

支 援 室 長

営業戦略室長 水 間 剛 君

上下水道室長 天 野 信 二 君

会 計 室 長 常 本 史 之 君

監 査 委 員 上 田 盛 一 君
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〇議長（黒井 徹議員） ただいまの出席議員数

は１８名であります。定足数に達しております。

直ちに本日の会議を開きます。

〇議長（黒井 徹議員） 日程第１ 会議録署名

議員の指名を行います。

会議録署名議員には、会議規則第８７条の規定

により、

１番 浜 田 康 子 議員

９番 塩 田 昌 彦 議員

を指名いたします。

〇議長（黒井 徹議員） 日程第２ これより一

般質問を行います。

通告順に従い順次発言を許します。

青少年の健全育成について外３件を、奥村英俊

議員。

〇６番（奥村英俊議員） おはようございます。

議長より御指名をいただきましたので、順次質問

したいというふうに思います。

最初に、青少年の健全育成にかかわって放課後

の子供の居場所、校区ごとの学童保育所の整備に

ついて伺いたいと思います。この件については、

既に市内学校区ごとの学童保育所の整備について

検討を進めると市長がお考えを表明して以降、未

整備地区の学校ＰＴＡからも校区内での設置要望

が出され、本年は東小学校区内の設置に向けた具

体的な協議検討が進められていると認識していま

すが、設置の方法と運営方法、そして開設の時期

について伺います。

次に、総合交通体系の整備発展、なよろコミュ

ニティバスについて伺います。平成２４年７月の

実証運行開始以来、直接利用者の声を聞くなどき

め細かな対応で利用促進、交通弱者対策など進め

てきたものと認識しています。このコミュニティ

バスの現状と今後のあり方についてお考えをお伺

いします。

次に、平和行政の推進について伺います。本年

は、戦後７０年という節目の年であり、各自治体

においても平和行政の推進についてさまざまな取

り組みが進められていると聞きます。この間名寄

市としても非核平和都市宣言を制定し、それを具

現化するために一歩ずつ取り組みを進めてきたと

認識します。そこで、改めて本年の取り組みと今

後の考え方についてお伺いいたします。

次に、安心して健やかに暮らせるまちづくりに

かかわって、さきに陸上自衛隊名寄駐屯地と締結

されたという派遣隊員の留守家族支援に関する協

定書について、協定の目的と内容についてお伺い

いたします。

最後に、同じく安心して健やかに暮らせるまち

づくりにかかわって、地域医療の充実についてお

伺いいたします。名寄市立総合病院は、市民にと

って、道北地域にとって安心して健康に暮らして

いくためには欠かせない存在であるということは

誰もが認めるところだと思いますが、ここ数年は

赤字が続いていると報告されています。そこで、

現在の収支の状況と今後の見通しについてお伺い

します。

また、８月に運用を開始した救命救急センター

ですが、医療体制が充実されたということだとい

うふうには思いますが、改めて設置の意義と今後

の課題についてお伺いして、壇上からの質問とい

たします。

〇議長（黒井 徹議員） 小川教育部長。

〇教育部長（小川勇人君） おはようございます。

ただいま奥村議員からは、大項目で４点にわたり

御質問をいただきました。大項目１については私

のほうから、大項目２及び３、大項目４の小項目

１につきましては総務部長から、小項目２につき

ましては病院事務部長からの答弁となりますので、

よろしくお願いいたします。

大項目１の青少年の健全育成について、小項目

１の放課後の子供の居場所、校区ごとの学童保育

所整備についてお答えをいたします。放課後児童

クラブにつきましては、子育て支援の両立を支援
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していくために公設２カ所、民設２カ所の施設が

設置されております。市街地区の小学校では、豊

西小学校と名寄東小学校の校区に設置されていな

いことから、これまで奥村議員からの一般質問や

名寄東小学校ＰＴＡなどから校区内への設置に関

する要望が出されてきているところであります。

このような要望を受け、市といたしましても放課

後児童クラブ等を市街地区に適正配置をしていく

ために検討を進めてきております。平成２７年度

の執行方針でも述べておりますが、特に名寄東小

学校区内への設置について検討を進めてきたとこ

ろであります。

また、本年４月から施行されます子ども・子育

て支援事業計画策定の中で放課後児童クラブの設

置などについて協議が行われ、平成２８年度には

施設を４カ所から５カ所にする計画を作成してき

ておりますので、この計画に基づき平成２８年度

中に東地区への設置に向けた協議を進めていきた

いと考えております。

次に、名寄東小学校区の設置についてですが、

学校内での設置は活用できる空き教室がなく、利

用できるスペースも狭隘のため、設置はできない

と判断をしてきているところであります。このた

め学校敷地内に新設するか、学校周辺の建物の利

用について検討しているところです。現在は、学

校周辺の建物で利用が可能か具体的な協議を進め

ている建物があります。利用が可能であれば東地

区の開設に向けて学童保育所コロポックル、保護

者、学校など関係者と順次相談をさせていただき

たいと考えております。また、東小学校区内に設

置する場合の運営主体につきましては、現在東小

学校の児童を受け入れていただいております学童

保育所コロポックルにも協議を進めてまいります。

今後も東小学校区内に設置されるまでの間の通所

の安全対策に配慮するとともに、設置に向けた諸

準備を関係する皆様と協議をしながら進めてまい

りたいと考えております。

また、設置後は放課後児童クラブの行事などに

東小学校コミュニティカレッジの皆様にも参加し

ていただくなど、地域との交流方法についても検

討をしていきたいと考えております。

以上、私からの答弁とさせていただきます。

〇議長（黒井 徹議員） 臼田総務部長。

〇総務部長（臼田 進君） 私のほうからは、大

項目の２及び３並びに大項目４のうち小項目の１

について申し上げます。

初めに、大項目２、総合交通体系の整備発展に

ついて、小項目の１、コミュニティバスの現状と

今後についてでございますが、なよろコミュニテ

ィバスにつきましては平成２４年７月に実証運行

を開始し、この間アンケート調査や直接寄せられ

た利用者の皆様からの御意見、運行により得られ

た課題や運行事業者からの御意見などをもとに名

寄市地域公共交通活性化協議会におきまして協議

を行い、了承を得た上で利用実績から判断した運

行時間の変更を行ったほか、乗り継ぎが不要とな

る路線の導入や１時間及び３０分間隔で循環する

わかりやすいパターンダイヤの採用、新たな公共

施設へのアクセス確保など利用者の視点に立った

運行形態の見直しを行い、利便性の向上を図って

きたところでございます。また、運行形態を大き

く変更した際には、バスアテンダントなどを車内

に配置をしまして、主にお年寄りに対する対面案

内を行ったほか、各種イベントと連携したバス運

賃無料キャンペーンなどさまざまな手法によりＰ

Ｒを行い、バス利用者のみならず広くコミュニテ

ィバスの運行を周知し、認知度を高め、利用者の

増加を促すことによりまして運行初年度と比較し

ますと利用者は増加傾向にあるということでござ

います。

交通弱者への対応といたしましては、低床バス

の導入を初め、路線バスを利用する際に身体障害

者手帳、療育手帳を所持されている方は半額とな

ることに加えまして、本市ではバス運行事業者と

の協力によりまして精神障害者保健福祉手帳を所

持されている方へも割引を適用し、利用者の負担
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軽減を図っているところでございます。

社会資本整備総合交付金事業におきますコミュ

ニティバス実証運行に関する計画期間は本年度で

終了しますことから、実証運行につきましては今

年度が最終年度となってございます。これまで見

直しを重ね運行を行いました現在の路線の成果を

踏まえ、さらなる改善の必要性、また地域におけ

る市内循環バスのあり方などにつきまして名寄市

地域公共交通活性化協議会での検討や有識者から

の御意見もいただき、来年４月の本運行を目指し

てまいります。

次に、大項目の３、平和行政の推進について申

し上げます。本市では、非核３原則を堅持してい

くことが世界唯一の被爆国であります我が国の責

務であり、人類共通の願いである戦争のない世界

の実現と核兵器廃絶、さらには幸せな市民生活を

守るという決意のもと、平成１９年３月に非核平

和都市宣言を制定し、この宣言の趣旨にのっとり

憲法記念ロードレースや戦没者追悼式、平和音楽

大行進の実施、広島、長崎両市が主催する平和首

長会議への加盟に加えまして、昨年より名寄市戦

没者追悼式や全国戦没者追悼式の黙祷に合わせた

サイレン吹鳴を行ってまいりました。御質問いた

だきました今年度の取り組みと今後についてであ

りますが、戦後７０年の節目の年に当たり、本市

におきましては新たに世界の恒久平和の実現に寄

与するため非核宣言をした自治体が互いに手を結

び合うことを設立の趣旨とします日本非核宣言自

治体協議会に入会し、長崎市で開催された総会に

も出席をしてきたところでございます。

また、戦後７０年に当たっての取り組みといた

しましては、まず名寄原爆の絵を見る会実行委員

会から要請を受けまして、先ほど申し上げました

日本非核宣言自治体協議会から原爆に係るパネル

やポスターの貸し出しを受け、同実行委員会主催

の名寄原爆の絵展にあわせて展示をいただきまし

た。８月２７日には、名寄地区連合会などとの共

催によりましてなよろ平和講演会を開催し、三浦

綾子記念文学館の松本専務理事の御講演、市所蔵

の平和図書の紹介、戦争体験ＤＶＤの上映などを

行ってきたところであります。加えて北国博物館

におきまして今月５日から戦後７０年記念展を開

催しており、市民の戦争体験や戦時下の暮らしな

どを伝えてございます。９月２７日までの開催と

なっておりますので、多くの市民の皆様にぜひ足

を運んでいただきたいというふうに考えてござい

ます。本市といたしましては、今後におきまして

もこれまで同様民間団体が行う事業と協調を図る

中で、核兵器の廃絶や恒久平和の実現を全市民共

通の願いとしてさまざまな平和推進事業に取り組

んでまいりますので、御理解をいただきたいと思

います。

次に、大項目の４、安心して健やかに暮らせる

まちづくりについて、小項目の１、派遣隊員の留

守家族支援に関する協定書について申し上げます。

自衛隊が実施をします災害派遣活動や国際平和協

力活動などにあっては、即応性が求められること

から、自衛隊員の方々は極めて短い準備期間での

派遣となるとともに、それが長期にわたることも

想定され、留守を守る御家族の生活上の不安や負

担が危惧されるところであります。名寄駐屯地に

おきましてもさきの東日本大震災発生時の災害派

遣などの際におきましては、御家族の御苦労には

大きなものがあったと伺っておりますことから、

本市といたしましては一定規模の隊員が派遣され

る状況において市民生活を守るという観点から、

留守家族が抱える生活上の不安を緩和するために、

７月２６日に本協定を締結したものでございます。

本協定の具体的な支援内容といたしましては、

駐屯地が開設をします託児施設の設置や運営への

助言のほか、留守家族に対し一時保育制度の利用

や福祉サービスを受けるための情報提供や相談支

援、健康または医療に関する相談支援などを行う

こととしておりまして、その内容は他の市民の皆

様への行政サービスと異なるものではありません

が、留守家族支援に関する連絡調整が迅速かつ的
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確に行われるよう本市と駐屯地のそれぞれにおき

まして調整窓口を一本化することを定めてござい

ます。

以上、私からの答弁とさせていただきます。

〇議長（黒井 徹議員） 岡村病院事務部長。

〇市立総合病院事務部長（岡村弘重君） 私から

は、大項目４、小項目２の地域医療の充実につい

てお答えいたします。

初めに、名寄市立総合病院の収支状況と今後の

見通しについて申し上げます。市立病院の経営状

況は、近年では平成２４年度に ９００万円の純

利益を計上したものの、平成２５年度は３億 １

３６万円、平成２６年度は会計制度改正の影響も

あり、２５億 １２７万円の純損失を計上してお

り、今年度においても７月までの収支状況をもと

にこのままの状況で年度末まで推移したとすると、

４億円から５億円程度の純損失を計上することと

なり、数年以内に資金不足が生じる厳しい見通し

となっております。赤字の主な要因としては、平

成２５年度は精神科病棟改築事業に係る多額の消

費税、ＭＲＩ装置の更新による検査制限などが、

平成２６年度は５階西病棟の一時休床、旧精神科

病棟の解体費及び減価償却費の増加、消費税率改

定に伴う、いわゆる損税の増加などが大きく影響

しており、今年度についても引き続き減価償却費

と損税の増加による影響があると考えております

が、収入としてはこのたびの救命救急センター開

設により特別交付税の措置が受けられることと施

設基準を取得することによる診療報酬の増加によ

る増収を見込んでおります。そのほか収益確保面

では、これまでも取り組んでいる査定減対策の強

化、ＤＰＣの適正なコーディング、後発医薬品の

使用率上昇によるＤＰＣ係数のアップなど、その

ほか診療報酬の算定漏れ、防止にも積極的に取り

組み、経費削減とあわせて収支の改善に努力して

まいります。

次に、８月に運用を開始した救命救急センター

の設置の意義と今後の課題について申し上げます。

市立病院の救命救急センターは、道内では１２カ

所目、道北では３カ所目の救命救急センターとし

て北海道から指定を受け、８月１日から運用を開

始しました。北海道では、第３次医療圏域ごとに

救命救急センターを整備しており、道北圏域には

既に旭川市内に２カ所の整備がされているところ

ですが、市立病院の医療圏域が地理的に旭川市か

らの距離が極めて遠い離島を含む宗谷圏域と隣接

していることなども踏まえて今回の設置となった

ところであります。これまで市立病院では、平成

２０年に救急外来棟及びＩＣＵ病棟の増改築、平

成２６年に新館屋上ヘリポートの整備及び救急科

の新設などの準備を進めてきたところですが、市

立病院における救命救急センターの設置は高度救

急医療体制の確立や広域的な地域医療充実に尽力

をされました故久保田元院長時代からの長年の悲

願であり、先生が提唱し、現在では国の医療計画

においても推進している地域完結型医療提供体制

構築に欠かすことのできない機能であります。今

後地域医療が抱える大きな課題としては、専門医

の地域偏在や救急医療の確保がありますが、この

道北圏域においても同様の背景があることから、

近年心疾患や脳血管疾患患者等の市外からの救急

現場からの直接搬送要請がふえている状況であり

ます。これまでも断らない救急医療を２４時間３

６５日体制で行うことで地域住民の健康を守るこ

とはもとより、へき地医療に従事する医師の支援

も行ってきましたが、このたびの救命救急センタ

ー指定を受け、当医療圏においてより一層重要な

位置づけになったところであり、これまで以上に

医師の確保が必要不可欠になってくると考えてお

ります。今後は、専門医が早期に治療を開始でき

るドクターカーについても各自治体や消防機関と

連携しながら運用開始に向けた協議を進めていき

たいと考えております。

また、救急医療を担っていく上で課題の一つと

なるのが収益の確保であります。救急医療は、小

児医療、周産期医療、精神医療と同様、いわゆる
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不採算部門と言われており、さきにも述べました

とおり救命救急センターの運営費の一部として特

別交付税が今年度分から措置されますが、普通交

付税の算定では許可病床数から稼働病床数に変更

がされるなど収益の確保が厳しくなっていくもの

と考えております。今後も道北第３次医療圏域の

地方センター病院にふさわしい救命救急センター

として運営していけるよう、また市民がこの地域

に引き続き安心して生活していけるよう健全経営

に向けあらゆる努力をしてまいりますので、御理

解をお願いいたします。

以上、私からの答弁とさせていただきます。

〇議長（黒井 徹議員） 奥村議員。

〇６番（奥村英俊議員） それぞれ丁寧に御答弁

をいただいたというふうに思います。そこで、再

質問ということで進めていきたいと思います。

まず、放課後の子供の居場所、学童保育の設置

の関係でありますけれども、部長のほうからもあ

りましたように東地区、東小学校の校区において

の関係です。今年度の執行方針でも東小への設置

を検討するということで既に進められているとい

うことで、先ほどは具体的に協議を進めている部

分があるということでの話もあったかというふう

に思います。そこで、その協議を進めている関係

について、おおむねいつごろまでに結論が出るの

かということについて詳しく答弁をいただければ

というふうに思います。また、その協議がこの後

どういうふうになるのかはあれですけれども、調

ったとすれば、先ほど２８年中の設置に向けてと

いうことでのお話もあったかというふうに思いま

す。その辺について改めてお考えをお伺いをした

いというふうに思います。

それと、校区ごとということでの整備を進めて

いくことが基本ということで、市の方針というふ

うになっているというふうに思います。東の地区

は今言ったように具体的に進んでいるということ

について確認できますけれども、先ほど言いまし

た豊西地区、西小学校の部分は一定今民設である

というふうには思いますけれども、西地区、豊西

地区についてはどういうふうな考えなのかもあわ

せてお知らせをいただければというふうに思いま

す。

〇議長（黒井 徹議員） 小川教育部長。

〇教育部長（小川勇人君） 今奥村議員のほうか

ら、１つ目は東児童クラブの開設に向けて今後の

スケジュールも含めて、時期もどうなるかという

ことだというふうに思います。答弁でも申し上げ

ましたが、平成２８年度中の東地区での児童クラ

ブの開設ということで学校周辺の建物で利用可能

な建物があるか検討してきて、現在具体的な検討

に入っている建物もありますけれども、まだ関係

者との関係もありますので、具体的な部分につい

ては答弁は差し控えさせていただきますけれども、

その建物が使えるというふうになれば１０月中に

は東小学校の児童が通っています学童コロポック

ルの関係者の方と運営方法もありますので、協議

をしていかなければなりませんし、東小学校及び

ＰＴＡ、そして地域の方々ともしっかり運営の方

法も含めて要望も聞きながら協議をしていきたい

というふうに考えています。そういった中でおお

むね了解をもらった段階で、当然改修工事や備品

等の整備もありますので、必要な経費を平成２８

年度の予算要求をしていきたいというふうに考え

ているところであります。

開設時期ですけれども、先ほど言いましたけれ

ども、子ども・子育て支援事業計画の中では２８

年度中に１カ所ふやすというふうに計画を盛り込

んでいますので、それに向けて最大限努力したい

と思いますが、２８年４月というのは難しいとい

うふうに考えていますし、開設時期が年度当初が

ベストなのか、年度途中であってもいいのかどう

かも含めて保護者や関係者の方とも相談をさせて

もらいながら、具体的な時期についても検討して

まいりたいというふうに考えているところであり

ます。

それと、ほかの豊西小学校の校区に学童保育な
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り放課後児童クラブがないということであります

けれども、この間名寄西小学校と豊西小学校の児

童につきましては共同保育所どろんこはうすのほ

うに運営を担っていただいているということであ

ります。豊西小学校からどろんこはうすまで距離

が少しありますけれども、冬期間の通所に関して

保護者等も御意見をいただきましたけれども、特

に踏切なり大きな道路はないということで、問題

がないということで、徒歩での通所でこの間きて

いるところであります。本年度末で豊西小学校が

閉校となりますので、今年度中もどろんこはうす

のほうに運営というか、受け入れをお願いしてい

きたい、いただけるというふうに考えていますし、

今後につきましても西小学校につきましてはどろ

んこはうすのほうに運営面での支援をしながら、

今後も運営の継続をお願いしていきたいというふ

うに考えいるところであります。

以上です。

〇議長（黒井 徹議員） 奥村議員。

〇６番（奥村英俊議員） 西地区、豊西も含めて

の考えについてはわかりました。

東の部分ですけれども、お話がありましたよう

に、今協議しているところが利用可能ということ

であれば１０月中にということ、父兄の皆さんに

もお話をするということの内容だったというふう

に思います。私も一定その答えというか、年内に

やはり決めていかないと、方針化してから相当時

間もたっているというふうに思いますので、そう

いうふうに思っていましたけれども、それより早

く話が進むというふうに、今のお話ではそういう

ことだというふうに思いますので、ぜひ利用する

方とのお話も進めていただきまして、運営の面も

ということでのお話もありましたので、そこも含

めてしっかり協議をしていただければというふう

に思います。

それで、具体的な設置、工事も含めて予算要求

をした上で来年度中でということでのお話であり

ました。４月には、当然来年度の予算を使ってと

いうことでありますから間に合わないということ

でありますけれども、お話の中にもありましたよ

うにやはり年度中できるだけ早い時期というふう

に思います。この間も利用される皆さんからの話

を聞いていても一日も早くということでもありま

したので、そういう意味では区切りのいいときが

いいのかもしれませんけれども、例えば早くでき

れば１学期が終わって２学期からとか、そういっ

た節目のときを想定をしながら準備を進めていた

だければ、利用される皆さんもそういう意味では

それに合わせて準備ができるというふうになると

思いますので、そういった対応ができるのか、そ

ういうふうにお願いをしたいというふうに思いま

すけれども、その点についていかがでしょうか。

〇議長（黒井 徹議員） 小川教育部長。

〇教育部長（小川勇人君） 今奥村議員からあり

ましたように、来年度４月以降に必要な工事なり

備品の購入等を行いたいと思いますので、すぐは

無理だというふうに考えていますが、子供たちが

東小学校校区内に早く通所ができる、そういった

形をとるというのが望ましいかと思いますので、

先ほど言いましたけれども、学校なりＰＴＡ、地

域の方にもかかわってもらいたいというふうに考

えていますので、どういう時期がいいかしっかり

相談をしながら進めてまいりたいというふうに考

えているところであります。この間も冬期間の通

所について歩道の除雪ができないところがあった

りして、今１年生については冬期間だけタクシー

での送迎をしているという状況がありますので、

そういった面では冬期間にかからない段階で移行

できるような形でいきたいというふうに考えてい

ますので、御理解をお願いいたします。

〇議長（黒井 徹議員） 奥村議員。

〇６番（奥村英俊議員） 今いただきました答弁

で納得できるかなというふうに思います。当然雪

降ってしまうと大変でありますから、それ以前、

さらにできるだけ早い時期の開設を心がけていた

だければというふうに思います。

平成２７年９月１８日（金曜日）第３回９月定例会・第４号
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次に、２つ目のコミュニティバスの関係につい

て質問したいというふうに思います。最初の壇上

からもお話ししましたように、この間のコミバス

への取り組みについてはアンケートや直接利用者

の方からお話を聞いたりということで、そういう

意味では実証運行という形ではありますけれども、

いろんな意味で見直しを進めてこられたというふ

うに思います。そういう意味では、その中で利用

の促進や交通弱者への対策もしっかりというか、

一歩ずつとられてきたのだというふうに思います。

その結果で今日のコミバスがあるというふうに思

います。昨日は高橋議員のほうからもバス停の関

係で少しありましたけれども、そういったことに

ついてもその都度しっかり検討、検証していくと

いうことでの答弁であったというふうに思います。

今後もこういったことについては引き続き取り組

みをしていただきたいというふうに思いますけれ

ども、そういったことをこれまで取り組んできた

成果というか、その中でやはり市民の皆さんにコ

ミバスがしっかり定着をしたのでないかというふ

うに思います。コミバスの実証運行に至るまでに

は、それぞれ民間の会社の市内循環バス、それか

ら市で運行しました東西路線、それぞれあったも

のをこういった実証運行に引き継いだというふう

に思いますけれども、そういう中でしっかり取り

組んできたことが定着をしてこのコミバスという

形で今皆さんが利用されているのだというふうに

思います。こうした状況のものをこれはなくすわ

けにはやっぱりいかないのだというふうに思いま

す。

先ほどの御答弁にありましたように、今交付金

が出ている事業については２８年３月で、今年度

で終わりということであります。そういう意味で

は、お金の使い方がこれまでと違ってくるという

か、少し厳しくなるのだというふうに思います。

当然市が丸々やるということではないのかという

ふうに思いますけれども、事業自体をどういう形

で進めていくのか、その辺について、それから運

行にかかわる費用の関係も含めてお考えがあれば

お話をいただければというように思います。

〇議長（黒井 徹議員） 臼田総務部長。

〇総務部長（臼田 進君） 今コミュニティバス

の関係についての御質問いただきました。議員が

言われますように、この間４年をかけて今のコミ

ュニティバス、路線あるいはサービスも含めて構

築してきたということであります。やはり最初は

循環する方向が全く反対になったということもあ

りまして、利用者の方からさまざまな御意見をい

ただいた部分もありましたけれども、ここにきて

そういった御意見もなく、議員からありますよう

に一定程度市民の皆さんにも定着してきたのかな

というふうに思いますし、利用者の状況を見ます

とそのことを裏づけているような状況にもなって

いるかななんていうふうに思っています。実証実

験については、国の交付金の関係もあって年明け

の３月で終わり、４月以降については本運行とな

るわけであります。本運行のあり方については、

この実証期間の検証をもとに改めて地域活性化協

議会がありますので、そこでの御意見をいただい

たり、あるいは専門家の意見もいただいて、本運

行に移ってまいりたいということでありますので、

その形については検証が終わってから、御意見を

いただいてから改めてお示しをさせていただきた

いと思いますが、基本的にはこの間の実証を継承

するような形が想定されるのかなと思っていると

ころであります。

問題になるのは、この間の実証運行については

社会資本の総合交付金を活用していたという部分

がありまして、この活用法については利用促進に

向けたＰＲ等の部分もありましたけれども、運行

経費に係る部分も当然含まれていたわけでありま

すので、そこの部分が実証運行後については特定

財源が当てがなくなるという部分であります。こ

こについては、別の特定財源はあるかというもの

も一方で調査しているところでありますけれども、

なかなか難しいところかなというふうにも思って
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いるところであります。いずれにしましても、こ

のコミュニティバスの路線については市も市民の

皆様に必要な路線ということでこの間４年間実施

をして、より利用しやすい形というのを探ってき

た部分でありますので、実証期間が終わったから

といって、バス事業者のほうに運行の主体が移っ

たからといってなくなっていいという路線ではな

いということで認識してございますので、今後に

つきましてもこれはバス事業者と行政とそれぞれ

相互の役割のもとに路線が継続されるような形で

行政としても支援を行っていきたいというふうに

考えております。ぜひ御理解をいただければと思

います。

〇議長（黒井 徹議員） 奥村議員。

〇６番（奥村英俊議員） 今市のほうでも必要な

路線だという認識だということでの答弁だったと

いうふうに思います。さらには、民間事業者に事

業委託というか、していただくに当たっても必要

な支援をするという考えがあるということでの答

弁をいただいたのではないかというふうに思いま

す。具体的な金額についてはここでは詳しく話は

しませんけれども、総体の運営をしていくに当た

ってはそんなに簡単に利益が上がるということで

はないというふうに思いますし、そういう意味で

は車を利用されない交通弱者の方、あるいはお年

寄りなんかも含めて利用される方のことをしっか

り見据えた中で、市として一定の責任を負ってい

かなければならないということだと思いますので、

それを踏まえた上での資金の支援についてぜひ協

議しながら検討していただければというふうに思

います。

それでは次に、平和行政の関係についてお伺い

をしたいというふうに思います。この間の取り組

みで私のほうからも言いましたように、一歩ずつ

取り組みが進んだというふうに思います。毎年１

つずつ、２つずつではあったかというふうに思い

ますけれども、ことしはとりわけ７０年というこ

とで、先ほども総務部長の答弁にもありましたよ

うに具体的な取り組みもさらに進めたと。日本非

核宣言自治体協議会総会にも出席されてというこ

とでありました。そこでの資料を使っての取り組

みも具体的にされていますし、現在博物館での展

示もやっているということであります。やはり市

のほうが具体的に取り組むという決意を持って、

さらには担当者がしっかりと担当者の熱意という

か、取り組みに対する熱意があれば、行政の取り

組みというのは大きく進むのだなというふうな、

前進をしていくのだという本当にいい事例だとい

うふうに思います。当然市民の皆さんの御理解、

協力もないと進まないところでありますけれども、

そういった取り組みが今回できているというふう

に思いますし、さらにここまでやればいいという

ことではないというふうに思いますので、今後も

どういう形で進めていくのがいいのかということ

を考えながら事業について取り組んでいただきた

いというふうに思いますけれども、その点につい

て御意見あれば。

〇議長（黒井 徹議員） 臼田総務部長。

〇総務部長（臼田 進君） 平和の取り組みにつ

いてということで、議員が言われますように私ど

ももできることをまず取り組もうということで、

この間多くはないのかもしれませんけれども、毎

年できることを積み重ねてきたということであり

ます。特にことしについては戦後７０年の節目と

いうこともありますので、先ほど申し上げたよう

に民間の団体とも共催という形で講演会なども企

画をさせていただいたということであります。今

後につきましてもやはり取り組むのは市も取り組

みますけれども、市民の皆さんも取り組んでいた

だくと。市民の皆さんにこの宣言が広がっていく

というのが一番大切なことだというふうに思って

おりますので、ここについては市民団体とも協調

を図りながら、市としての果たすべき役割につい

て果たしていきたいというふうに考えております

ので、御理解いただければと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 奥村議員。
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〇６番（奥村英俊議員） 今総務部長からありま

したように、本当に市側だけで進めるものではな

いというふうに思います。この宣言されています

非核平和都市宣言を市民みんなが理解をして、一

緒になって進めていくということが大事だという

ふうに思います。そういう意味でも市が一定でき

ることを率先しながら進めていくということが必

要だというふうに思いますので、引き続いての取

り組みをお願いをしたいというふうに思います。

次に、４点目の派遣隊員の留守家族支援に関す

る協定書についてということで質問をしたいとい

うふうに思います。この協定の関係については、

実は道内のほかの自治体、駐屯地のあるところだ

というふうに思いますけれども、それぞれ協定が

結ばれているのではないかというふうに思います。

ただ、私が聞いている範囲では、２０１１年にあ

った震災の関係、それを踏まえて大規模災害によ

るこういった協定というふうなところが多いので

はないかというふうに思います。ことし２７年２

月に旭川でも協定が結ばれているのではないかと

いうふうに思いますけれども、そこでも目的のと

ころでこの協定は大規模災害等が発生し云々とい

うことで、そういった形で結ばれているのではな

いかというふうに思いますけれども、名寄の場合、

この協定が武力攻撃事態を除く防衛、警備等の突

発的な事態に対処するため云々ということで、文

言も当然違いますけれども、そういう意味では内

容も少し違うのではないかというふうに思います

けれども、この辺の考え方についてちょっとお聞

きをしたいというふうに思います。

〇議長（黒井 徹議員） 臼田総務部長。

〇総務部長（臼田 進君） 議員が言われますよ

うに、同様の協定については道内自治体の中でも

締結がされています。直近の数字ではありません

けれども、私どもが把握しているところでいくと

道内でも１６市１７町、３３自治体が同様の内容

の協定を締結しているという状況にあるという認

識でおります。協定のタイトルというのでしょう

か、名前のところでありますけれども、言われま

すように旭川市については大規模災害というのが

前段についておりますけれども、私どもが把握し

ているところでいくと留萌市との協定については

派遣隊員の留守家族の支援ということで、私ども

の協定と同様のタイトルで協定を結んでいるとこ

ろがあるということであります。なぜ今回大規模

災害等ということではなく派遣隊員のということ

でタイトルがなっているのかということでありま

すけれども、協定の締結先は陸上自衛隊名寄駐屯

地ということでありまして、この間の名寄駐屯地

の派遣の状況等について一定程度鑑みたときに、

ここについては国際平和協力活動等にも派遣の実

績があったということもありますので、ここも含

んで協定を結ぶ必要があるだろうということであ

りましたので、大規模災害については当然想定を

しておりますけれども、そういった国際的な平和

活動も含めて今回については対象ということであ

りますので、派遣隊員等のということでタイトル

をつけさせていただいたということでありますの

で、御理解をいただければと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 奥村議員。

〇６番（奥村英俊議員） 大規模災害だけではな

くて、駐屯地における派遣の実績というか、それ

に基づいてということでのお話だったというふう

に思いますけれども、国際平和維持活動、ＰＫＯ

も想定をしているというか、そういうことなので

しょうか。

それと、あわせて協定の中で先ほどもちょっと

言いましたけれども、武力攻撃事態を除く防衛、

警備等の突発的な事態ということで、普通にはぱ

っと理解できないような感じの書き方なのかとい

うふうに思いますけれども、これについて、これ

をもって先ほどの言ったようなことを想定をして

いるのではないかというふうに思いますけれども、

その辺についてはいかがでしょうか。

〇議長（黒井 徹議員） 臼田総務部長。

〇総務部長（臼田 進君） 基本的に自衛隊の派
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遣というのは国の法に基づいて派遣がされるわけ

でありますので、そこの議論については私どもが

述べるところではありませんけれども、その法に

基づいて派遣される中でいきますと、先ほど申し

上げました議員が言われるＰＫＯ法に基づく派遣

も含まれるということでありますので、私どもは

あくまでも派遣に注目をしているのではなくて、

その際の派遣をした後の家族の置かれる状況につ

いて着目をして、市民であるということから、そ

の生活を守るという視点で今回の協定を締結させ

ていただいているということでありますので、御

理解をいただければと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 奥村議員。

〇６番（奥村英俊議員） 今ちょっとありました

けれども、ここ数日いろいろ報道や何かもされて

いますけれども、この間国会で審議されています

安全保障法案の関係、可決するかしないかは別に

して、７月に今回の締結をされていますから、そ

ういったことによるさらなる派遣というか、そう

いうこと、もし可決成立してそれが実施されたと

するとそういうことにもなってくるのではないか

というふうに思いますけれども、そういったこと

も実は想定をしていたということでしょうか。

〇議長（黒井 徹議員） 臼田総務部長。

〇総務部長（臼田 進君） この協定の締結につ

いては、当然駐屯地との協議が必要だということ

であります。この協議をいつから始めたかという

ことでありますけれども、ここは平成２５年の第

３回定例会におきまして市長の行政報告の中でそ

ういった留守家族の支援に向けた協議をしたいと

いう旨のお話もさせていただいたところでありま

して、実はこの段階からこの協定については協議

をさせていただいているところでありますので、

今回の法案の議論の関係とは別にこの協定につい

ては当初より協議をさせていただいたものであり

ますので、そことの関連性ということではないと

いうことで御理解いただければと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 奥村議員。

〇６番（奥村英俊議員） 関連性はないというか、

そういう事態になったときは、では適用はしない

と、そういうことですか。

〇議長（黒井 徹議員） 臼田総務部長。

〇総務部長（臼田 進君） 最終的に法案がまだ

通ったわけではないということでもありますし、

その法案に基づいて具体的にどういう派遣がされ

るのかについては法案が通ってからのところにな

るかと思いますけれども、基本的に先ほど申し上

げましたように派遣については法案に基づいて行

われるということでありますので、そこについて

は国の指示というのでしょうか、ルールをまつと

ころだと思いますが、いずれにしましても現段階

におきましては非核自治体宣言を宣言しているこ

ともありますので、基本的には武力攻撃等の事態

についてはこの協定では対象としていないという

ことで御理解をいただければと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 奥村議員。

〇６番（奥村英俊議員） 想定をされていないと

いうことであれば、また話は違うというふうに思

いますので、あの部分についてはあくまでも想定

をしていなかったということで理解をしたいとい

うふうに思いますけれども、現在あの状況でいえ

ば今後可決成立したとするとそういった状況も新

たに出てくる可能性もあるということだというふ

うに思います。そういう意味で基本的な考えとし

て、留守家族の方の不安やそういったものを取り

除くということについては市として取り組みたい

という、それについてはわかりますけれども、例

えば災害のことでいうと、駐屯地の方、特に名寄

はすぐにもう現地に行って相当な期間しっかり活

動してきていただいたというのは皆さん御承知の

とおりだと。私もそういうふうに思っていますし、

そういったことはあると思いますけれども、実際

にほかに例えば自治体の職員が行ったり、民間の

会社の人たちやボランティアの人たちも行ってい

るわけで、それは名寄に住んでいるほかの人たち

もやっぱり行っている状況があるというふうに思
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うのです。そういう人たちとの均衡というか、あ

えて駐屯地だけと、こういった形、さらに今回は

そういったＰＫＯも含めてというか、海外派遣も

含めての形でしなければならないということにつ

いては、少し一般の市民の人からしたらなぜ駐屯

地だけというふうに捉えられる部分があるという

ふうに思うのです。その辺について少し均衡を欠

くのではないかというふうに思いますけれども、

それについて御意見あれば。

〇議長（黒井 徹議員） 臼田総務部長。

〇総務部長（臼田 進君） ほかの個人あるいは

職場、団体もありますので、そことの公平性とい

うか、均衡というところだというふうに思います

が、最初の答弁の中でも申し上げましたように、

自衛隊の派遣に当たっては他と少し特性というか、

異なる部分があるのだろうなというふうに一つの

思いがあります。その一つは、即応性だというこ

とだと思います。要は、事象が起きたときにすぐ

そちらに向かわなければいけない。いわゆる家族

の準備等できないうちに即応的に対応しなければ

いけないというのが１つあると。もう一つは、一

定の規模をもってそのことが行われるというのが

恐らく名寄に存在する他の団体とは異なるところ

かなというふうに思っています。ただ、言われる

ようにもし市内で同様に即応的に、かつ一定の規

模を持って災害地等に派遣をするという団体ある

いは職場等があれば、ここについては相手先も当

然あるわけですので、そことの協議を経てとなり

ますけれども、市としても一定の条件のもとでそ

ういった必要性があるということであれば自衛隊

だけということではなくて、そことの協定につい

ても視野に入れなければいけないのかなというふ

うに考えておりますので、決して均衡を欠くもの

ではないというふうに理解をしておりますので、

御理解をいただければと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 奥村議員。

〇６番（奥村英俊議員） 総務部長がおっしゃる

ように、当然均衡を欠くように思われては締結し

た意味もないでしょうし、実際にこういうことに

なったときに市がやろうとすることがだめなこと

ではないのだというふうには思いますから、そう

いうことではないようにしっかり市のほうでの対

応をお願いをしたいというふうに思います。

ただ、即応性に対応してということで、そうい

う意味では事前に締結を結んでいるのですよとい

うふうにちょっと聞こえるのですけれども、そう

いうことでしょうか。即応性に対応するためにわ

ざわざ今の時期に結んでおくというか、そういう

ことでしょうか。

〇議長（黒井 徹議員） 臼田総務部長。

〇総務部長（臼田 進君） 協定の趣旨の中には、

先ほど言ったようにそれはどこの職場にと限定す

るわけではありませんけれども、家族の留守の体

制が十分整わないうちに出かけなければいけない

部分、そこにはあらかじめ支援をする体制を整え

ておかなければ対応ができないということだと思

いますので、そこを含めて今回は事前に協定を結

ばさせていただいたということです。ただ、協定

を結んだ時期については、先ほど申し上げました

ように平成２５年の段階から取り組んできたとい

うことで、その内容が整ったということで今回協

定を締結したということでありますので、そうい

った積み重ねの結果としてこの時期になったとい

うことでありますので、御理解をいただければと

思います。

〇議長（黒井 徹議員） 奥村議員。

〇６番（奥村英俊議員） 時系列的にも今総務部

長からもありましたけれども、その説明について

はわかります。ただ、今この時期にきたときに実

際にこれによって先ほどから言っている法案が可

決成立したときには、名寄からもそういった意味

で派遣される可能性もあるわけで、それにも例え

ばそうなったとしたら国が決めたから対応します

ということになってしまうのだというふうに思う

のです。そうだとすると、そういうことを考えて

いたわけではないとは言うけれども、実際には銃
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後の備えという感じなのです、捉え方として。そ

れは、みんながそんなことを望む話ではないとい

うふうに思うのだけれども、それこそ戦争時代思

い出すような話ですし、そういうことで私はいけ

ないというふうに思うので、今回ちょっと協定文

言も含めて見直しをすべきかなというふうにちょ

っと思いますけれども、その辺について御意見が

あれば。

〇議長（黒井 徹議員） 加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 平成２５年１２月に現政

権下で新しい防衛計画の大綱ができました。この

中で動的防衛力から、これは民主党政権がつくっ

たときから、統合機動防衛力というふうに名前を

変えて、自衛隊の運用が幅広くいろんなところに

転地をしていくと。そのことに加えて、その運用

だけでなくてその質もしっかりと高めていかなけ

ればならないということが明言されたと。それは、

統合というのは陸海空の統合ももちろんですけれ

ども、もう一つここで大事なところが出てくるの

は、地域とのコミュニティーの連携が重要だとい

うことをこの大綱でうたったと、こういうことで

あります。この自衛隊の大綱の中で北海道の定数

が全く削減されなかったということは、これだけ

南西にいろんな脅威がある中でも北海道のいわゆ

るコミュニティーの重要性が認められたというこ

とで、我々が常日ごろお訴えしていることを認め

ていただいたのだというふうに思います。こうし

たことが大綱でもしっかりと明言をされていると

いうことであります。改めて自衛隊の任務の特殊

性に鑑みて、我々がいざというときにこの駐屯地

所在自治体としてやるべきことをしっかりと果た

していくと、そういうことで、ここに改めて大綱

に明言されたということも含めて今回このような

形で明文化をしたということでありまして、ぜひ

御理解をいただきたいと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 奥村議員。

〇６番（奥村英俊議員） 今市長からありました

けれども、防衛大綱の防衛力の能力発揮のための

基盤の中で任務に従事する隊員や留守家族の不安

を軽減する各種家族支援を実施するというふうに

その中に明記をされたと。それに基づいて各地区

でのそういった取り組みが進んだのだというふう

に思います。先ほど来あるように、駐屯地のある

北海道内、全国でそれぞれ締結をされて、そうい

う意味では名寄が一番新しい形での進め方をした

のだというふうに思いますけれども、そういった

流れはわかりますけれども、やはりそれは新たな

銃後の守りというか、それを防衛大綱の中で位置

づけたということだというふうに私は思います。

そういう意味では、実際に必要な支援を実施する

ということとこの締結とは、ちょっとそういう意

味では考え方として乖離があるのだというふうに

思いますので、これ以降また見直し等必要だと私

は思っていますので、それについては求めていき

たいというふうに思います。

それから最後に、ちょっと時間がなくなりまし

たので、病院の関係について質問させていただき

たいというふうに思います。救命救急の関係につ

いては、部長の答弁でもありましたように久保田

院長時代からの本当に早い時期からの展望を持っ

た思いがここにきて実現をしたということだとい

うことだと思います。これ名寄だけではなくて道

北地域にとっても重要なことだというふうに思い

ますし、さらに充実をしていくべきかなというふ

うに思います。ただ、課題があって、収益の関係、

それについては少しやっぱり懸念や課題があると

いうふうな話だったというふうに思います。それ

は、救命救急だけではなくて、最初に言いました

ようにここ数年続いている赤字の関係も含めて市

立病院の今の状況でいうとちょっとこの先懸念す

べき課題があるということだというふうに思いま

す。最終的には不良債務が発生しかねない状況な

のだというふうに思いますけれども、それについ

てこの間は一般会計からの繰り出し、交付税プラ

ス１億円、それと人材確保の関係で今 ０００万

円ですか、それぞれ繰り出しをしながら病院内部
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での努力とあわせて運営をされているところであ

りますけれども、これ以降の課題や危惧される不

良債務の発生、そういったことの対応をするため

の市としての具体的なお考え、それから先ほど言

いました繰出金のルールについて見直しをする考

えがあるのかも含めて御答弁をいただければとい

うふうに思いますけれども。

〇議長（黒井 徹議員） 橋本副市長。

〇副市長（橋本正道君） ただいま御指摘ありま

したとおり、病院会計苦しい状況になりまして、

今年度７月の状況から踏まえるとかなり厳しい状

況になっている。ただ、病院事業会計自体は公営

企業会計ということに鑑みまして、自前で賄って

いくというのも一つの原則になります。今病院事

業会計自体がかなり取り巻く環境が変わりつつあ

るというのがありまして、先ほどありましたとお

り稼働病床数を基本にした交付税の削減、あるい

は地域医療構想、それに基づいた改革プランの構

想、これらも全て今後の交付税あるいは財政動向

にかかわっております。全体的に網羅しましてど

ういったことが一番よいのか、地域医療を守るた

めにもここは視点としては１つ必要かと思います

けれども、今後の新改革プラン策定も踏まえて検

討していきたいなと考えておりますので、御理解

ください。よろしくお願いします。

〇議長（黒井 徹議員） 以上で奥村英俊議員の

質問を終わります。

学校給食費の保護者に対する負担軽減について

外２件を、川村幸栄議員。

〇５番（川村幸栄議員） 通告順に従いまして、

大項目３点について質問をさせていただきます。

１つ目、学校給食費の保護者に対する負担軽減

について伺います。無料化の考え方についてお聞

かせをいただきたいと思います。子供の貧困問題

では、６人に１人が貧困状態という中で、大きな

社会的注目を浴び、一昨年には子どもの貧困対策

推進法なども制定されています。子供の貧困対策

大綱、２０１４年に閣議決定されていますが、こ

の中ではその重点施策の１つ目に教育の支援を掲

げ、厚労省や文科省がそれぞれ所管する学習支援

の実施、充実が求められてきました。学校給食は、

貧困家庭の子供たちへの給付として始まり、戦中

戦後の食料難を経験する中で全ての子供を対象と

するものとして拡充されました。１９５４年、学

校給食法はこの現実を追認する形で法制化され、

２００９年の食育を掲げた改正まで長く戦後の学

校給食を規定してきたものであります。

子供の貧困対策大綱の中で、学校プラットホー

ムという言葉が使われています。北海道大学、松

本伊智朗教授は次のようにおっしゃっています。

学校の中で嫌な思いをすることのないよう施策と

してこの点を緩和、改善していくことを基本とし

なければならない。家庭的な不利を持っている子

供、経済的な不利を持っている子供、家庭基盤が

脆弱な子供など今の学校で不利を負いやすい構造

になっていないかという点で検証しなければなら

ないといいます。どの子も笑顔で学校が楽しいと

言える学校づくりが求められています。毎日の食

事の中で、栄養バランスのとれた食事が給食だけ

の子供がいるといいます。食育の観点からも給食

の提供は重要になっています。学校給食費の無料

化の考え方について伺います。

２点目、住宅リフォーム助成事業の復活につい

て伺います。市民からの要望の状況と検討状況に

ついて伺います。復活を願う市民の皆さんの声を

随分届けてきたところでありますが、一旦時間を

置くとしていました。しかし、商工会議所等から

も要望が上がっていたと思いますが、市民からの

要望の状況についてお知らせください。

また、まち・ひと・しごと、地方創生で検討を

とのことでしたが、検討状況についてお知らせく

ださい。

支援に対する考え方について伺います。前回行

われた住宅リフォーム助成制度は、市内の仕事起

こし、市内経済の活性化に大きな成果がありまし

た。今全国各地でこの制度が広がり、県レベルで
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の実施も実現しています。店舗の改修、移住、定

住促進のためなどにリフォーム支援が行われてい

ますが、当市における支援に対する考え方につい

てお知らせください。

大項目３点目、ひまわりを生かしたまちづくり

について、産官学の連携強化について伺います。

生産者の皆さん方は、観光資源としての景観の維

持のためにひまわりの栽培に力を尽くしていただ

いています。また、産業高校の生徒さんたちはひ

まわりの粉末を利用してソフトクリームやひまわ

りパン、クッキーなどの加工に取り組んでいます。

さらに、行政ではふるさと納税でなよろからだに

やさしいセットの中にこのひまわりオイルが含ま

れています。給食でも月一、二回学校給食で使わ

れています。それぞれの分野で取り組まれていま

すけれども、さらにひまわりを生かしたまちづく

りを進めるには産官学の連携を強化していくこと

が必要だと思いますが、お考えをお聞かせをいた

だきたいと思います。

以上でこの場からの質問とさせていただきます。

よろしくお願いします。

〇議長（黒井 徹議員） 小川教育部長。

〇教育部長（小川勇人君） ただいま川村議員か

らは、大項目で３点にわたり御質問をいただきま

した。大項目１につきましては私のほうから、大

項目２及び３につきましては営業戦略室長からの

答弁となりますので、よろしくお願いいたします。

大項目１の学校給食費の保護者に対する負担軽

減について、小項目１の無料化の考えについてお

答えをいたします。学校給食にかかわる経費につ

きましては、学校給食法第１１条の規定により、

学校給食の実施に必要な施設及び設備に要する経

費並びに学校給食の運営に要する経費は学校の設

置者、いわゆる市の負担となっており、食材にか

かわる経費は保護者負担と決められております。

学校給食費の状況でありますけれども、平成２６

年度の給食費は約１億 ０００万円となっており、

１人当たりの年間給食費は小学校の平均では約４

万 ０００円、中学校の平均では約５万 ０００

円となっております。昨今子供の貧困が全国的に

問題となっており、平成２４年度の統計では１７

歳以下の子供の６人に１人、約３００万人余りが

貧困状態にあると聞いております。名寄市におい

ては、給食費未納により子供が不利益を受けてい

る事例はありませんが、本市において子供の貧困

対策としては従来から就学困難と認める児童生徒

の保護者への援助として、就学援助制度を実施し

ているところであります。この制度は、給食費に

ついて全額補助の対象となっており、平成２６年

度では小学生と中学生合わせて３３５人、約 ５

７６万円の補助となっております。また、特別支

援教育に通う子供たちも給食費に対する援助をし

ており、平成２６年度では小学生と中学生合わせ

て５７人、約１３５万円の援助を実施していると

ころであり、２つの制度により支援額は給食費全

体の１ ４％となっています。これら制度により

援助を必要とする世帯等へのしっかりとした配慮

を行っているところであります。

給食費全体の無料化については、国の支援制度

がなく、財源の確保ができないこと、また食費は

個人の負担に帰すべきものであり、毎年約１億

０００万円の負担は現在の財政状況では極めて困

難と考えておりますので、御理解をお願いいたし

ます。

以上、私からの答弁とさせていただきます。

〇議長（黒井 徹議員） 水間営業戦略室長。

〇営業戦略室長（水間 剛君） 私からは、大項

目２、住宅リフォーム助成事業の復活について、

小項目１、市民からの要望と検討状況についてお

答えいたします。

住宅リフォーム助成事業につきましては、平成

１９年度から３年間の景気浮揚対策事業として実

施し、高い事業効果があったことから、各関係団

体等からの要望の中でもリフォーム事業の復活を

求める声が多く聞かれております。要望の趣旨の

中身については、景気浮揚策としての実施を求め
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るものが多く、中には店舗の改修支援にあわせて

住宅リフォームはできないかといった声や恒常的

な事業を行うことにより技術や技能の育成向上に

つながるといった内容の声も上がっております。

さらには、空き家予備軍を減らすための対策や移

住促進にかかわる利活用などの要望も寄せられて

おります。このことからも現在策定を進めている

名寄市まち・ひと・しごと創生総合戦略の中で住

宅関連建設業における人材育成や移住、定住の受

け皿づくり、今後増加が見込まれる空き家を減ら

す観点など複合的な事業効果が図られる事業とな

るよう検討課題として上がっております。

続いて、小項目２、支援に対する考え方につい

てお答えいたします。先ほどの小項目１でもお答

えしたとおり、現在複合的な事業効果が図られる

よう名寄市まち・ひと・しごと創生総合戦略の具

体的な施策の案として記載されております。平成

１９年からのリフォーム助成事業では、年度初め

に施工が集中したことや３年間の時限的な事業で

あったことなどから、最終年度に事業が偏るなど

の課題も明らかになっております。また、申請者

は市民かつ個人であったことから、当時は本市へ

の移住者に対しては対象外であったことなど、本

事業を実施することによる求める効果も変化して

おりますので、さまざまな観点からの複合的な制

度設計となるようさまざまな利用希望者に対応し

た支援内容や事業期間、年間を通じて恒常的に施

工できる事業とするためにはどのような内容にす

ることが最善であるかなど検討してまいります。

続いて、大項目３、ひまわりを生かしたまちづ

くりについて、小項目１、産官学の連携強化につ

いてお答えいたします。ひまわり観光事業につき

ましては、現在官民学連携により設立した名寄市

観光交流振興協議会の名寄ブランド推進部会を中

心に取り組んでおります。本部会は、ＪＡ道北な

よろ、ひまわり工房北の耀き、北海道名寄産業高

等学校、名寄市立大学等で構成され、ひまわりボ

ランティア事業、サンピラーパークひまわり事業

等に取り組んでおり、今年度も道立公園サンピラ

ーパークを初めとする市内のひまわり畑には多く

の市民、観光客が訪れ、構成団体はもちろんのこ

と、ひまわりボランティアや名寄高等学校陸上部

の生徒の皆さん等の御協力によりひまわりのまち

名寄をＰＲすることができました。今後は、産学

官で構成された名寄ブランド推進部会で今年度の

活動について検証することになっておりますので、

より一層目に見える形でひまわりによるまちづく

りが実感できるよう進めてまいりたいと思います。

以上、私からの答弁とさせていただきます。

〇議長（黒井 徹議員） 川村議員。

〇５番（川村幸栄議員） それぞれ御答弁いただ

きましたので、再質問、要望等させていただきた

いと思います。

まず、学校給食費の無償化にかかわってであり

ますけれども、先ほど御答弁いただいた中で就学

援助費で要保護、準要保護者への就学援助で支援

を行っているというふうなお答えがありました。

個別的な対策でありまして、必要であるとは思っ

ておりますけれども、まず全ての子供たちへの対

策が必要だというふうに私は思っています。です

から、国による義務教育費の無償化こそが求めら

れるところでありますけれども、先駆けて地方か

ら実施していく必要があるというふうに思ってい

ます。少子化対策、子育て支援への政治的判断が

必要ではないかと考えるのですが、この点につい

てのお考えをお聞かせいただければと思います。

子育て支援への考え方としてのお考えを。

〇議長（黒井 徹議員） 橋本副市長。

〇副市長（橋本正道君） 子育て支援対策という

ことからまず入りますけれども、現在名寄市で名

寄市まち・ひと・しごと創生総合戦略という、こ

ちらを立てております。もともとは、人口減少社

会ということから始まっている総合戦略でありま

すので、当然この中には人口の社会減、それから

自然減という問題は入っているということであり

ます。この中で子育て支援対策というものが今打
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ち出されているというわけでありますけれども、

現在進行形でありますが、いろいろな施策を組ん

でいる最中であります。その中の一つの項目とし

て、子育て家庭への支援の推進という項目がござ

います。この大きな枠の中でどのような支援方策

ができていくのか、ただいまの御答弁では完全に

無料化するとかなりの経費がかかるということで

あります。他市町村でもこういった給食の無料化、

あるいは制度設計によってポイントを絞った形で

取り組んでいるところもございますが、他の自治

体の事例もちょっと研究しながら、この子育て支

援の枠の中でどういうような方策が名寄市にとっ

て一番よいのか、少しここは戦略の中でも検討し

ながら進めてまいりたいと思います。

ただ、限られた財源の中でのものでありますの

で、どれが一番効果的かというポイントはしっか

り見据えなければならないと思っておりますので、

御理解いただければと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 川村議員。

〇５番（川村幸栄議員） 財源の問題があって、

また他市の状況も見ながらというところでありま

すけれども、ちょっと御紹介をさせていただきま

すと、例えば群馬県の桐生市では第３子以降の給

食費を無料にしたとか、また三笠市では２００６

年度から子育て支援策として小学生全員の給食費

を無料というような、そういった取り組みをされ

ているところであります。また、子育て支援のと

ころでいえば、学校給食費にとどまらないで、教

材費や修学旅行費も含めた義務教育の無償化が山

形県の早川町、丹波山村というところではされて

いるというふうに調べたところでは出ています。

このように国がなかなか踏み込めない部分につい

て、地方からということで起き上がってきている

のだというふうに思います。子供の医療費の無料

化も同じだったかなというふうに思うのですけれ

ども、この点についてのお考えをお聞かせくださ

い。

〇議長（黒井 徹議員） 橋本副市長。

〇副市長（橋本正道君） それぞれの市町村で今

いろいろな取り組みがなされているというような

状況でございます。この事例は地方総合戦略のほ

うからまた組み立てることが一番肝要かと思って

おりますけれども、名寄市にとって子育てあるい

は自然減あるいは社会減を防ぐという観点がどう

しても必要になるか。制度設計のお話になります

けれども、今御紹介いただきました中に例えば第

３子というようなお話がございました。よくよく

考えますと、庁内でも議論しているのですけれど

も、第３子まで子育てに取り組んでいただくとい

うことになりますと、これは非常に効果的だとい

うこともありますので、大事な観点かと考えてお

ります。あとは、制度設計の中とどれぐらいの経

費がかかり、どれぐらいの効果が生まれるのか、

当然戦略ではＫＰＩ等もありますので、うまく合

致できる方策を探りながら今後の検討ということ

になってくるかと思いますので、御理解いただき

たいと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 川村議員。

〇５番（川村幸栄議員） 先ほども御紹介した子

供の貧困対策大綱の中で学校プラットホームとい

うふうなことが言われていました。学校に全てを

抱え込むのではなくて、地域が一緒になってとい

うふうに言われているところです。ですから、今

副市長がおっしゃるように名寄市にはどういった

制度がいいのか、中身がいいのか、有効なのか、

そういった部分はぜひともこれから研究していた

だいて、前向きに取り組んでいただきたいという

ふうに思うのですが、１点御紹介したいと思うの

ですが、兵庫県の相生市では２０１１年度から子

育て支援事業として市立の幼稚園、小中学校、特

別支援学級の児童生徒の給食費を無料としていま

す。市の規模にも違いもありますけれども、全国

的にこれは都市部における少子化対策事例として

非常に注目されている。そして、さらには定住促

進事業としての子育て支援の充実と人口流出を防

ぎ、転入者をふやすのが狙いということで取り組
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んでいるということであります。この点について

こうした取り組みを先んじて取り組んでいる、こ

ういったことに対する市のお考えもお聞かせいた

だければと思いますが。

〇議長（黒井 徹議員） 橋本副市長。

〇副市長（橋本正道君） 子育て支援というのは、

先ほど申しましたとおり非常に大事な課題であり

まして、戦略にも入っている。ただ、現状では財

政問題の兼ね合いと、それともう一つ、名寄市が

一番いい方策はどれなのだというピンポイントを

押さえた方策という視点も必要かなと思っていま

す。先ほどの給食費の無料化の中で私どももいろ

いろ調べている現状では、逆に無料化をやめたと

いう自治体もございます。ということは、違う方

策がまだ有効だという判断がなされたものと考え

ているところであります。子育て支援自体は、経

済的なものも含めて、先ほどお話ありました地域

での取り組み、あるいはこれから始まるでしょう

地域子育て支援センター等もございます。どうい

った形でトータルとして自然減を抑え、社会増を

ふやすという、こういうような視点で取り組むこ

とが必要だと思っております。あくまで子育て支

援の全体の枠の中でどれがいいのか、ピンポイン

トを絞り、なおかつ効果的なものを目指すと、こ

ういった形で進ませていただきたいと思いますの

で、御理解のほどよろしくお願いいたします。

〇議長（黒井 徹議員） 川村議員。

〇５番（川村幸栄議員） 今回子育て支援に絞っ

て質問をさせていただいたところなのです。子供

の貧困対策という部分では、また別の機会に議論

をさせていただきたいと思いますけれども、やっ

ぱり貧困を連鎖させないという部分での子育て支

援、非常に重要な部分だというふうに思っていま

す。それで、例えば先ほども御紹介した北海道三

笠市では、先ほど小学生全員の給食費を無料にと

お話ししましたけれども、保護者の間からは中学

に入ると塾など教育費がさらにかかってお金がか

かると。中学生も無料にしてほしいと、こんな声

が多く出ているというふうに言われています。で

すから、やっぱりそうしたところの状況、名寄市

の状況に合わせてというようなことで、どういっ

たことが名寄市にとって有効かということで副市

長おっしゃっていらっしゃいましたけれども、こ

ういった部分も前にも子供の貧困の状態、しっか

りと把握しながらというふうに指摘もさせていた

だいてきたところなのですけれども、そういった

部分でさらに子供たちの状況をつかんでいただき

ながら、よりよい方向に検討を進めていただくと

いうことをまず求めたいというふうに思います。

それからあと、先ほど給食費未納のことで、特

に子供たちに影響がないというような御答弁があ

りましたけれども、ただ給食費未納のことがたび

たび話題に上り、議論がされることがありますが、

そのことが子供たちにとって不利を負わせていな

いのかどうか、こういったことを非常に心配して

います。この点について今の状況、またお考え等

あればお聞かせをいただきたいと思いますが。

〇議長（黒井 徹議員） 小川教育部長。

〇教育部長（小川勇人君） 先ほども答弁の中で

触れさせていただきましたけれども、給食会のほ

うで集めています給食費の未納があるのはありま

すけれども、それによって子供たちが特定できた

り、子供たちに不利益を与えているような対応が

ないように慎重にとり行っていますので、御理解

をお願いいたします。

〇議長（黒井 徹議員） 川村議員。

〇５番（川村幸栄議員） 就学援助費の受給に対

してもこの間随分質問をさせていただいてまいり

ました。ほかの子供たちとの差をつけることのな

いようにというふうなこともお願いをしてきたと

ころですけれども、今後もその部分については気

配りをしていただくことは大切なことだというふ

うに思うのですけれども、しかし先ほど御紹介し

たように家庭的な不利、経済的な不利を持った子

供たち、どの子も笑顔で学校に来られる、そうい

った状況をつくる上では、やはり給食費の問題が
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非常に大きなウエートを占めているのではないか

なというふうに思っています。学習の問題はまた

別のところで議論させていただきたいと思うので

すけれども、この部分についてお考えをお聞かせ

いただければと思いますが。

〇議長（黒井 徹議員） 小川教育部長。

〇教育部長（小川勇人君） 今お話しされている

のは、就学援助に該当する児童生徒のことでしょ

うか。先ほど申し上げましたとおり、名寄市とし

ましては就学援助制度によって貧困世帯と思われ

る方についてはしっかり対応させていただいてい

るというふうに考えております。議員からも以前

質問等ありましたけれども、該当者を特定するた

めの基準につきましても平成２５年度には生活保

護費が改定していますけれども、平成２４年度の

改定前の基準を今年度も使用しながら、該当から

外れないように継続してそういった就学援助が当

たるような、そういった対応も含めて実施をして

おりますので、そのことによって例えば子供たち

が笑顔がなくなるとか、そういったことはないと

いうふうに思いますので、皆さん給食も楽しみに

笑顔でとっているというふうには報告を受けてい

ますので、御理解をお願いいたします。

〇議長（黒井 徹議員） 川村議員。

〇５番（川村幸栄議員） 北海道も先日のニュー

スの中で出されていました子供の貧困対策に取り

組みを始めたというふうに報道されていましたの

で、道との連携も含めながら子育て支援の充実の

ためにいろいろ知恵を出していただきたい、その

ようにお願いをして、次に移りたいと思います。

住宅リフォーム助成制度の復活についてであり

ます。この住宅リフォーム助成制度については、

この間随分何度も何度も復活を望む要望を出させ

ていただいてまいりました。一旦時間を置くとい

うことでありましたけれども、昨年暮れに出され

ました名寄商工会議所の要望書です。行政施策に

対する要望書を見ましても、緊急措置としてリフ

ォーム補助金を実施して仕事量の確保をお願いす

るというふうに出されていました。先ほどもおっ

しゃっていましたけれども、景気対策、店舗の改

修、技術の向上、空き家対策などについても要望

があったように聞いていますけれども、緊急措置

として出されているこの点についてのお考えをお

聞かせください。

〇議長（黒井 徹議員） 水間営業戦略室長。

〇営業戦略室長（水間 剛君） 昨年今御質問あ

りました商工会議所の要望のほうからは、緊急策

ということで要望が上がっておりました。その中

でも特に商工会議所のほうからも要望の中にある

のですけれども、そういった技術者を養成するに

当たって、今求人の状況を見ても建設関連の人員

がすごく少ないということで、人手不足というこ

とになっております。そういったことで将来的も

含めて建築技術者を確保と育成をしていくという

観点の中で、受け入れということで採用の部分の

手だてというのはいろんなところでも取り組みし

ているところもあるのですけれども、一旦採用す

るに当たってもそれを恒常的に技術者を育成する

という対策の一つとして、一定の事業所の中で仕

事を確保することによってその採用した技術者が

技術を磨いていくという、そういった雇用対策も

含めて実施していただきたいというような部分で

要望が上がっておりました。今年度先ほど答弁さ

せていただきましたけれども、名寄市のまち・ひ

と・しごとの創生総合戦略の中でも検討課題とし

て上がってはいるのですけれども、私ども中小企

業の支援制度の検討をするということで、中小企

業振興審議会の中で中小企業の支援策の検討部会

というのも設置させていただいております。その

中の議論の中でもリフォーム事業が景気浮揚策で

なくて雇用の問題も含めて対応するには、こうい

った事業をしないとなかなか厳しいのではないか

というような意見も出されております。

以上であります。

〇議長（黒井 徹議員） 川村議員。

〇５番（川村幸栄議員） そういう要望が出され
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ている中でなかなか踏み込めていかないというと

ころら辺は、どういうところに原因があるのか、

その部分をお聞かせをいただきたいと思いますが。

〇議長（黒井 徹議員） 水間営業戦略室長。

〇営業戦略室長（水間 剛君） 昨年緊急的な対

策ということで上がってきましたけれども、今年

度もともと中小企業の支援策自体を根本的に今後

進めていく事業、また改善すべき事業を大々的に

検討しながら、今後あるべきの商工施策をするに

当たってどういう事業を検討したらいいかという

ような取り組みを今年度当初から行うということ

にしておりましたので、商工会議所のほうからは

そういったことで上がってはきたのですけれども、

それらも含めて全体の複合的に考えていかないと

いけないということも含めて、リフォーム事業の

部分については今年度検討させていただいて、今

後の可能性についてはこれからの議論の課題にな

りますけれども、ということで対応させていただ

いたというところであります。

〇議長（黒井 徹議員） 川村議員。

〇５番（川村幸栄議員） 緊急にお願いをしたい

というふうになっているし、この経済状況の中で

も緊急措置として求めているというのは本当に納

得のいくものだというふうに私も思います。そう

いったときになかなか進まないというところがど

うも納得がいきません。確かに技術者の養成等も

補助金をということで、そのことについても要望

が出されているところですけれども、やはりこう

いった部分は時間をかければよくなるのかという

ふうには私は思わないのです。やはりこの経済状

況ですから、早くに取り組んで、早く技術、技能

の継承、育成していくことが必要だというふうに

思うのですが、それが今年度いろいろ検討してい

つになるのかというところの見通しもないままで

は、市内経済の活性化を考えている、望んでいる

市民にとってこれは不十分なお返事というか、御

回答かなというふうに思うのですけれども、その

点についてどうでしょうか。

〇議長（黒井 徹議員） 川田経済部長。

〇経済部長（川田弘志君） 住宅リフォームの事

業の関係で、先ほど営業戦略室長もちょっとお話

をさせていただいてございますけれども、住宅リ

フォームの事業についてはこの間もさまざまな御

要望もいただいていて、それぞれ市内の中でもぜ

ひ次の事業をというようなことで御要望もされて

きた経過がございます。先ほど言っていました商

工会議所からの緊急の要請ということで、雇用問

題を含めてお伺いしているということでございま

すけれども、営業戦略室長もお話ししていました

とおり、時間をかけないですぐ敏速にやるという

考え方もあるのですけれども、この事業、せっか

くつくる事業でございますので、どういった角度

で視点を設けていったらいいかというのも大事な

ことだというふうに思ってございますので、そう

いったことも含めて、今年度の中でこの事業を十

分検討させていただいている最中でございますの

で、１１月ぐらいをめどに検討をさせていただい

ていますので、またその中で御議論をお願いした

いと思っています。

以上です。

〇議長（黒井 徹議員） 川村議員。

〇５番（川村幸栄議員） 先ほどもちょっと御紹

介させていただいたのですけれども、名寄市が前

回実施した、その時期から全国的に広がって県レ

ベルでの実施もされているということでは、内容

等々いろんな中身が豊かな制度というのも本当に

本気になって取り組もうということであれば、そ

ういった調査もしていくことができるでしょうし、

そうした調査をする中で名寄にどうしたものが合

うのか、そういったことが見えてくるのではない

かと思うのです。今１１月を目途にということで

したけれども、ちょっと御紹介をさせていただき

ますと、群馬県の高崎市、ここは名寄の１０倍以

上の人口があるところですけれども、まちなか商

店リニューアル助成事業ということで、これは商

業の活性化を目的に商売を営んでいる人、また営
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もうとする人が店舗等の改装や店舗等でみずから

使用する備品の購入を行うことに対してその費用

の２分の１を補助すると。限度額はありますけれ

ども、そういうふうにしています。２０１３年度

４月から３年間の事業でことしが最終年だったの

ですけれども、予定の額に到達してもう終了して

います。こういうふうにしていろんな全国各地の

情報、こういったことも参考にするのは非常に大

切かなというふうに思います。道内でいえば訓子

府町では既存店舗のリフォームに助成をしていま

す。そういうお考え等はないでしょうか。

〇議長（黒井 徹議員） 久保副市長。

〇副市長（久保和幸君） まさに先ほどからの御

質問については、特に緊急対策ということで有効

な手段をしっかり講ずるべきではないかという御

指摘だというふうに思うのでありますけれども、

雇用の問題とか人材不足というのはこのリフォー

ムに限ったことではなくて、この部分については

さまざまな角度からという話になるかと思います

けれども、雇用を確保していくというのはまち・

ひと・しごとのいわゆるしごとの分の優先課題だ

というふうに思っておりまして、総合戦略の中で

もしっかりとそこをそれぞれの角度から連動させ

ていこうというふうに思っているところでありま

す。

さらに、空き家という部分も、今空き家のとこ

ろでお話をさせていただいておりますけれども、

どういう絞り込みをしていこうかというところで

はまだ議論しているさなかにありますけれども、

空き店舗についてもこのようなリフォーム事業と

組み合わせていくほうがいいのではないかだとか、

この辺も商工会議所とも相談をしているところで

ありますし、何といっても今回の営業戦略室長の

ほうからの回答をさせていただいた内容は、リフ

ォームにあわせて技能者不足が深刻だ、あるいは

技術者不足が深刻だというところに呼応して、ぜ

ひ総合戦略の中でそこのところにも手を加えてい

きながら定住対策と連動させていく、そういうイ

ンセンティブのあるような施策を組んでいくとい

うことでありますので、具体的にこういう即応性

のある施策はどうなのかといわれるとまだ検討中

ですけれども、できるだけ先ほどの子育て対策と

も連動するのですが、ピンポイントで実効性のあ

る施策化について検討してまいりたいと思います

ので、御理解をいただきたいというふうに思いま

す。よろしくお願いします。

〇議長（黒井 徹議員） 川村議員。

〇５番（川村幸栄議員） 雇用の確保も重々私も

承知しております。技術者も非常に少なくなって

きて、建設業者の方々も苦慮しているという話も

お聞きしています。ただ、市内を見回したときに

市外の業者さんが随分いらっしゃるというのがや

はり市民の方々にとってはちょっとどうなのかな

という、そんな思いが大変あります。やはりこの

住宅リフォーム、以前もそうでした。どこのリフ

ォーム助成制度の中身を見ましても地元の業者と

いうことで区切っている。それは、地域の活性化、

地元の業者さんに潤っていただくということ、そ

こだというふうに思うのです。そういったところ

で雇用の確保もそこにつなげていけるのではない

かというふうに私は考えているのですが、もう一

度お伺いします。

〇議長（黒井 徹議員） 久保副市長。

〇副市長（久保和幸君） まさに川村議員御指摘

のとおり、市内の業者がそれぞれ雇用を確保され

て経済を回していくと。経済は地域の中で完了さ

せていくというのがこれは地域の活性化や地域を

疲弊させない一つの手法の大きな目のつけどころ

だというふうに私も認識しておりますので、この

点についてはいろんなインセンティブあろうかな

と思いますが、先ほどの答弁と重複しますが、そ

こも含めて検討させていただきたいということを

申し上げて、回答にさせていただきたいと思いま

す。よろしくお願いします。

〇議長（黒井 徹議員） 川村議員。

〇５番（川村幸栄議員） ぜひ積極的に検討をし
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ていただきたいなというふうに思っています。移

住、定住の問題でも他市町村でも転入者への支援

としてリフォーム支援も行っていますので、こう

いった部分もあわせて御検討いただければなとい

うふうに思っております。

それから、名寄市で新たにチャレンジしてみま

せんか、名寄市では起業、事業を考えている方の

サポートをしておりますということで、店舗、事

務所の新設、改築、増築への支援も行っています。

これは、なかなか皆さんに見えづらいのかなとい

うふうに思います。それとあと、５００万円以上

の投資による店舗、２００万円以上の投資による

店舗ということでは、なかなか利用しづらいかな

というふうに思いますので、こういった部分も検

討の中に入れていただければというふうに思いま

すので、よろしくお願いしたいと思います。

では、３つ目のひまわりを生かしたまちづくり

について、移りたいと思います。先ほどもそれぞ

れの産官学の皆さん方の取り組み、私も本当に一

生懸命取り組んでいただいているのは、それこそ

産官学が何かしら連携が強まっているというふう

になかなか受け取れないところがありますので、

今回取り上げさせていただいたところなのです。

例えば名寄大学も今全体が４年制になって注目を

集めているところです。ひまわりオイルの専門的

な情報、活用の提供、商品開発、こういったとこ

ろに力をかしてもらえる、そして市側からも働き

かけをする、そういったことが必要ではないかと

いうふうに思うのですが、この点についてお考え

をお聞かせください。

〇議長（黒井 徹議員） 水間営業戦略室長。

〇営業戦略室長（水間 剛君） 名寄市立大学と

の連携につきましては、高オレイン酸の品種の油

用のひまわり油の研究ということで、名寄市立大

学の道北地域研究所が着手し、民間事業者がひま

わり油の製造部門を設置するということで、ひま

わり油の商品化につながったという経緯がありま

す。先ほどもお話しさせていただいたのですけれ

ども、名寄市観光交流振興協議会の中に名寄市立

大学の栄養学科の先生も入っていただいておりま

す。今議員からの御指摘がありましたもっともっ

とさらに連携を深めるということのお話だったの

ですが、今現在のところではそういった連携によ

って新たな商品化といいますか、そういったとこ

ろまでまだいっていないというのが現状でありま

す。やはりそういったことではあるのですけれど

も、今年度も名寄市観光交流振興協議会の中の名

寄ブランド推進部会の中で今年度の事業の実績等

も含めて検証する中で、さらに名寄市立大学を初

めとする、また名寄産業高校等もありますし、Ｍ

ＯＡの名寄農場等もありますので、構成団体と協

力しながら、さまざまな目に見える商品化への可

能性の研究をさせていただきたいということで検

討してまいりたいと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 川村議員。

〇５番（川村幸栄議員） 目に見えるそういうこ

とが必要だというふうに私は思っています。産業

高校の皆さん方も本当に頑張っていただいている

なというふうに思っているのですが、天使大学の

栄養科の皆さん方、コープさっぽろと共同開発で

配食サービスのメニューなども開発されて、非常

に大きな役割をしているところです。企業さんと

の関係もありますから、ここまでできるかできな

いかは別としても、ただ、今取り組んでいる産官

学のところでいえば、やっぱり名寄大学大きな位

置にいるのではないかなというふうに思っていま

して、ぜひとも市のほうからも要望を強めていた

だいて、今オイルとドレッシングが発売されてい

ますけれども、新たな使い方だとか、商品開発、

ぜひ進めていただくように求めていただきたいと

思っています。

次に、農業者への方々の支援という部分なので

すが、本当にひまわり畑きれいです。全国のひま

わりの写真を見せていただくと、やはり名寄のが

群を抜いているかなというふうに私は思っていま

す。ただ、ひまわりの種が非常に高いというよう
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なこともお聞きしているところです。他のひまわ

りをひまわりのまちというふうにうたっている地

域の方々と連携して、高いひまわりの種が何とか

安く手に入る方法というか、そういったことがで

きないのかどうか、そういった部分で検討された

経緯があるのか、お考えをお聞かせいただきたい

と思います。

〇議長（黒井 徹議員） 川田経済部長。

〇経済部長（川田弘志君） 油用の種の関係でご

ざいますけれども、油用の部分については高オレ

イン酸ということで、そういった種子ということ

でございます。実は、私どもも調査研究しており

ましたけれども、国内で有益な種がなかなかない

ということでございます。観賞用のひまわりとい

うのは多種多様にあるわけですけれども、こうい

った食用に使う分については非常に少ないという

ことが実情でございますし、そういった研究をし

ているところもなかなかないということでござい

まして、海外から優良なものを入れていくという

ことしか今のところはないという状況でございま

す。市においても平成２３年度から３年間かけて

一定の栽培に対する支援をさせていただいており

ますけれども、道内においてもこの油用のひまわ

りについてはちょっとないというような状況でご

ざいまして、全国的には数例はあるみたいですけ

れども、私どもも一例問い合わせをした経緯もご

ざいますけれども、共同でやるとかということに

はなかなかならなかったということで、現状今の

状況になっているということでございますので、

御理解お願いしたいと思います。

以上です。

〇議長（黒井 徹議員） 川村議員。

〇５番（川村幸栄議員） 外国から輸入しなけれ

ばならない状況にあるというのは、本当に大きな

負担かなというふうに思っているのですが、今部

長から御答弁があったようにいろいろなところの

情報も集めながらということですので、引き続き

ひまわりのまちをうたっている皆さん方、他市町

村の方々とも連携しながら取り組んでいただきた

いなというふうに思います。

あと、市民の方々に種の配布していただいて、

私も活用しているのですが、この配布の市民の方

々の反応等あればお聞かせをいただきたいと思い

ますが。

〇議長（黒井 徹議員） 水間営業戦略室長。

〇営業戦略室長（水間 剛君） ひまわりの種の

市民への無料配布につきましては、市民に限らず

市内の事業所も対象にひまわりの種を無料で配布

させていただいております。この取り組みにつき

ましても４年ほどしておりますので、定着したと

いうことも含めて毎年 ０００袋以上の種を配布

させていただいております。今後も市民の皆さん

に広く市内で育てていただきたいということで考

えてはいるのですけれども、無料配布の部分の数

量が一定の数値で、毎年植えていただいている市

民の方々がことしも種を持っていただいて植えて

いただいているのかなという部分でちょっと感じ

ております。今後は、新たな取り組みというか、

内容も含めて、もっと市民も植えることによって、

当然ホスピタリティーという観点でやっていただ

いている部分はあるのですけれども、それに加え

て楽しみの部分の要素も何か加えるような取り組

みを含めて検討させていただいて、さらにこうい

った市民や事業所の輪が広がるような部分を検討

させていただきたいと考えております。

〇議長（黒井 徹議員） 川村議員。

〇５番（川村幸栄議員） 今ホスピタリティーと

いうお話が出ました。ことしは、サンピラーパー

クひまわり畑までの案内板がついたのですが、小

さくてなかなか見づらかったかなというふうに思

うのですけれども、この点について市民なり、ま

た外から来られた方々についての反応等お聞かせ

をいただきたいと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 水間営業戦略室長。

〇営業戦略室長（水間 剛君） サンピラーパー

クまでのひまわり畑の案内板が小さかったのでは
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ないかというような御質問がありました。これに

つきましては、７月３１日から１７日間実施しま

した、サンピラーパークでライトアップひまわり

をさせていただいた際に看板を設置させていただ

きました。今議員から御指摘のように、小さかっ

たのではないかというような事例として、サンピ

ラー交流館の前の道路を通らず、日進から入って

いって真っすぐ行ってしまった方々も見かけまし

た。この部分については本当今年度の反省点とい

うことで、来年度以降については案内板について

もどういった、形も含めて改善していきたいと考

えています。

〇議長（黒井 徹議員） 川村議員。

〇５番（川村幸栄議員） 以前にもお話ししたか

と思うのですが、桃太郎旗のような大きな目立つ

のをやっぱり日進橋おりたところら辺からずっと

並べられるような、そんなにお金はかからないと

私は思うのですけれども、こういったひまわり畑

への案内をしていただく。他市町村から来られた

方はもちろんなのですけれども、市民の方々にも

大きなアピールになるのではないかなというふう

に思っていますので、ぜひともここの部分検討を

していただきたいなというふうに思って要望した

いと思います。

あと、先ほど市民の種の配布の中で楽しみとい

うこともおっしゃっていたかなというふうに思う

のですが、街路の植樹桝へのひまわり、これも行

政だけでは大変ですので、やっぱり市民こぞって

みんなでやっていきたいなというふうに思ってい

ます。そのこともちょっと添えたいというふうに

思っています。

あと、給食での使用も月に一、二回使われてい

るところです。学校給食の献立表にひまわりマー

クがついていて、名寄産のひまわり油を使用して

います。これ９月分なのですが、７月分だと２回

ぐらいついていたでしょうか。こんなふうにして

子供たちへもお知らせし、保護者の方々にもお知

らせしていると。こういった取り組み、さらに広

げていただくことが必要かなというふうに思って

いるのです。

今回やはり市民の皆さんに夏観光客の方々がい

らっしゃるときに、名寄の特産、特徴、売りは何、

こういうふうにして聞いてみますと、なかなかす

るっと出てこないのです。ううんと考えている。

たくさんあって選べ切れない状況なのかなという

ことではないのです、はっきり申し上げて。これ

は、もう非常に残念だなというふうに思っていま

す。自分がかかわっていないことというのは、や

っぱりなかなか口に出ないのかなというふうに思

います。ですから、例えば先ほど言ったようにひ

まわりの種を植えた、何だというところら辺、そ

れからこのようにひまわり油を使った料理を食べ

たのだよと、こういったことがあると口から出て

くるのかなと。アスパラつくっている人はアスパ

ラ、カボチャつくっている人はカボチャというふ

うに出てくるのですから、なかなか出てこないと

いうところら辺は非常に残念。ですからこそ、こ

の産官学の連携をさらに強めていただくというこ

とが非常に重要かなというふうに思っていますが、

いかがでしょうか。

〇議長（黒井 徹議員） 久保副市長。

〇副市長（久保和幸君） それぞれ貴重な御提言

も含めてありがとうございます。まさにそれぞれ

が連携して協働のまちづくりを進めていくという

観点からいたしますと、市民の皆さんにかかわっ

ていただいて、地域資源を紹介していただく。さ

らには、それを使ってもらってほかの人に伝えて

いただくという、こういうことが必要かなという

ふうに伺いました。私どもの市には、貴重な財産

ということで大学がございますので、大学、そし

てまた経済団体もすぐれた経済団体だというふう

ふうに思っていますので、それらとしっかりと連

携して、議員のお言葉でいうと産官学ですね。産

学官でもいいのでしょうか。どちらでもいいです

ね。そういうことでしっかりと今後とも連携する

ということを決意申し上げて、答弁とさせていた
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だきます。ありがとうございます。

〇議長（黒井 徹議員） 川村議員。

〇５番（川村幸栄議員） その思いはそれぞれで

いいかなというふうに私は思います。

最後に、市長にお考えをお聞かせいただきたい

と思います。ホームページでもひまわりのまちが

大きく出ています。ひまわり子育てガイドブック

というふうな名前がついている。１０月オープン

予定の子育て支援センターの愛称もひまわりらん

どというふうになっていますけれども、なかなか

市民に浸透しているとは言いがたいという感を禁

じ得ないところであります。町中でのひまわりの

活用を積極的に取り組む産官学の連携強化が欠か

せないというふうに私は思っているのですが、最

後に市長のお考えを聞いて終わりたいと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 先ほど来から貴重な御提

言をいただきましてありがとうございます。なか

なか市民に浸透していないという厳しい御提言も

ありますけれども、一方で市民の皆さんが相当こ

としもみずから市役所に来て種をお持ちいただい

て、市民だけでなくて企業さんでも、いろんなと

ころでひまわりが咲いているところを見て、この

事業も大分定着してきたなというふうに思ってい

ます。

先般山田議員が実行委員長を務めるＭＯＡの絵

画展、これは幼稚園の子供たちが毎年ひまわりの

絵を描いて、それを表彰していくということであ

りまして、子供たちからひまわりのまちだよと。

ひまわりが明るくて元気な名寄の象徴であると、

そうしたことをＭＯＡさんにも協力もいただいて、

そうしたまちづくりが進められているということ

であります。さまざまな連携をすることでさらに

こうした効果が高まっていくのではないかという、

全くそのとおりだと私も同感でありますので、ぜ

ひともここは皆さんでさらにもう一段の知恵を絞

ってひまわりのまちづくりを推し進めていって地

域の振興につなげていきたいというふうに思って

いますので、また改めて御提言もいたたければと

思います。ありがとうございました。

〇議長（黒井 徹議員） 以上で川村幸栄議員の

質問を終わります。

これをもちまして一般質問を終結いたします。

〇議長（黒井 徹議員） 日程第３ 報告第３号

平成２６年度決算に基づく健全化判断比率の報

告について、報告第４号 平成２６年度決算に基

づく資金不足比率の報告について、以上２件を一

括議題といたします。

提出者の説明を求めます。

加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 報告第３号 平成２６年

度決算に基づく健全化判断比率の報告について及

び報告第４号 平成２６年度決算に基づく資金不

足比率の報告について、一括して御報告を申し上

げます。

報告第３号は、地方公共団体の財政の健全化に

関する法律第３条第１項の規定に基づき、また報

告第４号については同法第２２条第１項の規定に

基づき平成２６年度決算に基づく健全化判断比率

及び資金不足比率を御報告を申し上げるもので、

細部につきましては総務部長から説明させますの

で、よろしく御審議くださいますようお願いを申

し上げます。

〇議長（黒井 徹議員） 補足説明を臼田総務部

長。

〇総務部長（臼田 進君） それでは、私のほう

から報告第３号 平成２６年度決算に基づく健全

化判断比率の報告について及び報告第４号 平成

２６年度決算に基づく資金不足比率の報告につい

て一括して補足説明をさせていただきます。

配付をさせていただきました資料の１ページ目

をごらんいただきたいというふうに思います。初

めに、総括表①、健全化判断比率の状況について

でありますが、実質赤字比率及び連結実質赤字比

率につきましては赤字が発生していないことから
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なしとしまして、バー表示とさせていただいてい

るところでございます。実質公債費比率につきま

しては前年度より ４ポイント下がって１ ２％、

将来負担比率につきましては ４ポイント下がっ

て４ ９％となりました。

次に、各指標の具体的な説明をさせていただき

ます。２ページ目をごらんいただきたいと思いま

す。総括表②、連結実質赤字比率等の状況につい

てでありますが、初めに表の左上の欄につきまし

ては一般会計の赤字の割合を示す実質赤字比率積

算の内訳を記載してございます。一般会計の実質

収支は４億 ０２５万 ０００円の黒字となって

いますことから、分母である標準財政規模に対す

る割合につきましてはマイナス ３％で、実質的

な赤字が発生していないことからなしとしまして

バーの表示としてございます。次に、一般会計に

特別会計、企業会計など全ての会計を対象とした

連結実質赤字比率につきましては、全ての会計の

実質収支を合計しますと表の右下のとおり２０億

５０３万円の黒字となりました。この額が標準

財政規模に占める割合につきましてはマイナス１

５３％となり、実質的な赤字が発生していない

ことから同じくなしとしましてバー表示となりま

す。なお、企業会計につきましては、実質収支を

計算する際の数値について純利益、または純損失

ではなく、資金不足、剰余額となり、水道事業会

計及び病院事業会計のいずれの決算も流動資産の

額が流動負債の額を上回っていることから、上回

っている金額が資金剰余額として計算されること

となります。

３ページ目をお開きいただきたいと思います。

次に、総括表③、実質公債費比率の状況について

でございます。実質公債費比率とは、一般会計の

公債費に加えまして特別会計や企業会計、一部事

務組合などへの公債費に準じた繰出金や負担金な

どの合計額が標準財政規模に占める割合をいい、

直近の決算の３年平均を用います。平成２６年度

決算では、前年度より ４ポイント下がって１

２％になりました。実質公債費比率が下がった主

な要因につきましては、起債の償還終了に伴い元

利償還金が減少したことと普通交付税の基準財政

需要額に算入された公債費の増加などが挙げられ

ます。

恐れ入ります。４ページをごらんいただきたい

と思います。総括表④、将来負担比率の状況につ

いてであります。将来負担比率とは、地方債残高

など一般会計が将来にわたって負担すべき金額が

標準財政規模に占める割合をいいます。平成２６

年度決算では、前年度より ４ポイント下がって

４ ９％となりました。上段の将来負担額は、地

方債の現在高、債務負担行為に基づく支出予定額、

公営企業債等繰り入れ見込み額、職員の退職手当

負担見込み額など将来にわたって負担すべき金額

を記載してございます。また、中段の充当可能財

源等は、充当可能な基金や特定歳入、将来にわた

って地方交付税で措置される基準財政需要額算入

見込み額などを記載してございます。将来負担比

率が下がった主な要因につきましては、職員の退

職手当負担見込み額などが減少したこと、充当可

能財源である基金の残高及び基準財政需要額算入

見込み額の増加などが挙げられます。

恐れ入ります。５ページをごらんいただきたい

と思います。ここでは公営企業会計の資金不足比

率の状況をあらわしてございます。企業会計であ

る水道事業会計及び病院事業会計の歳出相当額の

欄は貸借対照表における流動負債の金額を、また

歳入相当額につきましては流動資産の金額をそれ

ぞれ記載しており、その差額が資金不足額となっ

ております。両会計とも資産の金額が負債の金額

を上回っているため資金不足額はマイナスとなっ

ており、資金不足比率はございません。

また、簡易水道事業特別会計ほか４特別会計に

つきましては、それぞれ歳入歳出の決算額を記載

しており、いずれの会計も一般会計繰入金で調整

しておりますので、収支はゼロで、資金不足は生

じておりません。

平成２７年９月１８日（金曜日）第３回９月定例会・第４号
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以上、補足説明とさせていただきます。よろし

く御審議いただきますようお願い申し上げます。

〇議長（黒井 徹議員） これより、報告第３号

外１件について一括質疑に入ります。御発言ござ

いませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 質疑なしと認めます。

報告第３号外１件を終結いたします。

〇議長（黒井 徹議員） お諮りいたします。

議事の都合により、明日９月１９日から９月２

８日までの１０日間を休会といたしたいと思いま

すが、御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 異議なしと認めます。

よって、明日９月１９日から９月２８日までの

１０日間を休会とすることに決定をいたしました。

〇議長（黒井 徹議員） 以上で本日の日程は全

て終了いたしました。

本日はこれをもちまして散会といたします。

御苦労さまでした。

散会 午後 ０時１１分

上記会議のてんまつを記載し、その相違なきこ

とを証するため、ここに署名議員とともに署名す

る。

議 長 黒 井 徹

署名議員 浜 田 康 子

署名議員 塩 田 昌 彦

平成２７年９月１８日（金曜日）第３回９月定例会・第４号
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開議 平成２７年９月２９日（火曜日）午後１時００分

１．議事日程

日程第１ 会議録署名議員指名

日程第２ 議案第３号 名寄市地域子育て支援セ

ンター条例の制定について（市民福祉

常任委員長報告）

日程第３ 議案第１７号 平成２６年度名寄市一

般会計決算の認定について（決算審査

特別委員長報告）

議案第１８号 平成２６年度名寄市国

民健康保険特別会計決算の認定につい

て（決算審査特別委員長報告）

議案第１９号 平成２６年度名寄市介

護保険特別会計決算の認定について

（決算審査特別委員長報告）

議案第２０号 平成２６年度名寄市下

水道事業特別会計決算の認定について

（決算審査特別委員長報告）

議案第２１号 平成２６年度名寄市個

別排水処理施設整備事業特別会計決算

の認定について（決算審査特別委員長

報告）

議案第２２号 平成２６年度名寄市簡

易水道事業特別会計決算の認定につい

て（決算審査特別委員長報告）

議案第２３号 平成２６年度名寄市公

設地方卸売市場特別会計決算の認定に

ついて（決算審査特別委員長報告）

議案第２４号 平成２６年度名寄市食

肉センター事業特別会計決算の認定に

ついて（決算審査特別委員長報告）

議案第２５号 平成２６年度名寄市後

期高齢者医療特別会計決算の認定につ

いて（決算審査特別委員長報告）

議案第２６号 平成２６年度名寄市病

院事業会計決算の認定について（決算

審査特別委員長報告）

議案第２７号 平成２６年度名寄市水

道事業会計未処分利益剰余金の処分及

び決算の認定について（決算審査特別

委員長報告）

日程第４ 意見書案第１号 林業・木材産業の成

長産業化に向けた施策の充実・強化を

求める意見書

意見書案第２号 ＪＲ日高線、留萌線

の早期運転再開と在来線の存続を求め

る意見書

意見書案第３号 子どもの医療費無料

化の制度化と、国庫負担削減の廃止を

求める意見書

意見書案第４号 ＩＣＴ利活用による

地域活性化とふるさとテレワークの推

進を求める意見書

意見書案第５号 地方創生に係る新型

交付金等の財源確保を求める意見書

意見書案第６号 労働時間規制を緩和

する労働基準法改定案の見直しを求め

る意見書

日程第５ 報告第５号 例月現金出納検査報告に

ついて

日程第６ 議会改革調査特別委員会の設置につい

て

日程第７ 閉会中継続審査（調査）の申し出につ

いて

日程第８ 委員の派遣について

１．本日の会議に付した事件

平成２７年９月２９日（火曜日）第３回９月定例会・第５号
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日程第１ 会議録署名議員指名

日程第２ 議案第３号 名寄市地域子育て支援セ

ンター条例の制定について（市民福祉

常任委員長報告）

日程第３ 議案第１７号 平成２６年度名寄市一

般会計決算の認定について（決算審査

特別委員長報告）

議案第１８号 平成２６年度名寄市国

民健康保険特別会計決算の認定につい

て（決算審査特別委員長報告）

議案第１９号 平成２６年度名寄市介

護保険特別会計決算の認定について

（決算審査特別委員長報告）

議案第２０号 平成２６年度名寄市下

水道事業特別会計決算の認定について

（決算審査特別委員長報告）

議案第２１号 平成２６年度名寄市個

別排水処理施設整備事業特別会計決算

の認定について（決算審査特別委員長

報告）

議案第２２号 平成２６年度名寄市簡

易水道事業特別会計決算の認定につい

て（決算審査特別委員長報告）

議案第２３号 平成２６年度名寄市公

設地方卸売市場特別会計決算の認定に

ついて（決算審査特別委員長報告）

議案第２４号 平成２６年度名寄市食

肉センター事業特別会計決算の認定に

ついて（決算審査特別委員長報告）

議案第２５号 平成２６年度名寄市後

期高齢者医療特別会計決算の認定につ

いて（決算審査特別委員長報告）

議案第２６号 平成２６年度名寄市病

院事業会計決算の認定について（決算

審査特別委員長報告）

議案第２７号 平成２６年度名寄市水

道事業会計未処分利益剰余金の処分及

び決算の認定について（決算審査特別

委員長報告）

日程第４ 意見書案第１号 林業・木材産業の成

長産業化に向けた施策の充実・強化を

求める意見書

意見書案第２号 ＪＲ日高線、留萌線

の早期運転再開と在来線の存続を求め

る意見書

意見書案第３号 子どもの医療費無料

化の制度化と、国庫負担削減の廃止を

求める意見書

意見書案第４号 ＩＣＴ利活用による

地域活性化とふるさとテレワークの推

進を求める意見書

意見書案第５号 地方創生に係る新型

交付金等の財源確保を求める意見書

意見書案第６号 労働時間規制を緩和

する労働基準法改定案の見直しを求め

る意見書

日程第５ 報告第５号 例月現金出納検査報告に

ついて

日程第６ 議会改革調査特別委員会の設置につい

て

日程第７ 閉会中継続審査（調査）の申し出につ

いて

日程第８ 委員の派遣について

１．出席議員（１８名）

議 長 １７番 黒 井 徹 議員

副議長 １４番 佐 藤 靖 議員

１番 浜 田 康 子 議員

２番 山 崎 真 由 美 議員

３番 野 田 三 樹 也 議員

４番 東 川 孝 義 議員

５番 川 村 幸 栄 議員

６番 奥 村 英 俊 議員

７番 高 野 美 枝 子 議員

８番 佐 久 間 誠 議員

９番 塩 田 昌 彦 議員



－181－

平成２７年９月２９日（火曜日）第３回９月定例会・第５号

１０番 川 口 京 二 議員

１１番 山 田 典 幸 議員

１２番 大 石 健 二 議員

１３番 熊 谷 吉 正 議員

１５番 高 橋 伸 典 議員

１６番 佐 々 木 寿 議員

１８番 東 千 春 議員

１．欠席議員（０名）

１．事務局出席職員

事 務 局 長 益 塚 敏

書 記 久 保 敏

書 記 開 発 恵 美

書 記 佐 藤 潤

１．説明員

市 長 加 藤 剛 士 君

副 市 長 橋 本 正 道 君

副 市 長 久 保 和 幸 君

教 育 長 小 野 浩 一 君

総 務 部 長 臼 田 進 君

市 民 部 長 三 島 裕 二 君

健康福祉部長 田 邊 俊 昭 君

経 済 部 長 川 田 弘 志 君

建設水道部長 中 村 勝 己 君

教 育 部 長 小 川 勇 人 君

市立総合病院
岡 村 弘 重 君

事 務 部 長

市 立 大 学
松 島 佳 寿 夫 君

事 務 局 長

こども・高齢者
馬 場 義 人 君

支 援 室 長

営業戦略室長 水 間 剛 君

上下水道室長 天 野 信 二 君

会 計 室 長 常 本 史 之 君

監 査 委 員 上 田 盛 一 君
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〇議長（黒井 徹議員） ただいまの出席議員数

は１８名であります。定足数に達しておりますの

で、直ちに本日の会議を開きます。

〇議長（黒井 徹議員） 日程第１ 会議録署名

議員の指名を行います。

会議録署名議員には、会議規則第８７条の規定

により、

３番 野 田 三樹也 議員

１６番 佐々木 寿 議員

を指名いたします。

〇議長（黒井 徹議員） 日程第２ 議案第３号

名寄市地域子育て支援センター条例の制定につ

いてを議題といたします。

付託しました委員会の審査の経過及び結果の報

告を求めます。

市民福祉常任委員会、熊谷吉正委員長。

〇市民福祉常任委員長（熊谷吉正議員） 第３回

定例会初日に私ども市民福祉常任委員会に会期内

付託をされました議案第３号、名寄市地域子育て

支援センター条例案の委員会における審査の経過

及び結果の報告を申し上げます。

委員会は、９月７日、１５日、２４日、２５日

の４回開催しましたが、まとめて報告をさせてい

ただきます。

最初に、田邊健康福祉部長ほか各説明員より条

例案の概要について以下のとおり説明を受けまし

た。本条例の提案理由は、子育て支援センターの

利用ニーズの高まりにより、利用者の方から利用

時間の延長や専用施設での運営の希望が強く寄せ

られている旧木材需要拡大センター親林館を改修

して地域子育て支援拠点とし、さらなる子育て支

援の充実を図るために設置したいとする７条構成

から成る条例となっています。

以下、提出された資料等の説明後、各委員から

の質疑が行われましたので、報告をします。１つ

に、子育て支援センターに近隣町内会の利用を認

めるとしたら目的に住民福祉等の言葉が必要でな

いか。市長が特に認める場合の近隣町内会等への

対応は。規則でのせるという開館日、開館時間、

利用料、職員の配置などわかりやすく条例で規定

すべきでないか。条項の立て方として目的なのか、

設置なのか、職員についても項目を立てないと誰

が管理し、運営するのかわからない。規則との関

係でも条例で明記すべきである。利用者の範囲の

中に乳児または幼児及びその保護者、その他市長

が適当と認める者の２項しかないが、子育てサー

クル活動に関する規定も必要でないか。施設運営

に当たり障害児の対応は網羅されているか。条例

案第４条第１項の第２号でその他市長が適当と認

めるものとして町内会と名寄市が主催、共催、後

援する事業としているが、利用する場合には料金

は無料なのか。愛称がひまわりらんどと決まって

いるなら市民にわかりやすく条例で規定すべきで

ある。条例、規則で施設の呼称は館なのか所なの

か明確に。近隣町内会使用が１０割減免を予定し

ているが、他町内会との公平性から庁内全体の議

論経過が聞きたいとの問いに対し、今回の子ども

・子育て支援法の施行に当たり国も内閣府所管で

地方創生等いろんな施策が出てくるので、条例で

がんじがらめにすると柔軟に対応できないので、

規則で対応したい。近隣町内会との説明の経緯に

ついては、旧木材需要拡大センターを所管してい

た耕地林務課の方からてんまつとして町内会の役

員会と協議を行い、親林館を今後用途変更させて

もらいたいということを町内会に説明している。

町内会利用は過去の経緯もあり、３町内会に限定

して今後も１０割減免を考えている。他町内会と

の公平感については、全庁的統一見解は述べられ

ない。さらに、例えば市立大学の学生との交流で

あるとか、地元の町内会の方との交流だとか、お

年寄りの方との交流の機会や事業、災害時の連携

も展開していく可能性があるので、そのようなと

きにも利用してもらえるような形で市が主催する

という事業も予定をしている。開館日や時間等は
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初めての施設なので、利用ニーズや多世代交流等

ニーズ変化に対応するため規則で規定したい。施

設管理は市長が行うので、具体的内容は市長が規

則でうたっていく。子育て支援センター事業の中

にサークル活動の推進も入っており、総合センタ

ーの利用も考えられる。障害児への対応は障害の

ある子、ない子の区分はない。利用者に対する利

用料の徴収について、この建物は貸し館という考

え方がないので、利用料を徴収しないし、定義し

なくてもよいと考える。施設の呼称は所と考えて

いたが、名寄市としては館で統一しているとの答

弁がありました。

２つに、利用時間の設定について条例による規

定の必要性及び時間延長や変更、土日開催のニー

ズへの対応は。現要綱にある風連さくら保育所、

大谷認定こども園の位置づけはどうなるか。支援

計画の利用見込み８８人の施設別内訳は何人ぐら

いになるのか。子ども・子育て支援事業計画の中

で共働きの夫婦が増加すると日中の利用が困難で

あることから利用者数の減少が想定されますが、

利用率を高めるためのＰＲについて。利用ニーズ、

時間帯及び土日開催ニーズと検討経過は。オープ

ン日の決定経過はとの問いに対し、ニーズとして

利用時間の延長、固定した施設でのサービス提供

を希望するという声が非常に多く寄せられていた

が、特に土曜日、日曜日の開館要望については聞

いていない。今後開館してみて利用者の利用時間

というものがまだ実績がないので、どのような利

用形態が望ましいのか研究した上で若干の変更も

規則で開館時間等を規定したい。土日の開館につ

いて基本的に休館ですが、お出かけバスツアーの

中で年に何回か土日開催も一部行っている。可能

な範囲で計画を考える。現行さくらんぼと風連の

さくら保育園内で運営しているこぐまの２カ所の

おおむね利用実績等からいって１日直営分が６０

人で、残りが風連を想定している。現行の要綱で

は市内の３つの子育て支援センター事業を定義し

ている。今回の規則で定める分については、今回

愛称を決定したひまわりらんどを考えている。要

綱については、子育て支援の事業として残させて

もらうが、直営分の東保育所でやっている部分の

削除等の改正が今後必要となる。１０月２７日の

オープンをいつごろ決めたかということでは、８

月に判断しているが、施設の引き渡しが１０月２

０日ということで工期が設定をされており、その

時点で引き渡しされてから１週間程度の最短で利

用提供を開始したいとの答弁がありました。

３つ目には、今回の条例は児童福祉法に基づい

た規定であり、子ども・子育て支援に関係する設

置目的になっているが、自治法上から来る公の施

設の関連でいくと将来的に指定管理者の問題も出

てくるのかもしれないが、この条例の中で織り込

む想定はしなくてよかったのか、その検討経過に

ついて聞かせてもらいたいとの問いに対し、指定

管理者の関係については子育て支援センター自身

が道内的にも一部指定管理でやっているところも

あるが、一定の専門職を配置していかなければな

らないということもあり、現在のところ未来永劫

そうでないということではないが、現行の条例制

定の際には今のところ当面は指定管理というとこ

ろの部分については考えていないとの答弁があり

ました。

４つ目、施設利用に当たっての登録制について

どのように考えるか。アンケートでは利用ニーズ

が高いのに施設を利用していないが７４％もいる。

利用促進施策を求めるとの問いに対し、登録制は

考えていない。利用したい人が気兼ねなく利用で

きるようにしたい。今まで実質開放時間が午前中

９０分なので、利用時間に子供の対応はできない

等で利用率が低かったと思う。今後は午後からの

利用も含めニーズを掘り起こしたいとの答弁があ

りました。

５つ目に、附則に規則で定める事項があるが、

公布の日から三月を超えない範囲内において規則

で定める日から交付するとなっている。工事の引

き渡しからオープンまでタイトな日程だが、規則

平成２７年９月２９日（火曜日）第３回９月定例会・第５号
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で施行日をうたえるかとの問いに対し、オープン

日を施行日として規則でうたいたいとの答弁があ

りました。

６つ目、他に施設の利用に当たりシックハウス、

夏の暑さ、除雪等への安全衛生上の質疑に対し、

一定の対応、対策を予定していると答弁がありま

した。

その後の委員会論議では、法制担当の出席を求

め、自治法第３章、条例及び規則第１４条、第１

５条、同法第１０章、公の施設、第２４４条、第

２４４条の２等の関係法規上、公の施設として条

例事項とされている施設の設置項目、名称、施設

の内容、事業、利用制限等の質疑を行った後、各

委員間で以下の課題を持ち帰り、以下の文面の加

筆訂正が行われました。１つに目的に関しては近

隣町内会との利用根拠の明記、２つに名称及び位

置については既に決まった愛称、ひまわりらんど

の加筆、３つ目に事業では子育てサークル育成に

関すること及び地域住民の活動に関することの加

筆、４つ目に開館時間及び休館日の加筆、５つ目

に利用制限についてでありました。

その後委員長に修正案が提出されました。全委

員による原案に対する修正案の提出がなされ、受

理後委員より提案説明がありました。その要旨は、

公の施設の設置に関し、施設の設置目的、名称、

施設の内容、事業、利用制限その他必要事項は自

治法で条例列記とされていることを念頭に修正案

を提出したと説明がありました。

その内容については、お手元修正案として配付

させていただいておりますが、修正内容について

説明します。

議案第３号 名寄市地域子育て支援センター条

例の制定についての一部を次のように修正する。

第１条中「行うこと」を「行うこと及びこの地

域住民の活動を推進すること」に改める。

第２条の表を次のように改める。

原案では、表になって書いてありましたけれど

も、表をとった上で、名称、名寄市地域子育て支

援センター、愛称、ひまわりらんど、位置、名寄

市西２条南９丁目１５番地１、１６番地１。

第３条第４号を次のように改める。

（４）子育てサークル等の育成及び支援に関す

ること。

同条第４号の次に次の号を加える。

（５）その他地域住民の活動に関すること。

第４条に第２項として次の１項を加える。

２ 前項第２号の規定は市長の許可を受けるも

のとする。

第７条を第８条に改め、第５条及び第６条を１

条ずつ繰り下げ、第４条の次に次の１条を加える。

開館時間及び休館日について。

第５条 子育て支援センターの開館時間は、午

前９時から午後５時までの間において市長が別に

定める。

２ 子育て支援センターの休館日は、次のとお

りとする。

（１）土曜日及び日曜日

（２）国民の祝日に関する法律（昭和２３年法

律第１７８号）に規定する休日

（３）１２月３１日から翌年の１月５日まで

３として、市長は、前２項の規定にかかわらず、

特に必要と認めるときは、開館時間又は休館日を

変更することができる。

修正案に対する質疑、討論は全員による提案の

ため省略をし、採決を行った結果、平成２７年第

３回定例会付託議案第３号 名寄市地域子育て支

援センター条例の制定については全会一致で修正

案のとおり修正すべきものと決定されました。

次に、修正議決した部分を除く部分を全会一致

で原案のとおり可決すべきものと決定しました。

以上で議案第３号、名寄市地域子育て支援セン

ター条例案の審査の経過と結果の報告といたしま

す。

最後になりますが、一言述べさせていただきま

す。第３回定例会初日会期末までの委員会付託を

される中、本会議及び休会中の平成２６年度決算
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審査特別委員会等厳しい日程にもかかわらず、熱

心に質疑、委員会議論を重ね、結審していただい

た各委員に敬意と感謝を申し上げます。また、そ

れに対応いただいた説明員の田邊健康福祉部長以

下職員の皆さんには、資料の作成や答弁等準備い

ただいたことに感謝申し上げます。この間４回の

委員会を重ねる過程で進行上私の不十分さもあり、

正副議長にも適切なアドバイスをいただきました。

さらには、法制担当職員にも節々で適切な御指導

をいただいたことに感謝を申し上げます。

結びでありますが、１カ月後に迫るオープン予

定の名寄市地域子育て支援センターひまわりらん

どが少子化の時代の子育ての支援拠点として有効

に機能することを願い、御礼にかえさせていただ

きます。どうもありがとうございました。

〇議長（黒井 徹議員） これより、委員長報告

に対する質疑に入ります。御発言ございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 質疑なしと認めます。

正副委員長は自席にお戻りください。

これより採決を行います。

本件は委員長報告のとおり決定することに御異

議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 異議なしと認めます。

よって、議案第３号は委員長報告のとおり可決

されました。

暫時休憩をいたします。

休憩 午後 １時１６分

再開 午後 １時１７分

〇議長（黒井 徹議員） 再開します。

日程第３ 議案第１７号 平成２６年度名寄市

一般会計決算の認定について、議案第１８号 平

成２６年度名寄市国民健康保険特別会計決算の認

定について、議案第１９号 平成２６年度名寄市

介護保険特別会計決算の認定について、議案第２

０号 平成２６年度名寄市下水道事業特別会計決

算の認定について、議案第２１号 平成２６年度

名寄市個別排水処理施設整備事業特別会計決算の

認定について、議案第２２号 平成２６年度名寄

市簡易水道事業特別会計決算の認定について、議

案第２３号 平成２６年度名寄市公設地方卸売市

場特別会計決算の認定について、議案第２４号

平成２６年度名寄市食肉センター事業特別会計決

算の認定について、議案第２５号 平成２６年度

名寄市後期高齢者医療特別会計決算の認定につい

て、議案第２６号 平成２６年度名寄市病院事業

会計決算の認定について、議案第２７号 平成２

６年度名寄市水道事業会計未処分利益剰余金の処

分及び決算の認定について、以上１１件を一括議

題といたします。

付託いたしました委員会の審査の経過並びに結

果の報告を求めます。

決算審査特別委員会、奥村英俊委員長。

〇決算審査特別委員長（奥村英俊議員） 議長よ

り御指名をいただきましたので、今定例会で決算

審査特別委員会に付託されました議案第１７号

平成２６年度名寄市一般会計決算の認定について、

議案第１８号から議案第２５号までの各特別会計

決算の認定について、議案第２６号 平成２６年

度名寄市病院事業会計決算の認定について及び議

案第２７号 平成２６年度名寄市水道事業会計未

処分利益剰余金の処分及び決算の認定について、

委員会の審査経過と結果の御報告を申し上げます。

第１回委員会は、９月３日に開会し、直ちに正

副委員長の互選が行われ、委員長には私奥村英俊

が、副委員長には川口京二委員が選任されました。

第２回の委員会は、９月２４日に開会し、審査

日程を９月２４日、９月２５日、９月２８日、９

月２９日の４日間と決め、実質審査に入りました。

審査期間中は、市長を初め関係する職員の出席

を求め、説明、答弁をいただき、各会派の代表に

よる総括質疑並びに委員による質疑を行い、慎重

に審査を行いました。

審査経過につきましては、当委員会は全議員を
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もって構成された特別委員会ですので、詳細な報

告は省略させていただき、審査の結果のみを報告

申し上げますので、御了承をお願い申し上げます。

当委員会に付託されました全会計決算中、一般

会計及び国民健康保険特別会計については起立多

数により、その他の７特別会計、病院事業会計、

水道事業会計はいずれも全会一致で原案のとおり

認定すべきものと決定いたしました。

よって、当委員会に付託されました各会計決算

につきましてはいずれも正確な収支が行われ、予

算の執行が適正であったことが認められました。

以上が審査の結果であります。

なお、委員会開催中は、委員並びに理事者各位

におかれましては終始慎重かつ熱心に審査を尽く

していただきましたことにお礼を申し上げます。

また、日程どおり決算審査特別委員会を終えるこ

とができましたことに重ねてお礼を申し上げまし

て、本委員会の報告といたします。ありがとうご

ざいました。

〇議長（黒井 徹議員） ただいま決算審査特別

委員会委員長より報告のありました議案第１７号

外１０件については、全議員をもって構成されま

した特別委員会でありますので、この際質疑を省

略し、直ちに採決を行います。

議案第１７号 平成２６年度名寄市一般会計決

算の認定について委員長報告のとおり認定するこ

とに賛成の議員の起立を求めます。

（起立多数）

〇議長（黒井 徹議員） 起立多数であります。

よって、議案第１７号は委員長報告のとおり認

定することに決定をいたしました。

お諮りいたします。議案第１８号 平成２６年

度名寄市国民健康保険特別会計決算の認定につい

て委員長報告のとおり認定することに賛成の議員

の起立を求めます。

（起立多数）

〇議長（黒井 徹議員） 起立多数であります。

よって、議案第１８号は委員長報告のとおり認

定することに決定をいたしました。

次に、議案第１９号 平成２６年度名寄市介護

保険特別会計決算の認定についてから議案第２７

号 平成２６年度名寄市水道事業会計未処分利益

剰余金の処分及び決算の認定についてまでの９件

について委員長報告のとおり認定することに御異

議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 異議なしと認めます。

よって、議案第１９号から議案第２７号までの

９件は委員長報告のとおり認定することに決定を

いたしました。

〇議長（黒井 徹議員） 日程第４ 意見書案第

１号 林業・木材産業の成長産業化に向けた施策

の充実・強化を求める意見書、意見書案第２号

ＪＲ日高線、留萌線の早期運転再開と在来線の存

続を求める意見書、意見書案第３号 子どもの医

療費無料化の制度化と、国庫負担削減の廃止を求

める意見書、意見書案第４号 ＩＣＴ利活用によ

る地域活性化とふるさとテレワークの推進を求め

る意見書、意見書案第５号 地方創生に係る新型

交付金等の財源確保を求める意見書、意見書案第

６号 労働時間規制を緩和する労働基準法改定案

の見直しを求める意見書、以上６件を一括議題と

いたします。

お諮りいたします。意見書案第１号外５件は、

質疑、委員会付託を省略し、直ちに採決すること

に御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 異議なしと認め、採決

を行います。

本件を原案のとおり決定することに御異議ござ

いませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 異議なしと認めます。

よって、意見書案第１号外５件は原案のとおり

可決されました。
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〇議長（黒井 徹議員） 日程第５ 報告第５号

例月現金出納検査報告についてを議題といたし

ます。

本件については、報告書がお手元に配付されて

おりますので、これをもって御了承をお願いいた

します。

〇議長（黒井 徹議員） 日程第６ 議会改革調

査特別委員会の設置についてを議題といたします。

お諮りいたします。市民の負託に応え、市民の

目線を基本に議会改革を進めるために、議会改革

調査特別委員会を設置したいと思いますが、御異

議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 異議なしと認めます。

よって、議会改革調査特別委員会を設置するこ

とに決定をいたしました。

ただいまの決定に基づき議会改革調査特別委員

会の委員の選任については、委員会条例第７条第

１項の規定により、川村幸栄議員、奥村英俊議員、

高野美枝子議員、塩田昌彦議員、山田典幸議員、

大石健二議員、熊谷吉正議員、高橋伸典議員を指

名いたします。

正副委員長互選のため暫時休憩をいたします。

休憩 午後 １時２６分

再開 午後 １時３３分

〇議長（黒井 徹議員） 休憩前に引き続き会議

を開きます。

正副委員長の互選が行われましたので、その結

果を報告いたします。

議会改革調査特別委員会委員長に山田典幸議員、

副委員長に奥村英俊議員、以上であります。

〇議長（黒井 徹議員） 日程第７ 閉会中継続

審査（調査）の申し出についてを議題といたしま

す。

お諮りいたします。お手元に配付いたしました

各委員長からの申し出のとおり決定することに御

異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 異議なしと認めます。

よって、申し出のとおり決定をいたしました。

〇議長（黒井 徹議員） 日程第８ 委員の派遣

についてを議題といたします。

お諮りいたします。お手元に配付のとおり、委

員を派遣することに御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 異議なしと認めます。

よって、委員の派遣が決定されました。

〇議長（黒井 徹議員） 以上で今期定例会に付

議されました案件は全て議了いたしました。

これをもちまして、平成２７年第３回定例会を

閉会いたします。

大変御苦労さまでした。

閉会 午後 １時３４分

上記会議のてんまつを記載し、その相違なきこ

とを証するため、ここに署名議員とともに署名す

る。

議 長 黒 井 徹

署名議員 野 田 三樹也

平成２７年９月２９日（火曜日）第３回９月定例会・第５号
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署名議員 佐々木 寿
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質 問 文 書 表 （一般質問）

平成２７年第３回定例会

発 言
氏 名 発 言 要 旨

順 序

１ 東 川 孝 義 １ 明るく元気なまちづくりについて

（Ｐ ５８） (1) 地方創生の取り組みについて

① 当市における取り組み状況について

② まち・ひと・しごと創生総合戦略推進委員会の論点について

③ 総合戦略と第２次総合計画との関連について

２ 交流人口拡大に向けた観光振興について

(1) 海外観光客の推移について

(2) インバウンド（外国人旅行者）受け入れに対する課題と対応につ

いて

(3) 食を通じての観光施策について

(4) ＥＮ―ＲＡＹホール周辺の環境整備について

３ 橋梁長寿命化計画の取り組みについて

(1) 市内にある橋梁の現状と実態調査について

(2) 今後の具体的な修繕計画について

(3) 長寿命化計画に基づく効果について

２ 大 石 健 二 １ 加藤市長の市政執行について

（Ｐ ６７） (1) 地方創生への取り組みから

① 「人口ビジョン」について

ア 人口予測の根拠と目標人口の設定は

② 「まち・ひと・しごと創生総合戦略」について

ア 総合戦略の目標設定と具体的施策の策定過程は

イ 第２次総合計画との整合性は

ウ 総合戦略の主眼と主要施策は

エ 進捗状況の把握と目標管理の方法は

オ 定住自立圏域の周辺自治体との調整は

カ 目標実現に必要な事業費の財源確保は

２ 名寄市の行財政運営から

(1) 無戸籍児の実態と行政サービスについて

平 成 ２ ７ 年 第 ３ 回 ９ 月 定 例 会
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① 現況と今後の課題及びその対応等について

３ 市民の声から

(1) 電気柵の事故防止対策に関して

① 現況と課題解決に向けた取り組みは

(2) 市役所庁舎前の掲示板について

① 市民への情報公開に関する考え方は

② 現況と課題解決に向けた取り組みは

３ 佐久間 誠 １ プレミアム商品券の取扱いに関して

（Ｐ ７９） (1) 販売を終えての問題点について

(2) 市民に対する公平性の観点について

(3) まちなか商店街における経済効果について

２ コンパクトシティ構想に関連して

(1) 中心市街地に人を寄せる施策について

(2) まちなか商店街の活性化対策の考え方について

(3) ５丁目、６丁目通のアーケード費用負担について

３ 農業生産物の有害鳥獣対策について

(1) 有害鳥獣による農産物被害と「被害防止計画」について

(2) 猟友会の現況について

４ 防犯灯、街路灯について

(1) 市の設置した防犯灯、街路灯の設置基準について

(2) 今後の防犯灯、街路灯新設の計画について

４ 浜 田 康 子 １ 地域自治とコミュニティについて

（Ｐ ９０） ２ 社会の認知症に対する不安への対応について

(1) 保健師の地区担当制の現状と課題について

(2) 子どもたちへの認知症等の啓蒙について

(3) 軽度認知障害（ＭＣＩ）への取り組みについて

３ ごみの分別等について

(1) ごみの分別変更に対する周知方法等について

(2) ごみ収集の現状と課題について

(3) イベント等におけるごみの分別について

５ 山 崎 真由美 １ 豊かな心と健やかな体を育てる教育の推進について

（Ｐ１０４） (1) 「名寄市小中学校いじめ防止サミット」による取り組みの実態と

展望について
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(2) 教育相談の充実について

(3) 義務教育小中学校における教育環境の充実について

２ 名寄市におけるスポーツ振興について

(1) 市内各施設における合宿の実態について

(2) 青少年のスポーツ振興を目指す環境整備について

３ 地域福祉の推進について

(1) 生活困窮者自立支援事業の実施状況について

(2) 関係機関連携による見守り体制について

６ 高 野 美枝子 １ 災害に強い名寄市について

（Ｐ１１５） (1) 防災組織の現状と課題について

(2) 名寄市防災マップの有効活用について

(3) 避難行動要支援者の対応について

(4) 地震や火災等の避難訓練の現状と課題について

２ 名寄市の公園や街路樹の管理について

(1) 街路樹の剪定基準と景観保全について

(2) 市道及び公園等における落葉対策について

(3) 都市公園の管理方法について

３ 高齢者が安心して暮らせるまちづくりについて

(1) 認知症サポーターの養成について

(2) 若者に対する認知症の啓発について

(3) 市における認知症予防対策について

(4) ネットワーク事業の現状と課題について

(5) 介護認定者に対する対応と課題について

４ 地域コミュニティの推進について

(1) 小学校閉校等に伴う地域コミュニティの形成について

(2) 多世代が交流できるイベント等の開催について

７ 塩 田 昌 彦 １ 名寄市立大学の経営について

（Ｐ１２７） (1) 大学経営の将来展望について

(2) 大学予算のあり方について

２ 新・名寄市行財政改革推進計画（後期実施計画）について

(1) 組織・機構の見直し及び定員適正化への取り組みについて

３ 名寄市における農業・農村振興の方向性について

(1) 名寄市農業・農村振興計画の見直しについて

(2) 名寄市食育推進計画の見直しについて
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(3) 名寄市農業・農村振興計画及び名寄市食育推進計画策定に向けて

の体制について

８ 高 橋 伸 典 １ 交流人口の拡大について

（Ｐ１３８） (1) 合宿者に対するアンケート結果について

(2) 合宿アドバイザーの評価と今後の対策は

(3) 健康の森陸上競技場の改修について

(4) 閉校施設の有効活用について

２ コミュニティバスについて

(1) 交通弱者・買い物弱者への対策は

(2) 名寄市地域公共交通活性化協議会での今後の改善点は

３ 夢にチャレンジ助成金について

(1) 若者に対する夢にチャレンジの応援について

４ 老人漂流社会について

(1) 生活保護制度利用者の実態について

(2) 介護保険認定者及び子供同居世帯の状況について

(3) 市税等の未納状況について

５ 介護保険のサービス移行について

(1) 地域支援事業の支え手・提供者の今後の状況について

９ 奥 村 英 俊 １ 青少年の健全育成について

（Ｐ１５２） (1) 放課後の子供の居場所、校区ごとの学童保育所整備について

２ 総合交通体系の整備発展について

(1) コミュニティバスの現状と今後について

３ 平和行政の推進について

(1) 今年度の取り組みと今後について

４ 安心して健やかに暮らせるまちづくりについて

(1) 派遣隊員の留守家族支援に関する協定書について

(2) 地域医療の充実について

① 名寄市立総合病院の経営状況と救命救急センターについて

１０ 川 村 幸 栄 １ 学校給食費の保護者に対する負担軽減について

（Ｐ１６４） (1) 無料化の考え方について

２ 住宅リフォーム助成事業の復活について

(1) 市民からの要望の状況と検討状況について

(2) 支援に対する考え方について
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３ “ひまわり”を活かしたまちづくりについて

(1) 産官学の連携強化を
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平成２７年第３回名寄市議会定例会議決結果表

平成２７年９月３日～平成２７年９月２９日 ２７日間

本会議時間数 １４時間４４分

委 員 会 本会議

議 案 番 号 議 件 名 付託年月日 議決年月日 議決年月日

付託委員会 審 査 結 果 議 決 結 果

平 成 2 7 年 第 2 回 27. 6. 1 27. 8.26 27. 9. 3
名寄市立大学の授業料等徴収条例の一部改正

定例会 総 務 文 教 常 任 委 修 正 可 決 す べ き 修 正 可 決
について

付 託 議 案 第 7 号

27. 9. 3 ― 27. 9.29
第 １ 号 名寄市男女共同参画推進条例の制定について

総 務 文 教 常 任 委 ― 閉 会 中 審 査 決 定

名寄市個人番号の利用及び特定個人情報の提 ― ― 27. 9. 3
第 ２ 号

供に関する条例の制定について ― ― 原 案 可 決

名寄市地域子育て支援センター条例の制定に 27. 9. 3 27. 9.25 27. 9.29
第 ３ 号

ついて 市 民 福 祉 常 任 委 修 正 可 決 す べ き 修 正 可 決

― ― 27. 9. 3
第 ４ 号 名寄市個人情報保護条例の一部改正について

― ― 原 案 可 決

名寄市職員の再任用に関する条例の一部改正 ― ― 27. 9. 3
第 ５ 号

について ― ― 原 案 可 決

― ― 27. 9. 3
第 ６ 号 名寄市手数料徴収条例の一部改正について

― ― 原 案 可 決

北海道市町村職員退職手当組合規約の変更に ― ― 27. 9. 3
第 ７ 号

ついて ― ― 原 案 可 決

― ― 27. 9. 3
第 ８ 号 工事請負契約の締結について

― ― 原 案 可 決

― ― 27. 9. 3
第 ９ 号 工事請負契約の変更について

― ― 原 案 可 決

― ― 27. 9. 3
第 １ ０ 号 工事請負契約の変更について

― ― 原 案 可 決

― ― 27. 9. 3
第 １ １ 号 市道路線の認定について

― ― 原 案 可 決

平成２７年度名寄市一般会計補正予算（第３ ― ― 27. 9. 3
第 １ ２ 号

号 ― ― 原 案 可 決

平成２７年度名寄市国民健康保険特別会計補 ― ― 27. 9. 3
第 １ ３ 号

正予算（第１号） ― ― 原 案 可 決
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委 員 会 本会議

議 案 番 号 議 件 名 付託年月日 議決年月日 議決年月日

付託委員会 審 査 結 果 議 決 結 果

平成２７年度名寄市介護保険特別会計補正予 ― ― 27. 9. 3
第 １ ４ 号

算（第２号） ― ― 原 案 可 決

平成２７年度名寄市後期高齢者医療特別会計 ― ― 27. 9. 3
第 １ ５ 号

補正予算（第１号） ― ― 原 案 可 決

平成２７年度名寄市水道事業会計補正予算 ― ― 27. 9. 3
第 １ ６ 号

（第１号） ― ― 原 案 可 決

平成２６年度名寄市一般会計決算の認定につ 27. 9. 3 27. 9.28 27. 9.29
第 １ ７ 号

いて 決 算 審 査 特 別 認 定 す べ き 認 定

平成２６年度名寄市国民健康保険特別会計決 27. 9. 3 27. 9.28 27. 9.29
第 １ ８ 号

算の認定について 決 算 審 査 特 別 認 定 す べ き 認 定

平成２６年度名寄市介護保険特別会計決算の 27. 9. 3 27. 9.28 27. 9.29
第 １ ９ 号

認定について 決 算 審 査 特 別 認 定 す べ き 認 定

平成２６年度名寄市下水道事業特別会計決算 27. 9. 3 27. 9.28 27. 9.29
第 ２ ０ 号

の認定について 決 算 審 査 特 別 認 定 す べ き 認 定

平成２６年度名寄市個別排水処理施設整備事 27. 9. 3 27. 9.28 27. 9.29
第 ２ １ 号

業特別会計決算の認定について 決 算 審 査 特 別 認 定 す べ き 認 定

平成２６年度名寄市簡易水道事業特別会計決 27. 9. 3 27. 9.28 27. 9.29
第 ２ ２ 号

算の認定について 決 算 審 査 特 別 認 定 す べ き 認 定

平成２６年度名寄市公設地方卸売市場特別会 27. 9. 3 27. 9.28 27. 9.29
第 ２ ３ 号

計決算の認定について 決 算 審 査 特 別 認 定 す べ き 認 定

平成２６年度名寄市食肉センター事業特別会 27. 9. 3 27. 9.28 27. 9.29
第 ２ ４ 号

計決算の認定について 決 算 審 査 特 別 認 定 す べ き 認 定

平成２６年度名寄市後期高齢者医療特別会計 27. 9. 3 27. 9.28 27. 9.29
第 ２ ５ 号

決算の認定について 決 算 審 査 特 別 認 定 す べ き 認 定

平成２６年度名寄市病院事業会計決算の認定 27. 9. 3 27. 9.29 27. 9.29
第 ２ ６ 号

について 決 算 審 査 特 別 認 定 す べ き 認 定

平成２６年度名寄市水道事業会計未処分利益 27. 9. 3 27. 9.28 27. 9.29
第 ２ ７ 号

剰余金の処分及び決算の認定について 決 算 審 査 特 別 認 定 す べ き 認 定

報 告 平成２６年度名寄市一般会計継続費精算報告 ― ― 27. 9. 3

第 １ 号 について ― ― 報 告 済

報 告 平成２６年度名寄市病院事業会計継続費精算 ― ― 27. 9. 3

第 ２ 号 報告について ― ― 報 告 済

報 告 平成２６年度決算に基づく健全化判断比率の ― ― 27. 9.18

第 ３ 号 報告について ― ― 報 告 済
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委 員 会 本会議

議 案 番 号 議 件 名 付託年月日 議決年月日 議決年月日

付託委員会 審 査 結 果 議 決 結 果

報 告 平成２６年度決算に基づく資金不足比率の報 ― ― 27. 9.18

第 ４ 号 告について ― ― 報 告 済

報 告 ― ― 27. 9.29
例月現金出納検査報告について

第 ５ 号 ― ― 報 告 済

意 見 書 案 林業・木材産業の成長産業化に向けた施策の ― ― 27. 9.29

第 １ 号 充実・強化を求める意見書 ― ― 原 案 可 決

意 見 書 案 ＪＲ日高線、留萌線の早期運転再開と在来線 ― ― 27. 9.29

第 ２ 号 の存続を求める意見書 ― ― 原 案 可 決

意 見 書 案 子どもの医療費無料化の制度化と、国庫負担 ― ― 27. 9.29

第 ３ 号 削減の廃止を求める意見書 ― ― 原 案 可 決

意 見 書 案 ＩＣＴ利活用による地域活性化とふるさとテ ― ― 27. 9.29

第 ４ 号 レワークの推進を求める意見書 ― ― 原 案 可 決

意 見 書 案 地方創生に係る新型交付金等の財源確保を求 ― ― 27. 9.29

第 ５ 号 める意見書 ― ― 原 案 可 決

意 見 書 案 労働時間規制を緩和する労働基準法改定案の ― ― 27. 9.29

第 ６ 号 見直しを求める意見書 ― ― 原 案 可 決

― ― 27. 9.29
議会改革調査特別委員会の設置について

― ― 設 置

― ― 27. 9.29
閉会中継続審査（調査）の申し出について

― ― 決 定
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